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は し が き 

 

我が国には各地域に多様で豊かな文化芸術が存在し、その厚みが日本文

化全体の豊かさを成していると言えます。各地域の活性化を図る上でも文化

芸術の果たすべき役割は極めて重要になっており、各地方公共団体において

も、第２期文化芸術推進基本計画を参酌した「地方文化芸術推進基本計

画」を改定・策定することが求められています。 

 

特色ある文化芸術振興の主たる役割を担うべき地方公共団体と国が、適

切な役割分担の下、一層密接な連携を図ることにより相乗効果を期すること

が求められ、そのためにも年々変化する各地域の文化行政の現状と文化芸

術を取り巻く諸状況を的確に把握し広く共有する必要があります。 

 

このような趣旨から、本冊子は「令和７年度地方における文化行政及び令

和６年度文化関係経費の状況」について取りまとめたものです。 

 

本冊子のとりまとめに当たり、御協力いただいた都道府県・市区町村御担

当者の方々をはじめ、関係者各位に対し厚くお礼申し上げます。 
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　　１ー１．都道府県（障害者文化芸術分野以外） （令和７年１０月１日現在）

No. 都道府県名 教育委員会 知事部局

環境生活部文化局文化振興課

教育庁生涯学習推進局文化財・博物館課 環境生活部文化局文化振興課

教育庁生涯学習推進局文化財・博物館課

環境生活部文化局文化振興課／総合政策部国際局国際課

設置等 教育庁生涯学習推進局文化財・博物館課 環境生活部文化局文化振興課

登録等 教育庁生涯学習推進局文化財・博物館課

交通・地域社会部地域生活文化課

交通・地域社会部地域生活文化課

教育庁文化財保護課

観光交流推進部誘客交流課

設置等 教育庁文化財保護課

登録等 教育庁文化財保護課

文化スポーツ部文化振興課

文化スポーツ部文化振興課

教育委員会事務局生涯学習文化財課

文化スポーツ部文化振興課

設置等 教育委員会事務局生涯学習文化財課

登録等 教育委員会事務局生涯学習文化財課

生涯学習課 消費生活・文化課

生涯学習課 消費生活・文化課

文化財課

消費生活・文化課／国際政策課

設置等 生涯学習課・文化財課

登録等 生涯学習課・文化財課

文化振興課

生涯学習課 文化振興課

生涯学習課文化財保護室

国際課

設置等 生涯学習課

登録等 生涯学習課

観光文化スポーツ部県民文化芸術振興課

観光文化スポーツ部県民文化芸術振興課

観光文化スポーツ部県民文化芸術振興課

みらい企画創造部多文化共生・国際交流推進課

設置等 教育局生涯教育・学習振興課

登録等

文化スポーツ局文化振興課

教育庁社会教育課 文化スポーツ局文化振興課

教育庁文化財課

文化スポーツ局文化振興課／生活環境部国際課

設置等 教育庁社会教育課

登録等 教育庁社会教育課

北海道

青森県

岩手県

宮城県

秋田県

山形県

福島県

1

2

3

4

5

6

7

文化政策全般

芸術文化

文化財保護

国際文化交流

博物館

文化行政区分

国際文化交流

博物館

文化政策全般

芸術文化

文化財保護

文化政策全般

芸術文化

文化財保護

国際文化交流

博物館

文化政策全般

芸術文化

文化財保護

国際文化交流

博物館

文化政策全般

芸術文化

文化財保護

国際文化交流

博物館

文化政策全般

芸術文化

文化財保護

国際文化交流

博物館

文化政策全般

芸術文化

文化財保護

国際文化交流

博物館

Ⅰ．文化行政担当部署
　　令和7年10月1日における各行政区分の担当部署を記載。
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No. 都道府県名 教育委員会 知事部局文化行政区分

県民生活環境部生活文化課

教育庁総務企画部文化課 県民生活環境部生活文化課

教育庁総務企画部文化課

営業戦略部国際渉外チーム

設置等 教育庁総務企画部文化課

登録等 教育庁総務企画部文化課

生活文化スポーツ部文化振興課

生活文化スポーツ部文化振興課

生活文化スポーツ部文化振興課

産業労働観光部国際経済課

設置等 生活文化スポーツ部文化振興課

登録等 教育委員会事務局生涯学習課

地域創生部文化振興課

地域創生部文化振興課

地域創生部文化財保護課

地域創生部ぐんま暮らし・外国人活躍推進課

設置等 地域創生部文化振興課

登録等 地域創生部文化振興課

県民生活部文化振興課

教育総務部生涯学習推進課 県民生活部文化振興課

教育総務部文化財・博物館課

県民生活部国際課

設置等 教育総務部文化財・博物館課

登録等 教育総務部文化財・博物館課

環境生活部スポーツ・文化局文化振興課

環境生活部スポーツ・文化局文化振興課

教育庁教育振興部文化財課

環境生活部スポーツ・文化局文化振興課

設置等 環境生活部スポーツ・文化局文化振興課

登録等 環境生活部スポーツ・文化局文化振興課

生活文化局文化振興部企画調整課

生活文化局文化振興部企画調整課

教育庁地域教育支援部管理課

生活文化局文化振興部企画調整課

設置等 教育庁地域教育支援部管理課

登録等 教育庁地域教育支援部管理課

文化スポーツ観光局文化課

文化スポーツ観光局文化課

教育局生涯学習部文化遺産課

文化スポーツ観光局文化課

設置等 教育局生涯学習部生涯学習課

登録等 教育局生涯学習部生涯学習課

観光文化スポーツ部文化課

観光文化スポーツ部文化課

観光文化スポーツ部文化課

観光文化スポーツ部文化課

設置等 観光文化スポーツ部文化課

登録等 観光文化スポーツ部文化課

東京都

埼玉県

千葉県

群馬県

栃木県

茨城県

神奈川県

新潟県

8

9

10

11

12

13

14

15

文化政策全般

芸術文化

文化財保護

国際文化交流

博物館

文化政策全般

芸術文化

文化財保護

国際文化交流

博物館

文化政策全般

芸術文化

文化財保護

国際文化交流

博物館

文化政策全般

芸術文化

文化財保護

国際文化交流

博物館

文化政策全般

芸術文化

文化財保護

国際文化交流

博物館

文化政策全般

芸術文化

文化財保護

国際文化交流

博物館

文化政策全般

芸術文化

文化財保護

国際文化交流

博物館

文化政策全般

芸術文化

文化財保護

国際文化交流

博物館

-2-



No. 都道府県名 教育委員会 知事部局文化行政区分

生活環境文化部文化振興室

生活環境文化部文化振興室

教育委員会生涯学習・文化財課

地方創生局多文化共生推進室国際課

設置等 生活環境文化部文化振興室

登録等 教育委員会生涯学習・文化財課

文化振興課

文化振興課

文化財課

国際交流課

設置等 文化財課 文化振興課

登録等 文化財課 文化振興課

交流文化部文化課

交流文化部文化課

生涯学習・文化財課

交流部文化部インバウンド交流課

設置等 交流文化部文化課

登録等 交流文化部文化課

観光文化・スポーツ部文化振興・文化財課

観光文化・スポーツ部文化振興・文化財課

観光文化・スポーツ部文化振興・文化財課

新価値・地域創造推進局国際戦略・自然首都圏推進課

設置等 教育庁

登録等 観光文化・スポーツ部文化振興・文化財課

県民文化部文化振興課

学びの改革支援課 県民文化部文化振興課

県民文化部文化振興課

企画振興部国際交流課

設置等 県民文化部文化振興課

登録等 県民文化部文化振興課

観光文化スポーツ部文化創造課

観光文化スポーツ部文化創造課

観光文化スポーツ部文化伝承課

観光文化スポーツ部文化創造課

設置等 観光文化スポーツ部文化伝承課

登録等 観光文化スポーツ部文化伝承課

スポーツ・文化観光部文化政策課

スポーツ・文化観光部文化政策課

スポーツ・文化観光部文化財課

スポーツ・文化観光部文化政策課

設置等 教育委員会社会教育課 スポーツ・文化観光部文化政策課

登録等 教育委員会社会教育課

県民文化局文化部文化芸術課

県民文化局文化部文化芸術課

県民文化局文化部文化芸術課文化財室

県民文化局文化部文化芸術課

設置等 あいちの学び推進課

登録等 あいちの学び推進課

愛知県

富山県

石川県

福井県

山梨県

長野県

岐阜県

静岡県

16

17

18

19

20

21

22

23

文化政策全般

芸術文化

文化財保護

国際文化交流

博物館

文化政策全般

芸術文化

文化財保護

国際文化交流

博物館

文化政策全般

芸術文化

文化財保護

国際文化交流

博物館

文化政策全般

芸術文化

文化財保護

国際文化交流

博物館

文化政策全般

芸術文化

文化財保護

国際文化交流

博物館

文化政策全般

芸術文化

文化財保護

国際文化交流

博物館

文化政策全般

芸術文化

文化財保護

国際文化交流

博物館

文化政策全般

芸術文化

文化財保護

国際文化交流

博物館
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No. 都道府県名 教育委員会 知事部局文化行政区分

環境生活部文化振興課

環境生活部文化振興課

教育委員会事務局社会教育・文化財保護課

環境生活部文化振興課

設置等 教育委員会事務局社会教育・文化財保護課 環境生活部文化振興課

登録等 教育委員会事務局社会教育・文化財保護課

文化芸術振興課

文化芸術振興課

文化財保護課

観光振興局

設置等 文化芸術振興課

登録等 文化芸術振興課

文化生活部文化政策室

文化生活部文化芸術課

文化財保護課

文化生活部文化芸術課

設置等 社会教育課

登録等 社会教育課

府民文化部文化・スポーツ室文化課

府民文化部文化・スポーツ室文化課

教育庁文化財保護課

府民文化部都市魅力創造局国際課

設置等 教育庁文化財保護課

登録等 教育庁文化財保護課

県民生活部芸術文化課

県民生活部芸術文化課

教育委員会事務局文化財課

産業労働部国際局国際課

設置等 教育委員会事務局文化財課

登録等

地域創造部文化振興課

教育委員会事務局高校教育課 地域創造部文化振興課

地域創造部文化財課

総務部知事公室国際課

設置等 地域創造部文化財課

登録等

教育庁生涯学習局文化遺産課 企画部企画政策局文化学術課

教育庁生涯学習局文化遺産課 企画部企画政策局文化学術課

教育庁生涯学習局文化遺産課

企画部企画政策局文化学術課／企画部企画政策局国際課

設置等
教育庁教育総務局総務課／教育庁教育総務局教育政策課
／教育庁生涯学習局文化遺産課

登録等 教育庁生涯学習局文化遺産課

地域社会振興部文化政策課

地域社会振興部文化政策課

地域社会振興部文化財課

地域社会振興部文化政策課／
輝く鳥取創造本部観光交流局交流推進課

設置等 博物館 地域社会興部美術館

登録等 博物館

兵庫県

和歌山県

三重県

滋賀県

京都府

大阪府

奈良県

24

25

26

27

28

29

30

31 鳥取県

文化政策全般

芸術文化

文化財保護

国際文化交流

博物館

文化政策全般

芸術文化

文化財保護

国際文化交流

博物館

文化政策全般

芸術文化

文化財保護

国際文化交流

博物館

文化政策全般

芸術文化

文化財保護

国際文化交流

博物館

文化政策全般

芸術文化

文化財保護

国際文化交流

博物館

文化政策全般

芸術文化

文化財保護

国際文化交流

博物館

文化政策全般

芸術文化

文化財保護

国際文化交流

博物館

文化政策全般

芸術文化

文化財保護

国際文化交流

博物館
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No. 都道府県名 教育委員会 知事部局文化行政区分

環境生活部文化国際課

環境生活部文化国際課

教育庁文化財課

環境生活部文化国際課

設置等 教育庁文化財課

登録等 教育庁文化財課

環境文化部文化振興課

教育庁生涯学習課 環境文化部文化振興課

教育庁文化財課

環境文化部文化振興課／県民生活部国際課

設置等 教育庁生涯学習課／文化財課

登録等 教育庁生涯学習課／文化財課

環境県民局文化芸術課

環境県民局文化芸術課

管理部文化財課

地域政策局国際課

設置等 管理部文化財課 環境県民局文化芸術課

登録等 学びの変革推進部生涯学習課

文化振興課

文化振興課

文化振興課

国際課／文化振興課

設置等 学校運営・施設整備室

登録等 学校運営・施設整備室

観光スポーツ文化部文化振興課

義務教育課／高校教育課 観光スポーツ文化部文化振興課

観光スポーツ文化部文化資源活用課

知事戦略局

設置等 観光スポーツ文化部文化の森振興センター

登録等 生涯学習課

政策部文化芸術局文化振興課

政策部文化芸術局文化振興課

生涯学習・文化財課

総務部知事公室国際課

設置等 生涯学習・文化財課 政策部文化芸術局文化振興課

登録等 生涯学習・文化財課

観光スポーツ文化部文化局文化振興課

観光スポーツ文化部文化局文化振興課

教育委員会事務局管理部文化財保護課

観光スポーツ文化部文化局文化振興課／
観光スポーツ文化部観光交流局観光国際課

設置等 観光スポーツ文化部文化局まなび推進課

登録等 観光スポーツ文化部文化局まなび推進課

文化生活部文化振興課

文化生活部文化振興課

文化生活部歴史文化財課

文化生活部国際交流課

設置等 教育委員会事務局生涯学習課
文化生活部文化振興課
文化生活部歴史文化財課

登録等 教育委員会事務局生涯学習課 文化生活部文化振興課／文化生活部歴史文化財課

32

33

34

35

36

香川県

愛媛県

高知県

島根県

岡山県

広島県

山口県

徳島県

37

38

39

文化政策全般

芸術文化

文化財保護

国際文化交流

博物館

文化政策全般

芸術文化

文化財保護

国際文化交流

博物館

文化政策全般

芸術文化

文化財保護

国際文化交流

博物館

文化政策全般

芸術文化

文化財保護

国際文化交流

博物館

文化政策全般

芸術文化

文化財保護

国際文化交流

博物館

文化政策全般

芸術文化

文化財保護

国際文化交流

博物館

文化政策全般

芸術文化

文化財保護

国際文化交流

博物館

文化政策全般

芸術文化

文化財保護

国際文化交流

博物館
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No. 都道府県名 教育委員会 知事部局文化行政区分

人づくり・県民生活部文化振興課

教育振興部社会教育課 人づくり・県民生活部文化振興課

教育総務部文化財保護課

設置等 教育振興部社会教育課

登録等

地域交流部文化・観光局文化課

学校教育課 地域交流部文化・観光局文化課

地域交流部文化・観光局文化課文化財保護・活用室

地域交流部多文化共生さが推進課

設置等 地域交流部文化・観光局文化課

登録等 地域交流部文化・観光局文化課

文化観光国際部文化振興・世界遺産課

文化観光国際部文化振興・世界遺産課

教育庁学芸文化課

文化観光国際部国際課

設置等 教育庁学芸文化課

登録等 教育庁学芸文化課

観光文化政策課

観光文化政策課

文化課

観光文化政策課

設置等

登録等 文化課

企画振興部芸術文化振興課

企画振興部芸術文化振興課

教育庁文化課

教育庁文化課 企画振興部芸術文化振興課

設置等 教育庁文化課

登録等 教育庁文化課

生涯学習課／文化財課 総合政策部みやざき文化振興課

生涯学習課 総合政策部みやざき文化振興課

文化財課

生涯学習課／高校教育課
総合政策部みやざき文化振興課／
商工観光労働部国際・経済交流課

設置等 文化財課

登録等 文化財課

観光・文化スポーツ部文化振興課

観光・文化スポーツ部文化振興課

教育庁文化財課

観光・文化スポーツ部文化振興課

設置等 教育庁文化財課

登録等 教育庁文化財課

文化観光スポーツ部文化振興課

文化財課 文化観光スポーツ部文化振興課／空手振興課

文化財課

文化財課 文化観光スポーツ部文化振興課／交流推進課

設置等 文化財課

登録等 文化財課

 ※各地方公共団体からの回答を基に作成。
 ※文化財保護に関する事務、博物館に関する事務については、首長部局に委任・補助執行している地方公共団体もある。
　　なお、文化財保護法及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律の改正、また、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律（第9次
　地方分権一括法）に伴い、条例改正により文化財保護に関する事務、博物館に関する事務を、首長部局に移管した地方公共団体もある。

佐賀県

長崎県　

熊本県

大分県

宮崎県

鹿児島県

沖縄県

福岡県40

46

47

41

42

43

44

45

文化政策全般

芸術文化

文化財保護

国際文化交流

博物館

文化政策全般

芸術文化

文化財保護

国際文化交流

博物館

文化政策全般

芸術文化

文化財保護

国際文化交流

博物館

文化政策全般

芸術文化

文化財保護

国際文化交流

博物館

文化政策全般

芸術文化

文化財保護

国際文化交流

博物館

文化政策全般

博物館

文化政策全般

芸術文化

文化財保護

国際文化交流

博物館

芸術文化

文化財保護

国際文化交流

博物館

文化政策全般

芸術文化

文化財保護

国際文化交流
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　　１ー２．都道府県（障害者文化芸術分野） （令和７年１０月１日現在）

No. 都道府県名 文化行政区分 文化政策部門 障害者福祉部門

1 北海道 障害者文化芸術 環境生活部文化局文化振興課 保健福祉部福祉局障がい者保健福祉課

2 青森県 障害者文化芸術 健康医療福祉部障がい福祉課

3 岩手県 障害者文化芸術 文化スポーツ部文化振興課 保健福祉部障がい保健福祉課

4 宮城県 障害者文化芸術 消費生活・文化課／障害福祉課 障害福祉課

5 秋田県 障害者文化芸術 文化振興課 障害福祉課

6 山形県 障害者文化芸術 観光文化スポーツ部県民文化芸術振興課 健康福祉部障がい福祉課

7 福島県 障害者文化芸術 文化スポーツ局文化振興課 保健福祉部障がい福祉課

8 茨城県 障害者文化芸術 県民生活環境部生活文化課 福祉部障害福祉課

9 栃木県 障害者文化芸術 保健福祉部障害福祉課

10 群馬県 障害者文化芸術 健康福祉部障害政策課

11 埼玉県 障害者文化芸術 福祉部障害者福祉推進課

12 千葉県 障害者文化芸術 環境生活部スポーツ・文化局文化振興課

13 東京都 障害者文化芸術 生活文化局文化振興部企画調整課

14 神奈川県 障害者文化芸術 文化スポーツ観光局文化課 福祉子どもみらい局福祉部障害福祉課

15 新潟県 障害者文化芸術 観光文化スポーツ部文化課 福祉保健部障害福祉課

16 富山県 障害者文化芸術 厚生部障害福祉課

17 石川県 障害者文化芸術 文化振興課 障害保健福祉課

18 福井県 障害者文化芸術 健康福祉部障がい福祉課

19 山梨県 障害者文化芸術 福祉保健部障害福祉課

20 長野県 障害者文化芸術 健康福祉部障がい者支援課

21 岐阜県 障害者文化芸術 観光文化スポーツ部文化創造課 健康福祉部障害福祉課

22 静岡県 障害者文化芸術 スポーツ・文化観光部文化政策課

23 愛知県 障害者文化芸術 福祉局福祉部障害福祉課 福祉局福祉部障害福祉課

24 三重県 障害者文化芸術 子ども・福祉部障がい福祉課

25 滋賀県 障害者文化芸術 文化芸術振興課 障害福祉課

26 京都府 障害者文化芸術 障害者支援課

27 大阪府 障害者文化芸術 福祉部障がい福祉室

28 兵庫県 障害者文化芸術 福祉部ユニバーサル推進課

29 奈良県 障害者文化芸術 福祉保健部障害福祉課

30 和歌山県 障害者文化芸術 企画部企画政策局文化学術課 福祉保健部福祉保健政策局障害福祉課

31 鳥取県 障害者文化芸術 福祉保健部ささえあい福祉局障がい福祉課

32 島根県 障害者文化芸術 環境生活部文化国際課 健康福祉部障がい福祉課

33 岡山県 障害者文化芸術 環境文化部文化振興課 子ども・福祉部障害福祉課

34 広島県 障害者文化芸術 健康福祉局障害者支援課

35 山口県 障害者文化芸術 障害者支援課 障害者支援課

36 徳島県 障害者文化芸術 保健福祉部障がい福祉課

37 香川県 障害者文化芸術 健康福祉部障害福祉課

38 愛媛県 障害者文化芸術 保健福祉部生きがい推進局障がい福祉課

39 高知県 障害者文化芸術 子ども･福祉政策部障害福祉課

40 福岡県 障害者文化芸術 人づくり・県民生活部文化振興課 福祉労働部障がい福祉課
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No. 都道府県名 文化行政区分 文化政策部門 障害者福祉部門

41 佐賀県 障害者文化芸術 地域交流部文化・観光局文化課 健康福祉部障害福祉課

42 長崎県 障害者文化芸術 福祉保健部障害福祉課 福祉保健部障害福祉課

43 熊本県 障害者文化芸術 障がい者支援課

44 大分県 障害者文化芸術 福祉保健部障害者社会参加推進室

45 宮崎県 障害者文化芸術 総合政策部みやざき文化振興課 福祉保健部障がい福祉課

46 鹿児島県 障害者文化芸術 観光・文化スポーツ部文化振興課 観光・文化スポーツ部文化振興課

47 沖縄県 障害者文化芸術 生活福祉部障害福祉課

 ※各地方公共団体からの回答を基に作成。
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　　２ー１．政令指定都市（障害者文化芸術分野以外） （令和７年１０月１日現在）

No. 市名 教育委員会 市長部局

市民文化局文化部文化振興課

市民文化局文化部文化振興課

市民文化局文化部文化財課

市民文化局文化部文化振興課

設置等

登録等

文化観光局文化スポーツ部文化振興課

教育局生涯学習部生涯学習課 文化観光局文化スポーツ部文化振興課

教育局生涯学習部文化財課

文化観光局交流企画課

設置等 教育局博物館

登録等 教育局生涯学習部生涯学習課

スポーツ文化局文化部文化政策室

スポーツ文化局文化部文化振興課

生涯学習部文化財保護課

経済局商工観光部観光国際課

設置等 生涯学習部博物館

登録等 生涯学習部博物館

市民局生活文化スポーツ部文化振興課

市民局生活文化スポーツ部文化振興課

生涯学習部文化財課

市民局市民自治推進部国際交流課

設置等 生涯学習部文化財課

登録等 生涯学習部文化財課

にぎわいスポーツ文化局文化振興課

にぎわいスポーツ文化局創造都市推進課／文化振興課

生涯学習文化財課

にぎわいスポーツ文化局創造都市推進課

設置等 生涯学習文化財課

登録等 生涯学習文化財課

市民文化局市民文化振興室

市民文化局市民文化振興室

生涯学習部文化財課

総務企画局国際交流担当／市民文化局市民文化振興室

設置等

登録等 生涯学習部文化財課

市民局文化振興課

市民局文化振興課

教育局生涯学習部文化財課

市民局国際課

設置等 教育局生涯学習部博物館

登録等 教育局生涯学習部博物館

川崎市

相模原市

札幌市

仙台市

さいたま市

千葉市

横浜市

1

2

3

4

5

6

7

博物館

国際文化交流

文化財保護

芸術文化

文化政策全般

文化行政区分

文化政策全般

芸術文化

文化財保護

国際文化交流

博物館

文化政策全般

芸術文化

文化財保護

国際文化交流

博物館

文化政策全般

芸術文化

文化財保護

国際文化交流

博物館

文化政策全般

芸術文化

文化財保護

国際文化交流

博物館

文化政策全般

芸術文化

文化財保護

国際文化交流

博物館

文化政策全般

芸術文化

文化財保護

国際文化交流

博物館
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No. 市名 教育委員会 市長部局文化行政区分

文化スポーツ部文化政策課

文化スポーツ部文化政策課

文化スポーツ部歴史文化課

観光・国際交流部国際課

設置等 文化スポーツ部歴史文化課

登録等 文化スポーツ部歴史文化課

観光交流文化局文化政策課

観光交流文化局文化政策課

観光交流文化局歴史文化課

観光交流文化局国際交流課

設置等

登録等

市民部創造都市・文化振興課

市民部創造都市・文化振興課

市民部文化財課

企画調整部企画課

設置等 市民部博物館

登録等 市民部文化財課

観光文化交流局文化歴史まちづくり部文化芸術推進課

観光文化交流局文化歴史まちづくり部文化芸術推進課

教育委員会事務局生涯学習部文化財保護課

観光文化交流局観光交流部国際交流課

設置等 教育委員会事務局生涯学習部文化財保護課

登録等 教育委員会事務局生涯学習部文化財保護課

文化市民局文化芸術都市推進室文化芸術企画課

文化市民局文化芸術都市推進室文化芸術企画課

文化市民局文化芸術都市推進室文化財保護課

総合企画局国際交流・共生推進室

設置等 教育委員会事務局生涯学習部

登録等 教育委員会事務局生涯学習部

経済戦略局文化部文化課

経済戦略局文化部文化課

教育委員会事務局総務部文化財保護課

経済戦略局立地交流推進部国際担当

設置等 経済戦略局文化部文化課

登録等 教育委員会事務局総務部文化財保護課

文化観光局文化国際部文化課

教育委員会事務局教育センター企画相談課 文化観光局文化国際部文化課

文化観光局歴史遺産活用部文化財課／
文化観光局歴史遺産活用部世界遺産課
文化観光局文化国際部国際課／
文化観光局文化国際部文化課

設置等 文化観光局歴史遺産活用部博物館学芸課

登録等 文化観光局歴史遺産活用部文化財課

新潟市

静岡市

浜松市

名古屋市

京都市

大阪市

堺市

文化政策全般

芸術文化

文化財保護

国際文化交流

博物館

文化政策全般

芸術文化

文化財保護

国際文化交流

8

9

10

11

12

13

14

博物館

文化政策全般

芸術文化

文化財保護

国際文化交流

博物館

文化政策全般

芸術文化

文化財保護

国際文化交流

博物館

文化政策全般

芸術文化

文化財保護

国際文化交流

博物館

文化政策全般

芸術文化

文化財保護

国際文化交流

博物館

文化政策全般

芸術文化

文化財保護

国際文化交流

博物館
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No. 市名 教育委員会 市長部局文化行政区分

文化スポーツ局文化交流課

文化スポーツ局文化交流課

文化スポーツ局文化財課

企画調整局国際課

設置等 文化スポーツ局博物館

登録等 教育委員会 文化スポーツ局文化財課

スポーツ文化局スポーツ文化部文化振興課

文化振興課／産業観光局観光部観光振興課

生涯学習部文化財課

文化振興課／市民協働局市民協働部国際課

設置等

登録等 生涯学習部生涯学習課

市民局文化スポーツ部文化振興課

市民局文化スポーツ部文化振興課

市民局文化スポーツ部文化振興課

市民局文化スポーツ部文化振興課・国際化推進課

設置等 市民局文化スポーツ部文化振興課

登録等 市民局文化スポーツ部文化振興課

都市ブランド創造局総務文化部文化企画課

都市ブランド創造局総務文化部文化企画課

都市ブランド創造局総務文化部文化企画課

都市ブランド創造局総務文化部文化企画課／
政策局グローバル挑戦部国際政策課

設置等 都市ブランド創造局自然史・歴史博物館

登録等 都市ブランド創造局総務文化部文化企画課

経済観光文化局文化まつり振興部文化振興課

経済観光文化局文化まつり振興部文化振興課

経済観光文化局文化財活用部文化財活用課

総務企画局国際部アジア連携課

設置等 経済観光文化局博物館運営課

登録等 経済観光文化局博物館運営課

文化市民局文化創造部文化政策課

文化市民局文化創造部文化政策課

文化市民局文化創造部文化財課

政策局総合政策部国際課

設置等 教育総務部熊本博物館

登録等 教育総務部教育政策課

 ※各地方公共団体からの回答を基に作成。
 ※文化財保護に関する事務、博物館に関する事務については、首長部局に委任・補助執行している地方公共団体もある。
　　なお、文化財保護法及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律の改正、また、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律（第9次地方分権
　一括法）に伴い、条例改正により文化財保護に関する事務、博物館に関する事務を、首長部局に移管した地方公共団体もある。

岡山市

広島市

熊本市

神戸市

北九州市

福岡市19

20

15

16

17

18

文化政策全般

芸術文化

文化財保護

国際文化交流

博物館

文化政策全般

芸術文化

文化財保護

国際文化交流

博物館

文化政策全般

芸術文化

文化財保護

国際文化交流

博物館

文化政策全般

芸術文化

文化財保護

国際文化交流

国際文化交流

博物館

博物館

文化政策全般

芸術文化

文化財保護

国際文化交流

博物館

文化政策全般

芸術文化

文化財保護
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　　２ー２．政令指定都市（障害者文化芸術分野） （令和７年１０月１日現在）

No. 市名 文化行政区分 文化政策部門 障害者福祉部門

1 札幌市 障害者文化芸術 市民文化局文化部文化振興課 保健福祉局障がい保健福祉部障がい福祉課

2 仙台市 障害者文化芸術 文化観光局文化スポーツ部文化振興課 健康福祉局障害福祉部障害企画課

3 さいたま市 障害者文化芸術 福祉局障害福祉部障害政策課

4 千葉市 障害者文化芸術 市民局生活文化スポーツ部文化振興課 保健福祉局高齢障害部障害者自立支援課

5 横浜市 障害者文化芸術 健康福祉局障害施策推進課

6 川崎市 障害者文化芸術 市民文化局市民文化振興室

7 相模原市 障害者文化芸術 市民局文化振興課 健康福祉局地域包括ケア推進部高齢・障害者福祉課

8 新潟市 障害者文化芸術 文化スポーツ部文化政策課 福祉部障がい福祉課

9 静岡市 障害者文化芸術 観光交流文化局文化政策課 保健福祉長寿局健康福祉部障害福祉企画課

10 浜松市 障害者文化芸術

11 名古屋市 障害者文化芸術 健康福祉局障害福祉部障害企画課

12 京都市 障害者文化芸術 文化市民局文化芸術都市推進室文化芸術企画課 保健福祉局障害保健福祉推進室

13 大阪市 障害者文化芸術 経済戦略局文化部文化課 福祉局障がい者施策部障がい福祉課

14 堺市 障害者文化芸術 文化観光局文化国際部文化課 健康福祉局障害福祉部障害施策推進課

15 神戸市 障害者文化芸術 文化スポーツ局文化交流課 福祉局障害福祉課

16 岡山市 障害者文化芸術 文化振興課 保健福祉局障害・生活福祉部障害福祉課

17 広島市 障害者文化芸術 市民局文化スポーツ部文化振興課 健康福祉局障害福祉課

18 北九州市 障害者文化芸術 都市ブランド創造局総務文化部文化企画課 保健福祉局障害福祉部障害福祉企画課

19 福岡市 障害者文化芸術 経済観光文化局文化まつり振興部文化振興課 福祉局障がい者部障がい企画課

20 熊本市 障害者文化芸術 文化市民局文化創造部文化政策課 健康福祉局障がい者支援部障がい福祉課

 ※各地方公共団体からの回答を基に作成。
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　　３ー１．中核市（障害者文化芸術分野以外） （令和７年１０月１日現在）

No. 市名 文化行政区分 教育委員会 市長部局

文化政策全般 生涯学習部生涯学習文化課

芸術文化 生涯学習部生涯学習文化課

文化財保護 生涯学習部文化財課

国際文化交流 企画部国際・地域交流課

博物館 市立函館博物館

文化政策全般 社会教育部文化振興課

芸術文化 社会教育部文化振興課

文化財保護 社会教育部文化振興課

国際文化交流 総合政策部都市交流課

博物館 社会教育部博物館

文化政策全般 文化学習活動推進課

芸術文化 文化学習活動推進課・浪岡教育課

文化財保護 文化遺産課／浪岡教育課

国際文化交流 経済部交流推進課

博物館 文化遺産課／浪岡教育課

文化政策全般 観光文化スポーツ部文化創造推進課

芸術文化 観光文化スポーツ部文化創造推進課

文化財保護 社会教育課

国際文化交流 総合政策部市民連携推進課

博物館 博物館

文化政策全般 交流推進部文化国際課

芸術文化 交流推進部文化国際課

文化財保護 歴史文化課

国際文化交流 交流推進部文化国際課

博物館 歴史文化課

文化政策全般 観光文化スポーツ部文化振興課

芸術文化 観光文化スポーツ部文化振興課

文化財保護 観光文化スポーツ部文化振興課

国際文化交流 企画財政部企画調整課

博物館 観光文化スポーツ部千秋美術館／佐竹史料館

文化政策全般 文化創造都市課

芸術文化 文化創造都市課

文化財保護 文化創造都市課

国際文化交流 文化創造都市課

博物館 文化創造都市課

文化政策全般 文化振興課

芸術文化 文化振興課

文化財保護 文化振興課

国際文化交流 文化振興課

博物館 文化振興課

1

2

3

4

5

6

7

函館市

旭川市

青森市

八戸市

盛岡市

秋田市

山形市

福島市8
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No. 市名 文化行政区分 教育委員会 市長部局

文化政策全般 文化スポーツ観光部文化振興課

芸術文化 教育総務部美術館 文化スポーツ観光部文化振興課

文化財保護 文化スポーツ観光部文化振興課

国際文化交流 市民部ダイバーシティ推進課

博物館 教育総務部美術館 文化スポーツ観光部歴史情報博物館

文化政策全般 観光文化スポーツ部文化振興課

芸術文化 観光文化スポーツ部文化振興課

文化財保護 観光文化スポーツ部文化振興課

国際文化交流 観光文化スポーツ部交流推進課

博物館 観光文化スポーツ部いわき市立美術館

文化政策全般 市民協働部文化交流課

芸術文化 総合教育研究所 市民協働部文化交流課

文化財保護 歴史文化財課

国際文化交流 市民協働部文化交流課

博物館 歴史文化財課

文化政策全般 総合政策部政策審議室

芸術文化 魅力創造部文化都市推進課

文化財保護 魅力創造部文化都市推進課

国際文化交流 市民まちづくり部多文化共生推進課

博物館

文化政策全般 文化スポーツ観光部文化国際課

芸術文化 文化スポーツ観光部文化国際課

文化財保護 教育委員会事務局文化財保護課

国際文化交流 文化スポーツ観光部文化国際課

博物館 文化スポーツ観光部文化国際課

文化政策全般 総務部文化課

芸術文化 総務部文化課

文化財保護 教育部文化財保護課

国際文化交流 総務部文化課

博物館 教育部文化財保護課
（文化財関係の登録博物館であるかみつけの里博物館のみ）

総務部文化課（博物館相当施設に該当する美術館のみ）

文化政策全般 文化スポーツ部文化芸術振興課

芸術文化 文化スポーツ部文化芸術振興課

文化財保護 教育総務部文化財保護課 都市計画部都市景観課

国際文化交流 文化スポーツ部国際文化交流課

博物館 教育総務部博物館

文化政策全般 市民生活部文化推進室

芸術文化 市民生活部文化推進室

文化財保護 教育総務部文化財課

国際文化交流 市民生活部協働推進課

博物館
教育総務部文化財課（博物館類似施設）／
教育総務部科学館（博物館類似施設）

14

15

郡山市

いわき市

宇都宮市

前橋市

高崎市

川越市

川口市

9

10

11

12

13

水戸市

16
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No. 市名 文化行政区分 教育委員会 市長部局

文化政策全般 教育総務部生涯学習課

芸術文化 教育総務部生涯学習課

文化財保護 教育総務部生涯学習課

国際文化交流 市民協働部市民活動支援課

博物館

文化政策全般 生涯学習部文化課

芸術文化 生涯学習部文化課

文化財保護 生涯学習部文化課

国際文化交流 市長公室国際交流課

博物館 生涯学習部郷土資料館

文化政策全般 生涯学習部文化課

芸術文化 生涯学習部文化課

文化財保護 生涯学習部文化課

国際文化交流 企画部共生・交流推進センター

博物館

文化政策全般 市民活動推進部学園都市文化課

芸術文化 市民活動推進部学園都市文化課

文化財保護 生涯学習スポーツ部文化財課

国際文化交流 市民活動推進部学園都市文化課

博物館 生涯学習スポーツ部文化財課

文化政策全般 文化スポーツ観光部文化振興課

芸術文化 文化スポーツ観光部文化振興課

文化財保護 教育総務部生涯学習課

国際文化交流 市長室国際交流・基地政策課

博物館 教育総務部博物館運営課 文化スポーツ観光部美術館運営課

文化政策全般 企画管理部文化国際課

芸術文化 企画管理部文化国際課

文化財保護 教育委員会生涯学習課

国際文化交流 企画管理部文化国際課

博物館 教育委員会生涯学習課

文化政策全般 文化スポーツ局文化政策課

芸術文化 文化スポーツ局文化政策課

文化財保護
文化スポーツ局文化財保護課／
文化スポーツ局歴史都市推進課

国際文化交流 都市政策局国際交流課／文化スポーツ局文化政策課

博物館 文化スポーツ局文化政策課

文化政策全般 商工労働部観光文化スポーツ局文化振興課

芸術文化 商工労働部観光文化スポーツ局文化振興課

文化財保護 教育委員会事務局文化財保護課

国際文化交流 商工労働部観光文化スポーツ局観光振興課国際室

博物館 商工労働部観光文化スポーツ局郷土歴史博物館

福井市

18

19

20

21

22

柏市

八王子市

24

23

横須賀市

富山市

金沢市

越谷市17

船橋市
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No. 市名 文化行政区分 教育委員会 市長部局

文化政策全般 生涯学習室 企画総室政策課

芸術文化 生涯学習室生涯学習課

文化財保護 生涯学習室歴史文化財課

国際文化交流 市長室国際交流課

博物館 生涯学習室歴史文化財課

文化政策全般 観光文化部文化芸術課

芸術文化 観光文化部文化芸術課

文化財保護 観光文化部文化財課

国際文化交流 観光文化部観光振興課インバウンド国際室

博物館 観光文化部博物館

文化政策全般 文化観光部文化振興課

芸術文化 文化観光部文化振興課

文化財保護 文化観光部文化財課

国際文化交流 住民自治局人権共生課

博物館 文化観光部博物館

文化政策全般 ぎふ魅力づくり推進部ぎふ魅力づくり推進政策課

芸術文化 ぎふ魅力づくり推進部文化芸術課

文化財保護 ぎふ魅力づくり推進部文化財保護課

国際文化交流 ぎふ魅力づくり推進部国際課

博物館 ぎふ魅力づくり推進部歴史博物館

文化政策全般 文化・スポーツ部文化課

芸術文化 文化・スポーツ部文化課

文化財保護 教育部美術博物館

国際文化交流 市民協創部多文化共生・国際課

博物館 教育部美術博物館

文化政策全般 社会文化部文化振興課

芸術文化 社会文化部文化振興課

文化財保護 教育委員会事務局社会教育課

国際文化交流 社会文化部多様性社会推進課

博物館 美術博物館

文化政策全般 教育部生涯学習課 活力創造部指定管理課

芸術文化 教育部生涯学習課

文化財保護 活力創造部博物館管理課

国際文化交流 活力創造部観光交流課

博物館 活力創造部博物館管理課

文化政策全般 魅力創造部文化振興課

芸術文化 美術・博物部美術館

文化財保護 美術・博物部文化財課

国際文化交流 地域活躍部多様性社会共創課

博物館 美術・博物部博物館

28 岐阜市

一宮市

豊橋市

岡崎市

豊田市

甲府市

松本市27

長野市

25

26

29

30

31

32
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No. 市名 文化行政区分 教育委員会 市長部局

文化政策全般 市民部文化振興課

芸術文化 市民部文化振興課

文化財保護 市民部文化財保護課

国際文化交流 政策調整部多文化共生・国際室

博物館 市民部歴史博物館

文化政策全般 都市活力部魅力文化創造課

芸術文化 教育委員会事務局学校教育課 都市活力部魅力文化創造課

文化財保護 教育委員会事務局社会教育課

国際文化交流 都市活力部魅力文化創造課

博物館

文化政策全般 都市魅力部文化スポーツ推進室

芸術文化 都市魅力部文化スポーツ推進室

文化財保護 文化財保護課

国際文化交流 都市魅力部文化スポーツ推進室

博物館 文化財保護課

文化政策全般 市民生活環境部文化スポーツ振興課

芸術文化 市民生活環境部文化スポーツ振興課

文化財保護 街にぎわい部文化財課

国際文化交流 総合戦略部市長室

博物館 街にぎわい部文化財課

文化政策全般 観光にぎわい部文化生涯学習課

芸術文化 観光にぎわい部文化生涯学習課

文化財保護 観光にぎわい部文化財課

国際文化交流

博物館

文化政策全般 魅力創造部文化・スポーツ振興課

芸術文化 魅力創造部文化・スポーツ振興課

文化財保護 魅力創造部観光・文化財課

国際文化交流 人権ふれあい部人権政策課

博物館 魅力創造部観光・文化財課

文化政策全般 市民活動部文化スポーツ室

芸術文化 市民活動部文化スポーツ室

文化財保護 市民活動部文化スポーツ室

国際文化交流 市民活動部市民活動振興室

博物館 市民活動部文化スポーツ室

文化政策全般 人権文化部文化室文化のまち推進課

芸術文化 社会教育部社会教育センター 人権文化部文化室文化のまち推進課

文化財保護 人権文化部文化室文化財課

国際文化交流
都市魅力産業スポーツ部国際観光室／
人権文化部多文化共生・男女共同参画課

博物館 人権文化部文化室文化財課

寝屋川市

吹田市

大津市

豊中市

33

34

35

八尾市

高槻市

枚方市

36

37

38

39

40 東大阪市
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No. 市名 文化行政区分 教育委員会 市長部局

文化政策全般 観光経済局観光コンベンション室文化国際課

芸術文化 観光経済局観光コンベンション室文化国際課

文化財保護 教育委員会生涯学習部文化財課

国際文化交流 観光経済局観光コンベンション室文化国際課

博物館

文化政策全般 総合政策局文化振興課

芸術文化 総合政策局文化振興課

文化財保護 社会教育部歴史博物館

国際文化交流 秘書室政策秘書担当

博物館 社会教育部歴史博物館

文化政策全般 市民生活局文化・スポーツ室文化・国際交流担当

芸術文化 市民生活局文化・スポーツ室文化・国際交流担当

文化財保護 市民生活局文化・スポーツ室歴史文化財担当

国際文化交流 市民生活局文化・スポーツ室文化・国際交流担当

博物館
市民生活局文化・スポーツ室歴史文化財担当／
政策局広報プロモーション室天文科学館

文化政策全般 産業文化局文化スポーツ部文化スポーツ課

芸術文化 産業文化局文化スポーツ部文化スポーツ課

文化財保護 産業文化局文化スポーツ部文化財課

国際文化交流 政策局市長室秘書課

博物館 産業文化局文化スポーツ部文化財課／文化スポーツ課

文化政策全般 市民部文化振興課

芸術文化 市民部文化振興課

文化財保護 文化財課

国際文化交流 観光経済部観光戦略課

博物館

文化政策全般 産業交流局文化スポーツ部文化振興課

芸術文化 産業交流局文化スポーツ部文化振興課

文化財保護 産業交流局文化スポーツ部文化振興課

国際文化交流 産業交流局観光国際部国際交流課

博物館 産業交流局文化スポーツ部文化振興課

文化政策全般 企画推進部文化交流課

芸術文化 生涯学習・スポーツ課 企画推進部文化交流課

文化財保護 文化財課

国際文化交流 企画推進部文化交流課

博物館 文化財課／生涯学習・スポーツ課

文化政策全般 文化スポーツ部文化振興課

芸術文化 文化スポーツ部文化振興課

文化財保護 文化スポーツ部文化財課

国際文化交流 観光部国際観光課

博物館 文化スポーツ部松江歴史館

尼崎市

明石市

西宮市

奈良市

鳥取市

松江市

43

44

45

46

47

48

姫路市

和歌山市

41

42
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No. 市名 文化行政区分 教育委員会 市長部局

文化政策全般 文化産業局文化観光部文化振興課

芸術文化 生涯学習部美術館 文化産業局文化観光部文化振興課

文化財保護 生涯学習部文化財保護課

国際文化交流 文化産業局文化観光部国際課

博物館 生涯学習部自然史博物館

文化政策全般 文化スポーツ部文化振興課

芸術文化 文化スポーツ部文化振興課

文化財保護 文化スポーツ部文化振興課

国際文化交流 市民部地域協働課国際交流センター

博物館 文化スポーツ部文化振興課

文化政策全般 文化振興課

芸術文化 文化振興課

文化財保護 文化振興課

国際文化交流 文化振興課／市民生活課

博物館 文化振興課

文化政策全般 観光スポーツ文化部文化振興課

芸術文化 美術館 観光スポーツ文化部文化振興課

文化財保護 教育部文化財保護課

国際文化交流 観光スポーツ文化部文化振興課／国際課

博物館 教育部文化財保護課／歴史博物館

文化政策全般 創造都市推進局文化・観光・スポーツ部文化芸術振興課

芸術文化 創造都市推進局文化・観光・スポーツ部文化芸術振興課

文化財保護 創造都市推進局文化・観光・スポーツ部文化財課

国際文化交流 創造都市推進局文化・観光・スポーツ部観光交流課都市交流室

博物館 創造都市推進局文化・観光・スポーツ部文化財課

文化政策全般 坂の上の雲まちづくり部文化・ことば課

芸術文化 坂の上の雲まちづくり部文化・ことば課

文化財保護 文化財課

国際文化交流
産業経済部観光・国際交流課／
坂の上の雲まちづくり部文化・ことば課

博物館 教育委員会事務局子規記念博物館

文化政策全般 文化振興課

芸術文化 文化振興課

文化財保護 民権・文化財課

国際文化交流 総務課

博物館 図書館・科学館課 文化振興課／民権・文化財課

文化政策全般 市民文化部文化振興課

芸術文化 市民文化部文化振興課

文化財保護 市民文化部文化財保護課

国際文化交流

博物館

久留米市

高知市

高松市

松山市

福山市

下関市

倉敷市

呉市

49

50

51

52

53

54

55

56
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No. 市名 文化行政区分 教育委員会 市長部局

文化政策全般 市民生活部文化振興課

芸術文化 市民生活部文化振興課

文化財保護 文化観光部文化財課

国際文化交流 企画政策部国際課

博物館 文化観光部文化財課

文化政策全般 文化国際課

芸術文化 文化国際課

文化財保護 文化財課

国際文化交流 文化国際課

博物館 文化国際課

文化政策全般 文化振興課

芸術文化 美術振興課

文化財保護 文化財課

国際文化交流 国際課

博物館 美術振興課

文化政策全般 文化・市民活動課

芸術文化 文化・市民活動課

文化財保護 文化財課

国際文化交流 国際政策課

博物館 文化財課

文化政策全般 市民局市民文化部文化振興課

芸術文化 教育委員会事務局管理部美術館 市民局市民文化部文化振興課

文化財保護 教育委員会事務局管理部文化財課

国際文化交流 総務局市長室国際交流課

博物館

文化政策全般 市民文化部文化振興課

芸術文化 市民文化部文化振興課

文化財保護 市民文化部文化財課

国際文化交流

博物館 市民文化部文化財課

長崎市

佐世保市

大分市

宮崎市

鹿児島市

那覇市

 ※各地方公共団体からの回答を基に作成。
 ※文化財保護に関する事務、博物館に関する事務については、首長部局に委任・補助執行している地方公共団体もある。
　　なお、文化財保護法及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律の改正、また、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する
　法律（第9次地方分権一括法）に伴い、条例改正により文化財保護に関する事務、博物館に関する事務を、首長部局に移管した地方公共団体もある。

60

61

62

57

58

59
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　　３ー２．中核市（障害者文化芸術分野） （令和７年１０月１日現在）

No. 市名 文化行政区分 文化政策部門 障害者福祉部門

1 函館市 障害者文化芸術 生涯学習部生涯学習文化課 保健福祉部障がい保健福祉課

2 旭川市 障害者文化芸術 社会教育部文化振興課 福祉保険部障害福祉課

3 青森市 障害者文化芸術 文化学習活動推進課 福祉部障がい者支援課

4 八戸市 障害者文化芸術 観光文化スポーツ部文化創造推進課 福祉部障がい福祉課

5 盛岡市 障害者文化芸術 保健福祉部障がい福祉課

6 秋田市 障害者文化芸術 福祉保健部障がい福祉課

7 山形市 障害者文化芸術 福祉推進部障がい福祉課

8 福島市 障害者文化芸術 健康福祉部障がい福祉課

9 郡山市 障害者文化芸術 文化スポーツ観光部文化振興課 保健福祉部障がい福祉課

10 いわき市 障害者文化芸術 観光文化スポーツ部文化振興課 保健福祉部障がい福祉課

11 水戸市 障害者文化芸術 文化交流課

12 宇都宮市 障害者文化芸術 魅力創造部文化都市推進課 保健福祉部障がい福祉課

13 前橋市 障害者文化芸術 文化スポーツ観光部文化国際課 福祉部障害福祉課

14 高崎市 障害者文化芸術 総務部文化課 福祉部障害福祉課

15 川越市 障害者文化芸術 文化スポーツ部文化芸術振興課 福祉部障害者福祉課

16 川口市 障害者文化芸術 市民生活部文化推進室

17 越谷市 障害者文化芸術 福祉部障害福祉課

18 船橋市 障害者文化芸術 生涯学習部文化課 健康福祉局福祉サービス部障害福祉課

19 柏市 障害者文化芸術

20 八王子市 障害者文化芸術 市民活動推進部学園都市文化課

21 横須賀市 障害者文化芸術 文化スポーツ観光部文化振興課

22 富山市 障害者文化芸術

23 金沢市 障害者文化芸術 文化スポーツ局文化政策課 福祉健康局障害福祉課

24 福井市 障害者文化芸術 福祉健康部障がい福祉課

25 甲府市 障害者文化芸術 生涯学習室生涯学習課 福祉支援室障がい福祉課

26 長野市 障害者文化芸術 観光文化部文化芸術課 保健福祉部障害福祉課

27 松本市 障害者文化芸術 文化観光部文化振興課 健康福祉部障がい福祉課

28 岐阜市 障害者文化芸術 ぎふ魅力づくり推進部文化芸術課 福祉部障がい福祉課

29 豊橋市 障害者文化芸術 文化・スポーツ部文化課 福祉部障害福祉課

30 岡崎市 障害者文化芸術 社会文化部文化振興課 福祉部障がい福祉課

31 一宮市 障害者文化芸術 福祉部障害福祉課

32 豊田市 障害者文化芸術 福祉部障がい福祉課

33 大津市 障害者文化芸術 市民部文化振興課 福祉部障害福祉課

34 豊中市 障害者文化芸術 都市活力部魅力文化創造課 福祉部障害福祉課

35 吹田市 障害者文化芸術 都市魅力部文化スポーツ推進室

36 高槻市 障害者文化芸術 市民生活環境部文化スポーツ振興課 健康福祉部障がい福祉課

37 枚方市 障害者文化芸術 観光にぎわい部文化生涯学習課 観光にぎわい部文化生涯学習課

38 八尾市 障害者文化芸術 魅力創造部文化・スポーツ振興課 健康福祉部障がい福祉課

39 寝屋川市 障害者文化芸術 市民活動部文化スポーツ室（未定） 福祉部障害福祉課（未定）

40 東大阪市 障害者文化芸術 人権文化部文化室文化のまち推進課 福祉部障害者支援室障害施策推進課

41 姫路市 障害者文化芸術 観光経済局観光コンベンション室文化国際課

42 尼崎市 障害者文化芸術 総合政策局文化振興課 福祉局障害福祉政策担当

43 明石市 障害者文化芸術 市民生活局文化・スポーツ室文化・国際交流担当 福祉局生活支援室障害福祉課

44 西宮市 障害者文化芸術 産業文化局文化スポーツ部文化スポーツ課 健康福祉局福祉部障害福祉課
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No. 市名 文化行政区分 文化政策部門 障害者福祉部門

45 奈良市 障害者文化芸術 市民部文化振興課 福祉部障がい福祉課

46 和歌山市 障害者文化芸術 福祉局社会福祉部障害者支援課

47 鳥取市 障害者文化芸術 企画推進部文化交流課 福祉部障がい福祉課

48 松江市 障害者文化芸術 文化スポーツ部文化振興課 健康福祉部障がい者福祉課

49 倉敷市 障害者文化芸術 文化産業局文化観光部文化振興課

50 呉市 障害者文化芸術 文化スポーツ部文化振興課 福祉保健部障害福祉課

51 福山市 障害者文化芸術

52 下関市 障害者文化芸術 観光スポーツ文化部文化振興課 福祉部障害者支援課

53 高松市 障害者文化芸術 創造都市推進局文化・観光・スポーツ部文化芸術振興課 健康福祉局福祉事務所障がい福祉課

54 松山市 障害者文化芸術 坂の上の雲まちづくり部文化・ことば課 福祉推進部・障がい福祉課

55 高知市 障害者文化芸術 文化振興課

56 久留米市 障害者文化芸術 健康福祉部障害者福祉課

57 長崎市 障害者文化芸術 福祉部障害福祉課

58 佐世保市 障害者文化芸術 文化国際課 障がい福祉課

59 大分市 障害者文化芸術 文化振興課 障害福祉課

60 宮崎市 障害者文化芸術 文化・市民活動課 障がい福祉課

61 鹿児島市 障害者文化芸術 市民局市民文化部文化振興課 健康福祉局福祉支援部障害福祉課

62 那覇市 障害者文化芸術 障害福祉課

 ※各地方公共団体からの回答を基に作成。
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　　１．文化政策のための条例の制定状況

（１）都道府県 （令和7年10月1日現在）

Ｎｏ 都道府県名 制定年月 改正等年月 対象範囲 制定・改正等予定 予定時期

1 北海道 平成6年3月 令和2年3月 a.文化芸術振興のみ 無

2 岩手県 平成20年３月 平成29年4月 b.文化芸術関連施策を含む 無

3 宮城県 平成16年7月 b.文化芸術関連施策を含む 未定

4 山形県 平成30年3月 b.文化芸術関連施策を含む 無

5 福島県 平成16年3月 平成20年3月 a.文化芸術振興のみ 無

6 茨城県 平成27年12月 b.文化芸術関連施策を含む 無※制定・改正等済

7 栃木県 平成20年3月 平成30年４月 b.文化芸術関連施策を含む 無※制定・改正等済

平成24年4月 b.文化芸術関連施策を含む 無※制定・改正等済

令和5年4月 b.文化芸術関連施策を含む 無※制定・改正等済

9 埼玉県 平成21年7月 b.文化芸術関連施策を含む 無※制定・改正等済

10 千葉県 平成30年10月 b.文化芸術関連施策を含む 無※制定・改正等済

11 東京都 昭和58年10月 平成18年12月 b.文化芸術関連施策を含む 無※制定・改正等済

12 神奈川県 平成20年７月 平成31年4月 b.文化芸術関連施策を含む 無※制定・改正等済

13 新潟県 令和6年4月 b.文化芸術関連施策を含む 無※制定・改正等済

14 富山県 平成8年9月 b.文化芸術関連施策を含む 無

15 石川県 平成27年3月 令和5年10月 b.文化芸術関連施策を含む 未定

16 山梨県 平成30年12月 a.文化芸術振興のみ 無※制定・改正等済

17 岐阜県 平成20年7月 a.文化芸術振興のみ 有 令和8年度

18 静岡県 平成18年10月 b.文化芸術関連施策を含む 無

19 愛知県 平成30年3月 b.文化芸術関連施策を含む 無

20 三重県 令和5年9月 b.文化芸術関連施策を含む 無※制定・改正等済

21 滋賀県 平成21年7月 b.文化芸術関連施策を含む 無※制定・改正等済

22 京都府 令和6年7月 b.文化芸術関連施策を含む 無※制定・改正等済

23 大阪府 平成17年3月 b.文化芸術関連施策を含む 有

24 奈良県 令和3年3月 b.文化芸術関連施策を含む 無※制定・改正等済

25 和歌山県 平成21年3月 b.文化芸術関連施策を含む 未定

26 鳥取県 平成15年10月 a.文化芸術振興のみ 無※制定・改正等済

27 島根県 平成23年11月 a.文化芸術振興のみ 未定

28 岡山県 平成18年3月 b.文化芸術関連施策を含む 無

29 広島県 平成28年10月 a.文化芸術振興のみ 未定

30 山口県 平成19年12月 a.文化芸術振興のみ 無

31 徳島県 平成17年3月 平成25年12月 b.文化芸術関連施策を含む 無※制定・改正等済

32 香川県 平成19年12月 b.文化芸術関連施策を含む 無※制定・改正等済

33 福岡県 令和2年3月 b.文化芸術関連施策を含む 無※制定・改正等済

34 熊本県 昭和63年12月 a.文化芸術振興のみ 未定

35 大分県 平成16年3月 a.文化芸術振興のみ 無

36 宮崎県 令和4年3月 b.文化芸術関連施策を含む 無※制定・改正等済

37 鹿児島県 平成17年3月 令和2年3月 b.文化芸術関連施策を含む 無※制定・改正等済

38 沖縄県 平成25年10月 b.文化芸術関連施策を含む 無

北海道文化振興条例
https://www.pref.hokkaido.lg.jp/ks/bns/j
ourei.html

　Ⅱ．条例、 指針等
　   令和7年10月1日における「文化政策のための条例」「文化政策の計画等」等の制定（策定）状況について記載。

　　「文化政策のための条例」とは、地方公共団体における文化振興全般について規定する条例（基金に関する条例、文化施設等の管理運営に関する条例、文化財保護関係条例などは除く）。

群馬県

熊本県文化振興基本条例
https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/2
2/310.html

福岡県文化芸術振興条例
https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents
/bunkageijyutsushinkojyorei.html

文化芸術の振興による心豊か
で活力あふれる香川づくり条例

https://www.pref.kagawa.lg.jp/document
s/8534/1221g1j68.pdf

島根県文化芸術振興条例
https://www.pref.shimane.lg.jp/life/bunk
a/shinkou/bunka_shinko/jyourei/

岡山県文化振興基本条例
https://www.pref.okayama.jp/page/269732.
html

広島県文化芸術振興のまち
づくり推進条例

https://www.pref.hiroshima.lg.jp/uploade
d/attachment/82592.pdf

山口県文化芸術振興条例
https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/soshiki
/97/24386.html

徳島県文化振興条例
https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippann
okata/kyoiku/bunka/2005032800107/

鳥取県文化芸術振興条例
https://www1.g-
reiki.net/tottori/reiki_honbun/k500RG00001229.html

文化が活きる京都の推進に
関する条例

https://www.pref.kyoto.jp/reiki/reiki_honbun
/a300RG00002569.html

大阪府文化振興条例
https://www.pref.osaka.lg.jp/houbun/rei
ki/reiki_honbun/k201RG00001261.html

文化振興条例 https://www.pref.nara.jp/61633.htm

和歌山県文化芸術振興条例
https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/010100/
reiki/reiki_honbun/k501RG00001822.html

https://www.pref.yamanashi.jp/bunka/jo
urei.html
https://www.pref.gifu.lg.jp/uploaded/att
achment/94855.pdf
https://www.pref.shizuoka.jp/kankosports/b
unkageijutsu/bunkaseisaku/1018844.html

https://www.pref.aichi.jp/soshiki/bunka
/bunkajorei.html
https://www.pref.mie.lg.jp/BUNKA/HP/
m0054400373.htm
http://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/bunak
asports/bunkageizyutsu/12280.html

「群馬パーセントフォーアー
ト」推進条例

https://www.pref.gunma.jp/page/62355
4.html

東京都文化振興条例
https://www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/reiki
/reiki_honbun/g101RG00000014.html

神奈川県文化芸術振興条例
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/yi4
/cnt/f6032/index.html

新潟県文化振興条例
https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/bunka
/bunkajourei2.html

富山県民文化条例
https://www.pref.toyama.jp/1718/miryokukanko
u/bunka/geijutsu/kj00000970/index.html

いしかわ文化振興条例
https://www.pref.ishikawa.lg.jp/muse/jo
urei/bunkashinko_jourei.html

山形県文化基本条例
https://www.pref.yamagata.jp/020077/bunkyo/
bunka/shinko/jyourei/bunkajyourei.html

福島県文化振興条例
https://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/
attachment/381760.pdf

条例の名称 URL

山梨県文化芸術基本条例

岐阜県文化芸術振興基本条
例

静岡県文化振興基本条例

愛知県文化芸術振興条例

三重県文化振興条例

滋賀県文化振興条例

岩手県文化芸術振興基本条
例

https://www.pref.iwate.jp/kyouikubunka/bu
nka/shinkou/1058480/1006823.html

宮城県文化芸術振興条例
https://kra700.legal-square.com/HAS-
Shohin/page/SJSrbLogin.jsf

茨城県文化振興条例
https://www.pref.ibaraki.jp/seikatsukankyo/seib
un/bunka/joreisennteikentokai/002.html

栃木県文化振興条例
https://www.pref.tochigi.lg.jp/c10/educatio
n/bunka/geijyutsu/1208133045012.html

群馬県文化基本条例
https://www.pref.gunma.jp/page/3788.h
tml

埼玉県文化芸術振興基本条
例

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0203/re
ikisyokigamen.html

千葉県文化芸術の振興に関
する条例

https://www.pref.chiba.lg.jp/kkbunka/zy
ourei/bunkazyourei.html

大分県文化振興条例
https://www.pref.oita.jp/soshiki/10310/
bunnkashinnkoujyourei.html

宮崎県文化振興条例

鹿児島県文化芸術の振興に
関する条例

https://www.pref.kagoshima.jp/ab10/kyoiku-
bunka/bunka/shinko/bunkajoureisikou_31690.html

沖縄県文化芸術振興条例
https://www.pref.okinawa.lg.jp/bunkakoryu/bun
kageijutsu/1009563/1009574.html

8
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（２） 政令指定都市 （令和7年10月1日現在）

№ 市名 制定年月 改正等年月 対象範囲 制定・改正等予定 予定時期

1 札幌市 平成19年3月 平成29年12月 a.文化芸術振興のみ 無※制定・改正等済

2 さいたま市 平成23年12月 a.文化芸術振興のみ 未定

3 川崎市 平成17年4月 平成29年10月 b.文化芸術関連施策を含む 無※制定・改正等済

4 静岡市 平成28年3月 未定 b.文化芸術関連施策を含む 未定

5 名古屋市 令和6年3月 b.文化芸術関連施策を含む 無

6 京都市 平成18年3月 b.文化芸術関連施策を含む 無

7 大阪市 平成16年3月 平成25年3月 a.文化芸術振興のみ 無

8 堺市 平成27年4月 b.文化芸術関連施策を含む 無

9 岡山市 令和4年3月 b.文化芸術関連施策を含む 無※制定・改正等済

（令和7年10月1日現在）

№ 市名 制定年月 改正等年月 対象範囲 制定・改正等予定 予定時期

1 函館市 平成18年3月 a.文化芸術振興のみ 無

2 旭川市 平成21年3月 a.文化芸術振興のみ 無

3 秋田市 昭和58年3月 令和7年6月 a.文化芸術振興のみ 無

4 山形市 令和4年4月 b.文化芸術関連施策を含む 無※制定・改正等済

5 福島市 令和5年1月 無 b.文化芸術関連施策を含む 無※制定・改正等済

6 前橋市 平成27年3月 b.文化芸術関連施策を含む 無※制定・改正等済

7 川口市 平成28年3月 平成30年3月 b.文化芸術関連施策を含む 無※制定・改正等済

8 八王子市 平成29年4月 b.文化芸術関連施策を含む 無※制定・改正等済

9 横須賀市 平成19年3月 a.文化芸術振興のみ 無

10 金沢市 平成28年3月 b.文化芸術関連施策を含む 未定

11 長野市 平成21年9月 平成27年3月 b.文化芸術関連施策を含む 無

12 松本市 平成15年9月 令和2年3月 b.文化芸術関連施策を含む 無※制定・改正等済

13 岐阜市 令和5年3月 a.文化芸術振興のみ 無

14 豊中市 平成18年3月 平成30年9月 a.文化芸術振興のみ 無

15 吹田市 平成18年4月 b.文化芸術関連施策を含む 無

16 枚方市 平成26年3月 b.文化芸術関連施策を含む 無※制定・改正等済

17 八尾市 令和4年4月 無 a.文化芸術振興のみ 無※制定・改正等済

18 寝屋川市 平成21年12月 a.文化芸術振興のみ 無※制定・改正等済

19 東大阪市 平成21年3月 b.文化芸術関連施策を含む 無

20 明石市 平成21年3月 平成31年3月 a.文化芸術振興のみ 無※制定・改正等済

21 奈良市 平成19年3月 b.文化芸術関連施策を含む 未定

22 和歌山市 令和元年７月 a.文化芸術振興のみ 無※制定・改正等済

23 鳥取市 平成21年４月 a.文化芸術振興のみ 未定

24 松江市 令和3年3月 b.文化芸術関連施策を含む 無※制定・改正等済

25 高松市 平成25年12月 b.文化芸術関連施策を含む 無※制定・改正等済

26 高知市 有 検討中

27 久留米市 平成18年3月 a.文化芸術振興のみ 無

28 宮崎市 令和2年11月 無 b.文化芸術関連施策を含む 無

29 那覇市 令和2年3月 b.文化芸術関連施策を含む 無※制定・改正等済

枚方市文化芸術振興条例 https://www.city.hirakata.osaka.jp/0000004549.html

八尾市芸術文化基本条例
https://www.city.yao.osaka.jp/shisei/seisak
u_keikaku_zaisei/1003420/1009820.html

吹田市文化振興基本条例
https://www2.city.suita.osaka.jp/reiki/d1w_r
eiki/H418901010009/H418901010009.html

豊中市文化芸術振興条例
https://www.city.toyonaka.osaka.jp/jinken_gakushu/bunka/c
ulture_plan/jyourei.files/h18_03_jourei.pdf

鳥取市文化芸術振興条例
https://www.city.tottori.lg.jp/reiki/reiki_hon
bun/m002RG00000993.html

松江の文化力を生かしたま
ちづくり条例

https://www.city.matsue.lg.jp/kanko_bun
ka_sports/bunkaryoku/4/1/9772.html

寝屋川市文化振興条例
http://www2.city.neyagawa.osaka.jp/reik
i/reiki_honbun/k217RG00000665.html

東大阪市文化芸術振興条例
https://www.city.higashiosaka.lg.jp/0000
002123.html

明石文化芸術創生条例

https://www1.g-
reiki.net/city.matsumoto/reiki_honbun/e703RG00001190.html

岐阜市文化芸術基本条例
https://www.city.gifu.lg.jp/info/seisaku/
1006653/1020264.html

山形市文化創造都市推進条
例

https://en3-jg.d1-
law.com/yamagata/d1w_reiki/H504901010002/H504901010002.html

福島市文化振興条例
https://www.city.fukushima.fukushima.jp/soshiki/7/1
032/1/5456.html

URL

函館市文化芸術振興条例
https://www.city.hakodate.hokkaido.jp/docs
/2014070200039/

旭川市文化芸術振興条例
https://www1.city.asahikawa.hokkaido.jp/files/soumu_soumu
/d1w_reiki/H421901010014/H421901010014.html

秋田市文化振興条例
https://www.city.akita.akita.jp/city/gn/dc/reiki/
reiki_honbun/c302RG00000310.html

自由都市堺文化芸術まちづ
くり条例

https://www.city.sakai.lg.jp/kanko/bunka/k
eikaku_jyourei/bunka_jorei/index.html

URL
札幌市文化芸術基本条例
（制定時の名称：札幌市文化芸術振興条例）

https://www.city.sapporo.jp/ncms/reiki/d1w_reiki_no
nframe/H419901010012/H419901010012_j.html

条例の名称

条例の名称
（３） 中核市

さいたま市文化芸術都市創
造条例

https://www.city.saitama.jp/004/005/0
01/001/p012938.html

川崎市文化芸術振興条例
http://www.reiki.city.kawasaki.jp/kawasaki/d1w_
reiki/H417901010008/H417901010008.html

静岡市創造及び交流によりまちの活力を生
み出す文化の振興に関する条例

https://www.city.shizuoka.lg.jp/143_000
063.html

名古屋市文化芸術推進基本
条例

https://www.city.nagoya.jp/kankou/bun
ka/1017105/1017114.html

京都文化芸術都市創生条例
https://www.city.kyoto.lg.jp/bunshi/page/0
000004382.html

大阪市芸術文化振興条例
https://krv800.legal-square.com/HAS-
Shohin/jsp/SVDocumentView

岡山市文化芸術基本条例
https://www.city.okayama.jp/000003729
1.html

前橋市文化振興条例

川口市文化芸術振興条例
https://www.city.kawaguchi.lg.jp/soshiki
/01060/035/keikaku/41905.html

八王子市文化芸術振興条例
https://www.city.hachioji.tokyo.jp/kuras
hi/shimin/005/004/p018328.html

文化振興条例
https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/reiki/rei
ki_honbun/g204RG00001366.html

金沢市における文化の人づ
くりの推進に関する条例

https://www.city.kanazawa.ishikawa.jp/reiki
/reiki_honbun/a400RG00001655.html

奈良市文化振興条例

和歌山市文化芸術基本条例
https://www.city.wakayama.wakayama.jp/ku
rashi/bunka_sports/1001119/1025307.html

高松市文化芸術振興条例
http://www.city.takamatsu.kagawa.jp/kurashi/shinoto
rikumi/keikaku/sonota/geijutsu/seitei.html

那覇市文化芸術基本条例
https://www.city.naha.okinawa.jp/kanko
u/bunkasinkou/cbunka20200316.html

久留米市文化芸術振興条例
https://www1.city.kurume.fukuoka.jp/reiki_in
t/reiki_honbun/q005RG00000925.html

宮崎市文化芸術基本条例
https://www.city.miyazaki.miyazaki.jp/lif
e/activities/civic_action/257896.html

長野市文化芸術及びスポーツの振興
による文化力あふれるまちづくり条例

https://en3-jg.d1-law.com/nagano-
city/d1w_reiki/H421901010038/H42190

松本市文化芸術基本条例
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（４） 市区町村（政令市・中核市を除く） （令和7年10月1日現在）

Ｎｏ 都道府県名 市区町村名 制定年月 改正等年月 対象範囲 制定・改正等予定 予定時期

1 小樽市 平成18年3月 b.文化芸術関連施策を含む 無

2 釧路市 平成26年4月 a.文化芸術振興のみ 未定

3 苫小牧市 平成13年12月 a.文化芸術振興のみ 無

4 士別市 平成17年9月 a.文化芸術振興のみ 未定

5 名寄市 平成26年11月 a.文化芸術振興のみ 未定

6 三笠市 平成16年9月 a.文化芸術振興のみ 無

7 富良野市 令和5年9月 b.文化芸術関連施策を含む 無

8 泊村 平成5年3月 b.文化芸術関連施策を含む 無

9 東川町 昭和61年3月 平成26年3月 b.文化芸術関連施策を含む 無

10 様似町 平成6年3月 b.文化芸術関連施策を含む 無

11 厚岸町 平成9年３月 a.文化芸術振興のみ 無

12 北上市 令和3年4月 文化芸術関連施策を含む 無※制定・改正等済

13 二戸市 平成18年１月 文化芸術関連施策を含む 無※制定・改正等済

14 八幡平市 令和5年3月 文化芸術関連施策を含む 無※制定・改正等済

15 気仙沼市 平成18年3月 b.文化芸術関連施策を含む 無

16 利府町 平成18年3月 b.文化芸術関連施策を含む 無

17 酒田市 平成30年3月 令和5年2月 b.文化芸術関連施策を含む 無※制定・改正等済

18 白河市 平成29年3月 平成30年4月 a文化芸術振興のみ 無※制定・改正等済

19 川俣町 昭和37年3月 昭和51年6月 a文化芸術振興のみ 無

20 矢吹町 平成8年4月 b文化芸術関連施策を含む 無

21 石岡市 令和3年3月 a.文化芸術振興のみ 無※制定・改正等済

22 結城市 平成27年12月 平成30年3月 a.文化芸術振興のみ 未定

23 常総市 平成24年6月 平成30年3月 a.文化芸術振興のみ 無

24 牛久市 平成15年3月 平成30年3月 a.文化芸術振興のみ 無※制定・改正等済

25 つくば市 平成16年9月 令和3年7月 a.文化芸術振興のみ 無※制定・改正等済

26 阿見町 平成29年3月 b文化芸術関連施策を含む 無

27 足利市 令和7年4月 b.文化芸術関連施策を含む 無※制定・改正等済

28 小山市 平成18年3月 b.文化芸術関連施策を含む 無※制定・改正等済

29 東松山市 令和3年3月 b.文化芸術関連施策を含む 無※制定・改正等済

30 鴻巣市 令和5年3月 a.文化芸術振興のみ 無※制定・改正等済

31 草加市 平成26年9月 b.文化芸術関連施策を含む 無

32 戸田市 令和7年4月 b.文化芸術関連施策を含む 無※制定・改正等済

33 富士見市 平成24年6月 平成25年6月 a.文化芸術振興のみ 無

34 吉川市 令和4年3月 b.文化芸術関連施策を含む 無※制定・改正等済

35 ふじみ野市 平成27年10月 a.文化芸術振興のみ 無※制定・改正等済

36 三芳町 平成31年3月 b.文化芸術関連施策を含む 無

37 流山市 平成26年12月 平成29年10月 b.文化芸術関連施策を含む 無※制定・改正等済

38 我孫子市 平成21年6月 a.文化芸術振興のみ 無※制定・改正等済

39 千代田区 平成16年3月 平成30年3月 b.文化芸術関連施策を含む 未定

40 港区 平成18年6月 b.文化芸術関連施策を含む 無

41 新宿区 平成22年4月 b.文化芸術関連施策を含む 未定

42 墨田区 平成24年 b.文化芸術関連施策を含む 未定

43 品川区 平成19年12月 b.文化芸術関連施策を含む 無※制定・改正等済

44 目黒区 平成14年7月 a.文化芸術振興のみ 未定

45 世田谷区 平成18年3月 b.文化芸術関連施策を含む 無

46 渋谷区 平成17年3月 平成20年3月 b.文化芸術関連施策を含む 未定

平成18年3月 b.文化芸術関連施策を含む 未定

令和2年10月 b.文化芸術関連施策を含む 未定

48 板橋区 平成17年6月 a.文化芸術振興のみ 未定

49 練馬区 平成17年3月 平成24年４月 a.文化芸術振興のみ 未定

50 足立区 平成１７年6月 令和2年3月 b.文化芸術関連施策を含む 無※制定・改正等済

51 江戸川区 昭和61年10月 平成4年3月 a.文化芸術振興のみ 無

52 立川市 平成16年12月 平成23年 6月 b.文化芸術関連施策を含む 無※制定・改正等済

53 昭島市 平成20年12月 a.文化芸術振興のみ 未定

54 小金井市 平成19年3月 令和4年4月 a.文化芸術振興のみ 未定

55 国分寺市 平成19年9月 平成29年10月 b.文化芸術関連施策を含む 無※制定・改正等済

56 国立市 平成30年4月 a.文化芸術振興のみ 無※制定・改正等済

57 多摩市 令和3年9月 b.文化芸術関連施策を含む 未定

47

東京都

港区文化芸術振興条例
https://www1.g-
reiki.net/city.minato.tokyo/reiki_honbun/g104RG00001646.html

新宿区文化芸術振興基本条
例

http://www.city.shinjuku.lg.jp/content/000064506.
pdf

https://ops-jg.d1-
law.com/opensearch/SrJbF01/init?jctcd=8A801680CC&houcd=H417901010029&no=1&to
talCount=1&jbnJiten=5061125

練馬区文化芸術振興条例

足立区文化芸術基本条例
https://www.city.adachi.tokyo.jp/bunka/chiikib
unka/bunka/jore.html

千代田区文化芸術基本条例

墨田区文化芸術振興基本条
例

豊島区

昭島市文化芸術振興基本条
例

https://www.city.akishima.lg.jp/reiki/reiki_honb
un/g131RG00000337.html

小金井市芸術文化振興条例 https://www.city.koganei.lg.jp/sn

目黒区芸術文化振興条例

渋谷区文化芸術振興基本条
例

https://www.city.shibuya.tokyo.jp/kusei/reikis
hu/reikishu/

立川市文化芸術のまちづくり
条例

豊島区文化芸術振興条例

としま文化の日条例
https://www.city.toshima.lg.jp/499/bunka/bunka/jigyo/event/210825
1423.html

板橋区文化芸術振興基本条
例

品川区文化芸術・スポーツの
まちづくり条例

千葉県
流山市文化芸術基本条例

https://ops-jg.d1-
law.com/opensearch/SrJbF01/init?jctcd=8A80073B5A&houcd=H426901010039&no=1&to
talCount=1&fromJsp=SrMj

足利市文化芸術基本条例
https://www.city.ashikaga.tochigi.jp/education/000029/000168/p0069
73.html

東松山市文化芸術推進条例
https://www.city.higashimatsuyama.lg.jp/soshi
ki/51/3391.html

埼玉県

鴻巣市文化芸術振興基本条
例

https://www.city.kounosu.saitama.jp/uploaded
/attachment/11362.pdf

福島県

茨城県

栃木県

宮城県
気仙沼市文化芸術振興条例

酒田市文化芸術基本条例
https://www.city.sakata.lg.jp/jyorei/act/print/
print110002286.html

白河市文化芸術推進条例
https://www.city.shirakawa.fukushima.jp/shirakaw
a/contents/reiki/index_028.html

石岡市文化芸術推進条例

条例の名称 URL

世田谷区文化及び芸術の振
興に関する条例

小樽市文化芸術振興条例
https://www.city.otaru.lg.jp/docs/2020101301
361/

岩手県

北上市文化芸術基本条例
https://www.city.kitakami.iwate.jp/life/soshikikarasagasu/shogaigakus
hubunkaka/bunkageijutsukakari/1_1/bunkageijutsusuisin/18633.html

北海道

https://www1.g-
reiki.net/isioka.city/reiki_honbun/r310RG00002640.html

釧路市文化芸術振興基本条
例

https://www.city.kushiro.lg.jp/_res/projects/default_project/_
page_/001/005/672/000057579.pdf

苫小牧市民文化芸術振興条
例

https://www.city.tomakomai.hokkaido.jp/kyoiku/shogaigakush
u/bunka/bunkageijutsu/bunkageijutsu-jorei.html

士別市文化振興条例
https://www.city.shibetsu.lg.jp/soshikikarasagasu/shak
aikyoikuka/shakaikyoikukakari/1043.html

名寄市文化芸術振興条例
http://www.city.nayoro.lg.jp/section/shougai/
prkeql0000015bpu.html

三笠市民文化芸術振興条例
https://www.city.mikasa.hokkaido.jp/contents
/reiki_int/reiki_honbun/a023RG00000359.html

写真の町に関する条例
http://houmu.h-
chosonkai.gr.jp/~reikidb/top/search/t:0.74591700%201699949
767

様似町文化振興条例

厚岸町文化振興助成条例 edu.town.akkeshi.hokkaido.jp/

富良野市文化芸術基本条例
https://www.city.furano.hokkaido.jp/life/docs/314081.
html?cat=/life/kyoikubunka/geijutsubunka/

泊村文化財保護条例

八幡平市文化芸術推進審議
会条例

利府町文化芸術振興条例

二戸市宝を生かしたまりづくり
条例

https://www.city.ninohe.lg.jp/Info/1251

山形県

川俣町文化振興条例

矢吹町文化・スポーツ振興条
例

https://www.town.yabuki.fukushima.jp/data/d
oc/1606982898_doc_47_0.pdf

結城市文化芸術振興条例

常総市文化芸術条例

牛久市文化芸術条例
https://www.city.ushiku.lg.jp/d1w_reiki/reiki_h
onbun/z500RG00000460.html

つくば市文化芸術基本条例
https://www1.g-
reiki.net/tsukuba/reiki_honbun/e019RG00000709.html

阿見町文化芸術振興条例

小山市文化芸術振興条例

草加市文化芸術振興条例
https://www1.g-
reiki.net/soka/reiki_honbun/e322RG00001695.html

戸田市文化芸術推進条例
https://www.city.toda.saitama.jp/soshiki/194/
bunka-sport-bunkageijutsusuishinjourei.html

富士見市文化芸術振興条例
https://www.city.fujimi.saitama.jp/miru_tanoshimu/bunka_sports/bunk
ageijutsu/fujimisi-bunkageijyu.html#cmsjourei

吉川市文化芸術基本条例
https://www.city.yoshikawa.saitama.jp/index.c
fm/26,71377,245,1213,html

文化・スポーツ振興条例 https://www.city.fujimino.saitama.jp/

三芳町芸術文化のまちづくり
条例

https://www1.g-reiki.net/saitama-
miyoshi/reiki_honbun/e348RG00001242.html#

我孫子市文化芸術振興条例

https://www.city.kokubunji.tokyo.jp/kurashi/1011887/101226
0/1003273.html

江戸川区文化振興条例

国立市文化芸術条例

多摩市みんなの文化芸術条
例

https://www.city.tama.lg.jp/kenkofukushi/1008238/bu
nka/jyoureikeikakutou/1004052.html

国分寺市文化振興条例

https://www.city.chiyoda.lg.jp/koho/bunka/bunka/
kekaku/kihonjore.html

https://www.city.shinagawa.tokyo.jp/reiki/H41990
1010045/H419901010045.html

https://www1.g-reiki.net/meguro/reiki_honbun/g111RG00000434.html

https://krl600.legal-square.com/HAS-
Shohin/page/SJSrbLogin.jsf
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58 西東京市 平成21年9月 平成29年12月 a.文化芸術振興のみ 無

59 小田原市 令和2年3月 b.文化芸術関連施策を含む 無※制定・改正等済

60 逗子市 平成21年10月 b.文化芸術関連施策を含む 無

61 厚木市 平成24年12月 a.文化芸術振興のみ 無※制定・改正等済

62 大和市 平成21年12月 平成22年3月 b.文化芸術関連施策を含む 無※制定・改正等済

63 妙高市 令和5年6月 b.文化芸術関連施策を含む 無

64 白山市 平成28年3月 a.文化芸術振興のみ 無

65 都留市 平成20年3月 a.文化芸術振興のみ 無

66 富士河口湖町 平成15年12月 b.文化芸術関連施策を含む 無※制定・改正等済

67 中野市 平成20年3月 a.文化芸術振興のみ 未定

68 大町市 有 令和7年度

69 小山町 令和3年3月 a.文化芸術振興のみ 無

70 伊東市 平成27年7月 a.文化芸術振興のみ 無※制定・改正等済

71 三島市 平成26年6月 ｂ.文化芸術関連施策を含む 無

72 春日井市 平成14年7月 a.文化芸術振興のみ 未定

73 知立市 平成30年3月 平成31年3月 b.文化芸術関連施策を含む 無※制定・改正等済

74 清須市 平成23年3月 b.文化芸術関連施策を含む 未定

75 津市 平成18年１月 a.文化芸術振興のみ 無※制定・改正等済

76 四日市市 平成14年6月 b.文化芸術関連施策を含む 無※制定・改正等済

77 松阪市 平成20年4月 平成29年4月 b.文化芸術関連施策を含む 未定

78 亀山市 令和3年12月 b.文化芸術関連施策を含む 無※制定・改正等済

79 伊賀市 令和元年12月 b.文化芸術関連施策を含む 無※制定・改正等済

80 東員町 令和5年4月 b.文化芸術関連施策を含む 無

81 近江八幡市 平成26年3月 b.文化芸術関連施策を含む 無※制定・改正等済

82 草津市 平成29年6月 b.文化芸術関連施策を含む 無※制定・改正等済

83 甲賀市 令和7年4月 a.文化芸術振興のみ 無

84 京丹後市 平成31年3月 a.文化芸術振興のみ 無

85 舞鶴市 平成27年12月 b.文化芸術関連施策を含む 無

86 宇治市 令和1年12月 a.文化芸術振興のみ 無※制定・改正等済

87 城陽市 平成17年12月 a.文化芸術振興のみ 無

88 八幡市 平成17年3月 b.文化芸術関連施策を含む 未定

89 岸和田市 平成25年4月 平成29年12月 b.文化芸術関連施策を含む 未定

90 池田市 平成28年7月 b.文化芸術関連施策を含む 無

91 泉大津市 平成19年2月 b.文化芸術関連施策を含む 無

92 門真市 平成19年3月 平成30年12月 b.文化芸術関連施策を含む 無※制定・改正等済

93 摂津市 平成18年4月 平成29年4月 b.文化芸術関連施策を含む 未定

94 能勢町 平成18年3月 平成22年2月 a.文化芸術振興のみ 無

95 芦屋市 平成22年3月 平成29年12月 b.文化芸術関連施策を含む 無※制定・改正等済

96 宝塚市 平成25年7月 a.文化芸術振興のみ 無※制定・改正等済

97 高砂市 平成23年3月 平成29年9月 b.文化芸術関連施策を含む 無※制定・改正等済

98 奈良市 平成19年3月 b.文化芸術関連施策を含む 未定

99 吉野町 平成27年4月 b.文化芸術関連施策を含む 無

100 出雲市 平成17年6月 a.文化芸術振興のみ 無

101 久米南町 平成23年3月 未定

102 宇部市 平成22年12月 b.文化芸術関連施策を含む 未定

103 岩国市 平成27年12月 a.文化芸術振興のみ 無

104 鳴門市 平成18年12月 b.文化芸術関連施策を含む 無

105 丸亀市 平成17年3月 令和4年3月 b.文化芸術関連施策を含む 無※制定・改正等済

平成23年3月 a.文化芸術振興のみ 未定

平成26年6月 b.文化芸術関連施策を含む 未定

107 直方市 令和7年9月 a.文化芸術振興のみ 無※制定・改正等済

108 飯塚市 平成18年10月 平成30年3月 a.文化芸術振興のみ 未定

109 筑紫野市 平成22年3月 b.文化芸術関連施策を含む 無

110 大野城市 平成2年6月 平成27年3月 b.文化芸術関連施策を含む 無

111 宗像市 平成21年12月 令和7年4月 a.文化芸術振興のみ 無※制定・改正等済

112 太宰府市 平成9年9月 a.文化芸術振興のみ 未定

113 古賀市 平成20年12月 a.文化芸術振興のみ 無

114 朝倉市 平成22年4月 a.文化芸術振興のみ 無

115 日田市 平成18年3月 平成28年3月 a.文化芸術振興のみ 無

116 宮崎県 都城市 平成28年4月 b.文化芸術関連施策を含む 無※制定・改正等済

小豆島町

大分県 日田市文化振興条例
https://www1.g-
reiki.net/hita/reiki_honbun/r086RG00000840.html

香川県
106

大野城市芸術文化振興審議
会設置条例

宗像市文化芸術振興条例
https://www1.g-
reiki.net/city.munakata/reiki_honbun/r010RG00000795.html

太宰府市文化振興条例
https://www.city.dazaifu.lg.jp/soumu/reiki_int/
reiki_honbun/q023RG00000083.html

古賀市文化芸術振興条例
https://www.city.koga.fukuoka.jp/cityhall/reiki
/reiki_honbun/q025RG00000859.html

朝倉市文化芸術振興条例
https://www.city.asakura.lg.jp/reiki_int/reiki_honbun/r3
47RG00000549.html

https://lg.joureikun.jp/marugame_city/reiki/act/conten
t/content110000347.htm

直方市文化芸術振興条例

丸亀市文化芸術基本条例

https://www1.g-
reiki.net/city.iizuka/reiki_honbun/r320RG00000637.html

徳島県

山口県

岡山県 久米南町文化振興条例

島根県
21世紀出雲芸術文化のまち
づくり条例

https://www.city.izumo.shimane.jp/reiki/act/f
rame/frame110000296.htm

奈良県
奈良市文化振興条例

吉野町まちづくり基本条例

高砂市文化振興条例
https://www.city.takasago.lg.jp/material/files/group/20/20180403-
115700.pdf

宝塚市民の文化芸術に関す
る基本条例

https://www2.city.takarazuka.hyogo.jp/reiki_int/reiki_ho
nbun/k316RG00001036.html

泉大津市文化芸術振興条例
https://www.city.izumiotsu.lg.jp/kakuka/kyoikuiinkai/s
hogaigakushu/bunkageijutsu/8639.html

門真市文化芸術推進条例

摂津市文化振興条例
https://www.city.settsu.osaka.jp/section/reiki
/reiki_honbun/v100RG00000614.html

浄瑠璃の里文化振興条例

https://www.city.kishiwada.osaka.jp/soshiki/9/bunkasi
nkoujyourei.html

https://www1.g-
reiki.net/city.ikeda/reiki_honbun/k206RG00000728.html

宇治市文化芸術振興条例 http://www.city.uji.kyoto.jp/

城陽市文化芸術の振興に関
する条例

https://www.city.joyo.kyoto.jp/reiki_int/reiki_h
onbun/k109RG00000762.html

八幡市文化芸術振興条例 https://www.city.yawata.kyoto.jp/

舞鶴市文化振興条例
https://www.city.maizuru.kyoto.jp/html/reiki_i
nt/reiki_honbun/k104RG00001049.html

甲賀市文化芸術振興条例 https://www.city.koka.lg.jp/23936.htm

草津市文化振興条例
http://www.city.kusatsu.shiga.jp/bunka/bunkageijyutsu
/jyoureikeikaku/shogaku2201.html

伊賀市文化振興条例 https://www.city.iga.lg.jp/0000009247.html

東員町文化芸術基本条例
https://www.town.toin.lg.jp/soshiki/1017/1/5
/1034.html

松阪市文化芸術振興条例

亀山市文化芸術基本条例
https://www.city.kameyama.mie.jp/docs/2022
010400098/

知立市文化芸術基本条例
https://www.city.chiryu.aichi.jp/soshiki/kyoiku/bunka/
gyomu/2/1617347546397.html

伊東市文化振興基本条例

三島市文化振興基本条例 https://www.city.mishima.shizuoka.jp/ipn032218.html

小山町文化芸術振興条例 www.fuji-oyama.jp/top_202203301420148.html

中野市文化芸術振興条例
https://en3-jg.d1-
law.com/nakano/d1w_reiki/H420901010011/H420901010011.html

富士河口湖町心豊かな文化
の町づくり振興条例

https://www1.g-
reiki.net/fujikawaguchiko/reiki_honbun/r015RG00000317.html

石川県 白山市文化振興条例
https://www1.g-
reiki.net/hakusan/reiki_honbun/r183RG00001231.html

妙高市文化芸術基本条例
https://ops-jg.d1-
law.com/opensearch/SrJbF01/init?jctcd=8A803576F6&houcd=H5059
01010017&no=1&totalCount=1&fromJsp=SrMj

新潟県

宇部市文化の振興及び文化
によるまちづくり条例

https://www.city.ube.yamaguchi.jp/shisei/100
9210.html

鳴門市文化のまちづくり条例
https://www.city.naruto.tokushima.jp/contents/reiki_in
t/reiki_honbun/o003RG00000787.html

岩国市文化芸術振興条例
https://ops-jg.d1-
law.com/opensearch/SrJbF01/init?jctcd=8A8BA72692&houcd=H427901010046&no=18&t
otalCount=18&fromJsp=SrMj

福岡県

都城市文化振興条例
https://www1.g-
reiki.net/mkj/reiki/reiki_int/reiki_honbun/r322RG00001787.html		

筑紫野市文化振興条例
https://ops-jg.d1-
law.com/opensearch/SrJbF01/init?jctcd=8A9160C246&houcd=H4229
01010017&no=1&totalCount=3&jbnJiten=5051122

飯塚市文化振興基本条例

小豆島町芸術文化のまちづく
り条例

https://www.town.shodoshima.lg.jp/section/reiki_i
nt/reiki_honbun/r262RG00000549.html

海の道を活かし、アートや文化によ
る地域活性化を目指す条例

https://www.town.shodoshima.lg.jp/section/reiki_i
nt/reiki_honbun/r262RG00000633.html

京都府

京丹後市文化芸術振興条例
https://www.city.kyotango.lg.jp/top/soshiki/k
yoikuiinkai/syogaigakusyu/3/18314.html

滋賀県

近江八幡市文化振興条例

兵庫県

https://www1.g-
reiki.net/ashiya/reiki_honbun/n700RG00001224.html

大阪府

岸和田市文化振興条例

池田市文化振興条例

芦屋市文化基本条例

愛知県

春日井市文化振興基本条例

津市文化振興条例

四日市市文化振興条例
https://www.city.yokkaichi.mie.jp/reiki/reiki_h
onbun/i603RG00000348.html

三重県

清須市文化芸術振興条例

山梨県

長野県

都留市文化のまちづくり条例
https://www.city.tsuru.yamanashi.jp/section/reiki
/act/frame/frame110000952.htm

逗子市文化振興条例
https://www1.g-
reiki.net/zushi/reiki_honbun/g210RG00001016.html

厚木市文化芸術振興条例
https://www.city.atsugi.kanagawa.jp/soshiki/bunkazaih
ogoka/1_1/2328.html

大和市文化芸術振興条例
https://www.city.yamato.lg.jp/gyosei/soshik/2017/bunka_geijutsu/zyo
ureinado/bunkageizyutuzyourei/4117.html

神奈川県

小田原市文化によるまちづく
り条例

https://www.city.odawara.kanagawa.jp/field/lifelong/cu
lture/culture_c-planning/p29274.html

静岡県

西東京市文化芸術振興条例
https://www.city.nishitokyo.lg.jp/siseizyoho/sesaku_keikaku/keikaku/
culture_sports/bunka_keikaku.files/omote.pdf
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（１）都道府県 （令和7年10月1日現在）

Ｎｏ 都道府県名 策定年月 改定等年月 計画期間 対象範囲 策定・改定等予定 予定時期

1 北海道 平成6年8月 令和5年3月 特になし b.文化芸術関連施策を含む 無※策定・改定等済

2 青森県 令和4年3月 5年間 b.文化芸術関連施策を含む 無※策定・改定等済

3 岩手県 平成20年12月 令和7年3月 5年間 b.文化芸術関連施策を含む 有 令和12年3月

4 宮城県 令和3年3月 5年間 b.文化芸術関連施策を含む 有 令和8年3月

5 秋田県 令和5年3月 3年間 a.文化芸術振興のみ 有 令和8年3月

6 山形県 令和6年3月 5年間 b.文化芸術関連施策を含む 有 令和11年3月

7 福島県 平成25年3月 令和4年3月 9年間 b.文化芸術関連施策を含む 無※策定・改定等済

8 茨城県 平成29年3月 令和4年3月 4年間 b.文化芸術関連施策を含む 無※策定・改定等済

9 栃木県 令和3年2月 10年間 b.文化芸術関連施策を含む 無※策定・改定等済

10 群馬県 令和5年4月 10年間 b.文化芸術関連施策を含む 無※策定・改定等済

11 埼玉県 平成23年3月 令和3年3月 5年間 b.文化芸術関連施策を含む 有 令和8年3月

12 千葉県 令和7年3月 7年間 b.文化芸術関連施策を含む 無※策定・改定等済

13 東京都 令和4年3月 10年間 b.文化芸術関連施策を含む 無※策定・改定等済

14 神奈川県 平成21年3月 令和6年3月 5年間 b.文化芸術関連施策を含む 無※策定・改定等済

15 新潟県 令和7年3月 改定なし 8年間 b.文化芸術関連施策を含む 無※策定・改定等済

16 富山県 平成30年3月 無 9年間 b.文化芸術関連施策を含む 有 令和８年度

17 石川県 平成27年5月 特になし b.文化芸術関連施策を含む 未定

18 福井県 令和6年3月 5年間 b.文化芸術関連施策を含む 無※策定・改定等済

19 山梨県 令和7年3月 4年間 a.文化芸術振興のみ 有 令和11年3月

20 長野県 平成30年3月 令和5年3月 5年間 b.文化芸術関連施策を含む 未定

21 岐阜県 平成19年8月 中長期 a.文化芸術振興のみ 未定

22 静岡県 平成20年3月 令和4年3月 4年間 b.文化芸術関連施策を含む 有 令和8年3月

23 愛知県 令和4年12月 5年間 b.文化芸術関連施策を含む 無※策定・改定等済

24 三重県 令和6年3月 3年間 b.文化芸術関連施策を含む 有 令和9年3月

25 滋賀県 平成23年3月 令和3年3月 5年間 b.文化芸術関連施策を含む 有 令和8年3月

26 京都府 令和7年6月 特になし b.文化芸術関連施策を含む 無※策定・改定等済

27 大阪府 令和3年3月 5年間 b.文化芸術関連施策を含む 無※策定・改定等済

28 兵庫県 平成16年5月 令和3年3月 5年間 b.文化芸術関連施策を含む 有 令和7年

29 奈良県 平成29年3月 令和5年3月 概ね5年間 b.文化芸術関連施策を含む 無※策定・改定等済

30 和歌山県 令和3年4月 令和8年4月 5年間 b.文化芸術関連施策を含む 無※策定・改定等済

31 鳥取県 平成31年3月 令和6年4月 5年間 b.文化芸術関連施策を含む 無※策定・改定等済

32 岡山県 平成20年2月 令和5年3月 10年間 b.文化芸術関連施策を含む 未定

33 広島県 平成15年3月 特に無し a.文化芸術振興のみ 未定

34 山口県 平成25年3月 令和5年3月 5年間 b.文化芸術関連施策を含む 有 令和9年3月

35 徳島県 令和元年7月 令和6年3月 5年間 b.文化芸術関連施策を含む 有 令和11年3月

36 香川県 平成20年10月 令和5年3月 5年間 b.文化芸術関連施策を含む 有 令和9年度

37 高知県 平成29年3月 令和4年3月 10年間 b.文化芸術関連施策を含む 有 令和8年度

38 福岡県 令和3年3月 5年間 b.文化芸術関連施策を含む 有 令和8年3月

39 熊本県 平成元年11月 平成17年3月 特になし a.文化芸術振興のみ 未定

40 大分県 平成17年3月 平成28年3月 特になし b.文化芸術関連施策を含む 有 令和8年3月

41 宮崎県 令和5年6月 4年間 b.文化芸術関連施策を含む 無※策定・改定等済

42 鹿児島県 平成18年3月 令和3年3月 5年間 a.文化芸術振興のみ 有 令和8年3月

43 沖縄県 令和5年3月 5年間 b.文化芸術関連施策を含む 有 令和10年3月

　「文化政策の計画等」とは、文化芸術振興基本法施行（平成13年12月７日）以降に策定されたもので、地方公共団体における文化振興全般、　市民や文化団体による
　芸術文化振興について規定する計画、指針等（計画、指針、ビジョン、プラン、方針、構想など名称は問わない）。

第３期宮城県文化芸術振興ビジョン

文化が活きる京都の推進に関する条
例に基づく基本的な指針

第５次大阪府文化振興計画

芸術文化振興ビジョン

奈良県文化資源活用大綱

第三期和歌山県文化芸術振興基本計
画

長野県文化芸術振興計画

第３期あきた文化振興ビジョン

第２期山形県文化推進基本計画

福島県文化振興基本計画

茨城県文化振興計画（茨城県総合計
画）

大分県文化振興基本方針

熊本県文化振興基本方針

高知県文化芸術振興ビジョン

香川県文化芸術振興計画

福岡県文化芸術振興基本計画

青森県文化芸術推進計画

沖縄県文化芸術振興計画

みやざき文化振興計画

鹿児島県文化芸術推進基本計画

やまぐち文化芸術振興プラン（第３次）

徳島県文化芸術推進基本計画

ひろしま文化・芸術振興ビジョン

おかやま文化振興ビジョン2018～
2028(2025改定版）

アートピアとっとり行動指針

三重県文化振興計画

滋賀県文化振興基本方針（第３次）

岐阜県文化振興指針

静岡県文化振興基本計画

あいち文化芸術振興計画2027

第２期 山梨県文化芸術推進基本計画

新世紀とやま文化振興計画（平成30年
改訂版）

いしかわ文化振興基本方針

福井県文化振興プラン

かながわ文化芸術振興計画

東京文化戦略２０３０

栃木県文化振興基本計画（第2期）

新・群馬県文化振興指針-第3次群馬
県文化振興指針-

埼玉県文化芸術振興計画

第２次千葉県文化芸術推進基本計画

新潟県文化振興基本計画

　２．文化政策の計画等の策定状況

計画等の名称

北海道文化振興指針

岩手県文化芸術振興指針
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（２） 政令指定都市 （令和7年10月1日現在）

№ 市名 策定年月 改定等年月 計画期間 対象範囲 策定・改定等予定 予定時期

1 札幌市 平成21年3月 令和6年6月 5年間 b.文化芸術関連施策を含む 有 令和11年4月

2 仙台市 令和6年3月 5年間 b.文化芸術関連施策を含む 無※策定・改定等済

3 さいたま市 平成26年3月 令和3年3月 10年間 a.文化芸術振興のみ 無

4 千葉市 令和6年3月 10年間 b.文化芸術関連施策を含む 有 令和16年3月

5 横浜市 平成24年12月 概ね10年間 b.文化芸術関連施策を含む 有 令和8年3月以降

6 川崎市 令和6年3月 10年間 b.文化芸術関連施策を含む 有 令和16年3月

7 相模原市 令和2年3月 令和7年3月 3年間 b.文化芸術関連施策を含む 有 令和10年3月

8 新潟市 令和6年4月 8年間 b.文化芸術関連施策を含む 有 令和14年3月

9 静岡市 令和5年3月 8年間 b.文化芸術関連施策を含む 有 令和13年3月

10 浜松市 令和2年3月 令和2年3月 10年間 a.文化芸術振興のみ 未定

11 名古屋市 令和3年10月 令和8年4月 5年間 b.文化芸術関連施策を含む 無

12 京都市 平成29年3月 10年間 b.文化芸術関連施策を含む 無

13 大阪市 令和3年3月策定 5年間 a.文化芸術振興のみ 有 令和8年4月

14 堺市 平成28年3月 令和3年2月 5年間 b.文化芸術関連施策を含む 有 令和8年3月

15 神戸市 令和3年1月 10年間 b.文化芸術関連施策を含む 無※策定・改定等済

16 岡山市 令和4年9月 5年間 b.文化芸術関連施策を含む 有

17 北九州市 平成22年12月 令和7年1月 5年間 a.文化芸術振興のみ 無※策定・改定等済

18 福岡市 令和元年6月 10年間 b.文化芸術関連施策を含む 無※策定・改定等済

19 熊本市 令和7年3月 7年間 b.文化芸術関連施策を含む 無※策定・改定等済

（令和7年10月1日現在）

№ 市名 策定年月 改定等年月 計画期間 対象範囲 策定・改定等予定 予定時期

1 函館市 平成19年3月 特になし a.文化芸術振興のみ 無

2 旭川市 平成28年3月 12年間 b.文化芸術関連施策を含む 無

3 八戸市 令和4年3月 概ね10年間 b.文化芸術関連施策を含む 無※策定・改定等済

4 盛岡市 令和7年3月 5年間 b.文化芸術関連施策を含む 無※策定・改定等済

5 秋田市 平成29年3月 令和4年3月 5年間 b.文化芸術関連施策を含む 有 令和9年3月

6 山形市 令和4年4月 5年間 b.文化芸術関連施策を含む 無※策定・改定等済

7 福島市 令和7年4月 無 5年間 b.文化芸術関連施策を含む 無※策定・改定等済

8 いわき市 令和3年9月 10年間 b.文化芸術関連施策を含む 無※策定・改定等済

9 水戸市 令和3年3月 5年間 a.文化芸術振興のみ 有 令和8年

10 宇都宮市 平成28年3月 10年間 b.文化芸術関連施策を含む 有 令和8年3月

11 前橋市 令和3年3月 9年間 b.文化芸術関連施策を含む 未定

12 川越市 平成23年3月 無 5年間 a.文化芸術振興のみ 有 令和8年3月

13 川口市 平成30年12月 令和6年3月 5年間 b.文化芸術関連施策を含む 無※策定・改定等済

14 船橋市 令和4年3月 5年間 a.文化芸術振興のみ 有 令和9年3月

15 柏市 令和3年4月 5年間 a.文化芸術振興のみ 有 令和8年4月

16 八王子市 平成28年3月 10年間 b.文化芸術関連施策を含む 有 令和7年度

17 横須賀市 令和5年3月 7年間 a.文化芸術振興のみ 有 令和12年3月

18 富山市 平成26年11月 b.文化芸術関連施策を含む 無

19 金沢市 令和6年2月 10年間 b.文化芸術関連施策を含む 有 令和15年3月

20 福井市 平成20年2月 特になし b.文化芸術関連施策を含む 無

21 長野市 平成29年4月 令和4年4月 10年間 a.文化芸術振興のみ 無※策定・改定等済

22 松本市 平成18年1月 令和4年2月 10年間 b.文化芸術関連施策を含む 無※策定・改定等済

23 岐阜市 令和4年3月 10年間 b.文化芸術関連施策を含む 無※策定・改定等済

24 豊橋市 平成28年3月 平成28年3月 概ね10年間 b.文化芸術関連施策を含む 有 令和8年3月

25 岡崎市 平成29年3月 令和4年3月 10年間 b.文化芸術関連施策を含む 有 令和9年3月

26 豊田市 平成30年3月 8年間 b.文化芸術関連施策を含む 有 令和8年3月

27 大津市 令和4年9月 5年間 b.文化芸術関連施策を含む 無※策定・改定等済

28 豊中市 令和3年3月 7年間 a.文化芸術振興のみ 有 令和10年度

29 吹田市 令和4年3月 10年間 b.文化芸術関連施策を含む 有 令和14年3月

30 高槻市 令和3年3月 10年間 a.文化芸術振興のみ 無

豊中市文化芸術推進基本計画

吹田市文化政策ビジョン－第２次吹田市文
化振興基本計画－

第２期文化振興ビジョン

岐阜市文化芸術基本計画

豊橋市文化振興指針【改訂版】

第2次岡崎市文化振興推進計画改定版

第2次豊田市文化芸術振興計画

富山市文化創造都市ビジョン

金沢市文化芸術アクションプラン

福井市文化芸術振興ビジョン

第二次長野市文化芸術振興計画

川口市文化芸術基本計画

第２次船橋市文化振興基本方針

第五次柏市文化芸術振興計画

八王子市文化芸術ビジョン

いわき市文化政策ビジョン

水戸市芸術文化振興ビジョン

第2次宇都宮市文化振興基本計画

前橋市文化振興基本方針

はちのへ文化のまちづくりプラン（八戸市文
化芸術推進基本計画）

第２期盛岡市芸術文化推進計画

秋田市文化振興ビジョン

熊本市文化芸術推進基本計画

旭川市文化芸術振興基本計画

仙台市文化芸術推進基本計画

さいたま市芸術都市創造計画

第３次千葉市文化芸術振興計画

横浜市文化芸術創造都市施策の基本的な
考え方

新潟市文化創造都市ビジョン

第２期静岡市文化振興計画

神戸市文化芸術推進ビジョン

岡山市文化芸術推進計画

第2期堺文化芸術推進計画

第3次大津市文化振興計画

松本市文化芸術推進基本計画

文化振興基本計画

川越市文化芸術振興計画

山形市文化創造都市推進基本計画

福島市文化振興計画

（３） 中核市
計画等の名称

北九州市文化芸術推進プラン

福岡市文化芸術振興計画

浜松市文化振興ビジョン

名古屋市文化芸術推進計画2025

第２期京都文化芸術創生計画

第3次大阪市文化振興計画

第3期川崎市文化芸術振興計画

第3次さがみはら文化芸術振興プラン

計画等の名称

札幌市文化芸術基本計画

函館市文化芸術の振興に関する基本方針
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31 枚方市 平成29年3月 令和6年3月 10年間 b.文化芸術関連施策を含む 無※策定・改定等済

32 八尾市 令和4年6月 無 7年間 a.文化芸術振興のみ 無※策定・改定等済

33 東大阪市 令和3年3月 10年間 b.文化芸術関連施策を含む 未定

34 姫路市 平成27年3月 令和3年3月 5年間 a.文化芸術振興のみ 有 令和9年3月

35 尼崎市 平成29年2月 令和5年3月 10年間 a.文化芸術振興のみ 無※策定・改定等済

36 明石市 令和5年3月 8年間 b.文化芸術関連施策を含む 無※策定・改定等済

37 西宮市 平成31年3月 概ね10年間 b.文化芸術関連施策を含む 無※策定・改定等済

38 奈良市 令和4年4月 10年間 b.文化芸術関連施策を含む 未定

39 和歌山市 令和2年10月 7年間 a.文化芸術振興のみ 無※策定・改定等済

40 鳥取市 平成21年3月 令和4年4月 明記無 a.文化芸術振興のみ 未定

41 松江市 令和3年3月 12年間 b.文化芸術関連施策を含む 無※策定・改定等済

42 倉敷市 令和3年5月 10年間 b.文化芸術関連施策を含む 無※策定・改定等済

43 呉市 平成29年10月 10年間 a.文化芸術振興のみ 無

44 高松市 平成27年3月 令和6年4月 5年間 b.文化芸術関連施策を含む 有 令和11年4月

45 松山市 令和5年3月 5年間 b.文化芸術関連施策を含む 無※策定・改定等済

46 高知市 平成24年4月 令和4年4月 10年間 b.文化芸術関連施策を含む 無

47 久留米市 平成19年9月 令和2年3月 6年間 a.文化芸術振興のみ 有 令和8年3月

48 長崎市 平成9年 令和7年 6年間 a.文化芸術振興のみ 無

49 佐世保市 令和2年3月 令和7年3月 8年間 b.文化芸術関連施策を含む 無※策定・改定等済

50 大分市 令和7年3月 5年間 b.文化芸術関連施策を含む 有 令和12年3月

51 宮崎市 平成30年3月 令和7年3月 10年間 b.文化芸術関連施策を含む 無※策定・改定等済

52 鹿児島市 令和4年3月 5年間 b.文化芸術関連施策を含む 無※策定・改定等済

53 那覇市 平成17年7月 令和2年9月 10年間 b.文化芸術関連施策を含む 無※策定・改定等済
改正前）那覇市文化振興基本計画－那覇市文化のまちづくりプラン－
改正後）那覇市文化芸術基本計画

市民文化活動振興プラン

（第2次）佐世保市文化振興基本計画

第3次大分市文化・芸術振興計画

第四次宮崎市文化芸術振興計画

鹿児島市文化芸術推進基本計画

高松市文化芸術振興計画

第二期松山市文化芸術振興計画

高知市文化振興ビジョン

久留米市文化芸術振興基本計画

和歌山市文化芸術推進基本計画

鳥取市文化芸術振興に関する基本方針

松江市伝統文化芸術振興計画

倉敷市第二次文化振興基本計画

呉市文化芸術振興計画

東大阪市第３次文化政策ビジョン

姫路市文化芸術振興ビジョン

尼崎市文化ビジョン

第２期明石文化芸術創生基本計画

西宮市文化振興ビジョン[第2期]

枚方市文化芸術振興計画

八尾市芸術文化推進基本計画

第2次奈良市文化振興計画
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（４）市区町村（政令市・中核市を除く） （令和7年10月1日現在）

都道府県名
全市区町村数

（政令市・中核市を除
く）

文化政策計画等
策定市町村数

「①文化芸術振興の
み」と回答した
市区町村数

「②文化芸術関連施
策を含む」と回答した

市区町村数

1 北海道 176 12 7 5

2 青森県 38 1 0 1

3 岩手県 32 2 0 2

4 宮城県 34 3 2 1

5 秋田県 24 0 0 0

6 山形県 34 4 2 2

7 福島県 56 8 4 4

8 茨城県 43 8 5 3

9 栃木県 24 2 1 1

10 群馬県 33 1 1 0

11 埼玉県 59 9 2 7

12 千葉県 51 7 1 6

13 東京都 61 27 5 22

14 神奈川県 29 9 1 8

15 新潟県 29 1 0 1

16 富山県 14 2 0 2

17 石川県 18 0 0 0

18 福井県 16 1 0 1

19 山梨県 26 1 1 0

20 長野県 75 8 5 3

21 岐阜県 41 5 1 4

22 静岡県 33 13 7 6

23 愛知県 49 15 5 10

24 三重県 29 5 0 5

25 滋賀県 18 8 0 8

26 京都府 25 9 4 5

27 大阪府 34 11 2 9

28 兵庫県 36 10 1 9

29 奈良県 39 3 1 2

30 和歌山県 29 0 0 0

31 鳥取県 18 2 0 2

32 島根県 18 4 3 1

33 岡山県 25 3 3 0

34 広島県 20 2 0 2

35 山口県 18 5 2 3

36 徳島県 24 2 1 1

37 香川県 16 2 1 1

38 愛媛県 19 2 2 0

39 高知県 33 0 0 0

40 福岡県 57 11 4 7

41 佐賀県 20 3 0 3

42 長崎県 19 0 0 0

43 熊本県 44 7 5 2

44 大分県 17 4 3 1

45 宮崎県 25 5 2 3

46 鹿児島県 42 0 0 0

47 沖縄県 40 4 3 1

1,660 241 87 154合計
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　３．障害者による文化芸術活動の推進に関する計画の策定状況
　

（１）都道府県 （令和7年10月1日現在）

Ｎｏ 都道府県名 策定年月 改定等年月 計画期間 計画の位置づけ 策定・改定等予定 予定時期

令和6年3月 6年間 c.障害者等に関する計画の一部

令和5年3月 特になし b.文化政策の計画等の一部 無※策定・改定等済

令和5年3月 4年間 c.障害者等に関する計画の一部 無※策定・改定等済

平成20年12月 令和7年3月 5年間 b.文化政策の計画等の一部 有 令和12年3月

令和3年3月 5年間 b.文化政策の計画等の一部 有 令和8年3月

令和3年3月 6年間 c.障害者等に関する計画の一部 無※策定・改定等済

令和6年3月 5年間 b.文化芸術関連施策を含む 有 令和11年3月

令和4年3月 9年間 c.障害者等に関する計画の一部 無※策定・改定等済

平成29年3月 令和4年3月 4年間 b.文化政策の計画等の一部 無※策定・改定等済

令和6年3月 5年間 c.障害者等に関する計画の一部 無※策定・改定等済

令和3年2月 10年間 b.文化政策の計画等の一部 無※策定・改定等済

平成23年3月 令和3年3月 5年間 b.文化政策の計画等の一部 有 令和8年3月

平成30年3月 令和6年3月 3年間 c.障害者等に関する計画の一部 無※策定・改定等済

令和3年3月 6年間 a.単独の計画 有 令和9年3月

平成21年3月 令和6年3月 5年間 b.文化政策の計画等の一部 無※策定・改定等済

令和6年3月 6年間 c.障害者等に関する計画の一部 無※策定・改定等済

令和7年3月 改定なし 8年間 c.障害者等に関する計画の一部 無※策定・改定等済

令和6年3月 6年間 c.障害者等に関する計画の一部 無※策定・改定等済

令和5年3月 5年間 c.障害者等に関する計画の一部 無※策定・改定等済

令和6年3月 3年間 c.障害者等に関する計画の一部 有 令和9年3月

令和6年3月 6年間 c.障害者等に関する計画の一部 無※策定・改定等済

令和6年3月 3年間 c.障害者等に関する計画の一部 無※策定・改定等済

平成20年3月 令和4年3月 4年間 b.文化政策の計画等の一部 有 令和8年3月

令和3年3月 令和6年3月 5年間 c.障害者等に関する計画の一部 無※策定・改定等済

令和6年3月 3年間 c.障害者等に関する計画の一部 有 令和9年3月

令和2年3月 令和6年3月 5年間 a.単独の計画 無※策定・改定等済

令和7年6月 特になし b.文化政策の計画等の一部 無※策定・改定等済

令和3年3月 令和6年3月 5年間 c.障害者等に関する計画の一部 無※策定・改定等済

令和4年3月 5年間 c.障害者等に関する計画の一部 有 令和9年3月

令和7年3月 5年間 c.障害者等に関する計画の一部 有

平成30年10月 令和6年3月 6年間 c.障害者等に関する計画の一部 無※策定・改定等済

令和6年3月 5年間 c.障害者等に関する計画の一部 無※策定・改定等済

令和6年3月 5年間 c.障害者等に関する計画の一部 有 令和11年3月

令和6年3月 6年間 c.障害者等に関する計画の一部 有 令和12年3月

平成25年3月 令和5年3月 5年間 c.障害者等に関する計画の一部 有 令和9年3月

令和3年3月 令和6年3月 3年間 c.障害者等に関する計画の一部 有 令和9年3月

33 香川県 令和6年3月 3年間 c.障害者等に関する計画の一部 無※策定・改定等済

令和6年3月 5年間 c.障害者等に関する計画の一部 有 令和8年度

平成29年3月 令和4年3月 10年間 b.文化政策の計画等の一部 有 令和8年度

平成16年3月 令和5年3月 7年間 c.障害者等に関する計画の一部 有 令和12年度

令和3年3月 5年間 b.文化政策の計画等の一部 有 令和8年3月

令和3年3月 令和9年 6年間 c.障害者等に関する計画の一部 有

令和6年3月 6年間 b.文化政策の計画等の一部 有 令和11年3月

令和5年6月 4年間 b.文化政策の計画等の一部 無※策定・改定等済

平成18年3月 令和3年3月 5年間 b.文化政策の計画等の一部 有 令和8年3月

令和5年3月 5年間 b.文化政策の計画等の一部 有 令和10年3月

　「障害者による文化芸術活動の推進に関する計画」とは、障害者による文化芸術活動の推進に関する法律（平成30年法律第47号）第８条を踏まえて策定された計画。

沖縄県文化芸術振興計画

第6期熊本県障がい者計画（くまもと障
がい者プラン）

大分県障がい者計画（第2期）

沖縄県

鹿児島県

41

40

27

宮崎県39

大分県38

熊本県37

福岡県36

34

徳島県32

大阪府24

京都府23

愛知県20

岡山県29

島根県28

愛媛県

鳥取県

30

山口県31

広島県

高知県35

静岡県19

岐阜県18

長野県17

21 三重県

22 滋賀県

奈良県26

兵庫県25

4

岩手県3

青森県2

山梨県16

福井県15

富山県14

新潟県13

千葉県11

山形県

福島県

茨城県

9

8

埼玉県10

6

宮城県

5 秋田県

栃木県

文化が活きる京都の推進に関する条例
に基づく基本的な指針

第２期ひょうご障害者福祉計画

奈良県障害者計画

鳥取県障がい者プラン

第4期岐阜県障がい者総合支援プラン

富山県障害者計画（第５次）

第２期山形県文化推進基本計画

第５次福島県障がい者計画

新潟県障害者計画

島根県障がい者基本計画

第５期岡山県障害者計画

みえ障がい者共生社会づくりプラン

滋賀県障害者文化芸術活動推進計画
（第２次）

第５次広島県障害者プラン

やまぐち文化芸術振興プラン（第３次）

みやざき文化振興計画

福岡県文化芸術振興基本計画

徳島県障がい者施策基本計画

高知県障害者計画

第７期かがわ障害者プラン

愛媛県障がい者プラン

高知県文化芸術振興ビジョン

鹿児島県文化芸術推進基本計画

埼玉県文化芸術振興計画

神奈川県当事者目線の障害福祉推進条例～と
もに生きる社会を目指して～に基づく基本計画

静岡県文化振興基本計画

あいち障害者福祉プラン2021-2026

第5次大阪府障がい者計画

栃木県文化振興基本計画（第2期）

埼玉県障害者支援計画

神奈川県12

とちぎ障害者プラン21(2024～2028）

岩手県文化芸術振興指針

第３期宮城県文化芸術振興ビジョン

第二次秋田県障害者計画

計画等の名称
第3期北海道障がい者基本計画・第7期北
海道障がい福祉計画

第４次青森県障害者計画

1
北海道文化振興指針

北海道

7

千葉県障害者文化芸術活動推進計画

かながわ文化芸術振興計画

福井県障害者福祉計画

山梨県障害者文化芸術活動推進計画

長野県障がい者プラン2024

茨城県文化振興計画（茨城県総合計
画）
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（２） 政令指定都市 （令和7年10月1日現在）

№ 市名 策定年月 改定等年月 計画期間 計画の位置づけ 策定・改定等予定 予定時期

平成30年3月 令和6年3月 6年間 c.障害者等に関する計画の一部 有 令和12年3月

平成21年3月 令和6年6月 5年間 b.文化政策の計画等の一部 有 令和11年4月

令和6年3月 5年間 b.文化政策の計画等の一部 無※策定・改定等済

令和6年3月 3年間 c.障害者等に関する計画の一部 無

令和3年3月 令和6年4月 6年間 c.障害者等に関する計画の一部 未定

令和6年3月 10年間 b.文化政策の計画等の一部 有 令和16年3月

令和2年3月 令和7年3月 3年間 b.文化芸術関連施策を含む 有 令和10年3月

令和6年3月 6年間 c.障害者等に関する計画の一部 有 令和12年3月

令和6年3月 7年間 c.障害者等に関する計画の一部 有 令和9年3月

令和6年3月 令和12年3月 6年間 c.障害者等に関する計画の一部 無

平成29年3月 10年間 b.文化政策の計画等の一部 無

令和6年3月 6年間 c.障害者等に関する計画の一部 無

平成28年3月 令和3年2月 5年間 b.文化政策の計画等の一部 有 令和8年3月

令和3年1月 10年間 b.文化芸術関連施策を含む 無※策定・改定等済

令和4年9月 5年間 b.文化政策の計画等の一部 有

令和3年3月 令和6年4月 6年間 c.障害者等に関する計画の一部 無※策定・改定等済

平成22年12月 令和7年1月 5年間 a.文化芸術振興のみ 無※策定・改定等済

令和元年6月 10年間 b.文化政策の計画等の一部 無※策定・改定等済

令和3年8月 6年間 c.障害者等に関する計画の一部 有 令和9年度

令和7年3月 7年間 b.文化政策の計画等の一部 無※策定・改定等済

14 福岡市

川崎市5

横浜市4

はぐくみ支え合うまち・京都ほほえみプラ
ン

3

仙台市2

熊本市15

北九州市13

岡山市12

神戸市11

堺市10

名古屋市8

静岡市7

9 京都市

千葉市

第2期共にささえあい生きる社会さがみ
はら障害者プラン

岡山市障害者プラン

名古屋市障害者基本計画（第５次）

神戸市文化芸術推進ビジョン

仙台市文化芸術推進基本計画

第６次千葉市障害者計画及び第７期千葉市障害
福祉計画及び第３期千葉市障害児福祉計画

さっぽろ障がい者プラン

第４期横浜市障害者プラン

札幌市文化芸術基本計画

計画等の名称

第２期京都文化芸術創生計画

北九州市文化芸術推進プラン

第3次さがみはら文化芸術振興プラン

福岡市保健福祉総合計画

静岡市障がい者共生のまちづくり計画
（令和６～12年度）

第3期川崎市文化芸術振興計画

岡山市文化芸術推進計画

福岡市文化芸術振興計画

熊本市文化芸術推進基本計画

第2期堺文化芸術推進計画

1 札幌市

6 相模原市
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№ 市名 策定年月 改定等年月 計画期間 計画の位置づけ 策定・改定等予定 予定時期

平成28年3月 12年間 b.文化政策の計画等の一部 無

令和4年3月 概ね10年間 b.文化政策の計画等の一部 無※策定・改定等済

令和7年3月 5年間 b.文化政策の計画等の一部 無※策定・改定等済

令和4年4月 5年間 b.文化芸術関連施策を含む 無※策定・改定等済

令和4年4月 5年間 b.文化政策の計画等の一部 無

令和6年4月 無 4年間 c.障害者等に関する計画の一部 無※策定・改定等済

令和6年3月 3年間 c.障害者等に関する計画の一部 有 令和9年3月

令和6年2月 3年間 c.障害者等に関する計画の一部 有 令和9年2月

平成30年12月 令和6年3月 5年間 b.文化政策の計画等の一部 無※策定・改定等済

令和3年3月 5年間 c.障害者等に関する計画の一部 無※策定・改定等済

有 令和9年3月

令和3年3月 6年間 c.障害者等に関する計画の一部 有 令和9年度

令和3年4月 6年間 c.障害者等に関する計画の一部 無※策定・改定等済

平成29年4月 令和4年4月 10年間 b.文化政策の計画等の一部 無※策定・改定等済

平成18年1月 令和7年3月 10年間 b.文化政策の計画等の一部 無※策定・改定等済

令和4年9月 5年間 c.障害者等に関する計画の一部 無

令和4年3月 10年間 b.文化政策の計画等の一部 無※策定・改定等済

令和6年3月 6年間 c.障害者等に関する計画の一部 無※策定・改定等済

有 令和8年3月

平成29年3月 令和4年3月 10年 b.文化政策の計画等の一部 有 令和9年3月

令和3年3月 令和6年3月 6年間 c.障害者等に関する計画の一部 無

44256 6年間 c.障害者等に関する計画の一部 有 令和9年3月

令和4年9月 5年間 b.文化政策の計画等の一部 無※策定・改定等済

令和4年3月 10年間 b.文化政策の計画等の一部 有 令和14年3月

平成29年3月 令和6年3月 10年間 b.文化政策の計画等の一部 無※策定・改定等済

令和3年3月 令和7年3月 8年間 c.障害者等に関する計画の一部 無

平成27年3月 令和3年3月 5年間 b.文化政策の計画等の一部 有 令和9年3月

令和5年3月 8年間 b.文化政策の計画等の一部 無※策定・改定等済

令和4年4月 10年間 b.文化芸術関連施策を含む 未定

令和2年10月 7年間 b.文化政策の計画等の一部 無※策定・改定等済

令和3年3月 令和9年3月 6年間 c.障害者等に関する計画の一部 未定

平成27年3月 令和6年3月 3年間 c.障害者等に関する計画の一部 有 令和9年3月

令和5年3月 5年間 b.文化芸術関連施策を含む 無

令和3年3月 6年間 c.障害者等に関する計画の一部 無

有 令和8年3月

令和2年3月 令和7年3月 8年間 b.文化政策の計画等の一部 無※策定・改定等済

令和7年3月 5年間 b.文化政策の計画等の一部 有 令和12年3月

平成30年3月 令和7年3月 10年間 b.文化政策の計画等の一部 無※策定・改定等済

令和5年3月 7年間 c.障害者等に関する計画の一部 有

令和4年3月 5年間 b.文化政策の計画等の一部 無※策定・改定等済

令和5年3月 5年間 c.障害者等に関する計画の一部 無※策定・改定等済

34 那覇市 平成17年7月 令和2年9月 10年間 b.文化政策の計画等の一部 無※策定・改定等済

久留米市29

高松市27

鹿児島市33

大分市31

佐世保市30

八尾市22

枚方市21

旭川市1

郡山市6

福島市5

盛岡市3

吹田市20

大津市19

豊田市18

一宮市17

岡崎市16

豊橋市15

第４期宮崎市障がい者計画

船橋市10

越谷市9

福井市11

12 長野市

14 岐阜市

2 八戸市

川口市8

いわき市7

奈良市25

明石市24

姫路市23

松山市第４期障がい者計画

第５期和歌山市障害者計画

和歌山市文化芸術推進基本計画

枚方市文化芸術振興計画

第４期八尾市障がい者基本計画

第2次岡崎市文化振興推進計画改定版

第3次一宮市障害者基本計画・第7期一宮市障
害福祉計画・第3期一宮市障害児福祉計画

第２次長野市障害者基本計画

松本市文化芸術推進基本計画

岐阜市文化芸術基本計画

川口市文化芸術基本計画

第５次越谷市障がい者計画

山形市文化創造都市推進基本計画

第３次福島市障がい者計画

障がい者福祉プラン

第５次いわき市障がい者計画（後期）

はちのへ文化のまちづくりプラン（八戸
市文化芸術推進基本計画）

第２期盛岡市芸術文化推進計画

第5次豊田市障がい者ライフサポートプ
ラン

第3次大津市文化振興計画

第２期明石文化芸術創生基本計画

改正前）那覇市文化振興基本計画－那覇市文化のまちづくりプラン－
改正後）那覇市文化芸術基本計画

第3次大分市文化・芸術振興計画

鹿児島市文化芸術推進基本計画

（第2次）佐世保市文化振興基本計画

第四次宮崎市文化芸術振興計画

第五次鹿児島市障害者計画

（３） 中核市
計画等の名称

姫路市文化芸術振興ビジョン

13 松本市

26 和歌山市

第二次長野市文化芸術振興計画

第4次松本市障がい者計画

第5次岐阜市障害者計画

第2次奈良市文化振興計画

吹田市文化政策ビジョン－第２次吹田
市文化振興基本計画－

第４次福井市障がい福祉基本計画

4
山形市文化創造都市推進基本計画

山形市

旭川市文化芸術振興基本計画

32 宮崎市

28 松山市

たかまつ障がい者プラン

第二期松山市文化芸術振興計画
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（４）市区町村（政令市・中核市を除く） （令和7年10月1日現在）

都道府県名
全市区町村数

（政令市・中核市を除く）
計画策定

済み
計画策定

予定

1 北海道 176 4 1

2 青森県 38 3 0

3 岩手県 32 3 0

4 宮城県 34 2 0

5 秋田県 24 0 0

6 山形県 34 4 0

7 福島県 56 2 0

8 茨城県 43 4 0

9 栃木県 24 0 1

10 群馬県 33 4 0

11 埼玉県 59 9 0

12 千葉県 51 4 0

13 東京都 61 11 4

14 神奈川県 29 5 0

15 新潟県 29 2 0

16 富山県 14 0 1

17 石川県 18 2 0

18 福井県 16 0 0

19 山梨県 26 1 0

20 長野県 75 3 1

21 岐阜県 41 4 0

22 静岡県 33 7 1

23 愛知県 49 10 0

24 三重県 29 5 2

25 滋賀県 18 3 0

26 京都府 25 8 0

27 大阪府 34 10 0

28 兵庫県 36 6 1

29 奈良県 39 1 0

30 和歌山県 29 2 0

31 鳥取県 18 2 0

32 島根県 18 2 0

33 岡山県 25 1 0

34 広島県 20 2 1

35 山口県 18 8 0

36 徳島県 24 2 0

37 香川県 16 2 0

38 愛媛県 19 4 0

39 高知県 33 2 0

40 福岡県 57 8 0

41 佐賀県 20 4 0

42 長崎県 19 2 0

43 熊本県 44 4 0

44 大分県 17 5 1

45 宮崎県 25 2 0

46 鹿児島県 42 1 0

47 沖縄県 40 3 0

1,660 173 14合計
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Ⅲ．文化関係経費

　１．文化関係経費
　　（１）文化関係経費の区分

※５）文化に関係する業務のみを担当する会計年度任用職員、特定の文化事業の事業費から
　　　雇用されたアルバイト、文化財を修繕する職人等の人件費は計上している。

　　各年度に行われた文化関係支出の額（決算額）を記載。
　　特記した場合を除いて、都道府県にあっては国庫による支出、市町村にあっては国庫及び都道府県による
　支出を財源としたものを除外している。その他各経費の内容等については、下記「１．文化関係経費（１）文化
　関係経費の区分」及び調査票様式・記入要領（６９頁以降）を参照されたい。

※１）「芸術文化」とは、芸術（美術、音楽、演劇、舞踊、文学、写真等）、メディア芸術
　　　（映画、漫画、アニメーション等）、伝統芸能（雅楽、能楽、文楽、歌舞伎、組踊等）、
　　　芸能（講談、落語、浪曲、漫談、漫才、歌唱等）、生活文化（茶道、華道、書道、
　　　食文化等）及び国民娯楽（囲碁、将棋等）等を言う。

※２）「芸術文化事業費」には、芸術文化関連事業（自治体職員の人件費
５
・旅費を除く。）、

　　　芸術文化団体等に対する補助及び委託経費に係る経費を計上している。

※３）「文化施設経費」には、文化施設（文化会館、美術館等）の管理運営に係る経費

　　　（自治体職員の人件費
５
・旅費を除く。）を計上している。修繕費、光熱水費、

　　　文化施設の管理運営を委託している場合の委託費を含む。なお、図書館及び公民館は
　　　社会教育施設に該当するので、文化施設には含めない。

※４）「文化施設建設費」には、土地購入費、建設費等（準備費、調査費、設計料等を
　　　含む。）を計上している。

文化関係経費

芸術文化経費

文化財保護経費

芸術文化事業費

文化施設経費

文化施設建設費

重要文化財等

保存・活用事業経費

埋蔵文化財

保存・活用事業経費

国・地方公共団体指定

文化財保護管理経費等

1

2

3

4

地方公共団体指定文化財

保存・活用事業経費
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（２）文化関係経費の概要

＜都道府県・市区町村別集計額の推移＞

　　(単位:千円)

年度 都道府県 市区町村 合計
増減

（対前年度）
増減率

（対前年度）

R6 174,889,356 418,736,628 593,625,984 74,685,536 14.4%

R5 115,151,523 403,788,925 518,940,448 △ 36,405,837 △ 6.6%

R4 114,739,875 440,606,410 555,346,285 11,585,364 2.1%

R3 110,211,119 433,549,802 543,760,921 △ 17,374,010 △ 3.1%

R2 114,618,753 446,516,178 561,134,931 64,348,337 13.0%

R1 118,080,959 378,705,635 496,786,594 26,797,032 5.7%

H30 117,487,949 352,501,613 469,989,562 34,344,114 7.9%

H29 98,840,080 336,805,368 435,645,448 △ 13,272,651 △ 3.0%

H28 107,012,421 341,905,678 448,918,099 23,220,172 5.5%

H27 106,698,870 318,999,057 425,697,927 12,156,365 2.9%

H26 93,623,366 319,918,196 413,541,562 49,783,828 13.7%

H25 81,068,493 282,689,241 363,757,734 8,555,632 2.4%

H24 79,805,943 275,396,159 355,202,102 113,140 0.0%

H23 94,045,259 261,043,703 355,088,962 14,909,596 4.4%

H22 86,844,526 253,334,840 340,179,366 △ 25,899,061 △ 7.1%

H21 84,795,833 281,282,594 366,078,427 30,626,387 9.1%

H20 80,349,396 255,102,644 335,452,040 2,690,184 0.8%

H19 81,292,262 251,469,594 332,761,856 △ 44,813,983 △ 11.9%

H18 96,713,621 280,862,218 377,575,839 △ 20,676,047 △ 5.2%

H17 116,778,371 281,473,515 398,251,886 △ 66,261,882 △ 14.3%

H16 128,342,053 336,171,715 464,513,768 △ 28,856,679 △ 5.8%

H15 108,265,927 385,104,520 493,370,447 △ 8,717,198 △ 1.7%

H14 117,122,157 384,965,488 502,087,645 △ 62,966,718 △ 11.1%

H13 133,346,209 431,708,154 565,054,363 △ 93,655,244 △ 14.2%

H12 191,973,978 466,735,629 658,709,607 59,450,957 9.9%

H11 156,837,807 442,420,843 599,258,650 △ 93,491,803 △ 13.5%

H10 217,113,342 475,637,111 692,750,453 △ 145,163,488 △ 17.3%

H9 212,265,757 625,648,184 837,913,941 △ 10,324,552 △ 1.2%

H8 213,205,658 635,032,835 848,238,493 37,072,529 4.6%

H7 199,803,839 611,362,125 811,165,964 △ 67,464,711 △ 7.7%

H6 243,189,194 635,441,481 878,630,675 △ 76,319,331 △ 8.0%

H5 258,637,702 696,312,304 954,950,006 133,435,550 16.2%

H4 252,308,577 569,205,879 821,514,456

※平成２３年度は、東日本大震災の影響により実務上集計が不可能であったため、岩手県及び福島県の一部市町村においては、形式上平成２１年度の数
字を計上している。

　　金額は各自治体の予算からの支出額を計上しており、国支出金（国庫補助金、国庫委託金、国庫負担金等）は含まない。
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＜経費別集計額の推移＞

　　(単位:千円)

年度 芸術文化経費 文化財保護経費 合計
増減

（対前年度）
増減率

（対前年度）

R6 489,520,564 104,105,420 593,625,984 74,685,536 14.4%

R5 429,779,209 89,161,239 518,940,448 △ 36,405,837 △ 6.6%

R4 470,386,159 84,960,126 555,346,285 11,585,364 2.1%

R3 457,488,138 86,272,783 543,760,921 △ 17,374,010 △ 3.1%

R2 477,949,502 83,185,429 561,134,931 64,348,337 13.0%

R1 415,769,886 81,016,708 496,786,594 26,797,032 5.7%

H30 382,508,113 87,481,449 469,989,562 34,344,114 7.9%

H29 341,446,845 94,198,603 435,645,448 △ 13,272,651 △ 3.0%

H28 370,979,116 77,938,983 448,918,099 23,220,172 5.5%

H27 354,991,107 70,706,820 425,697,927 12,156,365 2.9%

H26 342,535,990 71,005,572 413,541,562 49,783,828 13.7%

H25 298,236,455 65,521,279 363,757,734 8,555,632 2.4%

H24 294,350,817 60,851,285 355,202,102 113,140 0.0%

H23 292,229,746 62,859,216 355,088,962 14,909,596 4.4%

H22 274,095,243 66,084,123 340,179,366 △ 25,899,061 △ 7.1%

H21 296,946,532 69,131,895 366,078,427 30,626,387 9.1%

H20 269,299,561 66,152,479 335,452,040 2,690,184 0.8%

H19 270,035,783 62,726,073 332,761,856 △ 44,813,983 △ 11.9%

H18 314,236,719 63,339,120 377,575,839 △ 20,676,047 △ 5.2%

H17 322,821,728 75,430,158 398,251,886 △ 66,261,882 △ 14.3%

H16 390,939,964 73,573,804 464,513,768 △ 28,856,679 △ 5.8%

H15 415,027,565 78,342,882 493,370,447 △ 8,717,198 △ 1.7%

H14 410,498,609 91,589,036 502,087,645 △ 62,966,718 △ 11.1%

H13 453,354,774 111,699,589 565,054,363 △ 93,655,244 △ 14.2%

H12 527,718,494 130,991,113 658,709,607 59,450,957 9.9%

H11 463,830,695 135,427,955 599,258,650 △ 93,491,803 △ 13.5%

H10 558,627,381 134,123,072 692,750,453 △ 145,163,488 △ 17.3%

H9 699,661,739 138,252,202 837,913,941 △ 10,324,552 △ 1.2%

H8 708,955,444 139,283,049 848,238,493 37,072,529 4.6%

H7 667,040,443 144,125,521 811,165,964 △ 67,464,711 △ 7.7%

H6 744,332,766 134,297,909 878,630,675 △ 76,319,331 △ 8.0%

H5 817,229,292 137,720,714 954,950,006 133,435,550 16.2%

H4 697,080,078 124,434,378 821,514,456

※平成２３年度は、東日本大震災の影響により実務上集計が不可能であったため、岩手県及び福島県の一部市町村においては、形式上平成２１
年度の数字を計上している。
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２．芸術文化経費

（１）芸術文化経費の概要

＜都道府県・市区町村別集計額の推移＞

　(単位:千円)

政令指定都市 中核市
その他の
市区町村

合計

R6 151,801,036 74,595,931 65,663,613 197,459,984 337,719,528 489,520,564 59,741,354 13.9%

R5 95,873,802 76,224,426 54,322,694 203,358,287 333,905,407 429,779,209 △ 40,606,950 △ 8.6%

R4 95,635,356 77,253,005 71,821,326 225,676,472 374,750,803 470,386,159 12,898,021 2.8%

R3 89,811,668 88,672,588 86,998,037 192,005,845 367,676,470 457,488,138 △ 20,461,364 △ 4.3%

R2 95,516,833 68,791,253 79,354,446 234,286,970 382,432,669 477,949,502 62,179,616 15.0%

R1 99,301,989 62,804,886 51,471,598 202,191,413 316,467,897 415,769,886 33,261,773 8.7%

H30 97,595,810 71,667,735 43,542,512 169,702,056 284,912,303 382,508,113 41,061,268 12.0%

H29 77,611,012 59,305,427 35,012,264 169,518,142 263,835,833 341,446,845 △ 29,532,271 △ 8.0%

H28 89,244,236 52,004,715 49,223,719 180,506,446 281,734,880 370,979,116 15,988,009 4.5%

H27 92,673,883 54,818,626 39,247,562 168,251,036 262,317,224 354,991,107 12,455,117 3.6%

H26 76,363,258 52,481,927 32,304,331 181,386,474 266,172,732 342,535,990 44,299,535 14.9%

H25 65,309,024 43,875,229 29,414,386 159,637,816 232,927,431 298,236,455 3,885,638 1.3%

H24 65,388,683 49,673,147 37,057,432 142,231,555 228,962,134 294,350,817 2,121,071 0.7%

H23 78,055,061 40,424,883 26,019,251 147,730,551 214,174,685 292,229,746 18,134,503 6.6%

H22 68,136,796 38,003,793 26,215,172 141,739,482 205,958,447 274,095,243 △ 22,851,289 △ 7.7%

H21 65,510,652 47,049,610 26,592,507 157,793,763 231,435,880 296,946,532 27,646,971 10.3%

H20 61,344,182 38,289,511 25,826,529 143,839,339 207,955,379 269,299,561 △ 736,222 △ 0.3%

H19 61,481,869 36,582,781 25,538,995 146,432,138 208,553,914 270,035,783 △ 44,200,936 △ 14.1%

H18 73,423,704 41,349,573 22,517,294 176,946,148 240,813,015 314,236,719 △ 8,585,009 △ 2.7%

H17 88,450,305 34,977,868 27,563,729 171,829,826 234,371,423 322,821,728 △ 68,118,236 △ 17.4%

H16 104,043,556 36,190,005 32,912,466 217,793,937 286,896,408 390,939,964 △ 24,087,601 △ 5.8%

H15 83,386,647 50,170,174 46,790,909 234,679,835 331,640,918 415,027,565 4,528,956 1.1%

H14 87,903,782 41,427,810 41,142,168 240,024,849 322,594,827 410,498,609 △ 42,856,165 △ 9.5%

H13 88,841,064 52,398,460 44,379,018 267,736,232 364,513,710 453,354,774 △ 74,363,720 △ 14.1%

H12 145,525,703 61,226,373 40,762,099 280,204,319 382,192,791 527,718,494 63,887,799 13.8%

H11 104,487,935 54,850,817 36,872,683 267,619,260 359,342,760 463,830,695 △ 94,796,686 △ 17.0%

H10 161,442,197 54,999,108 38,613,360 303,572,716 397,185,184 558,627,381 △ 141,064,358 △ 20.2%

H9 156,025,217 55,835,137 71,949,630 415,881,755 543,666,522 699,691,739 △ 9,263,705 △ 1.3%

H8 151,712,009 70,508,332 40,859,191 445,875,912 557,243,435 708,955,444 41,915,001 6.3%

H7 143,168,848 60,734,272 463,137,323 523,871,595 667,040,443 △ 77,292,323 △ 10.4%

H6 191,503,835 63,302,616 489,526,315 552,828,931 744,332,766 △ 72,896,526 △ 8.9%

H5 208,471,114 47,747,376 561,010,802 608,758,178 817,229,292 120,149,214 17.2%

H4 209,759,938 55,745,092 431,575,048 487,320,140 697,080,078

　　金額は各自治体の予算からの支出額を計上しており、国支出金（国庫補助金、国庫委託金、国庫負担金等）は含まない。

※平成２３年度は、東日本大震災の影響により実務上集計が不可能であったため、岩手県及び福島県の一部市町村においては、形式上平成２１年度の数字を計上している。

年度 都道府県
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＜経費別集計額の推移＞

　(単位:千円)　　

年度 芸術文化事業費 文化施設経費 文化施設建設費 合計

R6 112,468,100 337,212,670 39,839,794 489,520,564

R5 84,004,044 297,845,983 47,929,183 429,779,209

R4 79,552,340 308,953,847 81,879,972 470,386,159

R3 74,387,619 269,117,496 113,983,023 457,488,138

R2 69,969,628 293,572,862 114,407,012 477,949,502

R1 76,013,324 231,882,412 107,874,150 415,769,886

H30 72,422,204 240,285,098 69,800,811 382,508,113

H29 75,953,156 211,290,788 54,202,901 341,446,845

H28 71,018,527 219,113,089 80,847,500 370,979,116

H27 84,893,380 201,310,689 68,787,038 354,991,107

H26 57,044,836 213,164,847 72,326,307 342,535,990

H25 60,362,174 184,378,570 53,495,711 298,236,455

H24 57,843,378 173,990,125 62,517,314 294,350,817

H23 62,288,192 181,388,709 48,552,845 292,229,746

H22 55,645,327 175,235,331 43,214,585 274,095,243

H21 61,137,673 183,375,382 52,433,477 296,946,532

H20 62,215,082 178,422,076 28,662,403 269,299,561

H19 60,226,303 181,047,886 28,761,594 270,035,783

H18 56,291,101 210,713,111 47,232,507 314,236,719

H17 64,855,027 195,658,224 62,308,477 322,821,728

H16 66,790,887 201,621,053 122,528,024 390,939,964

H15 68,788,378 210,865,383 135,373,804 415,027,565

H14 68,249,658 222,890,959 119,357,992 410,498,609

H13 63,714,190 221,397,597 168,242,987 453,354,774

H12 49,382,846 240,642,140 237,693,508 527,718,494

H11 54,406,850 220,613,398 188,810,447 463,830,695

H10 54,537,966 219,891,169 284,198,246 558,627,381

H9 77,070,259 240,336,250 382,285,230 699,691,739

H8 72,800,079 282,497,555 353,657,810 708,955,444

H7 57,936,983 215,976,509 393,126,951 667,040,443

H6 98,944,006 196,796,436 448,592,324 744,332,766

H5 58,355,364 171,006,380 587,867,548 817,229,292

H4 48,935,518 157,216,458 490,928,102 697,080,078

※平成２３年度は、東日本大震災の影響により実務上集計が不可能であったため、岩手県及び福島県の一部市町村においては、形
式上平成２１年度の数字を計上している。
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5
1

6
8
8
,3
8
3

0
6
8
8
,3
8
3

0
0

0
1
,0
0
7
,7
1
2

1
3
,7
7
8

9
9
3
,9
3
4

2
0

長
野
県

4
3
1
,6
5
5

2
5
,0
1
6

4
0
6
,6
3
9

1
,6
9
6
,0
5
9

0
1
,6
9
6
,0
5
9

0
0

0
2
,1
2
7
,7
1
4

2
5
,0
1
6

2
,1
0
2
,6
9
8

2
1

岐
阜
県

1
,9
8
9
,1
9
4

2
2
1
,5
9
5

1
,7
6
7
,5
9
9

1
,2
9
7
,2
1
1

0
1
,2
9
7
,2
1
1

0
0

0
3
,2
8
6
,4
0
5

2
2
1
,5
9
5

3
,0
6
4
,8
1
0

2
2

静
岡
県

9
5
5
,9
6
7

1
1
9
,1
5
7

8
3
6
,8
1
0

2
,0
2
4
,6
5
0

3
5
,6
8
8

1
,9
8
8
,9
6
2

0
0

0
2
,9
8
0
,6
1
7

1
5
4
,8
4
5

2
,8
2
5
,7
7
2

2
3

愛
知
県

9
2
2
,4
2
8

3
5
,1
4
4

8
8
7
,2
8
4

3
,6
7
8
,2
9
0

4
,8
2
2

3
,6
7
3
,4
6
8

0
0

0
4
,6
0
0
,7
1
8

3
9
,9
6
6

4
,5
6
0
,7
5
2

2
4

三
重
県

2
4
6
,1
4
6

1
,4
8
9

2
4
4
,6
5
7

2
,1
7
1
,6
0
0

0
2
,1
7
1
,6
0
0

0
0

0
2
,4
1
7
,7
4
6

1
,4
8
9

2
,4
1
6
,2
5
7

2
5

滋
賀
県

1
,9
5
7
,4
9
3

1
1
,8
2
1

1
,9
4
5
,6
7
2

2
,4
8
9
,2
3
2

2
6
,6
9
5

2
,4
6
2
,5
3
7

0
0

0
4
,4
4
6
,7
2
5

3
8
,5
1
6

4
,4
0
8
,2
0
9

財
源
別
内
訳

合
計

（
※
）

財
源
別
内
訳

財
源
別
内
訳

芸
術
文
化
事
業
費

（
※
）

文
化
施
設
経
費

（
※
）

財
源
別
内
訳

文
化
施
設
建
設
費

（
※
）
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国
支
出
金

都
道
府
県

支
出
額

国
支
出
金

都
道
府
県

支
出
額

国
支
出
金

都
道
府
県

支
出
額

国
支
出
金

都
道
府
県

支
出
額

財
源
別
内
訳

合
計

（
※
）

財
源
別
内
訳

財
源
別
内
訳

芸
術
文
化
事
業
費

（
※
）

文
化
施
設
経
費

（
※
）

財
源
別
内
訳

文
化
施
設
建
設
費

（
※
）

2
6

京
都
府

1
,0
9
6
,4
7
6

1
8
4
,5
1
6

9
1
1
,9
6
0

1
,2
4
4
,1
3
1

3
3
,2
5
3

1
,2
1
0
,8
7
8

0
0

0
2
,3
4
0
,6
0
7

2
1
7
,7
6
9

2
,1
2
2
,8
3
8

2
7

大
阪
府

1
6
,5
3
6
,1
1
8

5
6
,0
5
3

1
6
,4
8
0
,0
6
5

1
,2
9
6
,0
0
3

1
,3
3
3

1
,2
9
4
,6
7
0

0
0

0
1
7
,8
3
2
,1
2
1

5
7
,3
8
6

1
7
,7
7
4
,7
3
5

2
8

兵
庫
県

1
,3
1
5
,3
6
1

4
,0
9
6

1
,3
1
1
,2
6
5

2
,7
4
4
,0
6
5

1
6
1
,8
4
1

2
,5
8
2
,2
2
4

0
0

0
4
,0
5
9
,4
2
6

1
6
5
,9
3
7

3
,8
9
3
,4
8
9

2
9

奈
良
県

4
9
9
,4
7
8

3
1
,6
2
9

4
6
7
,8
4
9

6
9
3
,8
9
3

3
4
,3
1
5

6
5
9
,5
7
8

9
6
3
,6
9
6

3
,1
3
8

9
6
0
,5
5
8

2
,1
5
7
,0
6
7

6
9
,0
8
2

2
,0
8
7
,9
8
5

3
0

和
歌
山
県

1
5
4
,9
4
8

1
,9
0
5

1
5
3
,0
4
3

4
6
6
,9
0
7

2
3
,1
1
4

4
4
3
,7
9
3

1
6
5
,2
8
6

0
1
6
5
,2
8
6

7
8
7
,1
4
1

2
5
,0
1
9

7
6
2
,1
2
2

3
1

鳥
取
県

2
,0
9
6
,7
3
5

4
0
,8
5
9

2
,0
5
5
,8
7
6

1
,0
3
0
,6
2
4

0
1
,0
3
0
,6
2
4

3
5
,5
1
5

0
3
5
,5
1
5

3
,1
6
2
,8
7
4

4
0
,8
5
9

3
,1
2
2
,0
1
5

3
2

島
根
県

2
9
6
,3
9
9

2
4
,6
8
3

2
7
1
,7
1
6

7
8
5
,9
6
4

2
9
5
,9
5
2

4
9
0
,0
1
2

6
6
5
,7
4
8

0
6
6
5
,7
4
8

1
,7
4
8
,1
1
1

3
2
0
,6
3
5

1
,4
2
7
,4
7
6

3
3

岡
山
県

2
0
2
,0
0
8

4
3

2
0
1
,9
6
5

2
4
0
,0
2
3

1
4
,0
6
2

2
2
5
,9
6
1

0
0

0
4
4
2
,0
3
1

1
4
,1
0
5

4
2
7
,9
2
6

3
4

広
島
県

2
3
7
,1
1
9

0
2
3
7
,1
1
9

1
,1
9
3
,2
6
9

3
9
,9
9
8

1
,1
5
3
,2
7
1

0
0

0
1
,4
3
0
,3
8
8

3
9
,9
9
8

1
,3
9
0
,3
9
0

3
5

山
口
県

3
0
5
,0
6
2

0
3
0
5
,0
6
2

6
5
0
,0
7
3

0
6
5
0
,0
7
3

0
0

0
9
5
5
,1
3
5

0
9
5
5
,1
3
5

3
6

徳
島
県

1
0
6
,0
2
4

1
4
,7
2
7

9
1
,2
9
7

1
,0
7
4
,3
2
6

1
9
,0
3
2

1
,0
5
5
,2
9
4

3
3
,4
6
7

0
3
3
,4
6
7

1
,2
1
3
,8
1
7

3
3
,7
5
9

1
,1
8
0
,0
5
8

3
7

香
川
県

1
,2
7
2
,1
0
2

1
9
,8
5
5

1
,2
5
2
,2
4
7

8
3
3
,0
2
9

6
6
,3
2
2

7
6
6
,7
0
7

0
0

0
2
,1
0
5
,1
3
1

8
6
,1
7
7

2
,0
1
8
,9
5
4

3
8

愛
媛
県

3
2
3
,2
7
1

6
4
,1
3
1

2
5
9
,1
4
0

4
5
1
,9
2
9

0
4
5
1
,9
2
9

0
0

0
7
7
5
,2
0
0

6
4
,1
3
1

7
1
1
,0
6
9

3
9

高
知
県

5
4
7
,1
6
4

3
5
,4
6
9

5
1
1
,6
9
5

5
8
6
,1
4
2

0
5
8
6
,1
4
2

0
0

0
1
,1
3
3
,3
0
6

3
5
,4
6
9

1
,0
9
7
,8
3
7

4
0

福
岡
県

4
8
2
,9
7
6

6
,1
8
5

4
7
6
,7
9
1

1
,3
9
0
,2
7
8

8
0
7

1
,3
8
9
,4
7
1

7
7
,2
3
1

0
7
7
,2
3
1

1
,9
5
0
,4
8
5

6
,9
9
2

1
,9
4
3
,4
9
3

4
1

佐
賀
県

5
8
6
,8
6
9

8
6
,7
5
0

5
0
0
,1
1
9

5
1
7
,9
6
0

1
8
,4
4
7

4
9
9
,5
1
3

0
0

0
1
,1
0
4
,8
2
9

1
0
5
,1
9
7

9
9
9
,6
3
2

4
2

長
崎
県

1
2
4
,5
1
6

1
7
,0
0
6

1
0
7
,5
1
0

1
,2
6
4
,4
9
9

4
4
,3
1
5

1
,2
2
0
,1
8
4

0
0

0
1
,3
8
9
,0
1
5

6
1
,3
2
1

1
,3
2
7
,6
9
4

4
3

熊
本
県

1
5
1
,6
0
2

7
7
7

1
5
0
,8
2
5

5
2
9
,4
9
1

0
5
2
9
,4
9
1

0
0

0
6
8
1
,0
9
3

7
7
7

6
8
0
,3
1
6

4
4

大
分
県

8
2
4
,9
8
4

1
6
9
,5
4
8

6
5
5
,4
3
6

2
9
1
,4
6
8

0
2
9
1
,4
6
8

0
0

0
1
,1
1
6
,4
5
2

1
6
9
,5
4
8

9
4
6
,9
0
4

4
5

宮
崎
県

3
0
0
,6
1
3

1
,9
2
8

2
9
8
,6
8
5

4
,1
3
9
,7
6
7

0
4
,1
3
9
,7
6
7

0
0

0
4
,4
4
0
,3
8
0

1
,9
2
8

4
,4
3
8
,4
5
2

4
6

鹿
児
島
県

2
0
2
,1
5
8

2
0
2
,1
5
8

0
1
,2
0
2
,0
7
8

3
6
,1
7
7

1
,1
6
5
,9
0
1

0
0

0
1
,4
0
4
,2
3
6

2
3
8
,3
3
5

1
,1
6
5
,9
0
1

4
7

沖
縄
県

8
1
4
,2
1
3

2
6
5
,4
0
8

5
4
8
,8
0
5

3
0
6
,2
0
6

2
4
,4
1
8

2
8
1
,7
8
8

5
,1
8
0

0
5
,1
8
0

1
,1
2
5
,5
9
9

2
8
9
,8
2
6

8
3
5
,7
7
3

5
9
,3
8
0
,8
7
2

2
,0
3
3
,6
1
6

5
7
,3
4
7
,2
5
6

9
3
,2
4
4
,2
9
8

1
,1
4
9
,1
7
6

9
2
,0
9
5
,1
2
2

2
,3
6
1
,7
9
6

3
,1
3
8

2
,3
5
8
,6
5
8

1
5
4
,9
8
6
,9
6
6

3
,1
8
5
,9
3
0

1
5
1
,8
0
1
,0
3
6

合
計
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＜
令
和
6
年
度
都
道
府
県
集
計
表
（
教
育
委
員
会
）
＞

（
単
価
：
千
円
）

国
支
出
金

都
道
府
県

支
出
額

国
支
出
金

都
道
府
県

支
出
額

国
支
出
金

都
道
府
県

支
出
額

国
支
出
金

都
道
府
県

支
出
額

1
北
海
道

1
4
7
,7
9
8

0
1
4
7
,7
9
8

8
3
6
,4
3
2

0
8
3
6
,4
3
2

0
0

0
9
8
4
,2
3
0

0
9
8
4
,2
3
0

2
青
森
県

5
,3
7
9

0
5
,3
7
9

0
0

0
0

0
0

5
,3
7
9

0
5
,3
7
9

3
岩
手
県

0
0

0
7
5
7
,4
6
4

0
7
5
7
,4
6
4

0
0

0
7
5
7
,4
6
4

0
7
5
7
,4
6
4

4
宮
城
県

1
8
,3
6
8

0
1
8
,3
6
8

7
7
7
,6
5
8

0
7
7
7
,6
5
8

0
0

0
7
9
6
,0
2
6

0
7
9
6
,0
2
6

5
秋
田
県

4
5
,4
1
7

0
4
5
,4
1
7

4
5
5
,0
4
9

2
9
,3
6
6

4
2
5
,6
8
3

0
0

0
5
0
0
,4
6
6

2
9
,3
6
6

4
7
1
,1
0
0

6
山
形
県

0
0

0
1
0
0
,5
1
4

0
1
0
0
,5
1
4

0
0

0
1
0
0
,5
1
4

0
1
0
0
,5
1
4

7
福
島
県

2
0
2
,4
8
8

2
,9
6
9

1
9
9
,5
1
9

5
3
5
,6
2
1

5
4
,1
5
5

4
8
1
,4
6
6

0
0

0
7
3
8
,1
0
9

5
7
,1
2
4

6
8
0
,9
8
5

8
茨
城
県

4
2
4
,2
4
7

4
,3
5
7

4
1
9
,8
9
0

1
,7
5
5
,4
0
3

2
1
,9
0
9

1
,7
3
3
,4
9
4

0
0

0
2
,1
7
9
,6
5
0

2
6
,2
6
6

2
,1
5
3
,3
8
4

9
栃
木
県

6
1
2

0
6
1
2

0
0

0
0

0
0

6
1
2

0
6
1
2

1
0

群
馬
県

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1
1

埼
玉
県

2
8
,2
9
6

0
2
8
,2
9
6

1
9
2
,2
9
4

0
1
9
2
,2
9
4

0
0

0
2
2
0
,5
9
0

0
2
2
0
,5
9
0

1
2

千
葉
県

4
3
4

0
4
3
4

0
0

0
0

0
0

4
3
4

0
4
3
4

1
3

東
京
都

4
3
,7
8
5

0
4
3
,7
8
5

0
0

0
0

0
0

4
3
,7
8
5

0
4
3
,7
8
5

1
4

神
奈
川
県

1
2
7
,4
5
8

3
,9
4
3

1
2
3
,5
1
5

4
7
6
,9
8
3

0
4
7
6
,9
8
3

2
0
,6
9
6

0
2
0
,6
9
6

6
2
5
,1
3
7

3
,9
4
3

6
2
1
,1
9
4

1
5

新
潟
県

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1
6

富
山
県

1
9
,0
1
4

1
,6
9
2

1
7
,3
2
2

0
0

0
0

0
0

1
9
,0
1
4

1
,6
9
2

1
7
,3
2
2

1
7

石
川
県

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1
8

福
井
県

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1
9

山
梨
県

9
,6
4
6

0
9
,6
4
6

0
0

0
0

0
0

9
,6
4
6

0
9
,6
4
6

2
0

長
野
県

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

2
1

岐
阜
県

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

2
2

静
岡
県

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

2
3

愛
知
県

3
,1
6
8

0
3
,1
6
8

0
0

0
0

0
0

3
,1
6
8

0
3
,1
6
8

2
4

三
重
県

3
,6
4
5

0
3
,6
4
5

0
0

0
0

0
0

3
,6
4
5

0
3
,6
4
5

2
5

滋
賀
県

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

文
化
施
設
経
費

（
※
）

財
源
別
内
訳

合
計

（
※
）

財
源
別
内
訳

文
化
施
設
建
設
費

（
※
）

財
源
別
内
訳

芸
術
文
化
事
業
費

（
※
）

財
源
別
内
訳
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国
支
出
金

都
道
府
県

支
出
額

国
支
出
金

都
道
府
県

支
出
額

国
支
出
金

都
道
府
県

支
出
額

国
支
出
金

都
道
府
県

支
出
額

文
化
施
設
経
費

（
※
）

財
源
別
内
訳

合
計

（
※
）

財
源
別
内
訳

文
化
施
設
建
設
費

（
※
）

財
源
別
内
訳

芸
術
文
化
事
業
費

（
※
）

財
源
別
内
訳

2
6

京
都
府

2
4
,6
5
9

0
2
4
,6
5
9

0
0

0
0

0
0

2
4
,6
5
9

0
2
4
,6
5
9

2
7

大
阪
府

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

2
8

兵
庫
県

0
0

0
1
,6
8
1
,9
5
9

1
3
1
,5
0
1

1
,5
5
0
,4
5
8

0
0

0
1
,6
8
1
,9
5
9

1
3
1
,5
0
1

1
,5
5
0
,4
5
8

2
9

奈
良
県

1
,7
7
4

0
1
,7
7
4

0
0

0
0

0
0

1
,7
7
4

0
1
,7
7
4

3
0

和
歌
山
県

7
9
,2
9
9

0
7
9
,2
9
9

4
6
1
,3
6
7

2
3
,1
1
4

4
3
8
,2
5
3

1
6
5
,2
8
6

0
1
6
5
,2
8
6

7
0
5
,9
5
2

2
3
,1
1
4

6
8
2
,8
3
8

3
1

鳥
取
県

1
0
1
,7
2
2

0
1
0
1
,7
2
2

1
0
5
,5
1
3

0
1
0
5
,5
1
3

3
5
,5
1
5

0
3
5
,5
1
5

2
4
2
,7
5
0

0
2
4
2
,7
5
0

3
2

島
根
県

9
,3
1
2

0
9
,3
1
2

0
0

0
0

0
0

9
,3
1
2

0
9
,3
1
2

3
3

岡
山
県

7
,2
4
0

0
7
,2
4
0

0
0

0
0

0
0

7
,2
4
0

0
7
,2
4
0

3
4

広
島
県

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

3
5

山
口
県

0
0

0
2
0
4
,7
1
2

0
2
0
4
,7
1
2

0
0

0
2
0
4
,7
1
2

0
2
0
4
,7
1
2

3
6

徳
島
県

2
5
,9
6
4

0
2
5
,9
6
4

0
0

0
0

0
0

2
5
,9
6
4

0
2
5
,9
6
4

3
7

香
川
県

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

3
8

愛
媛
県

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

3
9

高
知
県

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4
0

福
岡
県

1
0
,5
1
2

0
1
0
,5
1
2

1
5
1
,5
5
8

0
1
5
1
,5
5
8

0
0

0
1
6
2
,0
7
0

0
1
6
2
,0
7
0

4
1

佐
賀
県

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4
2

長
崎
県

3
7
,3
4
3

6
9
9

3
6
,6
4
4

0
0

0
0

0
0

3
7
,3
4
3

6
9
9

3
6
,6
4
4

4
3

熊
本
県

5
1
,5
3
8

0
5
1
,5
3
8

2
0
1
,8
8
1

0
2
0
1
,8
8
1

0
0

0
2
5
3
,4
1
9

0
2
5
3
,4
1
9

4
4

大
分
県

1
6
,1
5
0

3
,2
6
2

1
2
,8
8
8

1
1
4
,7
2
4

0
1
1
4
,7
2
4

0
0

0
1
3
0
,8
7
4

3
,2
6
2

1
2
7
,6
1
2

4
5

宮
崎
県

8
3
,8
9
7

0
8
3
,8
9
7

6
2
3
,7
1
4

0
6
2
3
,7
1
4

0
0

0
7
0
7
,6
1
1

0
7
0
7
,6
1
1

4
6

鹿
児
島
県

0
0

0
4
0
9
,7
0
5

1
,9
8
2

4
0
7
,7
2
3

0
0

0
4
0
9
,7
0
5

1
,9
8
2

4
0
7
,7
2
3

4
7

沖
縄
県

3
8
,1
0
9

1
4
,2
5
7

2
3
,8
5
2

0
0

0
5
,1
8
0

0
5
,1
8
0

4
3
,2
8
9

1
4
,2
5
7

2
9
,0
3
2

1
,5
6
7
,2
7
4

3
1
,1
7
9

1
,5
3
6
,0
9
5

9
,8
4
2
,5
5
1

2
6
2
,0
2
7

9
,5
8
0
,5
2
4

2
2
6
,6
7
7

0
2
2
6
,6
7
7

1
1
,6
3
6
,5
0
2

2
9
3
,2
0
6

1
1
,3
4
3
,2
9
6

合
計
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＜
令
和
6
年
度
都
道
府
県
集
計
表
（
知
事
部
局
）
＞

（
単
価
：
千
円
）

国
支
出
金

都
道
府
県

支
出
額

国
支
出
金

都
道
府
県

支
出
額

国
支
出
金

都
道
府
県

支
出
額

国
支
出
金

都
道
府
県

支
出
額

1
北
海
道

8
8
1
,5
5
4

1
5
,9
5
6

8
6
5
,5
9
8

2
0
0
,6
1
7

0
2
0
0
,6
1
7

0
0

0
1
,0
8
2
,1
7
1

1
5
,9
5
6

1
,0
6
6
,2
1
5

2
青
森
県

4
0
2
,4
0
6

9
5
0

4
0
1
,4
5
6

4
6
5
,8
6
6

0
4
6
5
,8
6
6

0
0

0
8
6
8
,2
7
2

9
5
0

8
6
7
,3
2
2

3
岩
手
県

9
1
,2
0
8

1
0
,8
7
2

8
0
,3
3
6

2
3
5
,5
5
3

5
9
4

2
3
4
,9
5
9

0
0

0
3
2
6
,7
6
1

1
1
,4
6
6

3
1
5
,2
9
5

4
宮
城
県

7
4
,5
2
4

0
7
4
,5
2
4

8
1
0
,1
2
8

0
8
1
0
,1
2
8

3
9
2
,9
4
0

0
3
9
2
,9
4
0

1
,2
7
7
,5
9
2

0
1
,2
7
7
,5
9
2

5
秋
田
県

1
6
3
,5
4
9

5
5
4

1
6
2
,9
9
5

3
9
7
,3
4
8

0
3
9
7
,3
4
8

0
0

0
5
6
0
,8
9
7

5
5
4

5
6
0
,3
4
3

6
山
形
県

1
4
1
,5
3
3

1
,2
6
0

1
4
0
,2
7
3

5
6
9
,9
6
0

0
5
6
9
,9
6
0

0
0

0
7
1
1
,4
9
3

1
,2
6
0

7
1
0
,2
3
3

7
福
島
県

1
9
5
,2
1
9

3
2
,9
5
0

1
6
2
,2
6
9

3
6
7
,3
8
1

0
3
6
7
,3
8
1

0
0

0
5
6
2
,6
0
0

3
2
,9
5
0

5
2
9
,6
5
0

8
茨
城
県

1
1
0
,8
1
3

1
,0
1
6

1
0
9
,7
9
7

2
8
2
,5
3
2

0
2
8
2
,5
3
2

0
0

0
3
9
3
,3
4
5

1
,0
1
6

3
9
2
,3
2
9

9
栃
木
県

1
8
9
,2
9
7

3
2
,4
2
8

1
5
6
,8
6
9

3
9
9
,4
0
2

0
3
9
9
,4
0
2

0
0

0
5
8
8
,6
9
9

3
2
,4
2
8

5
5
6
,2
7
1

1
0

群
馬
県

8
6
0
,3
2
6

0
8
6
0
,3
2
6

1
,0
2
6
,9
5
2

0
1
,0
2
6
,9
5
2

0
0

0
1
,8
8
7
,2
7
8

0
1
,8
8
7
,2
7
8

1
1

埼
玉
県

2
0
1
,0
9
0

4
,5
9
1

1
9
6
,4
9
9

7
3
3
,6
3
2

0
7
3
3
,6
3
2

0
0

0
9
3
4
,7
2
2

4
,5
9
1

9
3
0
,1
3
1

1
2

千
葉
県

9
2
2
,4
2
4

4
,4
9
7

9
1
7
,9
2
7

5
,6
4
7
,0
0
1

5
,7
5
4

5
,6
4
1
,2
4
7

0
0

0
6
,5
6
9
,4
2
5

1
0
,2
5
1

6
,5
5
9
,1
7
4

1
3

東
京
都

7
,9
5
9
,5
1
6

0
7
,9
5
9
,5
1
6

3
3
,1
1
7
,4
4
1

0
3
3
,1
1
7
,4
4
1

0
0

0
4
1
,0
7
6
,9
5
7

0
4
1
,0
7
6
,9
5
7

1
4

神
奈
川
県

8
6
4
,6
5
2

7
,1
4
7

8
5
7
,5
0
5

1
,5
9
4
,4
3
9

0
1
,5
9
4
,4
3
9

0
0

0
2
,4
5
9
,0
9
1

7
,1
4
7

2
,4
5
1
,9
4
4

1
5

新
潟
県

6
3
7
,3
4
6

5
5
,7
0
0

5
8
1
,6
4
6

7
2
7
,8
5
1

1
1
2
,8
2
3

6
1
5
,0
2
8

0
0

0
1
,3
6
5
,1
9
7

1
6
8
,5
2
3

1
,1
9
6
,6
7
4

1
6

富
山
県

5
7
3
,6
7
5

1
1
1
,1
3
2

4
6
2
,5
4
3

1
,3
9
2
,2
3
8

3
1
,7
0
7

1
,3
6
0
,5
3
1

0
0

0
1
,9
6
5
,9
1
3

1
4
2
,8
3
9

1
,8
2
3
,0
7
4

1
7

石
川
県

8
,6
1
1
,0
8
1

8
5
,8
7
6

8
,5
2
5
,2
0
5

1
,2
9
1
,8
3
8

1
0
,6
4
2

1
,2
8
1
,1
9
6

2
,0
3
7

0
2
,0
3
7

9
,9
0
4
,9
5
6

9
6
,5
1
8

9
,8
0
8
,4
3
8

1
8

福
井
県

1
3
8
,9
5
5

0
1
3
8
,9
5
5

1
,1
1
9
,1
5
1

1
,6
3
5

1
,1
1
7
,5
1
6

0
0

0
1
,2
5
8
,1
0
6

1
,6
3
5

1
,2
5
6
,4
7
1

1
9

山
梨
県

3
0
9
,6
8
3

1
3
,7
7
8

2
9
5
,9
0
5

6
8
8
,3
8
3

0
6
8
8
,3
8
3

0
0

0
9
9
8
,0
6
6

1
3
,7
7
8

9
8
4
,2
8
8

2
0

長
野
県

4
3
1
,6
5
5

2
5
,0
1
6

4
0
6
,6
3
9

1
,6
9
6
,0
5
9

0
1
,6
9
6
,0
5
9

0
0

0
2
,1
2
7
,7
1
4

2
5
,0
1
6

2
,1
0
2
,6
9
8

2
1

岐
阜
県

1
,9
8
9
,1
9
4

2
2
1
,5
9
5

1
,7
6
7
,5
9
9

1
,2
9
7
,2
1
1

0
1
,2
9
7
,2
1
1

0
0

0
3
,2
8
6
,4
0
5

2
2
1
,5
9
5

3
,0
6
4
,8
1
0

2
2

静
岡
県

9
5
5
,9
6
7

1
1
9
,1
5
7

8
3
6
,8
1
0

2
,0
2
4
,6
5
0

3
5
,6
8
8

1
,9
8
8
,9
6
2

0
0

0
2
,9
8
0
,6
1
7

1
5
4
,8
4
5

2
,8
2
5
,7
7
2

2
3

愛
知
県

9
1
9
,2
6
0

3
5
,1
4
4

8
8
4
,1
1
6

3
,6
7
8
,2
9
0

4
,8
2
2

3
,6
7
3
,4
6
8

0
0

0
4
,5
9
7
,5
5
0

3
9
,9
6
6

4
,5
5
7
,5
8
4

2
4

三
重
県

2
4
2
,5
0
1

1
,4
8
9

2
4
1
,0
1
2

2
,1
7
1
,6
0
0

0
2
,1
7
1
,6
0
0

0
0

0
2
,4
1
4
,1
0
1

1
,4
8
9

2
,4
1
2
,6
1
2

2
5

滋
賀
県

1
,9
5
7
,4
9
3

1
1
,8
2
1

1
,9
4
5
,6
7
2

2
,4
8
9
,2
3
2

2
6
,6
9
5

2
,4
6
2
,5
3
7

0
0

0
4
,4
4
6
,7
2
5

3
8
,5
1
6

4
,4
0
8
,2
0
9

合
計

（
※
）

財
源
別
内
訳

文
化
施
設
経
費

（
※
）

財
源
別
内
訳

文
化
施
設
建
設
費

（
※
）

財
源
別
内
訳

芸
術
文
化
事
業
費

（
※
）

財
源
別
内
訳
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国
支
出
金

都
道
府
県

支
出
額

国
支
出
金

都
道
府
県

支
出
額

国
支
出
金

都
道
府
県

支
出
額

国
支
出
金

都
道
府
県

支
出
額

合
計

（
※
）

財
源
別
内
訳

文
化
施
設
経
費

（
※
）

財
源
別
内
訳

文
化
施
設
建
設
費

（
※
）

財
源
別
内
訳

芸
術
文
化
事
業
費

（
※
）

財
源
別
内
訳

2
6

京
都
府

1
,0
7
1
,8
1
7

1
8
4
,5
1
6

8
8
7
,3
0
1

1
,2
4
4
,1
3
1

3
3
,2
5
3

1
,2
1
0
,8
7
8

0
0

0
2
,3
1
5
,9
4
8

2
1
7
,7
6
9

2
,0
9
8
,1
7
9

2
7

大
阪
府

1
6
,5
3
6
,1
1
8

5
6
,0
5
3

1
6
,4
8
0
,0
6
5

1
,2
9
6
,0
0
3

1
,3
3
3

1
,2
9
4
,6
7
0

0
0

0
1
7
,8
3
2
,1
2
1

5
7
,3
8
6

1
7
,7
7
4
,7
3
5

2
8

兵
庫
県

1
,3
1
5
,3
6
1

4
,0
9
6

1
,3
1
1
,2
6
5

1
,0
6
2
,1
0
6

3
0
,3
4
0

1
,0
3
1
,7
6
6

0
0

0
2
,3
7
7
,4
6
7

3
4
,4
3
6

2
,3
4
3
,0
3
1

2
9

奈
良
県

4
9
7
,7
0
4

3
1
,6
2
9

4
6
6
,0
7
5

6
9
3
,8
9
3

3
4
,3
1
5

6
5
9
,5
7
8

9
6
3
,6
9
6

3
,1
3
8

9
6
0
,5
5
8

2
,1
5
5
,2
9
3

6
9
,0
8
2

2
,0
8
6
,2
1
1

3
0

和
歌
山
県

7
5
,6
4
9

1
,9
0
5

7
3
,7
4
4

5
,5
4
0

0
5
,5
4
0

0
0

0
8
1
,1
8
9

1
,9
0
5

7
9
,2
8
4

3
1

鳥
取
県

1
,9
9
5
,0
1
3

4
0
,8
5
9

1
,9
5
4
,1
5
4

9
2
5
,1
1
1

0
9
2
5
,1
1
1

0
0

0
2
,9
2
0
,1
2
4

4
0
,8
5
9

2
,8
7
9
,2
6
5

3
2

島
根
県

2
8
7
,0
8
7

2
4
,6
8
3

2
6
2
,4
0
4

7
8
5
,9
6
4

2
9
5
,9
5
2

4
9
0
,0
1
2

6
6
5
,7
4
8

0
6
6
5
,7
4
8

1
,7
3
8
,7
9
9

3
2
0
,6
3
5

1
,4
1
8
,1
6
4

3
3

岡
山
県

1
9
4
,7
6
8

4
3

1
9
4
,7
2
5

2
4
0
,0
2
3

1
4
,0
6
2

2
2
5
,9
6
1

0
0

0
4
3
4
,7
9
1

1
4
,1
0
5

4
2
0
,6
8
6

3
4

広
島
県

2
3
7
,1
1
9

0
2
3
7
,1
1
9

1
,1
9
3
,2
6
9

3
9
,9
9
8

1
,1
5
3
,2
7
1

0
0

0
1
,4
3
0
,3
8
8

3
9
,9
9
8

1
,3
9
0
,3
9
0

3
5

山
口
県

3
0
5
,0
6
2

0
3
0
5
,0
6
2

4
4
5
,3
6
1

0
4
4
5
,3
6
1

0
0

0
7
5
0
,4
2
3

0
7
5
0
,4
2
3

3
6

徳
島
県

8
0
,0
6
0

1
4
,7
2
7

6
5
,3
3
3

1
,0
7
4
,3
2
6

1
9
,0
3
2

1
,0
5
5
,2
9
4

3
3
,4
6
7

0
3
3
,4
6
7

1
,1
8
7
,8
5
3

3
3
,7
5
9

1
,1
5
4
,0
9
4

3
7

香
川
県

1
,2
7
2
,1
0
2

1
9
,8
5
5

1
,2
5
2
,2
4
7

8
3
3
,0
2
9

6
6
,3
2
2

7
6
6
,7
0
7

0
0

0
2
,1
0
5
,1
3
1

8
6
,1
7
7

2
,0
1
8
,9
5
4

3
8

愛
媛
県

3
2
3
,2
7
1

6
4
,1
3
1

2
5
9
,1
4
0

4
5
1
,9
2
9

0
4
5
1
,9
2
9

0
0

0
7
7
5
,2
0
0

6
4
,1
3
1

7
1
1
,0
6
9

3
9

高
知
県

5
4
7
,1
6
4

3
5
,4
6
9

5
1
1
,6
9
5

5
8
6
,1
4
2

0
5
8
6
,1
4
2

0
0

0
1
,1
3
3
,3
0
6

3
5
,4
6
9

1
,0
9
7
,8
3
7

4
0

福
岡
県

4
7
2
,4
6
4

6
,1
8
5

4
6
6
,2
7
9

1
,2
3
8
,7
2
0

8
0
7

1
,2
3
7
,9
1
3

7
7
,2
3
1

0
7
7
,2
3
1

1
,7
8
8
,4
1
5

6
,9
9
2

1
,7
8
1
,4
2
3

4
1

佐
賀
県

5
8
6
,8
6
9

8
6
,7
5
0

5
0
0
,1
1
9

5
1
7
,9
6
0

1
8
,4
4
7

4
9
9
,5
1
3

0
0

0
1
,1
0
4
,8
2
9

1
0
5
,1
9
7

9
9
9
,6
3
2

4
2

長
崎
県

8
7
,1
7
3

1
6
,3
0
7

7
0
,8
6
6

1
,2
6
4
,4
9
9

4
4
,3
1
5

1
,2
2
0
,1
8
4

0
0

0
1
,3
5
1
,6
7
2

6
0
,6
2
2

1
,2
9
1
,0
5
0

4
3

熊
本
県

1
0
0
,0
6
4

7
7
7

9
9
,2
8
7

3
2
7
,6
1
0

0
3
2
7
,6
1
0

0
0

0
4
2
7
,6
7
4

7
7
7

4
2
6
,8
9
7

4
4

大
分
県

8
0
8
,8
3
4

1
6
6
,2
8
6

6
4
2
,5
4
8

1
7
6
,7
4
4

0
1
7
6
,7
4
4

0
0

0
9
8
5
,5
7
8

1
6
6
,2
8
6

8
1
9
,2
9
2

4
5

宮
崎
県

2
1
6
,7
1
6

1
,9
2
8

2
1
4
,7
8
8

3
,5
1
6
,0
5
3

0
3
,5
1
6
,0
5
3

0
0

0
3
,7
3
2
,7
6
9

1
,9
2
8

3
,7
3
0
,8
4
1

4
6

鹿
児
島
県

2
0
2
,1
5
8

2
0
2
,1
5
8

0
7
9
2
,3
7
3

3
4
,1
9
5

7
5
8
,1
7
8

0
0

0
9
9
4
,5
3
1

2
3
6
,3
5
3

7
5
8
,1
7
8

4
7

沖
縄
県

7
7
6
,1
0
4

2
5
1
,1
5
1

5
2
4
,9
5
3

3
0
6
,2
0
6

2
4
,4
1
8

2
8
1
,7
8
8

0
0

0
1
,0
8
2
,3
1
0

2
7
5
,5
6
9

8
0
6
,7
4
1

5
7
,8
1
3
,5
9
8

2
,0
0
2
,4
3
7

5
5
,8
1
1
,1
6
1

8
3
,4
0
1
,7
4
7

8
8
7
,1
4
9

8
2
,5
1
4
,5
9
8

2
,1
3
5
,1
1
9

3
,1
3
8

2
,1
3
1
,9
8
1

1
4
3
,3
5
0
,4
6
4

2
,8
9
2
,7
2
4

1
4
0
,4
5
7
,7
4
0

合
計
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＜
令

和
6
年

度
政

令
指

定
都

市
総

表
（
教

育
委

員
会

及
び
首

長
部

局
の

合
算

）
＞

（
単

価
：
千

円
）

国
支

出
金

都
道

府
県

支
出

金
市

区
支

出
額

国
支

出
金

都
道

府
県

支
出

金
市

区
支

出
額

国
支

出
金

都
道

府
県

支
出

金
市

区
支

出
額

国
支

出
金

都
道

府
県

支
出

金
市

区
支

出
額

1
札
幌
市

9
1
2
,4
4
9

9
1
,0
0
0

0
8
2
1
,4
4
9

4
,5
1
1
,3
1
6

0
0

4
,5
1
1
,3
1
6

0
0

0
0

5
,4
2
3
,7
6
5

9
1
,0
0
0

0
5
,3
3
2
,7
6
5

2
仙
台
市

8
1
7
,8
2
3

2
,7
0
8

8
2
7

8
1
4
,2
8
8

2
,2
3
8
,2
5
4

0
0

2
,2
3
8
,2
5
4

7
5
,1
7
4

0
0

7
5
,1
7
4

3
,1
3
1
,2
5
1

2
,7
0
8

8
2
7

3
,1
2
7
,7
1
6

3
さ
い
た
ま
市

2
4
5
,1
5
5

1
3
,9
0
2

0
2
3
1
,2
5
3

2
,1
8
7
,9
6
1

0
0

2
,1
8
7
,9
6
1

4
,6
3
0
,5
6
9

2
5
3
,5
0
0

0
4
,3
7
7
,0
6
9

7
,0
6
3
,6
8
5

2
6
7
,4
0
2

0
6
,7
9
6
,2
8
3

4
千
葉
市

4
5
3
,5
2
9

3
4
,0
3
6

0
4
1
9
,4
9
3

8
7
5
,8
6
8

6
,8
5
0

0
8
6
9
,0
1
8

1
0
,8
9
3

0
0

1
0
,8
9
3

1
,3
40
,2
9
0

4
0
,8
8
6

0
1
,2
9
9
,4
0
4

5
横
浜
市

2
1
6
,0
1
9

0
0

2
1
6
,0
1
9

3
,5
8
4
,7
5
5

4
,4
1
4

0
3
,5
8
0
,3
4
1

4
,9
7
1
,1
4
6

0
0

4
,9
7
1
,1
4
6

8
,7
7
1
,9
2
0

4
,4
1
4

0
8
,7
6
7
,5
0
6

6
川
崎
市

1
,2
3
0
,4
2
3

2
7
,6
4
4

0
1
,2
0
2
,7
7
9

1
,7
9
6
,0
8
5

0
0

1
,7
9
6
,0
85

0
0

0
0

3
,0
2
6
,5
0
8

2
7
,6
4
4

0
2
,9
9
8
,8
6
4

7
相
模
原
市

1
6
8
,8
1
3

0
0

1
6
8
,8
1
3

9
1
4
,1
8
3

9
,5
1
6

0
9
0
4
,6
6
7

5
,0
3
1

0
0

5
,0
3
1

1
,0
8
8
,0
2
7

9
,5
1
6

0
1
,0
7
8
,5
1
1

8
新
潟
市

5
1
0
,7
2
1

3
,3
2
7

0
5
0
7
,3
9
4

1
,4
1
7
,8
7
7

0
0

1
,4
1
7
,8
7
7

0
0

0
0

1
,9
2
8
,5
9
8

3
,3
2
7

0
1
,9
2
5
,2
7
1

9
静
岡
市

1
1
6
,5
6
2

0
0

1
1
6
,5
6
2

1
,5
6
8
,5
6
9

0
0

1
,5
6
8
,5
6
9

6
0
,0
5
3

0
0

6
0
,0
5
3

1
,7
4
5
,1
8
4

0
0

1
,7
4
5
,1
8
4

1
0

浜
松
市

4
2
6
,2
3
4

0
0

4
2
6
,2
3
4

1
,8
7
3
,4
2
6

5
,9
4
7

0
1
,8
6
7
,4
7
9

0
0

0
0

2
,2
9
9
,6
6
0

5
,9
4
7

0
2
,2
9
3
,7
1
3

1
1

名
古
屋
市

8
8
6
,0
9
7

2
6
,7
4
7

0
8
5
9
,3
5
0

2
,6
0
4
,9
4
7

8
9
9

0
2
,6
0
4
,0
4
8

6
,9
1
1

0
0

6
,9
1
1

3
,4
9
7
,9
5
5

2
7
,6
4
6

0
3
,4
7
0
,3
0
9

1
2

京
都

市
6
4
8
,2
3
4

8
5
,8
4
6

0
5
6
2
,3
8
8

3
,4
9
4
,1
1
9

6
3
,6
0
1

8
,0
6
0

3
,4
2
2
,4
58

0
0

0
0

4
,1
4
2
,3
5
3

1
4
9
,4
4
7

8
,0
6
0

3
,9
8
4
,8
4
6

1
3

大
阪
市

3
,5
8
7
,5
9
8

3
8
,9
2
4

0
3
,5
4
8
,6
7
4

5
,2
2
9
,7
8
1

1
8
,2
0
5

0
5
,2
1
1
,5
7
6

0
0

0
0

8
,8
1
7
,3
7
9

5
7
,1
2
9

0
8
,7
6
0
,2
5
0

1
4

堺
市

4
3
4
,9
3
3

7
3
1

0
4
3
4
,2
0
2

8
4
1
,6
7
8

0
0

8
4
1
,6
7
8

0
0

0
0

1
,2
7
6
,6
1
1

7
3
1

0
1
,2
7
5
,8
8
0

1
5

神
戸
市

1
,5
4
7
,9
3
3

5
3
,7
2
6

0
1
,4
9
4
,2
0
7

2
,6
3
7
,4
2
7

0
0

2
,6
3
7
,4
2
7

4
,0
0
5
,8
8
1

4
2
5
,3
0
0

0
3
,5
8
0
,5
8
1

8
,1
9
1
,2
4
1

4
7
9
,0
2
6

0
7
,7
1
2
,2
1
5

1
6

岡
山
市

2
6
5
,8
4
1

0
0

2
6
5
,8
4
1

1
,5
3
3
,5
9
8

0
0

1
,5
3
3
,5
9
8

5
9
3
,0
9
1

6
,5
9
4

0
5
8
6
,4
9
7

2
,3
9
2
,5
3
0

6
,5
9
4

0
2
,3
8
5
,9
3
6

1
7

広
島
市

3
3
5
,3
7
8

0
0

3
3
5
,3
7
8

5
5
3
,6
6
3

0
0

5
5
3
,6
6
3

0
0

0
0

8
8
9
,0
4
1

0
0

8
8
9
,0
4
1

1
8

北
九
州
市

5
7
2
,3
3
8

3
9
,0
9
7

0
5
3
3
,2
4
1

2
,4
4
7
,0
9
0

5
2
7

0
2
,4
4
6
,5
6
3

2
4
0
,6
2
3

5
4
,5
1
3

0
1
8
6
,1
1
0

3
,2
6
0
,0
5
1

9
4
,1
3
7

0
3
,1
6
5
,9
1
4

1
9

福
岡
市

7
9
9
,5
7
8

0
0

7
9
9
,5
7
8

2
,6
2
0
,0
0
9

0
0

2
,6
2
0
,0
0
9

2
,0
4
7
,7
9
8

1
0
1
,5
0
0

0
1
,9
4
6
,2
9
8

5
,4
6
7
,3
8
5

1
0
1
,5
0
0

0
5
,3
6
5
,8
8
5

2
0

熊
本
市

4
3
1
,9
2
2

1
,8
5
0

0
4
3
0
,0
7
2

1
,9
2
5
,9
7
6

1
3
5
,6
1
0

0
1
,7
9
0
,3
66

0
0

0
0

2
,3
5
7
,8
9
8

1
3
7
,4
6
0

0
2
,2
2
0
,4
3
8

1
4
,6
0
7
,5
8
0

4
1
9
,5
3
8

8
2
7

1
4
,1
8
7
,2
1
5

4
4
,8
5
6
,5
8
2

2
4
5
,5
6
9

8
,0
6
0

4
4
,6
0
2
,9
5
3

1
6
,6
4
7
,1
7
0

8
4
1
,4
0
7

0
1
5
,8
0
5
,7
6
3

7
6
,1
1
1
,3
3
2

1
,5
0
6
,5
1
4

8
,8
8
7

7
4
,5
9
5
,9
3
1

合
計

財
源

別
内

訳
合

計
（
※

）
芸

術
文

化
事

業
費

（
※

）

財
源

別
内

訳
市

区
町

村
立

文
化

施
設

経
費

（
※

）

財
源

別
内

訳
市

区
町

村
立

文
化

施
設

建
設

費
（
※

）

財
源

別
内

訳
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＜
令

和
6
年

度
政

令
指

定
都

市
集

計
表

（
教

育
委

員
会

）
＞

（
単

価
：
千

円
）

国
支

出
金

都
道

府
県

支
出

金
市

区
支

出
額

国
支

出
金

都
道

府
県

支
出

金
市

区
支

出
額

国
支

出
金

都
道

府
県

支
出

金
市

区
支

出
額

国
支

出
金

都
道

府
県

支
出

金
市

区
支

出
額

1
札

幌
市

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

2
仙
台
市

3
8
,3
4
0

1
,0
5
4

0
3
7
,2
8
6

5
1
7
,3
4
8

0
0

5
1
7
,3
4
8

0
0

0
0

5
5
5
,6
8
8

1
,0
5
4

0
5
5
4
,6
3
4

3
さ
い
た
ま
市

4
8
,8
4
5

0
0

4
8
,8
4
5

1
7
6
,6
5
5

0
0

1
7
6
,6
55

0
0

0
0

2
2
5
,5
0
0

0
0

2
2
5
,5
0
0

4
千

葉
市

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

5
横

浜
市

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

6
川

崎
市

0
0

0
0

3
2
9
,2
9
4

0
0

3
2
9
,2
9
4

0
0

0
0

3
2
9
,2
9
4

0
0

3
2
9
,2
9
4

7
相

模
原

市
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

8
新

潟
市

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

9
静

岡
市

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1
0

浜
松

市
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

1
1

名
古

屋
市

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1
2

京
都

市
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

1
3

大
阪

市
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

1
4

堺
市

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1
5

神
戸

市
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

1
6

岡
山

市
0

0
0

0
7
2
,1
1
2

0
0

7
2
,1
1
2

0
0

0
0

7
2
,1
1
2

0
0

7
2
,1
1
2

1
7

広
島

市
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

1
8

北
九

州
市

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1
9

福
岡

市
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

2
0

熊
本

市
0

0
0

0
7
4
,6
8
6

0
0

7
4
,6
8
6

0
0

0
0

7
4
,6
8
6

0
0

7
4
,6
8
6

8
7
,1
8
5

1
,0
5
4

0
8
6
,1
3
1

1
,1
7
0
,0
9
5

0
0

1
,1
7
0
,0
95

0
0

0
0

1
,2
5
7
,2
8
0

1
,0
5
4

0
1
,2
5
6
,2
2
6

1
,0
5
4

0
1
,2
5
6
,2
2
6

＜
令

和
6
年

度
政

令
指

定
都

市
集

計
表

（
首

長
部

局
）
＞

（
単

価
：
千

円
）

国
支

出
金

都
道

府
県

支
出

金
市

区
支

出
額

国
支

出
金

都
道

府
県

支
出

金
市

区
支

出
額

国
支

出
金

都
道

府
県

支
出

金
市

区
支

出
額

国
支

出
金

都
道

府
県

支
出

金
市

区
支

出
額

1
札
幌
市

9
1
2
,4
4
9

9
1
,0
0
0

0
8
2
1
,4
4
9

4
,5
1
1
,3
1
6

0
0

4
,5
1
1
,3
1
6

0
0

0
0

5
,4
2
3
,7
6
5

9
1
,0
0
0

0
5
,3
3
2
,7
6
5

2
仙
台
市

7
7
9
,4
8
3

1
,6
5
4

8
2
7

7
7
7
,0
0
2

1
,7
2
0
,9
0
6

0
0

1
,7
2
0
,9
0
6

7
5
,1
7
4

0
0

7
5
,1
7
4

2
,5
7
5
,5
6
3

1
,6
5
4

8
2
7

2
,5
7
3
,0
8
2

3
さ
い
た
ま
市

1
9
6
,3
1
0

1
3
,9
0
2

0
1
8
2
,4
0
8

2
,0
1
1
,3
0
6

0
0

2
,0
1
1
,3
0
6

4
,6
3
0
,5
6
9

2
5
3
,5
0
0

0
4
,3
7
7
,0
6
9

6
,8
3
8
,1
8
5

2
6
7
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＜
令
和
6
年
度
中
核
市
総
表
（
教
育
委
員
会
及
び
首
長
部
局
の
合
算
）
＞

（
単
価
：
千
円
）

国
支
出
金

都
道
府
県

支
出
金

市
区
支
出
額

国
支
出
金

都
道
府
県

支
出
金

市
区
支
出
額

国
支
出
金

都
道
府
県

支
出
金

市
区
支
出
額

国
支
出
金

都
道
府
県

支
出
金

市
区
支
出
額

1
函
館
市

3
9
,7
5
9

0
0

3
9
,7
5
9

3
7
6
,9
5
0

0
0

3
7
6
,9
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0

0
0

0
0
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6
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0
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1
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旭
川
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4
,3
7
0
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0
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7
0

6
1
4
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,0
7
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6
0
9
,0
3
1
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0
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4
8
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1

3
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4
5
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7
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0
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7
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8
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0

2
5
8
,9
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0
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0
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8
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0
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0
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0
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3
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0
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6
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0
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0
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0
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0
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0
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2
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0
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7
9
5
,0
5
5

0
0

7
9
5
,0
5
5

0
0

0
0

1
,0
4
1
,6
9
7

0
0

1
,0
4
1
,6
9
7

3
1

一
宮
市

5
2
,2
3
4

0
0

5
2
,2
3
4

4
2
8
,6
6
6

0
0

4
2
8
,6
6
6

0
0

0
0

4
8
0
,9
0
0

0
0

4
8
0
,9
0
0

3
2

豊
田
市

3
9
3
,7
4
3

2
,9
2
6

1
,4
6
3

3
8
9
,3
5
4

1
,5
1
1
,2
3
3

0
0

1
,5
1
1
,2
3
3

5
2
,2
1
5

1
7
,4
0
0

0
3
4
,8
1
5

1
,9
5
7
,1
9
1

2
0
,3
2
6

1
,4
6
3

1
,9
3
5
,4
0
2

3
3

大
津
市

1
2
,4
1
0

6
6
4

0
1
1
,7
4
6

1
5
7
,4
2
3

0
0

1
5
7
,4
2
3

0
0

0
0

1
6
9
,8
3
3

6
6
4

0
1
6
9
,1
6
9

3
4

豊
中
市

2
2
2
,5
7
2

0
0

2
2
2
,5
7
2

7
3
9
,4
1
3

0
0

7
3
9
,4
1
3

0
0

0
0

9
6
1
,9
8
5

0
0

9
6
1
,9
8
5

3
5

吹
田
市

5
0
,0
0
6

5
2
0

0
4
9
,4
8
6

2
7
1
,9
8
4

0
0

2
7
1
,9
8
4

0
0

0
0

3
2
1
,9
9
0

5
2
0

0
3
2
1
,4
7
0

市
区
町
村
立

文
化
施
設
経
費

（
※
）

財
源
別
内
訳

市
区
町
村
立

文
化
施
設
建
設
費

（
※
）

財
源
別
内
訳

合
計

（
※
）

財
源
別
内
訳

芸
術
文
化
事
業
費

（
※
）

財
源
別
内
訳
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国
支
出
金

都
道
府
県

支
出
金

市
区
支
出
額

国
支
出
金

都
道
府
県

支
出
金

市
区
支
出
額

国
支
出
金

都
道
府
県

支
出
金

市
区
支
出
額

国
支
出
金

都
道
府
県

支
出
金

市
区
支
出
額

市
区
町
村
立

文
化
施
設
経
費

（
※
）

財
源
別
内
訳

市
区
町
村
立

文
化
施
設
建
設
費

（
※
）

財
源
別
内
訳

合
計

（
※
）

財
源
別
内
訳

芸
術
文
化
事
業
費

（
※
）

財
源
別
内
訳

3
6

高
槻
市

2
7
1
,0
7
0

0
0

2
7
1
,0
7
0

6
4
4
,1
9
8

0
0

6
4
4
,1
9
8

0
0

0
0

9
1
5
,2
6
8

0
0

9
1
5
,2
6
8

3
7

枚
方
市

4
0
,9
3
8

0
0

4
0
,9
3
8

3
5
9
,1
8
6

0
0

3
5
9
,1
8
6

0
0

0
0

4
0
0
,1
2
4

0
0

4
0
0
,1
2
4

3
8

八
尾
市

4
9
,0
4
3

0
0

4
9
,0
4
3

2
3
6
,6
3
8

0
0

2
3
6
,6
3
8

0
0

0
0

2
8
5
,6
8
1

0
0

2
8
5
,6
8
1

3
9

寝
屋
川
市

3
3
,8
4
4

0
0

3
3
,8
4
4

3
3
,6
8
5

0
0

3
3
,6
8
5

0
0

0
0

6
7
,5
2
9

0
0

6
7
,5
2
9

4
0

東
大
阪
市

1
8
2
,5
1
6

0
0

1
8
2
,5
1
6

2
7
2
,2
6
8

0
0

2
7
2
,2
6
8

2
5
1
,5
7
5

0
0

2
5
1
,5
7
5

7
0
6
,3
5
9

0
0

7
0
6
,3
5
9

4
1

姫
路
市

3
2
8
,7
5
6

0
0

3
2
8
,7
5
6

8
3
2
,8
3
8

0
0

8
3
2
,8
3
8

0
0

0
0

1
,1
6
1
,5
9
4

0
0

1
,1
6
1
,5
9
4

4
2

尼
崎
市

9
5
,1
6
2

0
0

9
5
,1
6
2

4
,5
7
2

0
0

4
,5
7
2

1
3
2
,0
0
0

2
6
,4
0
0

0
1
0
5
,6
0
0

2
3
1
,7
3
4

2
6
,4
0
0

0
2
0
5
,3
3
4

4
3

明
石
市

1
1
3
,1
2
3

0
0

1
1
3
,1
2
3

4
2
2
,3
9
2

0
0

4
2
2
,3
9
2

0
0

0
0

5
3
5
,5
1
5

0
0

5
3
5
,5
1
5

4
4

西
宮
市

1
1
9
,0
9
2

0
0

1
1
9
,0
9
2

6
6
4
,9
1
9

0
0

6
6
4
,9
1
9

6
1
,9
3
8

0
0

6
1
,9
3
8

8
4
5
,9
4
9

0
0

8
4
5
,9
4
9

4
5

奈
良
市

2
0
6
,6
7
5

5
,5
1
9

0
2
0
1
,1
5
6

7
8
3
,4
1
5

0
0

7
8
3
,4
1
5

0
0

0
0

9
9
0
,0
9
0

5
,5
1
9

0
9
8
4
,5
7
1

4
6

和
歌
山
市

4
0
,5
0
3

6
,7
6
5

0
3
3
,7
3
8

1
5
3
,4
8
3

0
0

1
5
3
,4
8
3

0
0

0
0

1
9
3
,9
8
6

6
,7
6
5

0
1
8
7
,2
2
1

4
7

鳥
取
市

1
7
9
,0
4
5

6
5
,5
2
3

3
,6
6
5

1
0
9
,8
5
7

1
9
5
,0
7
3

0
1
,8
7
5

1
9
3
,1
9
8

0
0

0
0

3
7
4
,1
1
8

6
5
,5
2
3

5
,5
4
0

3
0
3
,0
5
5

4
8

松
江
市

1
3
5
,5
4
3

1
,0
0
0

5
0

1
3
4
,4
9
3

4
7
1
,1
4
9

0
0

4
7
1
,1
4
9

4
7
5
,3
4
0

1
7
1
,5
3
3

0
3
0
3
,8
0
7

1
,0
8
2
,0
3
2

1
7
2
,5
3
3

5
0

9
0
9
,4
4
9

4
9

倉
敷
市

4
2
,8
2
8

0
0

4
2
,8
2
8

5
1
9
,2
0
0

0
0

5
1
9
,2
0
0

1
9
1
,6
2
0

0
0

1
9
1
,6
2
0

7
5
3
,6
4
8

0
0

7
5
3
,6
4
8

5
0

呉
市

6
6
,9
6
7

0
0

6
6
,9
6
7

5
3
2
,4
5
3

0
0

5
3
2
,4
5
3

0
0

0
0

5
9
9
,4
2
0

0
0

5
9
9
,4
2
0

5
1

福
山
市

2
5
7
,2
0
7

1
1
,2
5
0

0
2
4
5
,9
5
7

1
,0
1
0
,2
1
8

0
0

1
,0
1
0
,2
1
8

0
0

0
0

1
,2
6
7
,4
2
5

1
1
,2
5
0

0
1
,2
5
6
,1
7
5

5
2

下
関
市

2
5
,4
7
2

0
0

2
5
,4
7
2

2
6
4
,0
1
9

0
0

2
6
4
,0
1
9

0
0

0
0

2
8
9
,4
9
1

0
0

2
8
9
,4
9
1

5
3

高
松
市

2
3
0
,7
4
6

1
,0
0
0

0
2
2
9
,7
4
6

5
2
1
,3
7
5

0
0

5
2
1
,3
7
5

0
0

0
0

7
5
2
,1
2
1

1
,0
0
0

0
7
5
1
,1
2
1

5
4

松
山
市

1
8
0
,6
7
2

2
6
,9
3
5

0
1
5
3
,7
3
7

1
3
8
,0
0
8

0
0

1
3
8
,0
0
8

0
0

0
0

3
1
8
,6
8
0

2
6
,9
3
5

0
2
9
1
,7
4
5

5
5

高
知
市

4
2
,6
4
0

0
0

4
2
,6
4
0

3
0
2
,9
5
9

0
0

3
0
2
,9
5
9

0
0

0
0

3
4
5
,5
9
9

0
0

3
4
5
,5
9
9

5
6

久
留
米
市

2
5
3
,8
3
7

7
,8
9
3

0
2
4
5
,9
4
4

6
5
6
,4
0
5

8
,3
0
1

0
6
4
8
,1
0
4

0
0

0
0

9
1
0
,2
4
2

1
6
,1
9
4

0
8
9
4
,0
4
8

5
7

長
崎
市

4
4
,1
1
7

0
1
,5
0
0

4
2
,6
1
7

8
8
9
,1
7
7

3
,0
1
5

0
8
8
6
,1
6
2

0
0

0
0

9
3
3
,2
9
4

3
,0
1
5

1
,5
0
0

9
2
8
,7
7
9

5
8

佐
世
保
市

5
8
,5
6
0

1
4
,2
4
3

0
4
4
,3
1
7

5
0
8
,4
8
5

0
0

5
0
8
,4
8
5

0
0

0
0

5
6
7
,0
4
5

1
4
,2
4
3

0
5
5
2
,8
0
2

5
9

大
分
市

9
4
,3
3
2

1
,9
2
9

9
6
5

9
1
,4
3
8

8
9
8
,6
5
4

0
0

8
9
8
,6
5
4

0
0

0
0

9
9
2
,9
8
6

1
,9
2
9

9
6
5

9
9
0
,0
9
2

6
0

宮
崎
市

4
9
,0
6
5

0
0

4
9
,0
6
5

8
3
0
,1
2
7

0
0

8
3
0
,1
2
7

0
0

0
0

8
7
9
,1
9
2

0
0

8
7
9
,1
9
2

6
1

鹿
児
島
市

1
8
4
,1
3
7

0
0

1
8
4
,1
3
7

9
1
7
,9
1
5

0
0

9
1
7
,9
1
5

0
0

0
0

1
,1
0
2
,0
5
2

0
0

1
,1
0
2
,0
5
2

6
2

那
覇
市

1
0
5
,8
8
9

8
,9
6
7

0
9
6
,9
2
2

3
9
5
,0
0
7

4
,9
0
7

0
3
9
0
,1
0
0

0
0

0
0

5
0
0
,8
9
6

1
3
,8
7
4

0
4
8
7
,0
2
2

1
1
,8
2
2
,9
7
0

4
1
2
,4
9
5

1
2
,0
5
0

1
1
,3
9
8
,4
2
5

4
9
,3
1
3
,0
1
8

8
9
,1
9
8

2
1
8
,4
7
0

4
9
,0
0
5
,3
5
0

5
,6
5
7
,4
1
8

3
9
7
,5
8
0

0
5
,2
5
9
,8
3
8

6
6
,7
9
3
,4
0
6

8
9
9
,2
7
3

2
3
0
,5
2
0

6
5
,6
6
3
,6
1
3

合
計
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＜
令
和
6
年
度
中
核
市
集
計
表
（
教
育
委
員
会
）
＞

（
単
価
：
千
円
）

国
支
出
金

都
道
府
県

支
出
金

市
区
支
出
額

国
支
出
金

都
道
府
県

支
出
金

市
区
支
出
額

国
支
出
金

都
道
府
県

支
出
金

市
区
支
出
額

国
支
出
金

都
道
府
県

支
出
金

市
区
支
出
額

1
函
館
市

3
9
,7
5
9

0
0

3
9
,7
5
9

3
7
6
,9
5
0

0
0

3
7
6
,9
5
0

0
0

0
0

4
1
6
,7
0
9

0
0

4
1
6
,7
0
9

2
旭
川
市

3
4
,3
7
0

0
0

3
4
,3
7
0

6
1
4
,1
0
2

5
,0
7
1

0
6
0
9
,0
3
1

0
0

0
0

6
4
8
,4
7
2

5
,0
7
1

0
6
4
3
,4
0
1

3
青
森
市

4
5
,7
3
7

0
0

4
5
,7
3
7

2
5
8
,9
6
8

0
0

2
5
8
,9
6
8

0
0

0
0

3
0
4
,7
0
5

0
0

3
0
4
,7
0
5

4
八
戸
市

1
,0
4
6

0
0

1
,0
4
6

0
0

0
0

0
0

0
0

1
,0
4
6

0
0

1
,0
4
6

5
盛
岡
市

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

6
秋
田
市

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

7
山
形
市

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

8
福
島
市

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

9
郡
山
市

7
8
,7
9
6

0
0

7
8
,7
9
6

1
3
1
,8
5
3

0
0

1
3
1
,8
5
3

0
0

0
0

2
1
0
,6
4
9

0
0

2
1
0
,6
4
9

1
0

い
わ
き
市

0
0

0
0

1
1
3
,7
9
5

0
0

1
1
3
,7
9
5

0
0

0
0

1
1
3
,7
9
5

0
0

1
1
3
,7
9
5

1
1

水
戸
市

1
4
,3
8
2

0
0

1
4
,3
8
2

0
0

0
0

0
0

0
0

1
4
,3
8
2

0
0

1
4
,3
8
2

1
2

宇
都
宮
市

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1
3

前
橋
市

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1
4

高
崎
市

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1
5

川
越
市

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1
6

川
口
市

2
6
,5
2
7

0
0

2
6
,5
2
7

3
2
3
,7
5
1

0
0

3
2
3
,7
5
1

0
0

0
0

3
5
0
,2
7
8

0
0

3
5
0
,2
7
8

1
7

越
谷
市

4
9
,7
0
8

0
0

4
9
,7
0
8

4
5
3
,5
8
0

0
0

4
5
3
,5
8
0

0
0

0
0

5
0
3
,2
8
8

0
0

5
0
3
,2
8
8

1
8

船
橋
市

1
1
7
,1
9
2

0
1
5
6

1
1
7
,0
3
6

3
0
3
,4
0
1

1
,5
4
6

0
3
0
1
,8
5
5

0
0

0
0

4
2
0
,5
9
3

1
,5
4
6

1
5
6

4
1
8
,8
9
1

1
9

柏
市

1
6
,2
5
3

0
0

1
6
,2
5
3

1
6
,4
7
1

0
0

1
6
,4
7
1

0
0

0
0

3
2
,7
2
4

0
0

3
2
,7
2
4

2
0

八
王
子
市

6
9
3

0
0

6
9
3

0
0

0
0

0
0

0
0

6
9
3

0
0

6
9
3

2
1

横
須
賀
市

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

2
2

富
山
市

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

2
3

金
沢
市

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

2
4

福
井
市

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

2
5

甲
府
市

1
6
,6
6
4

0
0

1
6
,6
6
4

1
3
8
,1
6
9

0
3
7
,0
0
0

1
0
1
,1
6
9

0
0

0
0

1
5
4
,8
3
3

0
3
7
,0
0
0

1
1
7
,8
3
3

2
6

長
野
市

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

2
7

松
本
市

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

2
8

岐
阜
市

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

2
9

豊
橋
市

4
4
,6
3
3

0
0

4
4
,6
3
3

5
6
,5
1
9

0
0

5
6
,5
1
9

0
0

0
0

1
0
1
,1
5
2

0
0

1
0
1
,1
5
2

3
0

岡
崎
市

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

3
1

一
宮
市

1
4
,8
6
8

0
0

1
4
,8
6
8

0
0

0
0

0
0

0
0

1
4
,8
6
8

0
0

1
4
,8
6
8

3
2

豊
田
市

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

3
3

大
津
市

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

3
4

豊
中
市

6
,3
4
9

0
0

6
,3
4
9

0
0

0
0

0
0

0
0

6
,3
4
9

0
0

6
,3
4
9

3
5

吹
田
市

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

芸
術
文
化
事
業
費

（
※
）

財
源
別
内
訳

市
区
町
村
立

文
化
施
設
経
費

（
※
）

財
源
別
内
訳

市
区
町
村
立

文
化
施
設
建
設
費

（
※
）

財
源
別
内
訳

合
計

（
※
）

財
源
別
内
訳
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国
支
出
金

都
道
府
県

支
出
金

市
区
支
出
額

国
支
出
金

都
道
府
県

支
出
金

市
区
支
出
額

国
支
出
金

都
道
府
県

支
出
金

市
区
支
出
額

国
支
出
金

都
道
府
県

支
出
金

市
区
支
出
額

芸
術
文
化
事
業
費

（
※
）

財
源
別
内
訳

市
区
町
村
立

文
化
施
設
経
費

（
※
）

財
源
別
内
訳

市
区
町
村
立

文
化
施
設
建
設
費

（
※
）

財
源
別
内
訳

合
計

（
※
）

財
源
別
内
訳

3
6

高
槻
市

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

3
7

枚
方
市

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

3
8

八
尾
市

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

3
9

寝
屋
川
市

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4
0

東
大
阪
市

9
,1
4
2

0
0

9
,1
4
2

0
0

0
0

0
0

0
0

9
,1
4
2

0
0

9
,1
4
2

4
1

姫
路
市

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4
2

尼
崎
市

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4
3

明
石
市

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4
4

西
宮
市

0
0

0
0

4
7
,4
0
4

0
0

4
7
,4
0
4

0
0

0
0

4
7
,4
0
4

0
0

4
7
,4
0
4

4
5

奈
良
市

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4
6

和
歌
山
市

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4
7

鳥
取
市

1
4
,6
6
7

0
0

1
4
,6
6
7

9
0
,6
0
2

0
0

9
0
,6
0
2

0
0

0
0

1
0
5
,2
6
9

0
0

1
0
5
,2
6
9

4
8

松
江
市

2
6
,6
1
0

0
0

2
6
,6
1
0

2
3
4
,4
4
5

0
0

2
3
4
,4
4
5

1
5
,2
4
2

0
0

1
5
,2
4
2

2
7
6
,2
9
7

0
0

2
7
6
,2
9
7

4
9

倉
敷
市

1
7
,0
9
3

0
0

1
7
,0
9
3

3
6
,9
8
1

0
0

3
6
,9
8
1

0
0

0
0

5
4
,0
7
4

0
0

5
4
,0
7
4

5
0

呉
市

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

5
1

福
山
市

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

5
2

下
関
市

0
0

0
0

9
6
,5
8
5

0
0

9
6
,5
8
5

0
0

0
0

9
6
,5
8
5

0
0

9
6
,5
8
5

5
3

高
松
市

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

5
4

松
山
市

0
0

0
0

1
,9
2
0

0
0

1
,9
2
0

0
0

0
0

1
,9
2
0

0
0

1
,9
2
0

5
5

高
知
市

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

5
6

久
留
米
市

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

5
7

長
崎
市

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

5
8

佐
世
保
市

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

5
9

大
分
市

5
0
,3
7
0

0
0

5
0
,3
7
0

1
8
9
,3
0
0

0
0

1
8
9
,3
0
0

0
0

0
0

2
3
9
,6
7
0

0
0

2
3
9
,6
7
0

6
0

宮
崎
市

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

6
1

鹿
児
島
市

5
2
,9
3
2

0
0

5
2
,9
3
2

1
0
5
,9
3
3

0
0

1
0
5
,9
3
3

0
0

0
0

1
5
8
,8
6
5

0
0

1
5
8
,8
6
5

6
2

那
覇
市

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

6
7
7
,7
9
1

0
1
5
6

6
7
7
,6
3
5

3
,5
9
0
,7
2
9

6
,6
1
7

3
7
,0
0
0

3
,5
4
7
,1
1
2

1
5
,2
4
2

0
0

1
5
,2
4
2

4
,2
8
3
,7
6
2

6
,6
1
7

3
7
,1
5
6

4
,2
3
9
,9
8
9

合
計
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＜
令
和
6
年
度
中
核
市
集
計
表
（
首
長
部
局
）
＞

（
単
価
：
千
円
）

国
支
出
金

都
道
府
県

支
出
金

市
区
支
出
額

国
支
出
金

都
道
府
県

支
出
金

市
区
支
出
額

国
支
出
金

都
道
府
県

支
出
金

市
区
支
出
額

国
支
出
金

都
道
府
県

支
出
金

市
区
支
出
額

1
函
館
市

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

2
旭
川
市

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

3
青
森
市

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4
八
戸
市

1
8
1
,0
7
2

0
0

1
8
1
,0
7
2

2
9
5
,5
6
0

0
0

2
9
5
,5
6
0

1
3
6
,7
3
2

0
0

1
3
6
,7
3
2

6
1
3
,3
6
4

0
0

6
1
3
,3
6
4

5
盛
岡
市

1
3
1
,6
7
8

0
1
,1
0
0

1
3
0
,5
7
8

7
9
7
,4
2
6

0
0

7
9
7
,4
2
6

0
0

0
0

9
2
9
,1
0
4

0
1
,1
0
0

9
2
8
,0
0
4

6
秋
田
市

1
1
0
,6
3
1

7
,1
1
9

4
1
2

1
0
3
,1
0
0

4
4
4
,4
3
3

4
5
2

0
4
4
3
,9
8
1

8
5
0
,9
3
3

0
0

8
5
0
,9
3
3

1
,4
0
5
,9
9
7

7
,5
7
1

4
1
2

1
,3
9
8
,0
1
4

7
山
形
市

2
6
3
,9
4
5

1
7
,8
1
0

6
3
0

2
4
5
,5
0
5

5
9
8
,3
7
0

0
0

5
9
8
,3
7
0

8
,1
5
7

0
0

8
,1
5
7

8
7
0
,4
7
2

1
7
,8
1
0

6
3
0

8
5
2
,0
3
2

8
福
島
市

7
2
,5
9
5

8
0
0

0
7
1
,7
9
5

7
6
,4
6
0

0
0

7
6
,4
6
0

0
0

0
0

1
4
9
,0
5
5

8
0
0

0
1
4
8
,2
5
5

9
郡
山
市

7
8
,0
0
4

0
0

7
8
,0
0
4

2
5
8
,3
8
0

0
0

2
5
8
,3
8
0

8
7
1
,7
6
0

1
8
2
,2
4
7

0
6
8
9
,5
1
3

1
,2
0
8
,1
4
4

1
8
2
,2
4
7

0
1
,0
2
5
,8
9
7

1
0

い
わ
き
市

2
0
8
,6
8
5

1
3
,2
7
2

1
,0
7
6

1
9
4
,3
3
7

1
,3
0
5
,4
0
7

0
0

1
,3
0
5
,4
0
7

0
0

0
0

1
,5
1
4
,0
9
2

1
3
,2
7
2

1
,0
7
6

1
,4
9
9
,7
4
4

1
1

水
戸
市

6
7
5
,0
5
5

0
0

6
7
5
,0
5
5

4
3
3
,9
2
5

0
0

4
3
3
,9
2
5

1
6
,9
6
9

0
0

1
6
,9
6
9

1
,1
2
5
,9
4
9

0
0

1
,1
2
5
,9
4
9

1
2

宇
都
宮
市

2
2
6
,1
6
9

0
0

2
2
6
,1
6
9

6
1
1
,7
8
1

0
0

6
1
1
,7
8
1

0
0

0
0

8
3
7
,9
5
0

0
0

8
3
7
,9
5
0

1
3

前
橋
市

1
1
6
,9
3
2

1
5
,8
2
9

0
1
0
1
,1
0
3

5
1
4
,8
4
1

3
,2
7
8

0
5
1
1
,5
6
3

0
0

0
0

6
3
1
,7
7
3

1
9
,1
0
7

0
6
1
2
,6
6
6

1
4

高
崎
市

6
9
5
,8
1
0

0
0

6
9
5
,8
1
0

1
,5
9
8
,8
0
4

0
0

1
,5
9
8
,8
0
4

0
0

0
0

2
,2
9
4
,6
1
4

0
0

2
,2
9
4
,6
1
4

1
5

川
越
市

2
4
9
,2
2
6

0
0

2
4
9
,2
2
6

2
8
7
,2
8
9

0
0

2
8
7
,2
8
9

0
0

0
0

5
3
6
,5
1
5

0
0

5
3
6
,5
1
5

1
6

川
口
市

8
9
,0
6
7

0
0

8
9
,0
6
7

6
,8
6
5
,3
4
4

0
0

6
,8
6
5
,3
4
4

2
,3
9
5
,9
6
5

0
0

2
,3
9
5
,9
6
5

9
,3
5
0
,3
7
6

0
0

9
,3
5
0
,3
7
6

1
7

越
谷
市

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1
8

船
橋
市

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1
9

柏
市

0
0

0
0

1
2
0
,2
1
2

0
0

1
2
0
,2
1
2

0
0

0
0

1
2
0
,2
1
2

0
0

1
2
0
,2
1
2

2
0

八
王
子
市

1
1
1
,5
8
4

0
0

1
1
1
,5
8
4

2
,3
7
0
,5
3
7

7
,3
2
9

1
7
9
,5
9
5

2
,1
8
3
,6
1
3

0
0

0
0

2
,4
8
2
,1
2
1

7
,3
2
9

1
7
9
,5
9
5

2
,2
9
5
,1
9
7

2
1

横
須
賀
市

2
5
5
,1
3
5

0
0

2
5
5
,1
3
5

9
8
8
,9
6
5

1
8
,4
6
7

0
9
7
0
,4
9
8

0
0

0
0

1
,2
4
4
,1
0
0

1
8
,4
6
7

0
1
,2
2
5
,6
3
3

2
2

富
山
市

4
6
4
,7
4
2

2
,5
0
0

0
4
6
2
,2
4
2

1
,6
9
0
,6
3
5

0
0

1
,6
9
0
,6
3
5

0
0

0
0

2
,1
5
5
,3
7
7

2
,5
0
0

0
2
,1
5
2
,8
7
7

2
3

金
沢
市

1
,6
0
2
,7
8
6

6
3
,1
4
5

9
6
6

1
,5
3
8
,6
7
5

4
,6
0
2
,4
7
4

0
0

4
,6
0
2
,4
7
4

0
0

0
0

6
,2
0
5
,2
6
0

6
3
,1
4
5

9
6
6

6
,1
4
1
,1
4
9

2
4

福
井
市

4
0
,4
7
9

0
0

4
0
,4
7
9

4
9
8
,5
6
2

1
7
,4
6
8

0
4
8
1
,0
9
4

0
0

0
0

5
3
9
,0
4
1

1
7
,4
6
8

0
5
2
1
,5
7
3

2
5

甲
府
市

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

2
6

長
野
市

2
4
1
,0
5
4

0
0

2
4
1
,0
5
4

3
0
0
,7
6
5

0
0

3
0
0
,7
6
5

0
0

0
0

5
4
1
,8
1
9

0
0

5
4
1
,8
1
9

2
7

松
本
市

8
2
5
,3
9
0

1
3
6
,7
5
1

0
6
8
8
,6
3
9

2
,9
7
6
,3
4
3

0
0

2
,9
7
6
,3
4
3

0
0

0
0

3
,8
0
1
,7
3
3

1
3
6
,7
5
1

0
3
,6
6
4
,9
8
2

2
8

岐
阜
市

1
0
9
,7
5
7

1
3
5

6
7

1
0
9
,5
5
5

1
,0
4
5
,8
7
7

1
9
,3
6
4

0
1
,0
2
6
,5
1
3

0
0

0
0

1
,1
5
5
,6
3
4

1
9
,4
9
9

6
7

1
,1
3
6
,0
6
8

2
9

豊
橋
市

1
7
8
,0
2
8

0
0

1
7
8
,0
2
8

4
8
1
,4
7
7

0
0

4
8
1
,4
7
7

2
1
2
,2
1
4

0
0

2
1
2
,2
1
4

8
7
1
,7
1
9

0
0

8
7
1
,7
1
9

3
0

岡
崎
市

2
4
6
,6
4
2

0
0

2
4
6
,6
4
2

7
9
5
,0
5
5

0
0

7
9
5
,0
5
5

0
0

0
0

1
,0
4
1
,6
9
7

0
0

1
,0
4
1
,6
9
7

3
1

一
宮
市

3
7
,3
6
6

0
0

3
7
,3
6
6

4
2
8
,6
6
6

0
0

4
2
8
,6
6
6

0
0

0
0

4
6
6
,0
3
2

0
0

4
6
6
,0
3
2

3
2

豊
田
市

3
9
3
,7
4
3

2
,9
2
6

1
,4
6
3

3
8
9
,3
5
4

1
,5
1
1
,2
3
3

0
0

1
,5
1
1
,2
3
3

5
2
,2
1
5

1
7
,4
0
0

0
3
4
,8
1
5

1
,9
5
7
,1
9
1

2
0
,3
2
6

1
,4
6
3

1
,9
3
5
,4
0
2

3
3

大
津
市

1
2
,4
1
0

6
6
4

0
1
1
,7
4
6

1
5
7
,4
2
3

0
0

1
5
7
,4
2
3

0
0

0
0

1
6
9
,8
3
3

6
6
4

0
1
6
9
,1
6
9

3
4

豊
中
市

2
1
6
,2
2
3

0
0

2
1
6
,2
2
3

7
3
9
,4
1
3

0
0

7
3
9
,4
1
3

0
0

0
0

9
5
5
,6
3
6

0
0

9
5
5
,6
3
6

3
5

吹
田
市

5
0
,0
0
6

5
2
0

0
4
9
,4
8
6

2
7
1
,9
8
4

0
0

2
7
1
,9
8
4

0
0

0
0

3
2
1
,9
9
0

5
2
0

0
3
2
1
,4
7
0

財
源
別
内
訳

市
区
町
村
立

文
化
施
設
経
費

（
※
）

合
計

（
※
）

財
源
別
内
訳

芸
術
文
化
事
業
費

（
※
）

財
源
別
内
訳

市
区
町
村
立

文
化
施
設
建
設
費

（
※
）

財
源
別
内
訳
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国
支
出
金

都
道
府
県

支
出
金

市
区
支
出
額

国
支
出
金

都
道
府
県

支
出
金

市
区
支
出
額

国
支
出
金

都
道
府
県

支
出
金

市
区
支
出
額

国
支
出
金

都
道
府
県

支
出
金

市
区
支
出
額

財
源
別
内
訳

市
区
町
村
立

文
化
施
設
経
費

（
※
）

合
計

（
※
）

財
源
別
内
訳

芸
術
文
化
事
業
費

（
※
）

財
源
別
内
訳

市
区
町
村
立

文
化
施
設
建
設
費

（
※
）

財
源
別
内
訳

3
6

高
槻
市

2
7
1
,0
7
0

0
0

2
7
1
,0
7
0

6
4
4
,1
9
8

0
0

6
4
4
,1
9
8

0
0

0
0

9
1
5
,2
6
8

0
0

9
1
5
,2
6
8

3
7

枚
方
市

4
0
,9
3
8

0
0

4
0
,9
3
8

3
5
9
,1
8
6

0
0

3
5
9
,1
8
6

0
0

0
0

4
0
0
,1
2
4

0
0

4
0
0
,1
2
4

3
8

八
尾
市

4
9
,0
4
3

0
0

4
9
,0
4
3

2
3
6
,6
3
8

0
0

2
3
6
,6
3
8

0
0

0
0

2
8
5
,6
8
1

0
0

2
8
5
,6
8
1

3
9

寝
屋
川
市

3
3
,8
4
4

0
0

3
3
,8
4
4

3
3
,6
8
5

0
0

3
3
,6
8
5

0
0

0
0

6
7
,5
2
9

0
0

6
7
,5
2
9

4
0

東
大
阪
市

1
7
3
,3
7
4

0
0

1
7
3
,3
7
4

2
7
2
,2
6
8

0
0

2
7
2
,2
6
8

2
5
1
,5
7
5

0
0

2
5
1
,5
7
5

6
9
7
,2
1
7

0
0

6
9
7
,2
1
7

4
1

姫
路
市

3
2
8
,7
5
6

0
0

3
2
8
,7
5
6

8
3
2
,8
3
8

0
0

8
3
2
,8
3
8

0
0

0
0

1
,1
6
1
,5
9
4

0
0

1
,1
6
1
,5
9
4

4
2

尼
崎
市

9
5
,1
6
2

0
0

9
5
,1
6
2

4
,5
7
2

0
0

4
,5
7
2

1
3
2
,0
0
0

2
6
,4
0
0

0
1
0
5
,6
0
0

2
3
1
,7
3
4

2
6
,4
0
0

0
2
0
5
,3
3
4

4
3

明
石
市

1
1
3
,1
2
3

0
0

1
1
3
,1
2
3

4
2
2
,3
9
2

0
0

4
2
2
,3
9
2

0
0

0
0

5
3
5
,5
1
5

0
0

5
3
5
,5
1
5

4
4

西
宮
市

1
1
9
,0
9
2

0
0

1
1
9
,0
9
2

6
1
7
,5
1
5

0
0

6
1
7
,5
1
5

6
1
,9
3
8

0
0

6
1
,9
3
8

7
9
8
,5
4
5

0
0

7
9
8
,5
4
5

4
5

奈
良
市

2
0
6
,6
7
5

5
,5
1
9

0
2
0
1
,1
5
6

7
8
3
,4
1
5

0
0

7
8
3
,4
1
5

0
0

0
0

9
9
0
,0
9
0

5
,5
1
9

0
9
8
4
,5
7
1

4
6

和
歌
山
市

4
0
,5
0
3

6
,7
6
5

0
3
3
,7
3
8

1
5
3
,4
8
3

0
0

1
5
3
,4
8
3

0
0

0
0

1
9
3
,9
8
6

6
,7
6
5

0
1
8
7
,2
2
1

4
7

鳥
取
市

1
6
4
,3
7
8

6
5
,5
2
3

3
,6
6
5

9
5
,1
9
0

1
0
4
,4
7
1

0
1
,8
7
5

1
0
2
,5
9
6

0
0

0
0

2
6
8
,8
4
9

6
5
,5
2
3

5
,5
4
0

1
9
7
,7
8
6

4
8

松
江
市

1
0
8
,9
3
3

1
,0
0
0

5
0

1
0
7
,8
8
3

2
3
6
,7
0
4

0
0

2
3
6
,7
0
4

4
6
0
,0
9
8

1
7
1
,5
3
3

0
2
8
8
,5
6
5

8
0
5
,7
3
5

1
7
2
,5
3
3

5
0

6
3
3
,1
5
2

4
9

倉
敷
市

2
5
,7
3
5

0
0

2
5
,7
3
5

4
8
2
,2
1
9

0
0

4
8
2
,2
1
9

1
9
1
,6
2
0

0
0

1
9
1
,6
2
0

6
9
9
,5
7
4

0
0

6
9
9
,5
7
4

5
0

呉
市

6
6
,9
6
7

0
0

6
6
,9
6
7

5
3
2
,4
5
3

0
0

5
3
2
,4
5
3

0
0

0
0

5
9
9
,4
2
0

0
0

5
9
9
,4
2
0

5
1

福
山
市

2
5
7
,2
0
7

1
1
,2
5
0

0
2
4
5
,9
5
7

1
,0
1
0
,2
1
8

0
0

1
,0
1
0
,2
1
8

0
0

0
0

1
,2
6
7
,4
2
5

1
1
,2
5
0

0
1
,2
5
6
,1
7
5

5
2

下
関
市

2
5
,4
7
2

0
0

2
5
,4
7
2

1
6
7
,4
3
4

0
0

1
6
7
,4
3
4

0
0

0
0

1
9
2
,9
0
6

0
0

1
9
2
,9
0
6

5
3

高
松
市

2
3
0
,7
4
6

1
,0
0
0

0
2
2
9
,7
4
6

5
2
1
,3
7
5

0
0

5
2
1
,3
7
5

0
0

0
0

7
5
2
,1
2
1

1
,0
0
0

0
7
5
1
,1
2
1

5
4

松
山
市

1
8
0
,6
7
2

2
6
,9
3
5

0
1
5
3
,7
3
7

1
3
6
,0
8
8

0
0

1
3
6
,0
8
8

0
0

0
0

3
1
6
,7
6
0

2
6
,9
3
5

0
2
8
9
,8
2
5

5
5

高
知
市

4
2
,6
4
0

0
0

4
2
,6
4
0

3
0
2
,9
5
9

0
0

3
0
2
,9
5
9

0
0

0
0

3
4
5
,5
9
9

0
0

3
4
5
,5
9
9

5
6

久
留
米
市

2
5
3
,8
3
7

7
,8
9
3

0
2
4
5
,9
4
4

6
5
6
,4
0
5

8
,3
0
1

0
6
4
8
,1
0
4

0
0

0
0

9
1
0
,2
4
2

1
6
,1
9
4

0
8
9
4
,0
4
8

5
7

長
崎
市

4
4
,1
1
7

0
1
,5
0
0

4
2
,6
1
7

8
8
9
,1
7
7

3
,0
1
5

0
8
8
6
,1
6
2

0
0

0
0

9
3
3
,2
9
4

3
,0
1
5

1
,5
0
0

9
2
8
,7
7
9

5
8

佐
世
保
市

5
8
,5
6
0

1
4
,2
4
3

0
4
4
,3
1
7

5
0
8
,4
8
5

0
0

5
0
8
,4
8
5

0
0

0
0

5
6
7
,0
4
5

1
4
,2
4
3

0
5
5
2
,8
0
2

5
9

大
分
市

4
3
,9
6
2

1
,9
2
9

9
6
5

4
1
,0
6
8

7
0
9
,3
5
4

0
0

7
0
9
,3
5
4

0
0

0
0

7
5
3
,3
1
6

1
,9
2
9

9
6
5

7
5
0
,4
2
2

6
0

宮
崎
市

4
9
,0
6
5

0
0

4
9
,0
6
5

8
3
0
,1
2
7

0
0

8
3
0
,1
2
7

0
0

0
0

8
7
9
,1
9
2

0
0

8
7
9
,1
9
2

6
1

鹿
児
島
市

1
3
1
,2
0
5

0
0

1
3
1
,2
0
5

8
1
1
,9
8
2

0
0

8
1
1
,9
8
2

0
0

0
0

9
4
3
,1
8
7

0
0

9
4
3
,1
8
7

6
2

那
覇
市

1
0
5
,8
8
9

8
,9
6
7

0
9
6
,9
2
2

3
9
5
,0
0
7

4
,9
0
7

0
3
9
0
,1
0
0

0
0

0
0

5
0
0
,8
9
6

1
3
,8
7
4

0
4
8
7
,0
2
2

1
1
,1
4
5
,1
7
9

4
1
2
,4
9
5

1
1
,8
9
4

1
0
,7
2
0
,7
9
0

4
5
,7
2
2
,2
8
9

8
2
,5
8
1

1
8
1
,4
7
0

4
5
,4
5
8
,2
3
8

5
,6
4
2
,1
7
6

3
9
7
,5
8
0

0
5
,2
4
4
,5
9
6

6
2
,5
0
9
,6
4
4

8
9
2
,6
5
6

1
9
3
,3
6
4

6
1
,4
2
3
,6
2
4

合
計
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＜
令
和
6
年
度
そ
の
他
市
区
町
村
総
表
（
教
育
委
員
会
及
び
首
長
部
局
の
合
算
）
＞

国
支
出
金

都
道
府
県

支
出
金

市
区
町
村

支
出
額

国
支
出
金

都
道
府
県

支
出
金

市
区
町
村

支
出
額

国
支
出
金

都
道
府
県

支
出
金

市
区
町
村

支
出
額

国
支
出
金

都
道
府
県

支
出
金

市
区
町
村

支
出
額

1
北
海
道

1
,3
1
5
,8
7
5

9
,7
3
5

3
,2
9
0

1
,3
0
2
,8
5
0

7
0
2
,2
4
5

1
2
,0
0
3

1
1
7
,9
0
0

5
7
2
,3
4
2

2
,1
4
5
,9
5
8

0
0

2
,1
4
5
,9
5
8

4
,1
6
4
,0
7
8

2
1
,7
3
8

1
2
1
,1
9
0

4
,0
2
1
,1
5
0

2
青
森
県

2
1
9
,2
8
6

0
0

2
1
9
,2
8
6

1
,5
5
4
,8
5
5

0
0

1
,5
5
4
,8
5
5

1
0
7
,1
4
4

0
0

1
0
7
,1
4
4

1
,8
8
1
,2
8
5

0
0

1
,8
8
1
,2
8
5

3
岩
手
県

2
6
1
,1
1
6

0
7
,9
2
1

2
5
3
,1
9
5

2
,7
0
7
,2
8
4

7
,7
6
6

2
,0
2
9

2
,6
9
7
,4
8
9

0
0

0
0

2
,9
6
8
,4
0
0

7
,7
6
6

9
,9
5
0

2
,9
5
0
,6
8
4

4
宮
城
県

4
1
8
,7
5
3

2
,3
2
1

2
2
8

4
1
6
,2
0
4

2
,4
8
8
,7
0
3

4
5
,5
2
2

0
2
,4
4
3
,1
8
1

0
0

0
0

2
,9
0
7
,4
5
6

4
7
,8
4
3

2
2
8

2
,8
5
9
,3
8
5

5
秋
田
県

1
2
5
,2
2
1

3
,6
8
2

0
1
2
1
,5
3
9

3
,5
6
5
,8
3
2

0
0

3
,5
6
5
,8
3
2

1
5
,3
3
9

0
0

1
5
,3
3
9

3
,7
0
6
,3
9
2

3
,6
8
2

0
3
,7
0
2
,7
1
0

6
山
形
県

3
9
6
,2
4
2

8
,4
4
0

3
,5
9
2

3
8
4
,2
1
0

2
,0
6
0
,4
0
7

0
1
0
8
,3
9
6

1
,9
5
2
,0
1
1

0
0

0
0

2
,4
5
6
,6
4
9

8
,4
4
0

1
1
1
,9
8
8

2
,3
3
6
,2
2
1

7
福
島
県

4
3
7
,1
4
5

4
1
,8
0
9

8
,5
2
3

3
8
6
,8
1
3

2
,1
3
9
,8
5
0

1
,1
9
0

8
0
,0
0
1

2
,0
5
8
,6
5
9

5
6
9
,4
0
5

0
0

5
6
9
,4
0
5

3
,1
4
6
,4
0
0

4
2
,9
9
9

8
8
,5
2
4

3
,0
1
4
,8
7
7

8
茨
城
県

6
9
9
,7
3
4

1
4
,8
4
9

0
6
8
4
,8
8
5

3
,1
6
1
,5
1
8

4
2
,4
5
3

1
0
5
,0
5
0

3
,0
1
4
,0
1
5

4
5
6
,7
0
4

4
1
3
,9
0
0

0
4
2
,8
0
4

4
,3
1
7
,9
5
6

4
7
1
,2
0
2

1
0
5
,0
5
0

3
,7
4
1
,7
0
4

9
栃
木
県

4
8
8
,9
8
0

4
7
8

3
,9
9
9

4
8
4
,5
0
3

1
,7
9
1
,2
4
0

1
3
8
,1
4
3

9
,8
3
5

1
,6
4
3
,2
6
2

9
8
,8
8
4

3
3
,3
0
0

0
6
5
,5
8
4

2
,3
7
9
,1
0
4

1
7
1
,9
2
1

1
3
,8
3
4

2
,1
9
3
,3
4
9

1
0

群
馬
県

4
7
2
,5
1
3

0
0

4
7
2
,5
1
3

2
,2
9
7
,9
2
0

5
4
,8
0
1

0
2
,2
4
3
,1
1
9

2
2
6
,4
8
0

1
1
,8
4
9

0
2
1
4
,6
3
1

2
,9
9
6
,9
1
3

6
6
,6
5
0

0
2
,9
3
0
,2
6
3

1
1

埼
玉
県

5
5
1
,6
3
8

3
0
0

2
0
0

5
5
1
,1
3
8

7
,4
4
6
,2
8
8

1
4
,9
3
7

0
7
,4
3
1
,3
5
1

1
,9
8
2
,6
0
7

0
0

1
,9
8
2
,6
0
7

9
,9
8
0
,5
3
3

1
5
,2
3
7

2
0
0

9
,9
6
5
,0
9
6

1
2

千
葉
県

1
,3
5
5
,7
0
9

2
6
,2
8
6

4
,5
7
9

1
,3
2
4
,8
4
4

4
,1
6
9
,4
2
9

1
0
8

0
4
,1
6
9
,3
2
1

2
6
2
,1
2
5

6
3
7

0
2
6
1
,4
8
8

5
,7
8
7
,2
6
3

2
7
,0
3
1

4
,5
7
9

5
,7
5
5
,6
5
3

1
3

東
京
都

6
,3
8
5
,4
8
2

5
1
,0
8
7

3
8
,9
7
8

6
,2
9
5
,4
1
7

3
3
,2
9
1
,5
1
8

7
6
,4
8
5

6
4
5
,4
2
6

3
2
,5
6
9
,6
0
7

1
,4
6
6
,1
8
4

0
5
1
,8
7
2

1
,4
1
4
,3
1
2

4
1
,1
4
3
,1
8
4

1
2
7
,5
7
2

7
3
6
,2
7
6

4
0
,2
7
9
,3
3
6

1
4

神
奈
川
県

7
4
5
,7
6
5

2
,3
0
8

1
,6
5
0

7
4
1
,8
0
7

9
,9
5
9
,7
7
0

2
8
,8
6
3

3
,9
6
3

9
,9
2
6
,9
4
4

3
2
1
,9
6
3

8
1
,9
6
6

0
2
3
9
,9
9
7

1
1
,0
2
7
,4
9
8

1
1
3
,1
3
7

5
,6
1
3

1
0
,9
0
8
,7
4
8

1
5

新
潟
県

1
,8
8
5
,3
3
4

7
1
,5
5
2

8
,5
7
0

1
,8
0
5
,2
1
2

3
,3
4
9
,0
4
1

2
2
8
,7
4
3

8
0
0

3
,1
1
9
,4
9
8

3
,0
0
9

0
0

3
,0
0
9

5
,2
3
7
,3
8
4

3
0
0
,2
9
5

9
,3
7
0

4
,9
2
7
,7
1
9

1
6

富
山
県

5
2
8
,5
7
7

1
1
,5
2
4

0
5
1
7
,0
5
3

1
,6
7
5
,2
8
9

1
1
,3
7
7

0
1
,6
6
3
,9
1
2

0
0

0
0

2
,2
0
3
,8
6
6

2
2
,9
0
1

0
2
,1
8
0
,9
6
5

1
7

石
川
県

3
7
3
,7
5
0

3
,2
1
3

0
3
7
0
,5
3
7

3
,4
5
0
,2
6
5

0
2
6
,8
9
5

3
,4
2
3
,3
7
0

6
6
,7
4
6

0
0

6
6
,7
4
6

3
,8
9
0
,7
6
1

3
,2
1
3

2
6
,8
9
5

3
,8
6
0
,6
5
3

1
8

福
井
県

2
4
6
,8
1
4

1
3
,4
0
2

1
1
,1
3
3

2
2
2
,2
7
9

1
,1
5
3
,7
0
4

8
9
,9
6
5

0
1
,0
6
3
,7
3
9

2
9
,8
5
4

0
0

2
9
,8
5
4

1
,4
3
0
,3
7
2

1
0
3
,3
6
7

1
1
,1
3
3

1
,3
1
5
,8
7
2

1
9

山
梨
県

2
4
1
,9
6
3

0
0

2
4
1
,9
6
3

1
,1
4
9
,0
7
0

7
,0
3
5

0
1
,1
4
2
,0
3
5

5
9
,1
6
0

5
4
,5
5
7

0
4
,6
0
3

1
,4
5
0
,1
9
3

6
1
,5
9
2

0
1
,3
8
8
,6
0
1

2
0

長
野
県

8
5
7
,6
0
9

3
,4
6
9

3
,0
5
3

8
5
1
,0
8
7

4
,1
0
7
,0
6
9

7
3
,6
1
0

0
4
,0
3
3
,4
5
9

7
6
2
,3
1
8

1
7
5
,0
0
0

0
5
8
7
,3
1
8

5
,7
2
6
,9
9
6

2
5
2
,0
7
9

3
,0
5
3

5
,4
7
1
,8
6
4

2
1

岐
阜
県

6
9
3
,8
1
5

0
1
,8
4
9

6
9
1
,9
6
6

3
,7
7
6
,3
1
8

5
,6
1
4

1
3
,3
0
0

3
,7
5
7
,4
0
4

2
4
0
,2
5
8

0
0

2
4
0
,2
5
8

4
,7
1
0
,3
9
1

5
,6
1
4

1
5
,1
4
9

4
,6
8
9
,6
2
8

2
2

静
岡
県

5
2
7
,8
5
2

1
,0
0
2

5
,5
1
3

5
2
1
,3
3
7

4
,2
7
8
,9
5
2

1
,7
1
3

5
4
,5
7
2

4
,2
2
2
,6
6
7

2
0
0
,2
2
4

0
0

2
0
0
,2
2
4

5
,0
0
7
,0
2
8

2
,7
1
5

6
0
,0
8
5

4
,9
4
4
,2
2
8

2
3

愛
知
県

1
,3
5
2
,5
0
1

1
,2
0
2

1
,6
6
8

1
,3
4
9
,6
3
1

8
,5
4
5
,8
9
3

4
1
,1
0
0

0
8
,5
0
4
,7
9
3

3
,7
5
5
,0
4
4

1
,2
9
7
,1
0
0

1
,0
0
0

2
,4
5
6
,9
4
4

1
3
,6
5
3
,4
3
8

1
,3
3
9
,4
0
2

2
,6
6
8

1
2
,3
1
1
,3
6
8

2
4

三
重
県

6
4
5
,6
4
6

0
0

6
4
5
,6
4
6

2
,2
1
2
,0
2
2

0
0

2
,2
1
2
,0
2
2

6
7
,3
3
9

0
0

6
7
,3
3
9

2
,9
2
5
,0
0
7

0
0

2
,9
2
5
,0
0
7

2
5

滋
賀
県

4
7
4
,1
6
7

8
1
2

4
0
6

4
7
2
,9
4
9

2
,3
1
3
,0
9
1

4
,8
6
7

0
2
,3
0
8
,2
2
4

9
,0
8
7

0
0

9
,0
8
7

2
,7
9
6
,3
4
5

5
,6
7
9

4
0
6

2
,7
9
0
,2
6
0

芸
術
文
化
事
業
費

（
※
）

財
源
別
内
訳

文
化
施
設
経
費

（
※
）

文
化
施
設
建
設
費

（
※
）

財
源
別
内
訳

財
源
別
内
訳

合
計

（
※
）

財
源
別
内
訳

（
単
価
：
千
円
）
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国
支
出
金

都
道
府
県

支
出
金

市
区
町
村

支
出
額

国
支
出
金

都
道
府
県

支
出
金

市
区
町
村

支
出
額

国
支
出
金

都
道
府
県

支
出
金

市
区
町
村

支
出
額

国
支
出
金

都
道
府
県

支
出
金

市
区
町
村

支
出
額

芸
術
文
化
事
業
費

（
※
）

財
源
別
内
訳

文
化
施
設
経
費

（
※
）

文
化
施
設
建
設
費

（
※
）

財
源
別
内
訳

財
源
別
内
訳

合
計

（
※
）

財
源
別
内
訳

2
6

京
都
府

3
6
6
,0
6
0

4
4
,6
5
6

1
8
,1
5
3

3
0
3
,2
5
1

1
,6
1
7
,3
2
3

0
2
7
,1
4
2

1
,5
9
0
,1
8
1

2
5
,8
7
3

0
0

2
5
,8
7
3

2
,0
0
9
,2
5
6

4
4
,6
5
6

4
5
,2
9
5

1
,9
1
9
,3
0
5

2
7

大
阪
府

9
9
4
,3
0
2

0
8
0
0

9
9
3
,5
0
2

3
,7
5
0
,8
0
4

1
9
,1
8
6

3
0
,0
0
6

3
,7
0
1
,6
1
2

1
6
8
,4
1
8

0
0

1
6
8
,4
1
8

4
,9
1
3
,5
2
4

1
9
,1
8
6

3
0
,8
0
6

4
,8
6
3
,5
3
2

2
8

兵
庫
県

1
,1
8
6
,9
9
9

4
7
,9
0
9

5
0
0

1
,1
3
8
,5
9
0

4
,1
5
7
,7
6
4

3
,3
3
6

0
4
,1
5
4
,4
2
8

5
0
0
,0
7
4

0
0

5
0
0
,0
7
4

5
,8
4
4
,8
3
7

5
1
,2
4
5

5
0
0

5
,7
9
3
,0
9
2

2
9

奈
良
県

3
5
3
,1
9
5

5
,6
6
9

0
3
4
7
,5
2
6

2
,5
7
4
,3
5
9

0
0

2
,5
7
4
,3
5
9

7
,9
3
3

0
0

7
,9
3
3

2
,9
3
5
,4
8
7

5
,6
6
9

0
2
,9
2
9
,8
1
8

3
0

和
歌
山
県

1
9
8
,0
1
2

0
1
9
8

1
9
7
,8
1
4

1
,3
0
6
,3
5
3

8
9
,7
0
0

0
1
,2
1
6
,6
5
3

0
0

0
0

1
,5
0
4
,3
6
5

8
9
,7
0
0

1
9
8

1
,4
1
4
,4
6
7

3
1

鳥
取
県

1
1
6
,5
5
3

1
,2
0
0

3
,6
6
6

1
1
1
,6
8
7

1
,2
2
3
,1
4
4

0
1
,2
2
8

1
,2
2
1
,9
1
6

4
,7
3
0

0
0

4
,7
3
0

1
,3
4
4
,4
2
7

1
,2
0
0

4
,8
9
4

1
,3
3
8
,3
3
3

3
2

島
根
県

1
8
9
,5
7
8

2
,3
1
3

4
,7
6
9

1
8
2
,4
9
6

1
,3
2
4
,6
4
9

1
5
,4
3
6

1
4
,9
6
4

1
,2
9
4
,2
4
9

0
0

0
0

1
,5
1
4
,2
2
7

1
7
,7
4
9

1
9
,7
3
3

1
,4
7
6
,7
4
5

3
3

岡
山
県

2
9
7
,1
1
1

5
9
9

1
,0
0
0

2
9
5
,5
1
2

1
,2
9
4
,8
3
0

0
0

1
,2
9
4
,8
3
0

2
0
1
,1
3
6

0
0

2
0
1
,1
3
6

1
,7
9
3
,0
7
7

5
9
9

1
,0
0
0

1
,7
9
1
,4
7
8

3
4

広
島
県

4
1
5
,0
0
3

2
,0
0
0

0
4
1
3
,0
0
3

2
,1
4
3
,3
0
0

0
0

2
,1
4
3
,3
0
0

0
0

0
0

2
,5
5
8
,3
0
3

2
,0
0
0

0
2
,5
5
6
,3
0
3

3
5

山
口
県

3
4
9
,6
1
8

4
0
,0
4
1

0
3
0
9
,5
7
7

2
,4
7
1
,7
9
9

4
,7
3
0

0
2
,4
6
7
,0
6
9

0
0

0
0

2
,8
2
1
,4
1
7

4
4
,7
7
1

0
2
,7
7
6
,6
4
6

3
6

徳
島
県

7
9
,4
1
9

0
1
,2
0
0

7
8
,2
1
9

4
8
2
,4
7
1

0
0

4
8
2
,4
7
1

0
0

0
0

5
6
1
,8
9
0

0
1
,2
0
0

5
6
0
,6
9
0

3
7

香
川
県

3
3
8
,9
9
7

2
7
9

0
3
3
8
,7
1
8

6
0
9
,8
8
1

0
0

6
0
9
,8
8
1

2
,1
9
5
,9
7
7

2
7
3
,7
5
3

0
1
,9
2
2
,2
2
4

3
,1
4
4
,8
5
5

2
7
4
,0
3
2

0
2
,8
7
0
,8
2
3

3
8

愛
媛
県

5
5
9
,9
8
7

3
6
,8
5
0

0
5
2
3
,1
3
7

1
,6
3
6
,7
5
3

0
0

1
,6
3
6
,7
5
3

9
9
8
,7
4
4

1
3
,0
2
9

0
9
8
5
,7
1
5

3
,1
9
5
,4
8
4

4
9
,8
7
9

0
3
,1
4
5
,6
0
5

3
9

高
知
県

9
2
,1
7
2

6
,6
0
5

2
9
6

8
5
,2
7
1

5
0
8
,2
8
0

2
,5
8
5

0
5
0
5
,6
9
5

5
0
6
,6
4
5

1
9
,8
4
3

0
4
8
6
,8
0
2

1
,1
0
7
,0
9
7

2
9
,0
3
3

2
9
6

1
,0
7
7
,7
6
8

4
0

福
岡
県

7
8
4
,4
7
6

3
,0
0
7

4
,0
7
4

7
7
7
,3
9
5

4
,3
5
4
,6
8
0

0
0

4
,3
5
4
,6
8
0

8
8
2
,2
1
4

0
0

8
8
2
,2
1
4

6
,0
2
1
,3
7
0

3
,0
0
7

4
,0
7
4

6
,0
1
4
,2
8
9

4
1

佐
賀
県

1
7
9
,4
5
6

5
7
0

0
1
7
8
,8
8
6

1
,4
0
7
,8
3
8

4
5
,1
0
1

7
4
6

1
,3
6
1
,9
9
1

6
9
6
,8
3
0

3
2
3
,1
3
6

0
3
7
3
,6
9
4

2
,2
8
4
,1
2
4

3
6
8
,8
0
7

7
4
6

1
,9
1
4
,5
7
1

4
2

長
崎
県

2
6
6
,2
7
0

1
,3
7
5

8
,6
8
8

2
5
6
,2
0
7

1
,7
4
6
,6
5
6

0
1
2
,5
7
1

1
,7
3
4
,0
8
5

0
0

0
0

2
,0
1
2
,9
2
6

1
,3
7
5

2
1
,2
5
9

1
,9
9
0
,2
9
2

4
3

熊
本
県

2
2
3
,3
5
1

0
7
3
9

2
2
2
,6
1
2

1
,3
0
0
,3
5
8

4
,0
4
8

1
9
,6
4
4

1
,2
7
6
,6
6
6

0
0

0
0

1
,5
2
3
,7
0
9

4
,0
4
8

2
0
,3
8
3

1
,4
9
9
,2
7
8

4
4

大
分
県

2
9
9
,2
9
3

7
8
,3
2
7

0
2
2
0
,9
6
6

2
,0
7
3
,2
5
0

0
0

2
,0
7
3
,2
5
0

6
,3
9
8

0
0

6
,3
9
8

2
,3
7
8
,9
4
1

7
8
,3
2
7

0
2
,3
0
0
,6
1
4

4
5

宮
崎
県

8
4
1
,2
1
6

0
0

8
4
1
,2
1
6

1
,4
1
3
,6
8
8

0
0

1
,4
1
3
,6
8
8

3
4
,7
7
1

9
,6
5
8

0
2
5
,1
1
3

2
,2
8
9
,6
7
5

9
,6
5
8

0
2
,2
8
0
,0
1
7

4
6

鹿
児
島
県

2
4
4
,1
1
2

5
,6
9
8

1
,6
1
4

2
3
6
,8
0
0

1
,4
5
8
,3
9
2

0
0

1
,4
5
8
,3
9
2

2
4
2
,3
8
3

1
5
1
,9
4
0

0
9
0
,4
4
3

1
,9
4
4
,8
8
7

1
5
7
,6
3
8

1
,6
1
4

1
,7
8
5
,6
3
5

4
7

沖
縄
県

1
9
3
,8
6
2

2
4
,0
2
5

1
5
,8
8
2

1
5
3
,9
5
5

2
,1
2
7
,1
0
3

3
6
,5
7
7

4
4
0
,5
4
1

1
,6
4
9
,9
8
5

1
0
,1
1
7

0
0

1
0
,1
1
7

2
,3
3
1
,0
8
2

6
0
,6
0
2

4
5
6
,4
2
3

1
,8
1
4
,0
5
7

3
0
,2
7
0
,5
2
9

5
6
8
,5
9
4

1
6
6
,7
3
1

2
9
,5
3
5
,2
0
4

1
5
4
,3
3
1
,2
4
8

1
,1
0
6
,9
9
4

1
,7
1
5
,0
0
9

1
5
1
,5
0
9
,2
4
5

1
9
,3
2
8
,0
7
5

2
,8
5
9
,6
6
8

5
2
,8
7
2

1
6
,4
1
5
,5
3
5

2
0
3
,9
2
9
,8
5
2

4
,5
3
5
,2
5
6

1
,9
3
4
,6
1
2

1
9
7
,4
5
9
,9
8
4

合
計
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＜
令
和
6
年
度
そ
の
他
市
区
町
村
集
計
表
（
教
育
委
員
会
）
＞

国
支
出
金

都
道
府
県

支
出
金

市
区
町
村

支
出
額

国
支
出
金

都
道
府
県

支
出
金

市
区
町
村

支
出
額

国
支
出
金

都
道
府
県

支
出
金

市
区
町
村

支
出
額

国
支
出
金

都
道
府
県

支
出
金

市
区
町
村

支
出
額

1
北
海
道

1
,2
7
4
,3
4
0

9
,7
3
5

3
,2
9
0

1
,2
6
1
,3
1
5

1
5
6
,8
0
3

1
2
,0
0
3

7
2
,4
0
0

7
2
,4
0
0

2
,1
2
4
,8
5
0

0
0

2
,1
2
4
,8
5
0

3
,5
5
5
,9
9
3

2
1
,7
3
8

7
5
,6
9
0

3
,4
5
8
,5
6
5

2
青
森
県

8
7
,6
1
3

0
0

8
7
,6
1
3

7
2
0
,8
4
3

0
0

7
2
0
,8
4
3

1
0
7
,1
4
4

0
0

1
0
7
,1
4
4

9
1
5
,6
0
0

0
0

9
1
5
,6
0
0

3
岩
手
県

1
2
5
,5
9
9

0
7
,7
2
9

1
1
7
,8
7
0

1
,0
1
0
,5
3
2

4
,6
4
3

0
1
,0
0
5
,8
8
9

0
0

0
0

1
,1
3
6
,1
3
1

4
,6
4
3

7
,7
2
9

1
,1
2
3
,7
5
9

4
宮
城
県

1
9
4
,3
8
1

1
6
9

2
2
8

1
9
3
,9
8
4

1
,8
5
4
,2
2
1

4
5
,5
2
2

0
1
,8
0
8
,6
9
9

0
0

0
0

2
,0
4
8
,6
0
2

4
5
,6
9
1

2
2
8

2
,0
0
2
,6
8
3

5
秋
田
県

8
8
,0
6
5

0
0

8
8
,0
6
5

3
,1
2
9
,5
3
6

0
0

3
,1
2
9
,5
3
6

1
4
,2
3
2

0
0

1
4
,2
3
2

3
,2
3
1
,8
3
3

0
0

3
,2
3
1
,8
3
3

6
山
形
県

2
5
5
,4
7
3

0
1
,6
4
0

2
5
3
,8
3
3

1
,3
4
1
,1
9
3

0
1
0
8
,3
9
6

1
,2
3
2
,7
9
7

0
0

0
0

1
,5
9
6
,6
6
6

0
1
1
0
,0
3
6

1
,4
8
6
,6
3
0

7
福
島
県

3
1
0
,3
1
4

3
4
,3
0
9

7
,3
3
9

2
6
8
,6
6
6

1
,7
5
8
,9
1
2

1
,1
9
0

8
0
,0
0
1

1
,6
7
7
,7
2
1

5
3
2
,3
4
9

0
0

5
3
2
,3
4
9

2
,6
0
1
,5
7
5

3
5
,4
9
9

8
7
,3
4
0

2
,4
7
8
,7
3
6

8
茨
城
県

4
8
5
,3
9
3

1
4
,8
4
9

0
4
7
0
,5
4
4

1
,7
7
7
,5
8
1

4
2
,4
5
3

7
,4
5
0

1
,7
2
7
,6
7
8

0
0

0
0

2
,2
6
2
,9
7
4

5
7
,3
0
2

7
,4
5
0

2
,1
9
8
,2
2
2

9
栃
木
県

4
4
3
,5
3
3

4
7
8

1
,9
9
9

4
4
1
,0
5
6

1
,5
4
1
,5
2
0

1
3
8
,1
0
0

9
,8
3
5

1
,3
9
3
,5
8
5

0
0

0
0

1
,9
8
5
,0
5
3

1
3
8
,5
7
8

1
1
,8
3
4

1
,8
3
4
,6
4
1

1
0

群
馬
県

2
1
7
,7
7
5

0
0

2
1
7
,7
7
5

1
,1
1
7
,2
3
4

5
4
,8
0
1

0
1
,0
6
2
,4
3
3

2
2
5
,1
7
5

1
1
,8
4
9

0
2
1
3
,3
2
6

1
,5
6
0
,1
8
4

6
6
,6
5
0

0
1
,4
9
3
,5
3
4

1
1

埼
玉
県

2
6
1
,6
9
9

0
2
0
0

2
6
1
,4
9
9

2
,9
8
0
,9
3
5

1
3
,6
3
4

0
2
,9
6
7
,3
0
1

1
6
,8
4
9

0
0

1
6
,8
4
9

3
,2
5
9
,4
8
3

1
3
,6
3
4

2
0
0

3
,2
4
5
,6
4
9

1
2

千
葉
県

8
8
3
,6
1
9

5
,7
8
6

4
,5
7
9

8
7
3
,2
5
4

3
,0
6
7
,9
7
2

1
0
8

0
3
,0
6
7
,8
6
4

2
1
9
,2
2
8

0
0

2
1
9
,2
2
8

4
,1
7
0
,8
1
9

5
,8
9
4

4
,5
7
9

4
,1
6
0
,3
4
6

1
3

東
京
都

2
9
9
,9
1
9

3
,0
0
0

0
2
9
6
,9
1
9

1
,1
5
3
,2
9
6

5
7
,0
0
0

7
7
,7
0
0

1
,0
1
8
,5
9
6

2
3
1
,9
7
8

0
0

2
3
1
,9
7
8

1
,6
8
5
,1
9
3

6
0
,0
0
0

7
7
,7
0
0

1
,5
4
7
,4
9
3

1
4

神
奈
川
県

1
4
0
,6
6
2

1
,2
9
8

0
1
3
9
,3
6
4

1
,6
2
2
,6
4
2

2
4
,2
5
3

0
1
,5
9
8
,3
8
9

3
,6
5
1

0
0

3
,6
5
1

1
,7
6
6
,9
5
5

2
5
,5
5
1

0
1
,7
4
1
,4
0
4

1
5

新
潟
県

1
,4
0
8
,7
3
3

1
,5
5
2

8
,5
7
0

1
,3
9
8
,6
1
1

1
,9
4
5
,9
9
9

2
2
7
,2
0
7

8
0
0

1
,7
1
7
,9
9
2

3
,0
0
9

0
0

3
,0
0
9

3
,3
5
7
,7
4
1

2
2
8
,7
5
9

9
,3
7
0

3
,1
1
9
,6
1
2

1
6

富
山
県

1
7
7
,5
4
9

0
0

1
7
7
,5
4
9

9
6
6
,0
7
4

1
1
,3
7
7

0
9
5
4
,6
9
7

0
0

0
0

1
,1
4
3
,6
2
3

1
1
,3
7
7

0
1
,1
3
2
,2
4
6

1
7

石
川
県

1
7
1
,3
9
7

3
,2
1
3

0
1
6
8
,1
8
4

2
,1
0
2
,2
9
5

0
2
5
,7
0
0

2
,0
7
6
,5
9
5

0
0

0
0

2
,2
7
3
,6
9
2

3
,2
1
3

2
5
,7
0
0

2
,2
4
4
,7
7
9

1
8

福
井
県

1
9
9
,1
9
0

1
3
,4
0
2

9
,8
7
0

1
7
5
,9
1
8

1
,0
5
4
,9
0
4

8
9
,9
6
5

0
9
6
4
,9
3
9

2
,2
0
0

0
0

2
,2
0
0

1
,2
5
6
,2
9
4

1
0
3
,3
6
7

9
,8
7
0

1
,1
4
3
,0
5
7

1
9

山
梨
県

2
4
1
,9
6
3

0
0

2
4
1
,9
6
3

1
,1
4
9
,0
7
0

7
,0
3
5

0
1
,1
4
2
,0
3
5

5
9
,1
6
0

5
4
,5
5
7

0
4
,6
0
3

1
,4
5
0
,1
9
3

6
1
,5
9
2

0
1
,3
8
8
,6
0
1

2
0

長
野
県

4
1
1
,3
6
6

3
,1
0
0

6
8
8

4
0
7
,5
7
8

3
,3
6
0
,1
3
2

7
3
,6
1
0

0
3
,2
8
6
,5
2
2

6
0
3
,1
4
8

1
7
5
,0
0
0

0
4
2
8
,1
4
8

4
,3
7
4
,6
4
6

2
5
1
,7
1
0

6
8
8

4
,1
2
2
,2
4
8

2
1

岐
阜
県

2
8
9
,6
1
9

0
7
4
9

2
8
8
,8
7
0

1
,3
8
8
,1
1
1

5
,6
1
4

0
1
,3
8
2
,4
9
7

1
5
,3
7
5

0
0

1
5
,3
7
5

1
,6
9
3
,1
0
5

5
,6
1
4

7
4
9

1
,6
8
6
,7
4
2

2
2

静
岡
県

2
2
5
,5
5
9

1
,0
0
2

0
2
2
4
,5
5
7

2
,0
4
4
,9
8
3

0
5
1
,0
4
8

1
,9
9
3
,9
3
5

2
0
0
,2
2
4

0
0

2
0
0
,2
2
4

2
,4
7
0
,7
6
6

1
,0
0
2

5
1
,0
4
8

2
,4
1
8
,7
1
6

2
3

愛
知
県

8
1
8
,1
6
1

1
,2
0
2

1
,6
6
8

8
1
5
,2
9
1

3
,5
0
8
,7
4
9

0
0

3
,5
0
8
,7
4
9

3
,4
3
4
,0
1
0

1
,2
9
7
,1
0
0

0
2
,1
3
6
,9
1
0

7
,7
6
0
,9
2
0

1
,2
9
8
,3
0
2

1
,6
6
8

6
,4
6
0
,9
5
0

2
4

三
重
県

1
8
5
,2
9
0

0
0

1
8
5
,2
9
0

5
6
0
,0
6
8

0
0

5
6
0
,0
6
8

6
6
,3
6
3

0
0

6
6
,3
6
3

8
1
1
,7
2
1

0
0

8
1
1
,7
2
1

2
5

滋
賀
県

1
6
2
,5
0
3

0
0

1
6
2
,5
0
3

1
,5
8
3
,4
1
9

4
,8
6
7

0
1
,5
7
8
,5
5
2

9
,0
8
7

0
0

9
,0
8
7

1
,7
5
5
,0
0
9

4
,8
6
7

0
1
,7
5
0
,1
4
2

文
化
施
設
経
費

（
※
）

合
計

（
※
）

財
源
別
内
訳

（
単
価
：
千
円
）

芸
術
文
化
事
業
費

（
※
）

財
源
別
内
訳

財
源
別
内
訳

文
化
施
設
建
設
費

（
※
）

財
源
別
内
訳

-56-



国
支
出
金

都
道
府
県

支
出
金

市
区
町
村

支
出
額

国
支
出
金

都
道
府
県

支
出
金

市
区
町
村

支
出
額

国
支
出
金

都
道
府
県

支
出
金

市
区
町
村

支
出
額

国
支
出
金

都
道
府
県

支
出
金

市
区
町
村

支
出
額

文
化
施
設
経
費

（
※
）

合
計

（
※
）

財
源
別
内
訳

芸
術
文
化
事
業
費

（
※
）

財
源
別
内
訳

財
源
別
内
訳

文
化
施
設
建
設
費

（
※
）

財
源
別
内
訳

2
6

京
都
府

1
1
4
,8
3
2

1
,9
5
4

1
1
,9
8
1

1
0
0
,8
9
7

1
,1
4
1
,5
1
2

0
0

1
,1
4
1
,5
1
2

1
5
,9
7
3

0
0

1
5
,9
7
3

1
,2
7
2
,3
1
7

1
,9
5
4

1
1
,9
8
1

1
,2
5
8
,3
8
2

2
7

大
阪
府

3
2
4
,8
6
4

0
8
0
0

3
2
4
,0
6
4

1
,6
5
1
,6
7
2

1
9
,1
8
6

3
0
,0
0
6

1
,6
0
2
,4
8
0

1
4
0
,1
4
8

0
0

1
4
0
,1
4
8

2
,1
1
6
,6
8
4

1
9
,1
8
6

3
0
,8
0
6

2
,0
6
6
,6
9
2

2
8

兵
庫
県

5
1
0
,0
0
8

4
,1
6
1

0
5
0
5
,8
4
7

1
,7
8
4
,4
1
1

0
0

1
,7
8
4
,4
1
1

3
0
,8
0
0

0
0

3
0
,8
0
0

2
,3
2
5
,2
1
9

4
,1
6
1

0
2
,3
2
1
,0
5
8

2
9

奈
良
県

9
0
,4
3
4

0
0

9
0
,4
3
4

1
,4
9
7
,3
6
3

0
0

1
,4
9
7
,3
6
3

0
0

0
0

1
,5
8
7
,7
9
7

0
0

1
,5
8
7
,7
9
7

3
0

和
歌
山
県

1
9
6
,6
3
2

0
1
9
8

1
9
6
,4
3
4

1
,2
1
9
,5
7
9

8
9
,7
0
0

0
1
,1
2
9
,8
7
9

0
0

0
0

1
,4
1
6
,2
1
1

8
9
,7
0
0

1
9
8

1
,3
2
6
,3
1
3

3
1

鳥
取
県

8
9
,9
8
5

1
,2
0
0

3
,0
8
5

8
5
,7
0
0

9
0
6
,0
7
4

0
1
,2
2
8

9
0
4
,8
4
6

4
,7
3
0

0
0

4
,7
3
0

1
,0
0
0
,7
8
9

1
,2
0
0

4
,3
1
3

9
9
5
,2
7
6

3
2

島
根
県

1
7
1
,9
1
8

2
,3
1
3

4
,7
6
9

1
6
4
,8
3
6

8
6
8
,8
4
4

1
5
,4
3
6

1
4
,9
6
4

8
3
8
,4
4
4

0
0

0
0

1
,0
4
0
,7
6
2

1
7
,7
4
9

1
9
,7
3
3

1
,0
0
3
,2
8
0

3
3

岡
山
県

1
8
6
,8
1
0

0
0

1
8
6
,8
1
0

7
4
6
,9
5
7

0
0

7
4
6
,9
5
7

1
1
2
,6
6
3

0
0

1
1
2
,6
6
3

1
,0
4
6
,4
3
0

0
0

1
,0
4
6
,4
3
0

3
4

広
島
県

3
9
8
,5
2
1

2
,0
0
0

0
3
9
6
,5
2
1

1
,1
1
9
,0
8
9

0
0

1
,1
1
9
,0
8
9

0
0

0
0

1
,5
1
7
,6
1
0

2
,0
0
0

0
1
,5
1
5
,6
1
0

3
5

山
口
県

6
0
,6
0
1

0
0

6
0
,6
0
1

5
3
0
,7
9
9

4
,7
3
0

0
5
2
6
,0
6
9

0
0

0
0

5
9
1
,4
0
0

4
,7
3
0

0
5
8
6
,6
7
0

3
6

徳
島
県

3
7
,1
7
0

0
1
,2
0
0

3
5
,9
7
0

1
9
9
,9
3
3

0
0

1
9
9
,9
3
3

0
0

0
0

2
3
7
,1
0
3

0
1
,2
0
0

2
3
5
,9
0
3

3
7

香
川
県

1
4
1
,8
1
5

2
7
9

0
1
4
1
,5
3
6

4
4
1
,5
0
3

0
0

4
4
1
,5
0
3

5
2
1
,9
3
1

0
0

5
2
1
,9
3
1

1
,1
0
5
,2
4
9

2
7
9

0
1
,1
0
4
,9
7
0

3
8

愛
媛
県

2
0
3
,2
0
6

0
0

2
0
3
,2
0
6

4
8
9
,2
2
7

0
0

4
8
9
,2
2
7

1
1
3
,7
9
2

0
0

1
1
3
,7
9
2

8
0
6
,2
2
5

0
0

8
0
6
,2
2
5

3
9

高
知
県

7
8
,9
2
4

4
,6
0
5

2
9
6

7
4
,0
2
3

4
4
0
,5
1
2

0
0

4
4
0
,5
1
2

5
0
6
,6
4
5

1
9
,8
4
3

0
4
8
6
,8
0
2

1
,0
2
6
,0
8
1

2
4
,4
4
8

2
9
6

1
,0
0
1
,3
3
7

4
0

福
岡
県

6
3
7
,0
1
6

3
,0
0
7

2
,2
7
5

6
3
1
,7
3
4

2
,9
3
7
,1
0
0

0
0

2
,9
3
7
,1
0
0

8
8
2
,2
1
4

0
0

8
8
2
,2
1
4

4
,4
5
6
,3
3
0

3
,0
0
7

2
,2
7
5

4
,4
5
1
,0
4
8

4
1

佐
賀
県

5
7
,7
7
7

4
2
0

0
5
7
,3
5
7

5
2
6
,3
7
5

0
0

5
2
6
,3
7
5

1
5
0
,1
0
8

1
3
7
,7
8
0

0
1
2
,3
2
8

7
3
4
,2
6
0

1
3
8
,2
0
0

0
5
9
6
,0
6
0

4
2

長
崎
県

1
1
9
,3
5
7

1
,1
2
5

5
,0
6
9

1
1
3
,1
6
3

9
6
2
,2
0
9

0
0

9
6
2
,2
0
9

0
0

0
0

1
,0
8
1
,5
6
6

1
,1
2
5

5
,0
6
9

1
,0
7
5
,3
7
2

4
3

熊
本
県

1
3
7
,5
9
1

0
7
3
9

1
3
6
,8
5
2

9
4
5
,9
9
3

1
,8
4
6

1
9
,6
4
4

9
2
4
,5
0
3

0
0

0
0

1
,0
8
3
,5
8
4

1
,8
4
6

2
0
,3
8
3

1
,0
6
1
,3
5
5

4
4

大
分
県

3
3
,3
8
9

0
0

3
3
,3
8
9

1
,0
4
3
,3
9
1

0
0

1
,0
4
3
,3
9
1

6
,3
9
8

0
0

6
,3
9
8

1
,0
8
3
,1
7
8

0
0

1
,0
8
3
,1
7
8

4
5

宮
崎
県

2
3
3
,3
5
1

0
0

2
3
3
,3
5
1

8
0
0
,3
4
7

0
0

8
0
0
,3
4
7

1
9
,3
9
3

9
,6
5
8

0
9
,7
3
5

1
,0
5
3
,0
9
1

9
,6
5
8

0
1
,0
4
3
,4
3
3

4
6

鹿
児
島
県

1
8
7
,2
5
4

6
9
8

0
1
8
6
,5
5
6

1
,2
3
5
,0
3
4

0
0

1
,2
3
5
,0
3
4

2
4
2
,3
8
3

1
5
1
,9
4
0

0
9
0
,4
4
3

1
,6
6
4
,6
7
1

1
5
2
,6
3
8

0
1
,5
1
2
,0
3
3

4
7

沖
縄
県

7
6
,5
9
5

7
,5
3
7

1
,5
0
0

6
7
,5
5
8

1
,2
3
3
,3
0
8

3
6
,5
7
7

4
4
0
,5
4
1

7
5
6
,1
9
0

1
0
,1
1
7

0
0

1
0
,1
1
7

1
,3
2
0
,0
2
0

4
4
,1
1
4

4
4
2
,0
4
1

8
3
3
,8
6
5

1
3
,4
4
7
,7
6
5

1
2
2
,3
9
4

8
0
,4
6
1

1
3
,2
4
4
,9
1
0

6
5
,6
1
8
,2
5
6

9
8
0
,8
5
7

9
3
9
,7
1
3

6
3
,6
9
7
,6
8
6

1
0
,6
2
5
,3
2
7

1
,8
5
7
,7
2
7

0
8
,7
6
7
,6
0
0

8
9
,6
9
1
,3
4
8

2
,9
6
0
,9
7
8

1
,0
2
0
,1
7
4

8
5
,7
1
0
,1
9
6

合
計
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＜
令
和
6
年
度
そ
の
他
市
区
町
村
集
計
表
（
首
長
部
局
）
＞

国
支
出
金

都
道
府
県

支
出
金

市
区
町
村

支
出
額

国
支
出
金

都
道
府
県

支
出
金

市
区
町
村

支
出
額

国
支
出
金

都
道
府
県

支
出
金

市
区
町
村

支
出
額

国
支
出
金

都
道
府
県

支
出
金

市
区
町
村

支
出
額

1
北
海
道

4
1
,5
3
5

0
0

4
1
,5
3
5

5
4
5
,4
4
2

0
4
5
,5
0
0

4
9
9
,9
4
2

2
1
,1
0
8

0
0

2
1
,1
0
8

6
0
8
,0
8
5

0
4
5
,5
0
0

5
6
2
,5
8
5

2
青
森
県

1
3
1
,6
7
3

0
0

1
3
1
,6
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３．文化財保護経費

（１）文化財保護経費の概要

＜都道府県・市区町村別集計額の推移＞

　(単位:千円)

政令指定都市 中核市
その他の
市区町村

合計

R6 23,088,320 9,505,579 14,517,947 56,993,574 81,017,100 104,105,420 14,944,181 0

R5 19,277,721 9,145,590 13,444,422 47,293,506 69,883,518 89,161,239 4,201,113 0

R4 19,104,519 9,659,830 14,288,413 41,907,364 65,855,607 84,960,126 △ 1,312,657 △ 1.5%

R3 20,399,451 9,908,718 14,135,605 41,829,009 65,873,332 86,272,783 3,087,354 3.7%

R2 19,101,920 7,576,624 12,995,358 43,511,527 64,083,509 83,185,429 2,168,721 2.7%

R1 18,778,970 9,572,150 11,228,579 41,437,009 62,237,738 81,016,708 △ 6,464,741 △ 7.4%

H30 19,892,139 7,151,028 12,220,404 48,217,878 67,589,310 87,481,449 △ 6,717,154 △ 7.1%

H29 21,229,068 6,971,889 10,457,853 55,539,793 72,969,535 94,198,603 16,259,620 20.9%

H28 17,768,185 6,809,650 12,776,363 40,584,785 60,170,798 77,938,983 7,232,163 10.2%

H27 14,024,987 8,834,196 9,921,946 37,925,691 56,681,833 70,706,820 △ 298,752 △ 0.4%

H26 17,260,108 7,183,482 7,718,523 38,843,459 53,745,464 71,005,572 5,484,293 8.4%

H25 15,759,469 6,074,191 8,234,397 35,453,222 49,761,810 65,521,279 4,669,994 7.7%

H24 14,417,260 5,284,750 5,336,807 35,812,468 46,434,025 60,851,285 △ 2,007,931 △ 3.2%

H23 15,990,198 5,192,332 5,319,112 36,357,574 46,869,018 62,859,216 △ 3,224,907 △ 4.9%

H22 18,707,730 8,061,675 7,245,242 32,069,476 47,376,393 66,084,123 △ 3,047,772 △ 4.4%

H21 19,285,181 7,670,182 6,101,880 36,074,652 49,846,714 69,131,895 2,979,416 4.5%

H20 19,005,214 7,731,606 6,887,513 32,528,146 47,147,265 66,152,479 3,426,406 5.5%

H19 19,810,393 8,179,234 5,452,113 29,284,333 42,915,680 62,726,073 △ 613,047 △ 1.0%

H18 23,289,917 5,729,234 4,025,606 30,294,363 40,049,203 63,339,120 △ 12,091,038 △ 16.0%

H17 28,328,066 9,731,404 4,361,771 33,008,917 47,102,092 75,430,158 1,856,354 2.5%

H16 24,298,497 8,256,965 5,916,461 35,101,881 49,275,307 73,573,804 △ 4,769,078 △ 6.1%

H15 24,879,280 10,207,192 7,522,274 35,734,136 53,463,602 78,342,882 △ 13,246,154 △ 14.5%

H14 29,218,375 10,337,004 8,225,579 43,808,078 62,370,661 91,589,036 △ 20,110,553 △ 18.0%

H13 44,505,145 11,686,176 6,290,635 49,217,633 67,194,444 111,699,589 △ 19,291,524 △ 14.7%

H12 46,448,275 84,542,838 84,542,838 130,991,113 △ 4,436,842 △ 3.3%

H11 52,349,872 83,078,083 83,078,083 135,427,955 1,304,883 1.0%

H10 55,671,145 78,451,927 78,451,927 134,123,072 △ 4,129,130 △ 3.0%

H9 56,240,540 82,011,662 82,011,662 138,252,202 △ 1,030,847 △ 0.7%

H8 61,493,649 77,789,400 77,789,400 139,283,049 △ 4,842,472 △ 3.4%

H7 56,634,991 87,490,530 87,490,530 144,125,521 9,827,612 7.3%

H6 51,685,359 82,612,550 82,612,550 134,297,909 △ 3,422,805 △ 2.5%

H5 50,166,588 87,554,126 87,554,126 137,720,714 13,286,336 10.7%

H4 42,548,639 81,885,739 81,885,739 124,434,378

　　金額は各自治体の予算からの支出額を計上しており、国支出金（国庫補助金、国庫委託金、国庫負担金等）は含まない。

※平成２３年度は、東日本大震災の影響により実務上集計が不可能であったため、岩手県及び福島県の一部市町村においては、形式上平成２１年度の数字を計上している。

年度 都道府県

市区町村

合計
増減

（対前年度）
増減率

（対前年度）

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

都道府県

政令指定都市

中核市

その他の市区町村

合計

（億円）

-60-



＜経費別集計額の推移＞

　(単位:千円)

年度 重要文化財等 埋蔵文化財
地方公共団体
指定文化財
保存・活用

国・地方公共団体
指定文化財
保護管理

合計

R6 37,641,255 17,958,287 12,253,953 36,251,925 104,105,420

R5 30,875,951 17,713,376 9,663,303 30,908,608 89,161,239

R4 30,363,229 15,160,387 9,178,032 30,258,479 84,960,126

R3 30,622,099 16,549,592 10,205,330 28,895,761 86,272,783

R2 27,654,101 17,827,742 7,503,697 30,199,889 83,185,429

R1 31,529,624 15,189,615 7,727,875 26,569,594 81,016,708

H30 30,449,901 14,143,526 10,671,239 32,216,783 87,481,449

H29 22,733,663 14,668,697 12,069,718 44,726,525 94,198,603

H28 21,987,061 14,734,471 41,217,451 77,938,983

H27 20,146,222 13,380,970 37,179,628 70,706,820

H26 19,441,085 14,535,304 37,029,183 71,005,572

H25 18,692,116 14,883,927 31,945,236 65,521,279

H24 15,387,472 14,292,159 31,171,654 60,851,285

H23 13,782,613 13,682,826 35,393,777 62,859,216

H22 18,158,925 16,208,279 31,716,919 66,084,123

H21 17,362,172 16,355,155 35,414,568 69,131,895

H20 16,806,082 17,214,916 32,131,481 66,152,479

H19 14,482,862 19,631,504 28,611,707 62,726,073

H18 12,593,196 19,030,397 31,715,527 63,339,120

H17 15,658,138 20,333,669 39,438,351 75,430,158

H16 14,889,503 20,597,339 38,086,962 73,573,804

H15 16,981,339 22,856,850 38,504,693 78,342,882

H14 20,400,862 23,896,366 47,291,808 91,589,036

H13 20,455,035 34,851,684 56,392,870 111,699,589

※平成２３年度は、東日本大震災の影響により実務上集計が不可能であったため、岩手県及び福島県の一部市町村において
は、形式上平成２１年度の数字を計上している。
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分

県
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都
道

府
県

用

１
.　

本
調

査
に

係
る

連
絡

先
※

７
箇

所
全

て
記

載
し

て
く
だ

さ
い

。
ま

た
、

メ
ー

ル
ア

ド
レ

ス
は

来
年

度
の

照
会

に
も

使
用

し
ま

す
の

で
可

能
な

限
り

組
織

ア
ド

レ
ス

を
ご

記
入

く
だ

さ
い

。

都
道

府
県

名
担

当
部

署
担

当
者

氏
名

電
話

番
号

郵
便

番
号

2
.　

都
道

府
県

の
文

化
行

政
担

当
部

署
（
令

和
７

年
１

０
月

１
日

現
在

）

条
例

制
定

（
改

正
等

）
・

委
任

・
補

助
執

行
の

別
制

定
（
改

正
等

）
年

月
移
管
予
定
の
有
無

予
定

時
期

※
予

定
有

の
場

合

設
置

等

登
録

等

都
道

府
県

名
文

化
政

策
部

門
障

害
者

福
祉

部
門

3
.　

都
道

府
県

の
文

化
政

策
の

た
め

の
条

例
制

定
、

文
化

政
策

の
計

画
等

策
定

等
の

状
況

　
（
令

和
７

年
１

０
月

１
日

現
在

）
※

回
答

に
あ

た
っ

て
は

、
前

年
度

の
策

定
状

況
と

比
較

し
て

回
答

に
齟

齬
が

な
い

か
確

認
く
だ

さ
い

。

（
１

）
文

化
政

策
の

た
め

の
条

例
の

制
定

状
況

制
定

・
改

正
等

予
定

予
定

時
期

※
予

定
「
有

」
の

場
合

（
参

考
）
前

年
度

の
策

定
状

況
※

詳
細

に
つ

い
て

は
前

年
度

報
告

書
を

参
照

く
だ

さ
い

。
前
年
度
報
告
書
へ
の
リ
ン
ク

 (
２

) 
文

化
政

策
の

計
画

等
の

策
定

状
況

（
文

化
芸

術
振

興
基

本
法

施
行

（
平

成
1
3
年

1
2
月

7
日

）
以

降
に

策
定

さ
れ

た
も

の
）

※
文

化
芸

術
基

本
法

で
努

力
義

務
と

し
て

規
定

さ
れ

て
い

ま
す

。
ま

ち
づ

く
り

計
画

や
生

涯
学

習
計

画
等

の
総

合
計

画
の

中
に

、
文

化
に

関
す

る
章

や
項

を
含

ん
で

い
る

も
の

は
対

象
外

で
す

。

策
定

・
改

定
等

予
定

予
定

時
期

※
予

定
「
有

」
の

場
合

（
参

考
）
前

年
度

の
策

定
状

況
※

詳
細

に
つ

い
て

は
前

年
度

報
告

書
を

参
照

く
だ

さ
い

。
前
年
度
報
告
書
へ
の
リ
ン
ク

（
３

）
障

害
者

に
よ

る
文

化
芸

術
活

動
の

推
進

に
関

す
る

計
画

の
策

定
状

況
※

障
害

者
に

よ
る

文
化

芸
術

活
動

の
推

進
に

関
す

る
法

律
で

努
力

義
務

と
し

て
規

定
さ

れ
て

い
ま

す
。

文
化

政
策

の
計

画
等

や
障

害
者

等
に

関
す

る
計

画
の

一
部

と
し

て
策

定
し

て
い

る
場

合
も

含
み

ま
す

。

策
定

・
改

定
等

予
定

予
定

時
期

※
予

定
「
有

」
の

場
合

（
参

考
）
前

年
度

の
策

定
状

況
※

詳
細

に
つ

い
て

は
前

年
度

報
告

書
を

参
照

く
だ

さ
い

。
前
年
度
報
告
書
へ
の
リ
ン
ク

文
化

行
政

区
分

障
害

者
文

化
芸

術

住
所

条
例

制
定

（
改

正
等

）
等

に
よ

る
知

事
部

局
へ

の
移

管

備
考

(補
足

等
あ

れ
ば

記
入

)
都

道
府

県
名

教
育

委
員

会
知

事
部

局

E
-
m

ai
l

U
R

L
※

条
例

「
有

」
か

つ
H

P
等

で
公

表
し

て
い

る
場

合
都

道
府

県
名

博
物

館

文
化

政
策

全
般

芸
術

文
化

文
化

財
保

護

国
際

文
化

交
流

計
画

期
間

※
計

画
等

「
有

」
の

場
合

対
象

範
囲

※
計

画
等

「
有

」
の

場
合

条
例

の
有

無
条

例
の

名
称

※
条

例
「
有

」
の

場
合

制
定

年
月

※
条

例
「
有

」
の

場
合

改
正

等
年

月
※

条
例

「
有

」
の

場
合

対
象

範
囲

※
条

例
「
有

」
の

場
合

 文
化

芸
術

基
本

法
を

踏
ま

え
た

「
文

化
政

策
の

た
め

の
条

例
」
の

制
定

（
改

正
等

）
予

定
状

況

文
化

芸
術

基
本

法
第

７
条

の
２

を
踏

ま
え

た
地

方
文

化
芸

術
推

進
基

本
計

画
の

策
定

（
改

定
等

）
予

定
状

況

文
化

行
政

区
分

障
害

者
に

よ
る

文
化

芸
術

活
動

の
推

進
に

関
す

る
法

律
第

８
条

を
踏

ま
え

た
計

画
の

策
定

（
改

定
等

）
予

定
状

況

U
R

L
※

計
画

等
「
有

」
か

つ
H

P
等

で
公

表
し

て
い

る
場

合

U
R

L
※

計
画

「
有

」
か

つ
H

P
等

で
公

表
し

て
い

る
場

合

都
道

府
県

名
計

画
等

の
有

無
計

画
等

の
名

称
※

計
画

等
「
有

」
の

場
合

策
定

年
月

※
計

画
等

「
有

」
の

場
合

改
定

等
年

月
※

計
画

等
「
有

」
の

場
合

都
道

府
県

名
計

画
の

有
無

計
画

の
名

称
※

計
画

「
有

」
の

場
合

策
定

年
月

※
計

画
「
有

」
の

場
合

改
定

等
年

月
※

計
画

「
有

」
の

場
合

計
画

期
間

※
計

画
「
有

」
の

場
合

計
画

の
位

置
づ

け
※

計
画

「
有

」
の

場
合

⽔
⾊
セ
ル
：
⾃
動
⼊
⼒

薄
⻩
⾊
セ
ル
：
プ
ル
ダ
ウ
ン

灰
⾊
セ
ル
：
⼊
⼒
不
要

※
プ
ル
ダ
ウ
ン
の
選
択
結
果
に
よ
り
変
化
す
る

セ
ル
有
オ
レ
ン
ジ
⾊
セ
ル
：
参
考
（
⾃
動
⼊
⼒
）

★
⽔
⾊
セ
ル
、
薄
⻩
⾊
セ
ル
、
オ
レ
ン
ジ
⾊
セ
ル
、
⽩
⾊
セ

ル
に
全
て
記
⼊
さ
れ
て
い
る
か
必
ず
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

★
表
を
崩
し
た
り
、
⼊
っ
て
い
る
関
数
を
触
ら
な
い
よ
う
に

お
願
い
い
た
し
ま
す
。
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（
４

）
域

内
市

区
町

村
（
指

定
都

市
、

中
核

市
を

除
く
。

）
の

文
化

政
策

の
た

め
の

条
例

の
制

定
状

況

制
定

・
改

正
等

予
定

予
定

時
期

※
予

定
「
有

」
の

場
合

　
※

各
都

道
府

県
内

の
市

区
町

村
（
指

定
都

市
、

中
核

市
を

除
く
。

）
の

回
答

を
記

入
し

て
く
だ

さ
い

。
右

下
の

前
年

度
回

答
状

況
及

び
「
R

6
域

内
市

区
町

村
文

化
条

例
策

定
状

況
」
タ

ブ
を

確
認

し
齟

齬
が

な
い

よ
う

ご
注

意
く
だ

さ
い

。
行

が
足

り
な

い
場

合
は

適
宜

追
加

く
だ

さ
い

。

（
５

）
域

内
市

区
町

村
（
指

定
都

市
、

中
核

市
を

除
く
。

）
の

文
化

政
策

の
計

画
等

の
策

定
状

況
（
文

化
芸

術
振

興
基

本
法

施
行

（
平

成
1
3
年

1
2
月

7
日

）
以

降
に

策
定

さ
れ

た
も

の
）

「
a.

文
化

芸
術

振
興

の
み

」
「
b.

文
化

芸
術

関
連

施
策

を
含

む
」

策
定

（
改

定
等

）
済

予
定

有
予

定
無

未
定

0

　
※

各
都

道
府

県
内

の
市

区
町

村
（
指

定
都

市
、

中
核

市
を

除
く
。

）
の

回
答

を
記

入
し

て
く
だ

さ
い

。
右

下
の

前
年

度
回

答
状

況
を

確
認

し
齟

齬
が

な
い

よ
う

ご
注

意
く
だ

さ
い

。

※
参

考
　

域
内

市
区

町
村

（
指

定
都

市
、

中
核

市
を

除
く
。

）
の

前
年

度
回

答
状

況

（
６

）
域

内
市

区
町

村
（
指

定
都

市
、

中
核

市
を

除
く
。

）
の

障
害

者
に

よ
る

文
化

芸
術

活
動

の
推

進
に

関
す

る
計

画
の

策
定

状
況

全
市

区
町

村
数

策
定

（
改

定
等

）
済

予
定

有
予

定
無

未
定

　
※

各
都

道
府

県
内

の
市

区
町

村
（
指

定
都

市
、

中
核

市
を

除
く
。

）
の

回
答

を
記

入
し

て
く
だ

さ
い

。
右

の
前

年
度

回
答

状
況

を
確

認
し

齟
齬

が
な

い
よ

う
ご

注
意

く
だ

さ
い

。

都
道

府
県

名
市

区
町

村
名

条
例

の
名

称
制

定
年

月
改

正
等

年
月

対
象

範
囲

U
R

L
※

H
P

等
で

公
表

し
て

い
る

場
合

全
市

区
町

村
数

（
指

定
都

市
、

中
核

市
を

除
く
）

文
化

政
策

の
計

画
等

の
対

象
範

囲
策

定
済

市
区

町
村

合
計

文
化

政
策

の
計

画
等

の
策

定
済

市
区

町
村

文
化

芸
術

基
本

法
第

７
条

の
２

を
踏

ま
え

た
地

方
文

化
芸

術
推

進
基

本
計

画
の

策
定

（
改

定
等

）
予

定
状

況

障
害

者
に

よ
る

文
化

芸
術

活
動

の
推

進
に

関
す

る
計

画
都

道
府

県
名

 文
化

芸
術

基
本

法
を

踏
ま

え
た

「
文

化
政

策
の

た
め

の
条

例
」
の

制
定

（
改

正
等

）
予

定
状

況

文
化

政
策

の
計

画
等

文
化

政
策

の
た

め
の

条
例
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4
. 
芸

術
文

化
経

費
（
令

和
６

年
度

決
算

額
）

（
１

）
　

都
道

府
県

の
芸

術
文

化
経

費
（
単

位
：
千

円
）

（
２

）
　

市
区

町
村

（
指

定
都

市
、

中
核

市
を

除
く
。

）
の

芸
術

文
化

経
費

（
単

位
：
千

円
）

国
支

出
金

(a
)

都
道

府
県

支
出

額
(b

)

国
支

出
金

（
c
）

都
道

府
県

支
出

額
(d

)

国
支

出
金

(e
)

都
道

府
県

支
出

額
(f
)

国
支

出
金

(a
)+

(c
)+

(e
）

都
道

府
県

支
出

額
(b

)+
(d

)+
(f
)

国
支

出
金

(ｱ
)

都
道

府
県

支
出

金
(ｲ

)

市
区

町
村

支
出

額
(ｳ

)

国
支

出
金

(ｴ
)

都
道

府
県

支
出

金
(ｵ

)

市
区

町
村

支
出

額
(ｶ

)

国
支

出
金

(ｷ
)

都
道

府
県

支
出

金
(ｸ

)

市
区

町
村

支
出

額
(ｹ

)

国
支

出
金

(ｱ
)+

(ｴ
)+

(ｷ
)

都
道

府
県

支
出

金
(ｲ

)+
(ｵ

)+
(ｸ

)

市
区

町
村

支
出

額
(ｳ

)+
(ｶ

)+
(ｹ

)

教
育

委
員

会
0

0
0

0
0

0
教

育
委

員
会

0
0

0
0

0
0

0

首
長

部
局

0
0

0
0

0
0

首
長

部
局

0
0

0
0

0
0

0

合
計

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

合
計

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

前
年

度
決

算
額

増
減

率
-

　
※

各
都

道
府

県
内

の
市

区
町

村
（
指

定
都

市
、

中
核

市
を

除
く
。

）
の

回
答

・
集

計
結

果
を

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。
前

年
度

決
算

額
増

減
率

-

5
. 
文

化
財

保
護

経
費

（
令

和
６

年
度

決
算

額
）

（
１

）
　

都
道

府
県

の
文

化
財

保
護

経
費

　
（
単

位
：
千

円
）

保
存

●
活

用
★

保
存

●
活

用
★

う
ち

民
間

向
け

う
ち

民
間

向
け

う
ち

民
間

向
け

う
ち

民
間

向
け

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

前
年

度
決

算
額

増
減

率
-

（
２

）
　

市
区

町
村

（
指

定
都

市
、

中
核

市
を

除
く
。

）
の

文
化

財
保

護
経

費
（
単

位
：
千

円
）

保
存

●
活

用
★

保
存

●
活

用
★

う
ち

民
間

向
け

う
ち

民
間

向
け

う
ち

民
間

向
け

う
ち

民
間

向
け

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

　
※

各
都

道
府

県
内

の
市

区
町

村
（
指

定
都

市
、

中
核

市
を

除
く
。

）
の

回
答

・
集

計
結

果
を

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。
前

年
度

決
算

額
増

減
率

-

合
計

合
計

国
指

定
文

化
財

等
保

存
・

活
用

事
業

経
費

(ｱ
)+

(ｲ
)+

(ｳ
)+

(ｴ
)+

(ｵ
)+

(ｶ
)

地
方

公
共

団
体

指
定

文
化

財
等

保
存

・
活

用
事

業
経

費
(ｷ

)+
(ｸ

)

国
・
地

方
公

共
団

体
指

定
文

化
財

等
保

護
管

理
経

費
等

(ｹ
)+

(ｺ
)+

(ｻ
)

重
要

文
化

財
等

(ｱ
)+

(ｲ
)+

(ｳ
)

埋
蔵

文
化

財
(ｴ

)+
(ｵ

)+
(ｶ

)
国

支
出

金
(ｱ

)

都
道

府
県

支
出

額
(ｲ

)

市
区

町
村

支
出

額
(ｳ

)
=
●

+
★

国
支

出
金

(ｴ
)

都
道

府
県

支
出

額
(ｵ

)

市
区

町
村

支
出

額
(ｶ

)

都
道

府
県

支
出

額
(ｷ

)

市
区

町
村

支
出

額
(ｸ

)
=
●

+
★

財
源

内
訳

財
源

内
訳

国
支

出
金

(ｹ
)

都
道

府
県

支
出

額
(ｺ

)

市
区

町
村

支
出

額
(ｻ

)

都
道

府
県

国
指

定
文

化
財

等
保

存
・

活
用

事
業

経
費

(a
)+

(b
)+

(c
)+

(d
)

地
方

公
共

団
体

指
定

文
化

財
等

保
存

・
活

用
事

業
費

(e
)

国
・
地

方
公

共
団

体
指

定
文

化
財

等
保

護
管

理
経

費
等

(f
)+

(g
)

重
要

文
化

財
等

(a
)+

(b
)

埋
蔵

文
化

財
(c

)+
(d

)
国

支
出

金
(a

)

都
道

府
県

支
出

額
(b

)
=
●

+
★

国
支

出
金

(c
)

都
道

府
県

支
出

額
(d

)

都
道

府
県

支
出

額
(e

)
=
●

+
★

財
源

内
訳

財
源

内
訳

都
道

府
県

国
支

出
金

(ｱ
)+

(ｴ
)+

(ｹ
)

都
道

府
県

支
出

額
(ｲ

)+
(ｵ

)+
(ｷ

)+
(ｺ

)

市
区

町
村

支
出

額
(ｳ

)+
(ｶ

)+
(ｸ

)+
(ｻ

)

都
道

府
県

部
署

芸
術

文
化

事
業

費
(ｱ

)+
(ｲ

)+
(ｳ

)

市
区

町
村

立
文

化
施

設
経

費
(ｴ

)+
(ｵ

)+
(ｶ

)

市
区

町
村

立
文

化
施

設
建

設
費

(ｷ
)+

(ｸ
)+

(ｹ
)

財
源

内
訳

財
源

内
訳

財
源

内
訳

財
源

内
訳

財
源

内
訳

財
源

内
訳

国
支

出
金

(f
)

都
道

府
県

支
出

額
(g

)

国
支

出
金

(a
)+

(c
)+

(f
)

都
道

府
県

支
出

額
(b

)+
(d

)+
(e

)+
(g

)

都
道

府
県

用

都
道

府
県

名

都
道

府
県

部
署

前
年

度
決

算
額

か
ら

大
幅

な
増

減
(5

0
%
以

上
)が

あ
っ

た
場

合
そ

の
主

な
要

因

前
年

度
決

算
額

か
ら

大
幅

な
増

減
(5

0
%
以

上
)が

あ
っ

た
場

合
そ

の
主

な
要

因

芸
術

文
化

事
業

費
(a

)+
(b

)

都
道

府
県

立
文

化
施

設
経

費
(c

)+
(d

)

都
道

府
県

立
文

化
施

設
建

設
費

(e
)+

(f
)

財
源

内
訳

合
計

財
源

内
訳

財
源

内
訳

財
源

内
訳

財
源

内
訳

財
源

内
訳

財
源

内
訳

財
源

内
訳

合
計

⽔
⾊
セ
ル
：
⾃
動
⼊
⼒

オ
レ
ン
ジ
⾊
セ
ル
：
参
考
（
⾃
動
⼊
⼒
）

★
⽔
⾊
セ
ル
は
直
接
⼊
⼒
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。

★
⾦
額
が
「
0円

」
の
場
合
は
、
空
欄
に
は
せ

ず
、
「
0」

と
必
ず
記
⼊
し
て
く
だ
さ
い
。

★
表
を
崩
し
た
り
、
⼊
っ
て
い
る
関
数
を
触
ら

な
い
よ
う
に
お
願
い
い
た
し
ま
す
。
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＜
都

道
府

県
用

＞
 

1 

≪
 

記
入

要
領

 
≫

 

 
様

 
式

 
１

 
 

１
．

 本
調

査
に

係
る

連
絡

先
 

 

①
 

都
道

府
県

名
を

選
択

し
て

く
だ

さ
い

（
直

接
入

力
し

な
い

で
く
だ

さ
い

）
。

こ
の

選
択

に
よ

り
、

こ
れ

以
降

の
「
都

道
府

県
名

」
欄

に
自

動
で

都
道

府
県

名
が

入
力

さ
れ

ま
す

。

ま
た

、
こ

の
選

択
に

伴
い

、
前

年
度

の
条

例
制

定
状

況
等

の
デ

ー
タ

も
参

考
表

示
さ

れ
ま

す
の

で
、

前
年

度
の

状
況

を
確

認
し

齟
齬

が
な

い
よ

う
に

回
答

し
て

く
だ

さ
い

。
 

②
 

担
当

部
署

（
部

局
等

名
及

び
課

室
等

名
）
に

つ
い

て
は

、
省

略
せ

ず
記

載
し

て
く
だ

さ
い

（
例

：
○

○
局

○
○

部
○

○
課

、
教

育
委

員
会

○
○

部
○

○
課

）
。

記
入

内
容

を

そ
の

ま
ま

冊
子

版
報

告
書

送
付

時
の

宛
先

部
署

名
と

さ
せ

て
い

た
だ

き
ま

す
。

 

③
 

本
調

査
の

担
当

者
１

名
の

必
要

事
項

を
記

入
し

て
く
だ

さ
い

。
（
担

当
者

が
複

数
名

と
な

る
場

合
は

、
窓

口
と

な
る

１
名

の
み

を
記

入
し

て
く
だ

さ
い

。
）
 

④
 

E
-
m

ai
lア

ド
レ

ス
は

、
今

後
の

集
計

結
果

の
確

認
依

頼
等

及
び

次
年

度
の

照
会

の
送

付
先

と
な

り
ま

す
の

で
、

見
落

と
し

が
な

い
ア

ド
レ

ス
（
可

能
で

あ
れ

ば
組

織
ア

ド
レ

ス
）
を

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。
 

⑤
 

ご
回

答
い

た
だ

い
た

住
所

宛
に

冊
子

版
の

報
告

書
を

送
付

い
た

し
ま

す
。

 

 
 

①
 

②
 

③
 

④
 

➄
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＜
都

道
府

県
用

＞
 

2 

２
．

 文
化

行
政

担
当

部
署

 

 

①
 

令
和

７
年

1
0

月
１

日
現

在
に

お
け

る
次

の
担

当
部

署
に

つ
い

て
、

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。
な

お
、

文
化

行
政

区
分

は
次

の
通

り
で

す
。

 

文
化

政
策

全
般

 
文

化
政

策
全

般
の

と
り

ま
と

め
部

署
。

文
化

政
策

に
関

す
る

基
本

計
画

の
策

定
な

ど
、

地
方

公
共

団
体

の
文

化
政

策
全

般
に

関
す

る
と

り

ま
と

め
等

を
担

当
す

る
部

署
。

 

芸
術

文
化

 
芸

術
文

化
の

主
な

所
管

部
署

。
芸

術
文

化
の

主
な

所
管

部
署

と
は

、
芸

術
（
美

術
、

音
楽

、
演

劇
、

舞
踊

、
文

学
、

写
真

等
）
、

メ
デ

ィ
ア

芸

術
（
映

画
、

漫
画

、
ア

ニ
メ

ー
シ

ョ
ン

等
）
、

伝
統

芸
能

（
雅

楽
、

能
楽

、
文

楽
、

歌
舞

伎
、

組
踊

等
）
、

芸
能

（
講

談
、

落
語

、
浪

曲
、

漫
談

、
漫

才
、

歌
唱

等
）
、

生
活

文
化

（
茶

道
、

華
道

、
書

道
、

食
文

化
等

）
及

び
国

民
娯

楽
（
囲

碁
、

将
棋

等
）
等

の
芸

術
文

化
を

担
当

す
る

部
署

。
 

文
化

財
保

護
※

 
文

化
財

保
護

の
主

な
所

管
部

署
。

 

国
際

文
化

交
流

 
国

際
文

化
交

流
の

主
な

所
管

部
署

。
 

博
物

館
※

 
博

物
館

の
主

な
所

管
部

署
。

博
物

館
の

主
な

所
管

部
署

と
は

、
博

物
館

法
（
昭

和
2
6

年
法

律
第

2
8
5

号
）
第

２
条

第
２

項
の

「
公

立
博

物

館
」
を

担
当

す
る

部
署

を
い

う
。

（
博

物
館

専
属

の
所

管
で

は
な

く
、

そ
の

他
の

事
務

内
容

を
含

ん
で

い
て

も
よ

い
。

）
 

「
設

置
等

」
・
・
・
地

方
教

育
行

政
の

組
織

及
び

運
営

に
関

す
る

法
律

（
昭

和
3
1

年
法

律
第

1
6
2

号
）
第

2
1

条
第

１
号

及
び

第
2
3

条
第

１

項
に

規
定

す
る

「
設

置
、

管
理

及
び

廃
止

に
関

す
る

こ
と

」
の

博
物

館
関

連
事

務
 

「
登

録
等

」
・
・
・
博

物
館

法
（
昭

和
2
6

年
法

律
第

2
8
5

号
）
第

1
1

条
の

「
登

録
」
関

連
事

業
 

障
害

者
文

化
芸

術
 

障
害

者
文

化
芸

術
の

主
な

所
管

部
署

。
 

 

 ②
  

 
①

    

③
    

④
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②
 

担
当

部
署

名
は

、
「
部

局
等

名
」
及

び
「
課

室
等

名
」
を

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。
教

育
委

員
会

と
知

事
部

局
の

双
方

で
所

管
し

て
い

る
場

合
は

、
各

欄
に

部
署

名
を

、
担

当
部

署
が

複
数

あ
る

場
合

は
、

複
数

の
部

署
名

を
記

入
し

て
く
だ

さ
い

。
障

害
者

文
化

芸
術

に
つ

い
て

は
、

文
化

政
策

部
門

及
び

障
害

者
福

祉
部

門
の

双
方

で
所

管
し

て
い

る
場

合
は

そ
れ

ぞ
れ

の
部

署
名

を
、

い
ず

れ
か

で
所

管
し

て
い

る
場

合
は

該
当

す
る

部
門

の
部

署
名

を
記

入
し

て
く
だ

さ
い

。
（
文

化
政

策
部

門
で

障
害

者
文

化
芸

術
を

所
管

す
る

場
合

は
文

化
政

策
部

門
に

当
該

部
署

名
を

、
ま

た
、

障
害

者
福

祉
部

門
で

障
害

者
文

化
芸

術
を

所
管

す
る

場
合

は
障

害
者

福
祉

部
門

に
当

該
部

署
名

を
記

入
し

て
く
だ

さ
い

。
）
 

③
 

文
化

財
保

護
及

び
博

物
館

の
担

当
部

署
に

つ
い

て
、

条
例

制
定

（
改

正
等

）
（
※

）
や

条
例

等
に

基
づ

く
委

任
・
補

助
執

行
に

よ
り

知
事

部
局

に
お

い
て

担
当

し
て

い
る

場

合
は

、
教

育
委

員
会

の
欄

で
は

な
く
、

知
事

部
局

の
欄

へ
担

当
部

署
を

記
入

の
う

え
、

条
例

制
定

（
改

正
等

）
・
委

任
・補

助
執

行
の

別
を

プ
ル

ダ
ウ

ン
か

ら
選

択
し

て
く
だ

さ
い

。
な

お
、

条
例

制
定

（
改

正
等

）
に

よ
り

知
事

部
局

へ
移

管
し

た
場

合
は

、
条

例
制

定
（
改

正
等

）
年

月
も

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。
（
条

例
改

定
・
事

務
委

任
・
補

助
執

行

の
別

が
不

明
だ

が
、

知
事

部
局

に
移

管
し

て
い

る
場

合
の

み
、

「
不

明
」
を

選
択

し
て

く
だ

さ
い

。
）
 

④
 

条
例

制
定

（
改

正
等

）
等

に
よ

る
知

事
部

局
へ

の
移

管
予

定
の

有
無

 

次
に

該
当

す
る

都
道

府
県

の
み

移
管

予
定

の
有

無
を

プ
ル

ダ
ウ

ン
か

ら
選

択
し

て
く
だ

さ
い

。
「
有

」
を

選
択

し
た

場
合

は
、

予
定

時
期

を
記

入
し

て
く
だ

さ
い

。
 

・
文

化
財

保
護

担
当

部
署

が
教

育
委

員
会

、
ま

た
は

委
任

・
補

助
執

行
に

よ
り

知
事

部
局

と
な

っ
て

い
る

都
道

府
県

 

・
博

物
館

の
「
設

置
等

」
を

担
当

す
る

部
署

が
教

育
委

員
会

、
ま

た
は

委
任

・
補

助
執

行
に

よ
り

知
事

部
局

と
な

っ
て

い
る

都
道

府
県

（
条

例
制

定
に

よ
り

首
長

部
局

に

移
管

す
る

予
定

が
あ

る
か

ど
う

か
を

選
択

し
て

く
だ

さ
い

。
）
 

・
博

物
館

の
「
登

録
等

」
を

担
当

す
る

部
署

が
教

育
委

員
会

と
な

っ
て

い
る

都
道

府
県

（
委

任
・
補

助
執

行
に

よ
り

首
長

部
局

に
移

管
す

る
予

定
が

あ
る

か
ど

う
か

を
選

択
し

て
く
だ

さ
い

。
）
 

 
 

※
条

例
制

定
（
改

正
等

）
と

は
 

文
化

財
保

護
に

お
い

て
は

、
文

化
財

保
護

法
及

び
地

方
教

育
行

政
の

組
織

及
び

運
営

に
関

す
る

法
律

の
一

部
を

改
正

す
る

法
律

（
平

成
3
0

年

法
律

第
4
2

号
）
を

受
け

た
も

の
の

こ
と

を
指

し
、

博
物

館
に

お
い

て
は

、
地

域
の

自
主

性
及

び
自

立
性

を
高

め
る

た
め

の
改

革
の

推
進

を
図

る
た

め
の

関
係

法
律

の
整

備
に

関
す

る
法

律
（
令

和
元

年
法

律
第

2
6

号
）
（
第

９
次

地
方

分
権

一
括

法
）
を

受
け

、
公

立
博

物
館

の
設

置
・
運

営
等

に

関
す

る
業

務
を

首
長

部
局

に
移

管
し

て
い

る
ケ

ー
ス

を
指

し
ま

す
。

な
お

、
博

物
館

の
「
登

録
等

」
に

つ
い

て
は

、
条

例
制

定
（
改

正
等

）
に

よ
る

首
長

部
局

へ
の

移
管

が
認

め
ら

れ
て

い
な

い
た

め
、

プ
ル

ダ
ウ

ン
に

「
条

例
制

定
（
改

正
等

）
」
の

選
択

肢
は

あ
り

ま
せ

ん
。
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３
．

文
化

政
策

の
た

め
の

条
例

制
定

、
文

化
政

策
の

計
画

等
策

定
等

の
状

況
 

令
和

７
年

１
０

月
１

日
現

在
に

お
け

る
「
文

化
政

策
の

た
め

の
条

例
」
「
文

化
政

策
の

計
画

等
」
等

の
制

定
（
策

定
）
等

の
状

況
に

つ
い

て
、

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。
 

（
１

）
 文

化
政

策
の

た
め

の
条

例
の

策
定

状
況

  
①

 

 
 

①
 

「
文

化
政

策
の

た
め

の
条

例
」
と

は
、

地
方

公
共

団
体

に
お

け
る

文
化

政
策

全
般

に
つ

い
て

規
定

す
る

条
例

を
意

味
し

ま
す

。
（
基

金
に

関
す

る
条

例
、

文
化

施
設

等
の

管
理

運
営

に
関

す
る

条
例

、
文

化
財

保
護

関
係

条
例

な
ど

は
除

き
ま

す
。

）
 

②
 

条
例

の
有

無
を

プ
ル

ダ
ウ

ン
か

ら
選

択
く
だ

さ
い

。
（
下

部
に

前
年

度
の

回
答

状
況

が
自

動
入

力
さ

れ
ま

す
の

で
参

考
に

し
て

く
だ

さ
い

。
ま

た
詳

細
な

回
答

内
容

は
前

年
度

報
告

書
（
h
tt

ps
:/

/
w

w
w

.b
u
n
ka

.g
o
.jp

/
to

ke
i_
h
ak

u
sh

o
_s

h
u
pp

an
/
to

ke
ic

h
o
sa

/
ch

ih
o
_b

u
nk

ag
yo

se
i/

pd
f/

94
24

18
01

_0
1
.p

df
）
を

参
照

く
だ

さ
い

。
）
該

当
す

る

条
例

が
複

数
あ

る
場

合
は

２
行

目
以

降
も

使
用

し
て

く
だ

さ
い

。
 

＜
③

～
⑤

は
条

例
が

あ
る

場
合

の
み

＞
 

③
 

条
例

名
、

制
定

年
月

、
改

正
等

年
月

（
該

当
あ

る
場

合
）
を

記
入

く
だ

さ
い

。
な

お
、

年
月

は
和

暦
で

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。
（
例

：
平

成
○

年
△

月
）
ま

た
、

改
正

等
年

月
に

つ
い

て
は

最
新

の
も

の
を

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。
 

例
）
平

成
2
1

年
３

月
１

日
に

制
定

、
平

成
25

年
３

月
1
5

日
及

び
平

成
30

年
３

月
2
0

日
に

改
正

：
→

制
定

年
月

：
「
平

成
21

年
３

月
」
、

改
正

等
年

月
：
「
平

成
30

年
３

月
」 

④
 

条
例

の
対

象
範

囲
を

プ
ル

ダ
ウ

ン
か

ら
選

択
し

て
く
だ

さ
い

。
な

お
、

「
2
.文

化
芸

術
関

連
施

策
」
と

は
、

観
光

、
ま

ち
づ

く
り

、
国

際
交

流
、

教
育

、
福

祉
、

産
業

そ
の

他
の

文
化

芸
術

に
関

連
す

る
分

野
に

お
け

る
施

策
を

意
味

し
ま

す
。

 

⑤
 

条
例

が
H

P
等

で
公

開
さ

れ
て

い
る

場
合

は
、

そ
の

U
R

L
を

回
答

く
だ

さ
い

。
（
非

公
開

の
場

合
は

入
力

不
要

）
 

⑥
 

「
文

化
芸

術
基

本
法

を
踏

ま
え

た
「
文

化
政

策
の

た
め

の
条

例
」
の

制
定

（
改

正
等

）
予

定
状

況
」
は

予
定

の
有

無
を

プ
ル

ダ
ウ

ン
か

ら
選

択
し

て
く
だ

さ
い

。
②

条
例

の

有
無

、
④

対
象

範
囲

に
関

わ
ら

ず
、

必
ず

回
答

し
て

く
だ

さ
い

。
ま

た
、

「
有

」
を

選
択

し
た

場
合

は
制

定
（
改

正
等

）
予

定
時

期
を

和
暦

で
記

入
し

て
く
だ

さ
い

。
（
例

：
令

和

●
年

▲
月

、
令

和
■

年
度

等
）
 

    

②
 

 ③
 

④
 

⑤
 

 
⑥
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（
２

）
 文

化
政

策
の

計
画

等
の

策
定

状
況

（
文

化
芸

術
振

興
基

本
法

施
行

（
平

成
1
3

年
1
2

月
７

日
）
以

降
に

策
定

さ
れ

た
も

の
）
 

①
 

 

①
 

「
文

化
政

策
の

計
画

等
」
と

は
、

地
方

公
共

団
体

に
お

け
る

文
化

政
策

全
般

、
市

民
や

文
化

団
体

に
よ

る
芸

術
文

化
振

興
に

つ
い

て
規

定
す

る
計

画
、

指
針

等
を

意
味

し
ま

す
。

（
計

画
、

指
針

、
ビ

ジ
ョ

ン
、

プ
ラ

ン
、

方
針

、
構

想
、

大
綱

、
指

針
等

、
名

称
は

問
い

ま
せ

ん
。

）
文

化
芸

術
振

興
基

本
法

施
行

（
平

成
1
3

年
12

月
７

日
）
以

降

に
策

定
さ

れ
た

も
の

に
つ

い
て

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。
（
た

だ
し

、
同

法
の

施
行

前
に

策
定

さ
れ

た
も

の
で

あ
っ

て
も

、
「
文

化
芸

術
振

興
基

本
法

の
一

部
を

改
正

す
る

法

律
」
（
平

成
29

年
法

律
第

7
3

号
）
に

よ
る

改
正

後
の

文
化

芸
術

基
本

法
を

踏
ま

え
て

当
該

計
画

等
が

改
定

さ
れ

て
い

る
場

合
は

対
象

と
し

ま
す

。
）
な

お
、

「
総

合
計

画

（
ま

ち
づ

く
り

計
画

や
生

涯
学

習
計

画
等

）
の

中
に

文
化

芸
術

に
関

す
る

章
や

項
を

含
ん

で
い

る
も

の
」
に

つ
い

て
は

対
象

と
せ

ず
、

「
主

と
し

て
文

化
振

興
を

扱
っ

て
い

る
も

の
」
を

対
象

と
し

て
く
だ

さ
い

。
 

②
 

計
画

等
の

有
無

を
プ

ル
ダ

ウ
ン

か
ら

選
択

く
だ

さ
い

。
（
下

部
に

前
年

度
の

回
答

状
況

が
自

動
入

力
さ

れ
ま

す
の

で
参

考
に

し
て

く
だ

さ
い

。
ま

た
詳

細
な

回
答

内
容

は

前
年

度
報

告
書

（
h
tt

ps
:/

/
w

w
w

.b
u
n
ka

.g
o
.jp

/
to

ke
i_
h
ak

u
sh

o
_s

h
u
pp

an
/
to

ke
ic

h
o
sa

/
ch

ih
o
_b

un
ka

gy
o
se

i/
pd

f/
94

24
18

01
_0

1.
pd

f）
を

参
照

く
だ

さ
い

。
）
該

当
す

る
計

画
が

複
数

あ
る

場
合

は
２

行
目

以
降

も
使

用
し

て
く
だ

さ
い

。
 

＜
③

～
⑥

は
計

画
等

が
あ

る
場

合
の

み
＞

 

③
 

計
画

等
名

、
策

定
年

月
、

改
定

等
年

月
（
該

当
あ

る
場

合
）
を

記
入

く
だ

さ
い

。
な

お
、

年
月

は
和

暦
で

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。
（
例

：
平

成
○

年
△

月
）
ま

た
、

改
定

等
年

月

に
つ

い
て

は
最

新
の

も
の

を
記

入
し

て
く
だ

さ
い

。
 

例
）
平

成
2
1

年
３

月
１

日
に

策
定

し
、

平
成

2
5

年
３

月
15

日
及

び
平

成
3
0

年
３

月
20

日
に

改
定

し
た

場
合

： 

→
策

定
年

月
は

「
平

成
21

年
３

月
」
、

改
定

等
年

月
は

「
平

成
30

年
３

月
」
と

記
入

。
 

④
 

計
画

期
間

は
、

「
○

年
間

」
の

よ
う

に
記

載
し

て
く
だ

さ
い

。
期

間
の

定
め

が
な

い
場

合
は

、
「
特

に
な

し
」
と

記
載

し
て

く
だ

さ
い

。
 

⑤
 

計
画

等
の

対
象

範
囲

を
プ

ル
ダ

ウ
ン

か
ら

選
択

し
て

く
だ

さ
い

。
な

お
、

「
2
.文

化
芸

術
関

連
施

策
」
と

は
、

観
光

、
ま

ち
づ

く
り

、
国

際
交

流
、

教
育

、
福

祉
、

産
業

そ
の

他

の
文

化
芸

術
に

関
連

す
る

分
野

に
お

け
る

施
策

を
意

味
し

ま
す

。
 

⑥
 

計
画

等
が

H
P

等
で

公
開

さ
れ

て
い

る
場

合
は

、
そ

の
U

R
L

を
回

答
く
だ

さ
い

。
（
非

公
開

の
場

合
は

入
力

不
要

）
 

⑦
 

文
化

芸
術

基
本

法
（
平

成
2
9

年
６

月
公

布
・
施

行
）
第

７
条

の
２

を
受

け
、

国
が

策
定

す
る

文
化

芸
術

推
進

基
本

計
画

（
平

成
3
0

年
３

月
６

日
閣

議
決

定
）
を

踏
ま

え
た

地
方

文
化

芸
術

推
進

基
本

計
画

の
策

定
（
改

定
等

）
予

定
に

つ
い

て
プ

ル
ダ

ウ
ン

か
ら

選
択

し
て

く
だ

さ
い

。
②

計
画

等
の

有
無

、
⑤

計
画

等
の

対
象

範
囲

に
関

わ
ら

ず
、

必
ず

回
答

し
て

く
だ

さ
い

。
ま

た
、

「
有

」
を

選
択

し
た

場
合

は
策

定
（
改

定
等

）
予

定
時

期
を

和
暦

で
記

入
し

て
く
だ

さ
い

。
（
例

：
令

和
●

年
▲

月
、

令
和

■
年

度
等

） 

②
 

③
 

④
 

⑤
 

 
⑥

 
➆
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 （
３

）
 障

害
者

に
よ

る
文

化
芸

術
活

動
の

推
進

に
関

す
る

計
画

の
策

定
状

況
 

①
 

 

①
 

「
障

害
者

に
よ

る
文

化
芸

術
活

動
の

推
進

に
関

す
る

計
画

」
と

は
、

「
障

害
者

に
よ

る
文

化
芸

術
活

動
の

推
進

に
関

す
る

法
律

（
平

成
3
0

年
法

律
第

4
7

号
）
」
第

８
条

を

踏
ま

え
て

地
方

公
共

団
体

が
策

定
し

た
計

画
を

指
し

ま
す

。
な

お
、

「
障

害
者

に
よ

る
文

化
芸

術
活

動
の

推
進

に
関

す
る

計
画

」
を

含
む

複
数

の
計

画
を

ま
と

め
た

計
画

を
策

定
し

て
い

る
場

合
（
文

化
政

策
の

計
画

等
や

障
害

者
等

に
関

す
る

計
画

の
一

部
と

し
て

策
定

し
て

い
る

場
合

な
ど

）
も

含
み

ま
す

。
回

答
に

あ
た

っ
て

は
、

障
害

福

祉
等

関
係

部
署

に
も

ご
確

認
を

お
願

い
し

ま
す

。
 

②
 

計
画

の
有

無
を

プ
ル

ダ
ウ

ン
か

ら
選

択
く
だ

さ
い

。
（
下

部
に

前
年

度
の

回
答

状
況

が
自

動
入

力
さ

れ
ま

す
の

で
参

考
に

し
て

く
だ

さ
い

。
ま

た
詳

細
な

回
答

内
容

は
前

年
度

報
告

書
（
h
tt

ps
:/

/
w

w
w

.b
u
n
ka

.g
o
.jp

/
to

ke
i_
h
ak

u
sh

o
_s

h
u
pp

an
/
to

ke
ic

h
o
sa

/
ch

ih
o
_b

u
nk

ag
yo

se
i/

pd
f/

94
24

18
01

_0
1
.p

df
）
を

参
照

く
だ

さ
い

。
 

該
当

す
る

計
画

が
複

数
あ

る
場

合
は

２
行

目
以

降
も

使
用

し
て

く
だ

さ
い

。
 

＜
③

～
⑥

は
計

画
が

あ
る

場
合

の
み

＞
 

③
 

計
画

名
、

策
定

年
月

、
改

定
等

年
月

（
該

当
あ

る
場

合
）
を

記
入

く
だ

さ
い

。
な

お
、

年
月

は
和

暦
で

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。
（
例

：
平

成
○

年
△

月
）
ま

た
、

改
定

等
年

月
に

つ
い

て
は

最
新

の
も

の
を

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。
「
障

害
者

に
よ

る
文

化
芸

術
活

動
の

推
進

に
関

す
る

計
画

」
を

含
む

複
数

の
計

画
を

ま
と

め
た

計
画

を
策

定
し

て
い

る

場
合

は
、

「
計

画
の

名
称

」
に

は
全

体
の

計
画

の
名

称
を

記
載

し
、

「
策

定
年

月
」
に

は
「
障

害
者

に
よ

る
文

化
芸

術
活

動
の

推
進

に
関

す
る

計
画

」
が

初
め

て
策

定
さ

れ

た
（
盛

り
込

ま
れ

た
）
年

月
を

記
載

し
て

く
だ

さ
い

。
 

例
）
平

成
2
1

年
３

月
に

策
定

し
た

「
○

○
県

文
化

芸
術

推
進

計
画

」
に

つ
い

て
、

令
和

２
年

３
月

の
改

定
時

に
新

た
に

「
障

害
者

に
よ

る
文

化
芸

術
活

動
の

推
進

に
関

す
る

計
画

」
を

盛
り

込
み

、
計

画
期

間
５

年
（
５

年
後

に
改

定
予

定
）
と

し
て

改
定

し
た

場
合

。
 

→
策

定
年

月
は

「
令

和
２

年
３

月
」
、

改
定

等
年

月
は

「
－

」
、

計
画

期
間

は
「
５

年
間

」
、

計
画

の
位

置
づ

け
は

「
②

文
化

政
策

の
計

画
等

の
一

部
」
、

策
定

（
改

定
等

）
予

定

②
 

③
 

④
 

⑤
 

⑦
 

⑥
 

【
参

考
】
文

化
芸

術
基

本
法

第
７

条
の

２
（
一

部
抜

粋
）
 

都
道

府
県

及
び

市
（
特

別
区

を
含

む
。

第
三

十
七

条
に

お
い

て
同

じ
。

）
町

村
の

教
育

委
員

会
（
地

方
教

育
行

政
の

組
織

及
び

運
営

に
関

す
る

法
律

（
昭

和
三

十
一

年
法

律
第

百
六

十
二

号
）
第

二
十

三
条

第
一

項
の

条
例

の
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
り

そ
の

長
が

文
化

に
関

す
る

事
務

（
文

化
財

の
保

護
に

関
す

る
事

務
を

除
く
。

）
を

管
理

し
，

及
び

執
行

す

る
こ

と
と

さ
れ

た
地

方
公

共
団

体
（
次

項
に

お
い

て
「
特

定
地

方
公

共
団

体
」
と

い
う

。
）
に

あ
っ

て
は

，
そ

の
長

）
は

，
文

化
芸

術
推

進
基

本
計

画
を

参
酌

し
て

，
そ

の
地

方
の

実

情
に

即
し

た
文

化
芸

術
の

推
進

に
関

す
る

計
画

（
次

項
及

び
第

三
十

七
条

に
お

い
て

「
地

方
文

化
芸

術
推

進
基

本
計

画
」
と

い
う

。
）
を

定
め

る
よ

う
努

め
る

も
の

と
す

る
。
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の
有

無
は

「
有

」
、

予
定

時
期

は
「
令

和
７

年
３

月
」
と

記
載

。
 

④
 

「
計

画
期

間
」
に

つ
い

て
は

、
「
○

年
間

」
の

よ
う

に
記

載
し

て
く
だ

さ
い

。
期

間
の

定
め

が
な

い
場

合
は

「
特

に
な

し
」
と

記
載

し
て

く
だ

さ
い

。
 

⑤
 

「
計

画
の

位
置

づ
け

」
を

プ
ル

ダ
ウ

ン
か

ら
選

択
し

て
く
だ

さ
い

。
「
２

.文
化

政
策

の
計

画
等

の
一

部
」
と

は
、

（
２

）
の

文
化

政
策

の
計

画
等

の
一

部
に

、
障

害
者

に
よ

る

文
化

芸
術

活
動

の
推

進
に

関
す

る
計

画
を

位
置

付
け

る
場

合
を

意
味

し
ま

す
。

こ
の

場
合

、
「
計

画
の

名
称

」
に

は
（
２

）
に

記
載

し
た

計
画

の
名

称
を

記
載

し
て

く
だ

さ

い
。

「
３

.障
害

者
等

に
関

す
る

計
画

の
一

部
」
と

は
、

障
害

者
等

に
関

す
る

計
画

の
一

部
に

位
置

付
け

る
場

合
を

意
味

し
ま

す
。

２
.３

.い
ず

れ
の

場
合

も
、

③
の

「
策

定

年
月

」
に

は
障

害
者

に
よ

る
文

化
芸

術
活

動
の

推
進

に
関

す
る

計
画

が
初

め
て

策
定

さ
れ

た
（
盛

り
込

ま
れ

た
）
年

月
を

記
載

し
て

く
だ

さ
い

。
 

⑥
 

計
画

等
が

H
P

等
で

公
開

さ
れ

て
い

る
場

合
は

、
そ

の
U

R
L

を
回

答
く
だ

さ
い

。
（
非

公
開

の
場

合
は

入
力

不
要

）
 

⑦
 

障
害

者
に

よ
る

文
化

芸
術

活
動

の
推

進
に

関
す

る
法

律
（
平

成
3
0

年
法

律
第

4
7

号
）
第

８
条

を
踏

ま
え

た
、

障
害

者
に

よ
る

文
化

芸
術

活
動

の
推

進
に

関
す

る
計

画

の
策

定
（
改

定
等

）
予

定
に

つ
い

て
プ

ル
ダ

ウ
ン

か
ら

選
択

し
て

く
だ

さ
い

。
②

の
計

画
の

有
無

に
関

わ
ら

ず
、

必
ず

回
答

し
て

く
だ

さ
い

。
ま

た
、

「
有

」
を

選
択

し
た

場
合

は
策

定
（
改

定
等

）
予

定
時

期
を

和
暦

で
記

入
し

て
く
だ

さ
い

。
（
例

：
令

和
●

年
▲

月
、

令
和

■
年

度
等

）
 

 （
４

）
 域

内
市

区
町

村
（
指

定
都

市
、

中
核

市
を

除
く
。

）
の

文
化

政
策

の
た

め
の

条
例

の
制

定
状

況
 

 

①
 

各
都

道
府

県
内

の
市

区
町

村
（
指

定
都

市
、

中
核

市
を

除
く
。

）
の

回
答

を
記

入
し

て
く
だ

さ
い

。
該

当
す

る
条

例
が

複
数

あ
る

場
合

は
２

行
目

以
降

も
使

用
し

て
く
だ

さ

い
。

 

②
 

別
枠

に
て

前
年

度
の

回
答

状
況

（
制

定
済

自
治

体
の

有
無

）
が

自
動

表
示

さ
れ

ま
す

。
「
有

」
と

表
示

さ
れ

た
場

合
は

、
「
R

6
域

内
市

区
町

村
文

化
条

例
策

定
状

況
」
シ

ー
ト

の
内

容
を

ご
確

認
い

た
だ

き
、

（
前

年
度

回
答

し
た

条
例

が
今

年
度

記
載

さ
れ

て
い

な
い

等
）
前

年
度

回
答

と
の

齟
齬

が
な

い
か

ご
確

認
く
だ

さ
い

。
 

  

【
参

考
】
障

害
者

に
よ

る
文

化
芸

術
活

動
の

推
進

に
関

す
る

法
律

（
抜

粋
）
 

第
８

条
 

地
方

公
共

団
体

は
、

基
本

計
画

を
勘

案
し

て
、

当
該

地
方

公
共

団
体

に
お

け
る

障
害

者
に

よ
る

文
化

芸
術

活
動

の
推

進
に

関
す

る
計

画
を

定
め

る
よ

う
努

め
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

 
 

２
 

地
方

公
共

団
体

は
、

前
項

の
計

画
を

定
め

、
又

は
こ

れ
を

変
更

し
た

と
き

は
、

遅
滞

な
く
、

こ
れ

を
公

表
す

る
よ

う
努

め
る

も
の

と
す

る
。
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（
５

）
域

内
市

区
町

村
（
指

定
都

市
、

中
核

市
を

除
く
。

）
の

文
化

政
策

の
計

画
等

の
策

定
状

況
（
文

化
芸

術
振

興
基

本
法

施
行

（
平

成
1
3

年
1
2

月
７

日
）
以

降
に

策
定

さ
れ

た
も

の
）
 

 

①
 

各
都

道
府

県
内

の
市

区
町

村
（
指

定
都

市
、

中
核

市
を

除
く
。

）
の

回
答

を
記

入
し

て
く
だ

さ
い

。
 

②
 

「
全

市
区

町
村

数
」
に

つ
い

て
は

、
指

定
都

市
及

び
中

核
市

を
除

く
域

内
全

市
区

町
村

数
を

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。
 

③
 

「
文

化
政

策
の

計
画

等
の

策
定

市
区

町
村

数
」
に

つ
い

て
は

、
域

内
市

区
町

村
（
指

定
都

市
、

中
核

市
を

除
く
。

）
か

ら
の

回
答

に
基

づ
き

、
計

画
等

を
策

定
し

て
い

る
市

区
町

村
数

（
指

定
都

市
・
中

核
市

を
除

く
。

）
を

、
対

象
範

囲
別

に
記

入
し

て
く
だ

さ
い

（
合

計
数

は
自

動
計

算
さ

れ
ま

す
）
。

 

④
 

文
化

芸
術

基
本

法
（
平

成
2
9

年
６

月
公

布
・
施

行
）
第

７
条

の
２

を
受

け
、

国
が

策
定

す
る

文
化

芸
術

推
進

基
本

計
画

（
平

成
3
0

年
３

月
６

日
閣

議
決

定
）
を

踏
ま

え
た

地
方

文
化

芸
術

推
進

基
本

計
画

の
策

定
（
改

定
等

）
予

定
に

つ
い

て
、

域
内

市
区

町
村

（
指

定
都

市
、

中
核

市
を

除
く
。

）
か

ら
の

回
答

に
基

づ
き

、
４

つ
の

選
択

肢
そ

れ
ぞ

れ
に

該
当

す
る

市
区

町
村

数
を

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。
な

お
、

４
つ

の
選

択
肢

の
合

計
数

は
、

②
の

全
市

区
町

村
数

と
一

致
す

る
よ

う
に

し
て

く
だ

さ
い

。
 

⑤
 

別
枠

に
て

前
年

度
の

回
答

状
況

（
策

定
（
改

定
等

）
済

の
件

数
）
が

自
動

表
示

さ
れ

ま
す

の
で

今
年

度
回

答
と

前
年

度
回

答
で

齟
齬

（
策

定
済

件
数

が
特

段
の

理
由

な

く
減

少
し

て
い

る
等

）
が

な
い

か
ご

確
認

く
だ

さ
い

。
ま

た
具

体
的

な
回

答
内

容
は

前
年

度
報

告
書

（
h
tt

ps
:/

/
w

w
w

.b
u
n
ka

.g
o
.jp

/
to

ke
i_
h
ak

u
sh

o
_s

h
u
pp

an
/t

o
ke

ic
h
o
sa

/
ch

ih
o
_b

u
nk

ag
yo

se
i/

pd
f/

94
24

18
01

_0
1
.p

df
）
を

参
照

く
だ

さ
い

。
 

 （
６

）
域

内
市

区
町

村
（
指

定
都

市
、

中
核

市
を

除
く
。

）
の

障
害

者
に

よ
る

文
化

芸
術

活
動

の
推

進
に

関
す

る
計

画
の

策
定

状
況

 

 

①
 

障
害

者
に

よ
る

文
化

芸
術

活
動

の
推

進
に

関
す

る
法

律
（
平

成
3
0

年
法

律
第

4
7

号
）
第

８
条

を
踏

ま
え

た
、

障
害

者
に

よ
る

文
化

芸
術

活
動

の
推

進
に

関
す

る
計

画

の
策

定
（
改

定
等

）
状

況
に

つ
い

て
、

域
内

市
区

町
村

（
指

定
都

市
、

中
核

市
を

除
く
。

）
か

ら
の

回
答

に
基

づ
き

、
４

つ
の

選
択

肢
そ

れ
ぞ

れ
に

該
当

す
る

市
区

町
村

数

を
記

入
し

て
く
だ

さ
い

。
な

お
、

４
つ

の
選

択
肢

の
合

計
数

は
、

全
市

区
町

村
数

と
一

致
す

る
よ

う
に

し
て

く
だ

さ
い

。
 

②
 

別
枠

に
て

前
年

度
の

回
答

状
況

（
策

定
（
改

定
等

）
済

の
件

数
）
が

自
動

表
示

さ
れ

ま
す

の
で

今
年

度
回

答
と

前
年

度
回

答
で

齟
齬

（
策

定
済

件
数

が
特

段
の

理
由

な

く
減

少
し

て
い

る
等

）
が

な
い

か
ご

確
認

く
だ

さ
い

。
ま

た
具

体
的

な
回

答
内

容
は

前
年

度
報

告
書

（
h
tt

ps
:/

/
w

w
w

.b
u
n
ka

.g
o
.jp

/
to

ke
i_
h
ak

u
sh

o
_s

h
u
pp

an
/t

o
ke

ic
h
o
sa

/
ch

ih
o
_b

u
nk

ag
yo

se
i/

p
d
f/

94
24

18
01

_0
1
.p

df）
を

参
照

く
だ

さ
い

。
 

 

③
 

②
 

④
 

①
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様

 
式

 
２

 
 

４
．

芸
術

文
化

経
費

 

（
１

）
都

道
府

県
の

芸
術

文
化

経
費

 

 

芸
術

文
化

経
費

に
つ

い
て

、
令

和
６

年
度

決
算

額
を

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。
各

項
目

に
計

上
す

る
経

費
は

、
以

下
の

通
り

で
す

。
 

①
 

芸
術

文
化

事
業

費
 

 

・
 

「
芸

術
文

化
」
と

は
、

芸
術

（
美

術
、

音
楽

、
演

劇
、

舞
踊

、
文

学
、

写
真

等
）
、

メ
デ

ィ
ア

芸
術

（
映

画
、

漫
画

、
ア

ニ
メ

ー
シ

ョ
ン

等
）
、

伝
統

芸
能

（
雅

楽
、

能
楽

、
文

楽
、

歌
舞

伎
、

組
踊

等
）
、

芸
能

（
講

談
、

落
語

、
浪

曲
、

漫
談

、
漫

才
、

歌
唱

等
）
、

生
活

文
化

（
茶

道
、

華
道

、
書

道
、

食
文

化
等

）
及

び
国

民
娯

楽
（
囲

碁
、

将
棋

等
）
等

を

い
い

ま
す

。
 

・
 

「
芸

術
文

化
事

業
費

(a
)(
b)

」
に

は
以

下
の

経
費

を
計

上
し

て
く
だ

さ
い

。
 


 

芸
術

文
化

関
連

事
業

に
係

る
経

費
 

 
（
例

：
芸

術
文

化
振

興
計

画
の

立
案

・
調

査
、

顕
彰

、
指

導
者

養
成

研
修

（
自

治
体

職
員

の
旅

費
を

除
く
。

）
、

芸
術

家
研

修
派

遣
（
国

内
・
海

外
）
、

芸
術

祭
、

高
校

芸

術
文

化
祭

、
舞

台
芸

術
・
美

術
展

巡
回

事
業

、
そ

の
他

芸
術

文
化

事
業

に
係

る
経

費
（
自

治
体

職
員

の
人

件
費

・
旅

費
を

除
く
。

※
会

計
年

度
任

用
職

員
は

、
文

化
に

関
係

す
る

業
務

だ
け

に
従

事
し

て
い

る
の

で
あ

れ
ば

計
上

。
ま

た
、

あ
る

特
定

の
文

化
事

業
を

行
う

た
め

に
、

そ
の

事
業

費
か

ら
雇

わ
れ

た
ア

ル
バ

イ
ト

な
ど

の
人

件
費

も
計

上
。

）
） 

 
＊

都
道

府
県

の
事

業
費

の
み

。
都

道
府

県
が

出
資

し
て

い
る

団
体

（
財

団
等

）
が

行
う

事
業

費
は

含
め

な
い

。
 


 

芸
術

文
化

団
体

等
に

対
す

る
補

助
及

び
委

託
経

費
（
実

行
委

員
会

等
に

対
す

る
補

助
を

含
む

。
）
 

①
 

②
 

③
 

④
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
 

市
町

村
に

対
す

る
補

助
（
文

化
施

設
建

設
費

補
助

を
除

く
。

国
庫

補
助

額
は

含
め

な
い

。
）
 

②
 

都
道

府
県

立
文

化
施

設
経

費
 

 

・
 

「
都

道
府

県
立

文
化

施
設

経
費

(c
)(
d)

」
に

は
、

文
化

施
設

（
文

化
会

館
、

美
術

館
等

）
の

管
理

運
営

の
た

め
に

都
道

府
県

が
支

出
す

る
経

費
（
自

治
体

職
員

の
人

件

費
・
旅

費
を

除
く
。

※
文

化
財

を
修

繕
す

る
職

人
等

の
人

件
費

は
計

上
。

）
を

計
上

し
て

く
だ

さ
い

。
 

・
 

修
繕

費
（
大

規
模

・
小

規
模

問
わ

ず
※

新
築

以
外

全
て

）
、

光
熱

水
費

、
文

化
施

設
の

管
理

運
営

を
財

団
等

に
委

託
し

て
い

る
場

合
の

委
託

費
を

含
み

ま
す

。
 

・
 

修
繕

費
等

に
係

る
経

費
に

お
い

て
起

債
し

て
い

る
場

合
は

、
起

債
額

で
は

な
く
、

調
査

対
象

年
度

の
償

還
額

（
元

利
）
を

計
上

（
都

道
府

県
支

出
金

に
記

載
）
し

て
く
だ

さ

い
。

（
当

年
度

に
一

般
財

源
の

負
担

が
あ

る
場

合
は

、
同

年
度

の
償

還
額

（
元

利
）
と

併
せ

て
計

上
し

て
く
だ

さ
い

。
）
 

・
 

図
書

館
及

び
公

民
館

は
社

会
教

育
施

設
に

該
当

す
る

た
め

、
文

化
施

設
に

含
め

ま
せ

ん
。

な
お

、
図

書
館

等
他

の
分

野
の

施
設

と
複

合
し

て
い

る
場

合
に

は
、

文
化

施
設

に
係

る
経

費
の

み
を

区
分

し
計

上
し

て
く
だ

さ
い

。
分

け
難

い
場

合
に

は
両

者
を

含
め

て
計

上
し

て
く
だ

さ
い

。
 

③
 

 
都

道
府

県
立

文
化

施
設

建
設

費
 

 

・
 

「
都

道
府

県
立

文
化

施
設

建
設

費
(e

)(
f)
」
に

は
、

土
地

購
入

費
、

建
設

費
等

（
準

備
費

、
調

査
費

、
設

計
料

等
を

含
む

。
）
を

計
上

し
て

く
だ

さ
い

。
 

・
 

市
町

村
立

文
化

施
設

建
設

費
に

対
す

る
補

助
（
国

庫
補

助
額

を
除

く
。

）
を

含
み

ま
す

。
 

・
 

建
設

費
等

に
係

る
経

費
に

お
い

て
起

債
し

て
い

る
場

合
は

、
起

債
額

で
は

な
く
、

調
査

対
象

年
度

の
償

還
額

を
計

上
（
都

道
府

県
支

出
額

に
記

載
）
し

て
く
だ

さ
い

。
（
当

年
度

に
一

般
財

源
の

負
担

が
あ

る
場

合
は

、
同

年
度

の
償

還
額

（
元

利
）
と

併
せ

て
計

上
し

て
く
だ

さ
い

。
）
 

④
 

前
年

度
決

算
か

ら
大

幅
な

増
減

（
5
0
%
以

上
）
が

あ
っ

た
場

合
、

そ
の

主
な

要
因

を
簡

単
に

記
入

く
だ

さ
い

。
（
例

：
文

化
施

設
の

建
て

替
え

等
）
 

 
 

 
※

前
年

度
比

で
5
0
%
以

上
の

増
減

が
な

い
場

合
は

、
エ

ク
セ

ル
の

自
動

計
算

に
よ

り
、

セ
ル

が
灰

色
に

な
り

ま
す

の
で

、
記

入
不

要
で

す
。

 

 【
注

意
事

項
】
 

・
 

単
位

は
千

円
単

位
で

す
。

千
円

未
満

は
切

上
げ

と
し

て
く
だ

さ
い

。
ま

た
、

金
額

が
「
0

円
」
の

時
は

、
空

欄
に

は
せ

ず
、

「
0
」
と

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。
 

・
 

経
費

に
は

、
国

庫
補

助
（
市

町
村

を
補

助
対

象
と

す
る

も
の

は
除

く
。

）
、

そ
の

他
都

道
府

県
収

入
を

含
み

ま
す

。
 

・
 

「
国

支
出

金
(a

)(
c
)(
e
)」

は
、

国
庫

補
助

金
、

国
庫

委
託

金
、

国
庫

負
担

金
等

を
計

上
し

て
く
だ

さ
い

（
文

化
庁

か
ら

の
補

助
金

に
限

ら
ず

、
他

省
庁

等
か

ら
の

補
助

金
等

も
含

め
て

回
答

く
だ

さ
い

）
。

都
道

府
県

支
出

額
に

は
国

支
出

金
を

除
い

た
額

を
計

上
し

て
く
だ

さ
い

。
 

・
 

指
定

管
理

者
制

度
に

よ
っ

て
文

化
施

設
の

管
理

者
に

指
定

管
理

料
を

支
払

っ
て

い
る

場
合

は
、

人
件

費
を

除
き

、
事

業
費

を
芸

術
文

化
事

業
費

(a
)(
b)

に
、

管
理

運
営

費
を

都
道

府
県

文
化

施
設

経
費

(c
)(

d)
に

計
上

し
て

く
だ

さ
い

。
指

定
管

理
料

の
分

類
は

、
都

道
府

県
の

積
算

上
の

内
訳

で
、

人
件

費
、

事
業

費
、

施
設

経
費

に
分

類
し

て
く
だ

さ
い

（
指

定
管

理
者

の
決

算
額

で
な

く
て

も
構

い
ま

せ
ん

。
）
。
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・
 

経
費

に
は

、
新

型
コ

ロ
ナ

ウ
イ

ル
ス

感
染

症
に

関
連

す
る

経
費

を
含

み
ま

す
。

都
道

府
県

の
単

独
事

業
、

文
化

庁
の

新
型

コ
ロ

ナ
ウ

イ
ル

ス
感

染
症

に
関

連
す

る
各

種

事
業

、
内

閣
府

の
新

型
コ

ロ
ナ

ウ
イ

ル
ス

感
染

症
対

応
地

方
創

生
臨

時
交

付
金

が
対

象
と

す
る

事
業

等
が

対
象

と
な

り
ま

す
。

 

 
（
例

）
作

品
の

制
作

・
発

表
の

機
会

が
失

わ
れ

て
い

る
ア

ー
テ

ィ
ス

ト
に

対
す

る
助

成
費

、
文

化
芸

術
関

係
者

へ
の

相
談

窓
口

設
置

に
係

る
経

費
、

ホ
ー

ル
や

ラ
イ

ブ
ハ

ウ
ス

等
に

お
け

る
無

観
客

公
演

の
映

像
配

信
事

業
を

対
象

に
し

た
支

援
費

、
文

化
施

設
に

お
け

る
感

染
症

対
策

経
費

（
サ

ー
モ

グ
ラ

フ
ィ

ー
、

体
温

計
、

消
毒

液
、

殺
菌

用
空

調
機

器

等
の

整
備

に
係

る
経

費
）
、

文
化

施
設

の
利

用
キ

ャ
ン

セ
ル

に
伴

う
利

用
料

の
還

付
等

 

【
参

考
】
内

閣
府

地
方

創
生

サ
イ

ト
「
新

型
コ

ロ
ナ

ウ
イ

ル
ス

感
染

症
対

応
地

方
創

生
臨

時
交

付
金

」
 

h
tt

ps
:/

/
w

w
w

.c
h
is

o
u
.g

o
.jp

/
ti
ik

i/
ri
n
jik

o
u
fu

ki
n
/
in

de
x.

h
tm

l  

・
 

（
２

）
 

域
内

の
市

区
町

村
（
指

定
都

市
・
中

核
市

を
除

く
）
の

調
査

結
果

も
集

計
、

記
入

の
う

え
提

出
し

て
く
だ

さ
い

。
 

 
 

-82-



＜
都

道
府

県
用

＞
 

12
 

５
．

文
化

財
保

護
経

費
 

（
１

）
都

道
府

県
の

文
化

財
保

護
経

費
 

 

文
化

財
保

護
経

費
に

つ
い

て
、

令
和

６
年

度
決

算
額

を
記

入
し

て
く
だ

さ
い

。
 

計
上

す
る

経
費

は
、

P
1
5

の
別

表
に

掲
げ

る
事

業
に

要
す

る
経

費
と

し
ま

す
。

 

 
 

国
指

定
文

化
財

等
保

存
・
活

用
事

業
経

費
 

 

①
 

 
≪

重
要

文
化

財
等

(a
)(
b)

≫
 

・
 

別
表

の
重

要
文

化
財

等
（
国

宝
、

特
別

史
跡

名
勝

天
然

記
念

物
を

含
む

。
）
の

項
目

を
踏

ま
え

該
当

す
る

経
費

を
計

上
し

て
く
だ

さ
い

。
 

・
 

※
１

「
活

用
」
に

つ
い

て
、

公
開

活
用

は
、

文
化

財
等

の
公

開
（
公

開
の

際
の

安
全

確
保

や
公

開
環

境
整

備
等

を
含

む
）
、

展
示

・
便

益
・
そ

の
他

活
用

施
設

・
設

備
等

の

整
備

管
理

、
情

報
発

信
（
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
・
映

像
・
S
N

S
・
パ

ン
フ

レ
ッ

ト
・
レ

プ
リ

カ
・
模

写
模

造
・
V

R
・
A

R
・
デ

ジ
タ

ル
ア

ー
カ

イ
ブ

・
解

説
板

等
の

作
成

管
理

、
周

遊
ル

ー

ト
の

設
定

及
び

周
辺

文
化

財
と

の
一

体
的

な
発

信
、

展
示

解
説

等
の

ユ
ニ

バ
ー

サ
ル

デ
ザ

イ
ン

化
等

を
含

む
）
、

多
言

語
化

（
翻

訳
、

ネ
イ

テ
ィ

ブ
チ

ェ
ッ

ク
、

ネ
イ

テ
ィ

ブ

ラ
イ

タ
ー

に
よ

る
コ

ン
テ

ン
ツ

作
成

等
を

含
む

）
、

普
及

啓
発

（
発

表
会

、
展

覧
会

、
体

験
教

室
、

ワ
ー

ク
シ

ョ
ッ

プ
、

シ
ン

ポ
ジ

ウ
ム

の
実

施
等

を
含

む
）
、

外
部

人
材

の
活

用
（
保

存
活

用
計

画
の

推
進

や
魅

力
発

信
等

を
行

う
専

門
人

材
に

係
る

報
償

費
や

委
託

費
等

を
含

む
）
、

人
材

育
成

（
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
、

ガ
イ

ド
、

学
芸

員
、

ヘ
リ

テ
ー

ジ

マ
ネ

ー
ジ

ャ
ー

等
の

研
修

・
育

成
等

を
含

む
）
等

に
関

す
る

取
組

を
い

い
ま

す
。

ま
た

、
美

装
化

は
、

文
化

財
の

外
観

、
内

装
等

を
美

し
く
保

ち
、

魅
力

を
向

上
さ

せ
る

取

組
を

い
い

ま
す

。
 

※
２

 
「
保

存
」
「
活

用
」
に

は
ハ

ー
ド

事
業

と
ソ

フ
ト

事
業

に
係

る
経

費
等

を
合

算
し

て
計

上
し

て
く
だ

さ
い

。
 

ハ
ー

ド
：
保

存
・
活

用
の

た
め

の
保

存
施

設
・
防

災
施

設
・
展

示
施

設
・
便

益
施

設
そ

の
他

施
設

等
の

整
備

、
買

い
上

げ
に

係
る

経
費

等
。

 

ソ
フ

ト
：
ハ

ー
ド

事
業

以
外

の
取

組
（
解

説
板

の
設

置
を

含
む

）
に

係
る

経
費

等
。

（
地

方
債

の
対

象
と

な
る

経
費

（
＝

ハ
ー

ド
）
以

外
の

経
費

を
指

し
ま

す
。

）
 

※
３

 
「
う

ち
民

間
向

け
」
に

は
、

民
間

事
業

者
が

行
う

事
業

へ
の

補
助

金
・
負

担
金

を
内

数
で

計
上

し
て

く
だ

さ
い

。
（
指

定
管

理
業

務
を

民
間

に
「
委

託
」
し

て
い

る
場

合
、

そ
の

業
務

は
当

該
自

治
体

の
業

務
を

依
頼

し
て

民
間

事
業

者
に

実
施

し
て

も
ら

う
こ

と
に

な
り

ま
す

の
で

、
そ

の
経

費
は

、
民

間
向

け
の

内
数

に
は

含
ま

れ
ま

せ

ん
。

）
 ①

 
②

 
④

 
※

2 
③

 
※

3 
※

2 
※

2  
※

2  
※

1  
※

1 

⑤
 

※
3  

※
3 

※
3 
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②
 

≪
埋

蔵
文

化
財

(c
)(
d)

≫
 

・
 

別
表

の
埋

蔵
文

化
財

の
項

目
を

踏
ま

え
該

当
す

る
経

費
を

計
上

し
て

下
さ

い
。

 

・
 

埋
蔵

文
化

財
（
緊

急
調

査
）
は

令
和

７
年

６
月

2
0

日
付

７
文

財
二

第
４

３
号

で
文

化
庁

文
化

財
第

二
課

か
ら

依
頼

の
「
令

和
６

年
度

実
施

の
発

掘
調

査
費

用
の

実
態

調

査
及

び
発

掘
届

等
の

統
計

調
査

に
つ

い
て

（
依

頼
）
」
の

結
果

に
基

づ
く
額

と
し

ま
す

。
 

③
 

 
地

方
公

共
団

体
指

定
文

化
財

等
保

存
・
活

用
事

業
経

費
 

 

・
 

別
表

の
地

方
公

共
団

体
指

定
文

化
財

等
保

存
・
活

用
事

業
経

費
の

項
目

を
踏

ま
え

該
当

す
る

経
費

を
計

上
し

て
く
だ

さ
い

。
 

④
 

 
国

・
地

方
公

共
団

体
指

定
文

化
財

等
保

護
管

理
経

費
 

 

・
 

別
表

の
国

・
地

方
公

共
団

体
指

定
文

化
財

等
保

護
管

理
経

費
の

項
目

を
踏

ま
え

該
当

す
る

経
費

を
計

上
し

て
く
だ

さ
い

。
 

⑤
 

前
年

度
決

算
か

ら
大

幅
な

増
減

（
5
0
%
以

上
）
が

あ
っ

た
場

合
、

そ
の

主
な

要
因

を
簡

単
に

記
入

く
だ

さ
い

。
（
例

：
文

化
財

の
大

規
模

な
補

修
等

）
 

 
 

 
※

前
年

度
比

で
5
0
%
以

上
の

増
減

が
な

い
場

合
は

、
エ

ク
セ

ル
の

自
動

計
算

に
よ

り
、

セ
ル

が
灰

色
に

な
り

ま
す

の
で

、
記

入
不

要
で

す
。

 

 【
注

意
事

項
】
 

・
 

単
位

は
千

円
単

位
で

す
。

千
円

未
満

は
切

上
げ

と
し

て
く
だ

さ
い

。
ま

た
、

金
額

が
「
0

円
」
の

時
は

、
空

欄
に

は
せ

ず
、

「
0
」
と

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。
 

・
 

歴
史

民
俗

資
料

館
、

埋
蔵

文
化

財
セ

ン
タ

ー
等

が
行

う
経

費
を

含
め

ま
す

。
な

お
、

所
有

者
負

担
金

は
含

め
ま

せ
ん

。
 

・
 

「
国

支
出

金
(a

)(
c
)(

f)
」
は

、
国

庫
補

助
金

、
国

庫
委

託
金

、
国

庫
負

担
金

等
を

計
上

し
て

く
だ

さ
い

（
文

化
庁

か
ら

の
補

助
金

に
限

ら
ず

、
他

省
庁

等
か

ら
の

補
助

金
等

も

含
め

て
回

答
く
だ

さ
い

）
。

 

・
 

「
都

道
府

県
支

出
額

(b
)(
d)

(e
)(
g)

」
に

は
、

国
庫

補
助

事
業

に
お

け
る

都
道

府
県

負
担

額
、

市
区

町
村

・
民

間
事

業
等

に
対

す
る

都
道

府
県

補
助

金
・
負

担
金

（
国

庫
補

助

額
を

除
く
。

）
、

そ
の

他
都

道
府

県
単

独
事

業
等

の
文

化
財

保
護

事
業

に
係

る
経

費
（
自

治
体

職
員

の
人

件
費

・
旅

費
を

除
く
。

）
を

計
上

し
て

く
だ

さ
い

。
※

会
計

年
度

任
用

職
員

は
、

文
化

に
関

係
す

る
業

務
だ

け
に

従
事

し
て

い
る

の
で

あ
れ

ば
計

上
。

ま
た

、
あ

る
特

定
の

文
化

事
業

を
行

う
た

め
に

、
そ

の
事

業
費

か
ら

雇
わ

れ
た

ア
ル

バ
イ

ト

な
ど

の
人

件
費

も
計

上
。

 

・
 

経
費

に
は

、
新

型
コ

ロ
ナ

ウ
イ

ル
ス

感
染

症
に

関
連

す
る

経
費

を
含

み
ま

す
。

都
道

府
県

の
単

独
事

業
、

文
化

庁
の

新
型

コ
ロ

ナ
ウ

イ
ル

ス
感

染
症

に
関

連
す

る
各

種
事

業
、

内
閣

府
の

新
型

コ
ロ

ナ
ウ

イ
ル

ス
感

染
症

対
応

地
方

創
生

臨
時

交
付

金
が

対
象

と
す

る
事

業
等

が
対

象
と

な
り

ま
す

。
 

（
例

）
文

化
財

の
オ

ン
ラ

イ
ン

配
信

等
に

よ
る

イ
ン

バ
ウ

ン
ド

の
回

復
に

向
け

た
地

域
の

魅
力

発
信

に
係

る
経

費
、

文
化

財
の

公
開

施
設

に
お

け
る

感
染

症
対

策
経

費
等

 

【
参

考
】
内

閣
府

地
方

創
生

サ
イ

ト
「
新

型
コ

ロ
ナ

ウ
イ

ル
ス

感
染

症
対

応
地

方
創

生
臨

時
交

付
金

」
 

h
tt

ps
:/

/
w

w
w

.c
h
is

o
u
.g

o
.jp

/
ti
ik

i/
ri
n
jik

o
u
fu

ki
n
/
in

de
x.

ht
m

l 

・
 

（
２

）
域

内
の

市
区

町
村

（
指

定
都

市
・
中

核
市

を
除

く
）
の

調
査

結
果

も
集

計
、

記
入

の
う

え
提

出
し

て
く
だ

さ
い

。
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・
 

文
化

財
保

護
経

費
に

置
い

て
起

債
し

て
い

る
場

合
は

、
調

査
対

象
年

度
の

起
債

額
で

は
な

く
、

当
年

度
の

償
還

額
（
元

利
）
を

計
上

（
都

道
府

県
支

出
額

に
記

載
）
し

て
く
だ

さ
い

。
（
当

年
度

に
一

般
財

源
の

負
担

が
あ

る
場

合
は

、
同

年
度

の
償

還
額

（
元

利
）
と

併
せ

て
計

上
し

て
く
だ

さ
い

。
）
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【
国

指
定

文
化

財
等

保
存

・
活

用
事

業
経

費
の

例
】
 

・
重

要
文

化
財

等
（
国

宝
、

特
別

史
跡

名
勝

天
然

記
念

物
を

含
む

。
）
 

 
保

存
 

活
用

 

重
要

文
化

財
（
建

造
物

）
 

保
存

活
用

計
画

策
定

、
保

存
修

理
、

防
災

施
設

等
（
環

境
保

全
、

耐
震

診
断

、
民

家
保

存
管

理
施

設
、

緊
急

防
災

性
能

強
化

、
緊

急
防

災
施

設
耐

震
改

修
を

含
む

）
、

買
上

げ
 

公
開

活
用

、
美

装
化

 

重
要

文
化

財
（
美

術
工

芸
品

）
 

保
存

活
用

計
画

策
定

、
保

存
修

理
、

防
災

・
保

存
施

設
（
収

蔵
庫

を
含

む
）
、

買
上

げ
 

公
開

活
用

、
美

装
化

 

登
録

有
形

文
化

財
（
建

造
物

）
 

保
存

活
用

計
画

策
定

、
保

存
修

理
、

防
災

施
設

等
 

公
開

活
用

、
美

装
化

 

登
録

有
形

文
化

財
（
美

術
工

芸
品

）
 

保
存

活
用

計
画

策
定

、
保

存
修

理
、

買
上

げ
 

公
開

活
用

、
美

装
化

 

重
要

無
形

文
化

財
 

保
存

活
用

計
画

策
定

、
伝

承
、

記
録

作
成

 
公

開
活

用
 

登
録

無
形

文
化

財
 

保
存

活
用

計
画

策
定

、
伝

承
、

記
録

作
成

 
公

開
活

用
 

重
要

有
形

・
無

形
民

俗
文

化
財

 
保

存
活

用
計

画
策

定
、

保
存

修
理

、
防

災
管

理
、

保
存

施
設

、
伝

承
、

記
録

作
成

 
公

開
活

用
 

登
録

有
形

・
無

形
民

俗
文

化
財

 
保

存
活

用
計

画
策

定
、

伝
承

、
記

録
作

成
 

公
開

活
用

 

史
跡

名
勝

天
然

記
念

物
 

保
存

活
用

計
画

策
定

、
保

存
修

理
（「

歴
史

の
道

」含
む

）、
環

境
整

備
、

防
災

施
設

、
天

然
記

念
物

再
生

・食
害

対
策

、
史

跡
等

買
上

げ
 

公
開

活
用

 

登
録

記
念

物
 

保
存

活
用

計
画

策
定

、
保

存
修

理
、

環
境

整
備

、
防

災
施

設
、

保
存

施
設

（
標

識
等

）
の

設
置

 
公

開
活

用
 

重
要

文
化

的
景

観
 

保
存

修
理

、
保

存
計

画
策

定
、

環
境

整
備

、
防

災
施

設
等

 
公

開
活

用
 

重
要

伝
統

的
建

造
物

群
保

存
地

区
 

保
存

修
理

、
防

災
施

設
等

、
買

上
げ

（
修

景
・
復

旧
、

環
境

の
保

全
整

備
、

各
単

費
事

業
を

含
む

）
 

公
開

活
用

、
美

装
化

 

選
定

保
存

技
術

 
保

存
活

用
計

画
策

定
、

伝
承

、
記

録
作

成
 

公
開

活
用

 

 ・
埋

蔵
文

化
財

 
埋

蔵
文

化
財

（
学

術
調

査
等

）
 

文
化

財
保

護
法

第
9
2

条
、

第
9
9

条
に

基
づ

く
発

掘
調

査
、

遺
跡

詳
細

分
布

調
査

、
重

要
遺

跡
基

本
資

料
整

備
、

出
土

遺
物

保
存

処
理

（
緊

急
調

査
に

係
る

も
の

を
除

く
） 

埋
蔵

文
化

財
（
緊

急
調

査
）
 

文
化

財
保

護
法

第
9
2

条
，

第
9
9

条
に

基
づ

く
発

掘
調

査
で

、
開

発
行

為
等

に
伴

う
事

前
調

査
 

埋
蔵

文
化

財
（
保

存
活

用
）
 

体
験

学
習

、
広

報
資

料
作

成
、

出
土

遺
物

再
整

理
、

設
備

整
備

 

 【
地

方
公

共
団

体
指

定
文

化
財

等
保

存
・
活

用
事

業
経

費
】
 

・
地

方
公

共
団

体
が

指
定

・
登

録
す

る
文

化
財

等
（
有

形
文

化
財

、
無

形
文

化
財

、
民

俗
文

化
財

、
記

念
物

、
文

化
的

景
観

、
伝

統
的

建
造

物
群

保
存

地
区

、
保

存
技

術
）
に

係
る

保
存

・
活

用
の

取
組

の
考

え
方

に
つ

い
て

は
、

上
表

「
重

要
文

化
財

等
（
国

宝
、

特
別

史
跡

名
勝

天
然

記
念

物
を

含
む

。
）
」
に

準
じ

る
。

 

 【
国

・
地

方
公

共
団

体
指

定
文

化
財

等
保

護
管

理
経

費
】
 

調
査

 
指

定
文

化
財

調
査

、
未

指
定

文
化

財
調

査
、

「
歴

史
の

道
」
調

査
、

総
合

学
術

調
査

、
伝

統
的

建
造

物
群

保
存

対
策

調
査

、
そ

の
他

 

国
指

定
文

化
財

管
理

 
国

指
定

文
化

財
の

管
理

（
防

災
設

備
保

守
点

検
、

差
し

茅
、

防
蟻

・
防

虫
等

小
修

理
、

文
化

財
保

護
管

理
指

導
）
に

係
る

経
費

、
国

有
文

化
財

の
管

理
に

係
る

経
費

 

文
化

財
関

係
団

体
補

助
 

文
化

財
保

護
を

主
た

る
目

的
と

す
る

団
体

に
対

す
る

文
化

財
保

護
関

係
事

業
へ

の
補

助
金

（
文

化
財

愛
護

団
体

等
に

対
す

る
補

助
金

は
除

く
） 

そ
の

他
 

文
化

財
保

護
審

議
会

事
務

費
、

文
化

財
保

護
指

導
委

員
手

当
、

未
指

定
無

形
民

俗
文

化
財

の
伝

承
、

文
化

財
愛

護
活

動
、

文
化

財
保

護
強

調
週

間
の

各
種

行

事
、

歴
史

民
俗

資
料

館
・
地

方
埋

蔵
文

化
財

セ
ン

タ
ー

の
建

設
・
運

営
費

等
 

 

別
 

 
表
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１
.　

本
調

査
に

係
る

連
絡

先
※

７
箇

所
全

て
記

載
し

て
く
だ

さ
い

。
ま

た
、

メ
ー

ル
ア

ド
レ

ス
は

来
年

度
の

照
会

に
も

使
用

し
ま

す
の

で
可

能
な

限
り

組
織

ア
ド

レ
ス

を
ご

記
入

く
だ

さ
い

。

指
定

都
市

名
担

当
部

署
担

当
者

氏
名

電
話

番
号

郵
便

番
号

2
.　

政
令

指
定

都
市

の
文

化
行

政
担

当
部

署
（
令

和
７

年
１

０
月

１
日

現
在

）

条
例

制
定

（
改

正
等

）
・

委
任

・
補

助
執

行
の

別
制

定
（
改

正
等

）
年

月
移
管
予
定
の
有
無

予
定

時
期

※
予

定
有

の
場

合

設
置

等

登
録

等

市
名

文
化

政
策

部
門

障
害

者
福

祉
部

門

3
.　

政
令

指
定

都
市

の
文

化
政

策
の

た
め

の
条

例
制

定
、

文
化

政
策

の
計

画
等

策
定

等
の

状
況

　
（
令

和
７

年
１

０
月

１
日

現
在

）
※

回
答

に
あ

た
っ

て
は

、
前

年
度

の
策

定
状

況
と

比
較

し
て

回
答

に
齟

齬
が

な
い

か
確

認
く
だ

さ
い

。

（
１

）
文

化
政

策
の

た
め

の
条

例
の

制
定

状
況

制
定

・
改

正
等

予
定

予
定

時
期

※
予

定
「
有

」
の

場
合

（
参

考
）
前

年
度

の
策

定
状

況
※

詳
細

に
つ

い
て

は
前

年
度

報
告

書
を

参
照

く
だ

さ
い

。
前
年
度
報
告
書
へ
の
リ
ン
ク

 (
２

) 
文

化
政

策
の

計
画

等
の

策
定

状
況

（
文

化
芸

術
振

興
基

本
法

施
行

（
平

成
1
3
年

1
2
月

7
日

）
以

降
に

策
定

さ
れ

た
も

の
）

※
文

化
芸

術
基

本
法

で
努

力
義

務
と

し
て

規
定

さ
れ

て
い

ま
す

。
ま

ち
づ

く
り

計
画

や
生

涯
学

習
計

画
等

の
総

合
計

画
の

中
に

、
文

化
に

関
す

る
章

や
項

を
含

ん
で

い
る

も
の

は
対

象
外

で
す

。

策
定

・
改

定
等

予
定

予
定

時
期

※
予

定
「
有

」
の

場
合

（
参

考
）
前

年
度

の
策

定
状

況
※

詳
細

に
つ

い
て

は
前

年
度

報
告

書
を

参
照

く
だ

さ
い

。
前
年
度
報
告
書
へ
の
リ
ン
ク

（
３

）
障

害
者

に
よ

る
文

化
芸

術
活

動
の

推
進

に
関

す
る

計
画

の
策

定
状

況
※

障
害

者
に

よ
る

文
化

芸
術

活
動

の
推

進
に

関
す

る
法

律
で

努
力

義
務

と
し

て
規

定
さ

れ
て

い
ま

す
。

文
化

政
策

の
計

画
等

や
障

害
者

等
に

関
す

る
計

画
の

一
部

と
し

て
策

定
し

て
い

る
場

合
も

含
み

ま
す

。

策
定

・
改

定
等

予
定

予
定

時
期

※
予

定
「
有

」
の

場
合

（
参

考
）
前

年
度

の
策

定
状

況
※

詳
細

に
つ

い
て

は
前

年
度

報
告

書
を

参
照

く
だ

さ
い

。
前
年
度
報
告
書
へ
の
リ
ン
ク

計
画

の
位

置
づ

け
※

計
画

「
有

」
の

場
合

U
R

L
※

計
画

等
「
有

」
か

つ
H

P
等

で
公

表
し

て
い

る
場

合

U
R

L
※

計
画

「
有

」
か

つ
H

P
等

で
公

表
し

て
い

る
場

合

政
令

指
定

都
市

市
名

市
名

計
画

等
の

有
無

条
例

の
有

無
改

正
等

年
月

※
条

例
「
有

」
の

場
合

市
名

教
育

委
員

会
市

長
部

局
文

化
行

政
区

分

改
定

等
年

月
※

計
画

「
有

」
の

場
合

計
画

の
有

無
計

画
の

名
称

※
計

画
「
有

」
の

場
合

策
定

年
月

※
計

画
「
有

」
の

場
合

改
定

等
年

月
※

計
画

等
「
有

」
の

場
合

博
物

館

文
化

政
策

全
般

制
定

年
月

※
条

例
「
有

」
の

場
合

国
際

文
化

交
流

条
例

の
名

称
※

条
例

「
有

」
の

場
合

計
画

等
の

名
称

※
計

画
等

「
有

」
の

場
合

策
定

年
月

※
計

画
等

「
有

」
の

場
合

文
化

財
保

護

芸
術

文
化

障
害

者
文

化
芸

術

文
化

行
政

区
分

市
名

住
所

条
例

制
定

（
改

正
等

）
等

に
よ

る
市

長
部

局
へ

の
移

管

備
考

(補
足

等
あ

れ
ば

記
入

)

E
-
m

ai
l

計
画

期
間

※
計

画
等

「
有

」
の

場
合

対
象

範
囲

※
計

画
等

「
有

」
の

場
合

U
R

L
※

条
例

「
有

」
か

つ
H

P
等

で
公

表
し

て
い

る
場

合

 文
化

芸
術

基
本

法
を

踏
ま

え
た

「
文

化
政

策
の

た
め

の
条

例
」
の

制
定

（
改

正
等

）
予

定
状

況
対

象
範

囲
※

条
例

「
有

」
の

場
合

計
画

期
間

※
計

画
「
有

」
の

場
合

文
化

芸
術

基
本

法
第

７
条

の
２

を
踏

ま
え

た
地

方
文

化
芸

術
推

進
基

本
計

画
の

策
定

（
改

定
等

）
予

定
状

況

障
害

者
に

よ
る

文
化

芸
術

活
動

の
推

進
に

関
す

る
法

律
第

８
条

を
踏

ま
え

た
計

画
の

策
定

（
改

定
等

）
予

定
状

況

⽔
⾊
セ
ル
：
⾃
動
⼊
⼒

薄
⻩
⾊
セ
ル
：
プ
ル
ダ
ウ
ン

灰
⾊
セ
ル
：
⼊
⼒
不
要

※
プ
ル
ダ
ウ
ン
の
選
択
結
果
に
よ
り

変
化
す
る
セ
ル
有

オ
レ
ン
ジ
セ
ル
：
参
考
（
⾃
動
⼊
⼒
）

★
⽔
⾊
セ
ル
、
薄
⻩
⾊
セ
ル
、
オ
レ
ン
ジ
⾊
セ
ル
、

⽩
⾊
セ
ル
に
全
て
記
⼊
さ
れ
て
い
る
か
必
ず
ご
確

認
く
だ
さ
い
。

★
表
を
崩
し
た
り
、
⼊
っ
て
い
る
関
数
を
触
ら
な

い
よ
う
に
お
願
い
い
た
し
ま
す
。
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4
. 
芸

術
文

化
経

費
（
令

和
６

年
度

決
算

額
）

（
１

）
　

政
令

指
定

都
市

の
芸

術
文

化
経

費
（
単

位
：
千

円
）

国
支

出
金

(ｱ
)

都
道

府
県

支
出

金
(ｲ

)

市
支

出
額

(ｳ
)

国
支

出
金

(ｴ
)

都
道

府
県

支
出

金
(ｵ

)

市
支

出
額

(ｶ
)

国
支

出
金

(ｷ
)

都
道

府
県

支
出

金
(ｸ

)

市
支

出
額

(ｹ
)

国
支

出
金

(ｱ
)+

(ｴ
)+

(ｷ
)

都
道

府
県

支
出

金
(ｲ

)+
(ｵ

)+
(ｸ

)

市
支

出
額

(ｳ
)+

(ｶ
)+

(ｹ
)

教
育

委
員

会
0

0
0

0
0

0
0

首
長

部
局

0
0

0
0

0
0

0

合
計

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

前
年

度
決

算
額

増
減

率
-

5
. 
文

化
財

保
護

経
費

（
令

和
６

年
度

決
算

額
）

（
１

）
　

政
令

指
定

都
市

の
文

化
財

保
護

経
費

　
（
単

位
：
千

円
）

財
源

内
訳

保
存

●
活

用
★

保
存

●
活

用
★

う
ち

民
間

向
け

う
ち

民
間

向
け

う
ち

民
間

向
け

う
ち

民
間

向
け

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

前
年

度
決

算
額

増
減

率
-

財
源

内
訳

財
源

内
訳

財
源

内
訳

財
源

内
訳

合
計

都
道

府
県

支
出

額
(ｲ

)+
(ｵ

)+
(ｷ

)+
(ｺ

)

市
支

出
額

(ｳ
)+

(ｶ
)+

(ｸ
)+

(ｻ
)

市
支

出
額

(ｻ
)

国
支

出
金

(ｱ
)+

(ｴ
)+

(ｹ
)

財
源

内
訳

財
源

内
訳

財
源

内
訳

国
・
地

方
公

共
団

体
指

定
文

化
財

等
保

護
管

理
経

費
等

(ｹ
)+

(ｺ
)+

(ｻ
)

都
道

府
県

支
出

額
(ｷ

)

地
方

公
共

団
体

指
定

文
化

財
等

保
存

・
活

用
事

業
経

費
(ｷ

)+
(ｸ

)

政
令

指
定

都
市

市
立

文
化

施
設

経
費

(ｴ
)+

(ｵ
)+

(ｶ
)

市
立

文
化

施
設

建
設

費
(ｷ

)+
(ｸ

)+
(ｹ

)

合
計

市
名

市
名

部
署

前
年

度
決

算
額

か
ら

大
幅

な
増

減
(5

0
%
以

上
)が

あ
っ

た
場

合
そ

の
主

な
要

因

芸
術

文
化

事
業

費
(ｱ

)+
(ｲ

)+
(ｳ

)

財
源

内
訳

市
名

国
指

定
文

化
財

等
保

存
・

活
用

事
業

経
費

(ｱ
)+

(ｲ
)+

(ｳ
)+

(ｴ
)+

(ｵ
)+

(ｶ
)

重
要

文
化

財
等

(ｱ
)+

(ｲ
)+

(ｳ
)

埋
蔵

文
化

財
(ｴ

)+
(ｵ

)+
(ｶ

)
国

支
出

金
(ｱ

)

都
道

府
県

支
出

額
(ｲ

)

市
支

出
額

(ｳ
)

=
●

+
★

国
支

出
金

(ｴ
)

都
道

府
県

支
出

額
(ｵ

)

市
支

出
額

(ｶ
)

前
年

度
決

算
額

か
ら

大
幅

な
増

減
(5

0
%
以

上
)が

あ
っ

た
場

合
そ

の
主

な
要

因

市
支

出
額

(ｸ
)

=
●

+
★

国
支

出
金

(ｹ
)

都
道

府
県

支
出

額
(ｺ

)

⽔
⾊
セ
ル
：
⾃
動
⼊
⼒

オ
レ
ン
ジ
セ
ル
：
参
考
（
⾃
動
⼊
⼒
）

★
⽔
⾊
セ
ル
は
直
接
⼊
⼒
し
な
い
で
く
だ
さ

い
。

★
⾦
額
が
「
0円

」
の
場
合
は
、
空
欄
に
は

せ
ず
、
「
0」

と
必
ず
記
⼊
し
て
く
だ
さ
い
。

★
表
を
崩
し
た
り
、
⼊
っ
て
い
る
関
数
を
触

ら
な
い
よ
う
に
お
願
い
い
た
し
ま
す
。
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＜
政

令
指

定
都

市
＞

 

1 

≪
 

記
入

要
領

 
≫

 

 
様

 
式

 
１

 
 

１
．

 本
調

査
に

係
る

連
絡

先
 

 

①
 

市
名

を
選

択
し

て
く
だ

さ
い

（
直

接
入

力
し

な
い

で
く
だ

さ
い

）
。

こ
の

選
択

に
よ

り
、

こ
れ

以
降

の
「
市

名
」
欄

に
自

動
で

市
名

が
入

力
さ

れ
ま

す
。

ま
た

、
こ

の
選

択
に

伴

い
、

前
年

度
の

条
例

制
定

状
況

等
の

デ
ー

タ
も

参
考

表
示

さ
れ

ま
す

の
で

、
前

年
度

の
状

況
を

確
認

し
齟

齬
が

な
い

よ
う

に
回

答
し

て
く
だ

さ
い

。
 

②
 

担
当

部
署

（
部

局
等

名
及

び
課

室
等

名
）
に

つ
い

て
は

、
省

略
せ

ず
記

載
し

て
く
だ

さ
い

（
例

：
○

○
局

○
○

部
○

○
課

、
教

育
委

員
会

○
○

部
○

○
課

）
。

記
入

内
容

を

そ
の

ま
ま

冊
子

版
報

告
書

送
付

時
の

宛
先

部
署

名
と

さ
せ

て
い

た
だ

き
ま

す
。

 

③
 

本
調

査
の

担
当

者
１

名
の

必
要

事
項

を
記

入
し

て
く
だ

さ
い

。
（
担

当
者

が
複

数
名

と
な

る
場

合
は

、
窓

口
と

な
る

１
名

の
み

を
記

入
し

て
く
だ

さ
い

。
）
 

④
 

E
-
m

ai
lア

ド
レ

ス
は

、
今

後
の

集
計

結
果

の
確

認
依

頼
等

及
び

次
年

度
の

照
会

の
送

付
先

と
な

り
ま

す
の

で
、

見
落

と
し

が
な

い
ア

ド
レ

ス
（
可

能
で

あ
れ

ば
組

織
ア

ド
レ

ス
）
を

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。
 

⑤
 

ご
回

答
い

た
だ

い
た

住
所

宛
に

冊
子

版
の

報
告

書
を

送
付

い
た

し
ま

す
。

 

 
 

①
 

②
 

③
 

④
 

➄
 

-89-



＜
政

令
指

定
都

市
＞

 

2 

２
．

 文
化

行
政

担
当

部
署

 

 

①
 

令
和

７
年

1
0

月
１

日
現

在
に

お
け

る
次

の
担

当
部

署
に

つ
い

て
、

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。
な

お
、

文
化

行
政

区
分

は
次

の
通

り
で

す
。

 

文
化

政
策

全
般

 
文

化
政

策
全

般
の

と
り

ま
と

め
部

署
。

文
化

政
策

に
関

す
る

基
本

計
画

の
策

定
な

ど
、

地
方

公
共

団
体

の
文

化
政

策
全

般
に

関
す

る
と

り

ま
と

め
等

を
担

当
す

る
部

署
。

 

芸
術

文
化

 
芸

術
文

化
の

主
な

所
管

部
署

。
芸

術
文

化
の

主
な

所
管

部
署

と
は

、
芸

術
（
美

術
、

音
楽

、
演

劇
、

舞
踊

、
文

学
、

写
真

等
）
、

メ
デ

ィ
ア

芸

術
（
映

画
、

漫
画

、
ア

ニ
メ

ー
シ

ョ
ン

等
）
、

伝
統

芸
能

（
雅

楽
、

能
楽

、
文

楽
、

歌
舞

伎
、

組
踊

等
）
、

芸
能

（
講

談
、

落
語

、
浪

曲
、

漫
談

、
漫

才
、

歌
唱

等
）
、

生
活

文
化

（
茶

道
、

華
道

、
書

道
、

食
文

化
等

）
及

び
国

民
娯

楽
（
囲

碁
、

将
棋

等
）
等

の
芸

術
文

化
を

担
当

す
る

部
署

。
 

文
化

財
保

護
※

 
文

化
財

保
護

の
主

な
所

管
部

署
。

 

国
際

文
化

交
流

 
国

際
文

化
交

流
の

主
な

所
管

部
署

。
 

博
物

館
※

 
博

物
館

の
主

な
所

管
部

署
。

博
物

館
の

主
な

所
管

部
署

と
は

、
博

物
館

法
（
昭

和
2
6

年
法

律
第

2
8
5

号
）
第

２
条

第
２

項
の

「
公

立
博

物

館
」
を

担
当

す
る

部
署

を
い

う
。

（
博

物
館

専
属

の
所

管
で

は
な

く
、

そ
の

他
の

事
務

内
容

を
含

ん
で

い
て

も
よ

い
。

）
 

「
設

置
等

」
・
・
・
地

方
教

育
行

政
の

組
織

及
び

運
営

に
関

す
る

法
律

（
昭

和
3
1

年
法

律
第

1
6
2

号
）
第

2
1

条
第

１
号

及
び

第
2
3

条
第

１

項
に

規
定

す
る

「
設

置
、

管
理

及
び

廃
止

に
関

す
る

こ
と

」
の

博
物

館
関

連
事

務
 

「
登

録
等

」
・
・
・
博

物
館

法
（
昭

和
2
6

年
法

律
第

2
8
5

号
）
第

1
1

条
の

「
登

録
」
関

連
事

業
 

障
害

者
文

化
芸

術
 

障
害

者
文

化
芸

術
の

主
な

所
管

部
署

。
 

②
 

担
当

部
署

名
は

、
「
部

局
等

名
」
及

び
「
課

室
等

名
」
を

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。
教

育
委

員
会

と
市

長
部

局
の

双
方

で
所

管
し

て
い

る
場

合
は

、
各

欄
に

部
署

名
を

、
担

当
部

署
が

複
数

あ
る

場
合

は
、

複
数

の
部

署
名

を
記

入
し

て
く
だ

さ
い

。
障

害
者

文
化

芸
術

に
つ

い
て

は
、

文
化

政
策

部
門

及
び

障
害

者
福

祉
部

門
の

双
方

で
所

管
し

て
い

る

場
合

は
そ

れ
ぞ

れ
の

部
署

名
を

、
い

ず
れ

か
で

所
管

し
て

い
る

場
合

は
該

当
す

る
部

門
の

部
署

名
を

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。
（
文

化
政

策
部

門
で

障
害

者
文

化
芸

術
を

所

管
す

る
場

合
は

文
化

政
策

部
門

に
当

該
部

署
名

を
、

ま
た

、
障

害
者

福
祉

部
門

で
障

害
者

文
化

芸
術

を
所

管
す

る
場

合
は

障
害

者
福

祉
部

門
に

当
該

部
署

名
を

記
入

 ②
    

 
①

    

③
    

④
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し
て

く
だ

さ
い

。
）
 

③
 

文
化

財
保

護
及

び
博

物
館

の
担

当
部

署
に

つ
い

て
、

条
例

制
定

（
改

正
等

）
（
※

）
や

条
例

等
に

基
づ

く
委

任
・
補

助
執

行
に

よ
り

市
長

部
局

に
お

い
て

担
当

し
て

い
る

場

合
は

、
教

育
委

員
会

の
欄

で
は

な
く
、

市
長

部
局

の
欄

へ
担

当
部

署
を

記
入

の
う

え
、

条
例

制
定

（
改

正
等

）
・
委

任
・補

助
執

行
の

別
を

プ
ル

ダ
ウ

ン
か

ら
選

択
し

て
く
だ

さ
い

。
な

お
、

条
例

制
定

（
改

正
等

）
に

よ
り

市
長

部
局

へ
移

管
し

た
場

合
は

、
条

例
制

定
（
改

正
等

）
年

月
も

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。
（
条

例
改

定
・
事

務
委

任
・
補

助
執

行

の
別

が
不

明
だ

が
、

市
長

部
局

に
移

管
し

て
い

る
場

合
の

み
、

「
不

明
」
を

選
択

し
て

く
だ

さ
い

。
）
 

 ④
 

条
例

制
定

（
改

正
等

）
等

に
よ

る
市

長
部

局
へ

の
移

管
予

定
の

有
無

 

以
下

に
該

当
す

る
市

の
み

移
管

予
定

の
有

無
を

プ
ル

ダ
ウ

ン
か

ら
選

択
し

て
く
だ

さ
い

。
「
有

」
を

選
択

し
た

場
合

は
、

予
定

時
期

を
記

入
し

て
く
だ

さ
い

。
 

・
文

化
財

保
護

担
当

部
署

が
教

育
委

員
会

、
ま

た
は

委
任

・
補

助
執

行
に

よ
り

市
長

部
局

と
な

っ
て

い
る

政
令

指
定

都
市

 

・
博

物
館

の
「
設

置
等

」
を

担
当

す
る

部
署

が
教

育
委

員
会

、
ま

た
は

委
任

・
補

助
執

行
に

よ
り

市
長

部
局

と
な

っ
て

い
る

政
令

指
定

都
市

（
条

例
制

定
に

よ
り

首
長

部

局
に

移
管

す
る

予
定

が
あ

る
か

ど
う

か
を

選
択

し
て

く
だ

さ
い

。
）
 

・
博

物
館

の
「
登

録
等

」
を

担
当

す
る

部
署

が
教

育
委

員
会

と
な

っ
て

い
る

政
令

指
定

都
市

（
委

任
・
補

助
執

行
に

よ
り

首
長

部
局

に
移

管
す

る
予

定
が

あ
る

か
ど

う
か

を
選

択
し

て
く
だ

さ
い

。
）
 

 

 
 

※
条

例
制

定
（
改

正
等

）
と

は
 

文
化

財
保

護
に

お
い

て
は

、
文

化
財

保
護

法
及

び
地

方
教

育
行

政
の

組
織

及
び

運
営

に
関

す
る

法
律

の
一

部
を

改
正

す
る

法
律

（
平

成
3
0

年

法
律

第
4
2

号
）
を

受
け

た
も

の
の

こ
と

を
指

し
、

博
物

館
に

お
い

て
は

、
地

域
の

自
主

性
及

び
自

立
性

を
高

め
る

た
め

の
改

革
の

推
進

を
図

る
た

め
の

関
係

法
律

の
整

備
に

関
す

る
法

律
（
令

和
元

年
法

律
第

2
6

号
）
（
第

９
次

地
方

分
権

一
括

法
）
を

受
け

、
公

立
博

物
館

の
設

置
・
運

営
等

に

関
す

る
業

務
を

首
長

部
局

に
移

管
し

て
い

る
ケ

ー
ス

を
指

し
ま

す
。

な
お

、
博

物
館

の
「
登

録
等

」
に

つ
い

て
は

、
条

例
制

定
（
改

正
等

）
に

よ
る

首
長

部
局

へ
の

移
管

が
認

め
ら

れ
て

い
な

い
た

め
、

プ
ル

ダ
ウ

ン
に

「
条

例
制

定
（
改

正
等

）
」
の

選
択

肢
は

あ
り

ま
せ

ん
。
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．

文
化

政
策

の
た

め
の

条
例

制
定

、
文

化
政

策
の

計
画

等
策

定
等

の
状

況
 

令
和

７
年

１
０

月
１

日
現

在
に

お
け

る
「
文

化
政

策
の

た
め

の
条

例
」
「
文

化
政

策
の

計
画

等
」
等

の
制

定
（
策

定
）
等

の
状

況
に

つ
い

て
、

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。
 

（
１

）
 文

化
政

策
の

た
め

の
条

例
の

策
定

状
況

 
 

①
 

 

①
 

「
文

化
政

策
の

た
め

の
条

例
」
と

は
、

地
方

公
共

団
体

に
お

け
る

文
化

政
策

全
般

に
つ

い
て

規
定

す
る

条
例

を
意

味
し

ま
す

。
（
基

金
に

関
す

る
条

例
、

文
化

施
設

等
の

管
理

運
営

に
関

す
る

条
例

、
文

化
財

保
護

関
係

条
例

な
ど

は
除

き
ま

す
。

）
 

②
 

条
例

の
有

無
を

プ
ル

ダ
ウ

ン
か

ら
選

択
く
だ

さ
い

。
（
下

部
に

前
年

度
の

回
答

状
況

が
自

動
入

力
さ

れ
ま

す
の

で
参

考
に

し
て

く
だ

さ
い

。
ま

た
詳

細
な

回
答

内
容

は
前

年
度

報
告

書
（
h
tt

ps
:/

/
w

w
w

.b
u
n
ka

.g
o
.jp

/
to

ke
i_
h
ak

u
sh

o
_s

h
u
pp

an
/
to

ke
ic

h
o
sa

/
ch

ih
o
_b

u
nk

ag
yo

se
i/

pd
f/

94
24

18
01

_0
1
.p

df
）
を

参
照

く
だ

さ
い

。
）
該

当
す

る

条
例

が
複

数
あ

る
場

合
は

２
行

目
以

降
も

使
用

し
て

く
だ

さ
い

。
 

＜
③

～
⑤

は
条

例
が

あ
る

場
合

の
み

＞
 

③
 

条
例

名
、

制
定

年
月

、
改

正
等

年
月

（
該

当
あ

る
場

合
）
を

記
入

く
だ

さ
い

。
な

お
、

年
月

は
和

暦
で

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。
（
例

：
平

成
○

年
△

月
）
ま

た
、

改
正

等
年

月
に

つ
い

て
は

最
新

の
も

の
を

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。
 

例
）
平

成
2
1

年
３

月
１

日
に

制
定

、
平

成
25

年
３

月
1
5

日
及

び
平

成
30

年
３

月
2
0

日
に

改
正

：
→

制
定

年
月

：
「
平

成
21

年
３

月
」
、

改
正

等
年

月
：
「
平

成
30

年
３

月
」 

④
 

条
例

の
対

象
範

囲
を

プ
ル

ダ
ウ

ン
か

ら
選

択
し

て
く
だ

さ
い

。
な

お
、

「
2
.文

化
芸

術
関

連
施

策
」
と

は
、

観
光

、
ま

ち
づ

く
り

、
国

際
交

流
、

教
育

、
福

祉
、

産
業

そ
の

他
の

文
化

芸
術

に
関

連
す

る
分

野
に

お
け

る
施

策
を

意
味

し
ま

す
。

 

⑤
 

条
例

が
H

P
等

で
公

開
さ

れ
て

い
る

場
合

は
、

そ
の

U
R

L
を

回
答

く
だ

さ
い

。
（
非

公
開

の
場

合
は

入
力

不
要

）
 

⑥
 

「
文

化
芸

術
基

本
法

を
踏

ま
え

た
「
文

化
政

策
の

た
め

の
条

例
」
の

制
定

（
改

正
等

）
予

定
状

況
」
は

予
定

の
有

無
を

プ
ル

ダ
ウ

ン
か

ら
選

択
し

て
く
だ

さ
い

。
②

条
例

の

有
無

、
④

対
象

範
囲

に
関

わ
ら

ず
、

必
ず

回
答

し
て

く
だ

さ
い

。
ま

た
、

「
有

」
を

選
択

し
た

場
合

は
制

定
（
改

正
等

）
予

定
時

期
を

和
暦

で
記

入
し

て
く
だ

さ
い

。
（
例

：
令

和

●
年

▲
月

、
令

和
■

年
度

等
）
 

    

②
 

 ③
 

④
 

⑤
 

 
⑥
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（
２

）
 文

化
政

策
の

計
画

等
の

策
定

状
況

（
文

化
芸

術
振

興
基

本
法

施
行

（
平

成
1
3

年
1
2

月
７

日
）
以

降
に

策
定

さ
れ

た
も

の
）
 

 
①

 

 

①
 

「
文

化
政

策
の

計
画

等
」
と

は
、

地
方

公
共

団
体

に
お

け
る

文
化

政
策

全
般

、
市

民
や

文
化

団
体

に
よ

る
芸

術
文

化
振

興
に

つ
い

て
規

定
す

る
計

画
、

指
針

等
を

意
味

し
ま

す
。

（
計

画
、

指
針

、
ビ

ジ
ョ

ン
、

プ
ラ

ン
、

方
針

、
構

想
、

大
綱

、
指

針
等

、
名

称
は

問
い

ま
せ

ん
。

）
文

化
芸

術
振

興
基

本
法

施
行

（
平

成
1
3

年
12

月
７

日
）
以

降

に
策

定
さ

れ
た

も
の

に
つ

い
て

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。
（
た

だ
し

、
同

法
の

施
行

前
に

策
定

さ
れ

た
も

の
で

あ
っ

て
も

、
「
文

化
芸

術
振

興
基

本
法

の
一

部
を

改
正

す
る

法

律
」
（
平

成
29

年
法

律
第

7
3

号
）
に

よ
る

改
正

後
の

文
化

芸
術

基
本

法
を

踏
ま

え
て

当
該

計
画

等
が

改
定

さ
れ

て
い

る
場

合
は

対
象

と
し

ま
す

。
）
な

お
、

「
総

合
計

画

（
ま

ち
づ

く
り

計
画

や
生

涯
学

習
計

画
等

）
の

中
に

文
化

芸
術

に
関

す
る

章
や

項
を

含
ん

で
い

る
も

の
」
に

つ
い

て
は

対
象

と
せ

ず
、

「
主

と
し

て
文

化
振

興
を

扱
っ

て
い

る
も

の
」
を

対
象

と
し

て
く
だ

さ
い

。
 

②
 

計
画

等
の

有
無

を
プ

ル
ダ

ウ
ン

か
ら

選
択

く
だ

さ
い

。
（
下

部
に

前
年

度
の

回
答

状
況

が
自

動
入

力
さ

れ
ま

す
の

で
参

考
に

し
て

く
だ

さ
い

。
ま

た
詳

細
な

回
答

内
容

は

前
年

度
報

告
書

（
h
tt

ps
:/

/
w

w
w

.b
u
n
ka

.g
o
.jp

/
to

ke
i_
h
ak

u
sh

o
_s

h
u
pp

an
/
to

ke
ic

h
o
sa

/
ch

ih
o
_b

un
ka

gy
o
se

i/
pd

f/
94

24
18

01
_0

1.
pd

f）
を

参
照

く
だ

さ
い

。
）
該

当
す

る
計

画
が

複
数

あ
る

場
合

は
２

行
目

以
降

も
使

用
し

て
く
だ

さ
い

。
 

＜
③

～
⑥

は
計

画
等

が
あ

る
場

合
の

み
＞

 

③
 

計
画

等
名

、
策

定
年

月
、

改
定

等
年

月
（
該

当
あ

る
場

合
）
を

記
入

く
だ

さ
い

。
な

お
、

年
月

は
和

暦
で

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。
（
例

：
平

成
○

年
△

月
）
ま

た
、

改
定

等
年

月

に
つ

い
て

は
最

新
の

も
の

を
記

入
し

て
く
だ

さ
い

。
 

例
）
平

成
2
1

年
３

月
１

日
に

策
定

し
、

平
成

2
5

年
３

月
15

日
及

び
平

成
3
0

年
３

月
20

日
に

改
定

し
た

場
合

： 

→
策

定
年

月
は

「
平

成
21

年
３

月
」
、

改
定

等
年

月
は

「
平

成
30

年
３

月
」
と

記
入

。
 

④
 

計
画

期
間

は
、

「
○

年
間

」
の

よ
う

に
記

載
し

て
く
だ

さ
い

。
期

間
の

定
め

が
な

い
場

合
は

、
「
特

に
な

し
」
と

記
載

し
て

く
だ

さ
い

。
 

⑤
 

計
画

等
の

対
象

範
囲

を
プ

ル
ダ

ウ
ン

か
ら

選
択

し
て

く
だ

さ
い

。
な

お
、

「
2
.文

化
芸

術
関

連
施

策
」
と

は
、

観
光

、
ま

ち
づ

く
り

、
国

際
交

流
、

教
育

、
福

祉
、

産
業

そ
の

他

の
文

化
芸

術
に

関
連

す
る

分
野

に
お

け
る

施
策

を
意

味
し

ま
す

。
 

⑥
 

計
画

等
が

H
P

等
で

公
開

さ
れ

て
い

る
場

合
は

、
そ

の
U

R
L

を
回

答
く
だ

さ
い

。
（
非

公
開

の
場

合
は

入
力

不
要

）
 

⑦
 

文
化

芸
術

基
本

法
（
平

成
2
9

年
６

月
公

布
・
施

行
）
第

７
条

の
２

を
受

け
、

国
が

策
定

す
る

文
化

芸
術

推
進

基
本

計
画

（
平

成
3
0

年
３

月
６

日
閣

議
決

定
）
を

踏
ま

え
た

地
方

文
化

芸
術

推
進

基
本

計
画

の
策

定
（
改

定
等

）
予

定
に

つ
い

て
プ

ル
ダ

ウ
ン

か
ら

選
択

し
て

く
だ

さ
い

。
②

計
画

等
の

有
無

、
⑤

計
画

等
の

対
象

範
囲

に
関

わ
ら

ず
、

必
ず

回
答

し
て

く
だ

さ
い

。
ま

た
、

「
有

」
を

選
択

し
た

場
合

は
策

定
（
改

定
等

）
予

定
時

期
を

和
暦

で
記

入
し

て
く
だ

さ
い

。
（
例

：
令

和
●

年
▲

月
、

令
和

■
年

度
等

） 

②
 

③
 

④
 

⑤
 

⑦
 

⑥
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 （
３

）
 障

害
者

に
よ

る
文

化
芸

術
活

動
の

推
進

に
関

す
る

計
画

の
策

定
状

況
 

 
①

 

 

①
 

「
障

害
者

に
よ

る
文

化
芸

術
活

動
の

推
進

に
関

す
る

計
画

」
と

は
、

「
障

害
者

に
よ

る
文

化
芸

術
活

動
の

推
進

に
関

す
る

法
律

（
平

成
3
0

年
法

律
第

4
7

号
）
」
第

８
条

を

踏
ま

え
て

地
方

公
共

団
体

が
策

定
し

た
計

画
を

指
し

ま
す

。
な

お
、

「
障

害
者

に
よ

る
文

化
芸

術
活

動
の

推
進

に
関

す
る

計
画

」
を

含
む

複
数

の
計

画
を

ま
と

め
た

計
画

を
策

定
し

て
い

る
場

合
（
文

化
政

策
の

計
画

等
や

障
害

者
等

に
関

す
る

計
画

の
一

部
と

し
て

策
定

し
て

い
る

場
合

な
ど

）
も

含
み

ま
す

。
回

答
に

あ
た

っ
て

は
、

障
害

福

祉
等

関
係

部
署

に
も

ご
確

認
を

お
願

い
し

ま
す

。
 

②
 

計
画

の
有

無
を

プ
ル

ダ
ウ

ン
か

ら
選

択
く
だ

さ
い

。
（
下

部
に

前
年

度
の

回
答

状
況

が
自

動
入

力
さ

れ
ま

す
の

で
参

考
に

し
て

く
だ

さ
い

。
ま

た
詳

細
な

回
答

内
容

は
前

年
度

報
告

書
（
h
tt

ps
:/

/
w

w
w

.b
u
n
ka

.g
o
.jp

/
to

ke
i_
h
ak

u
sh

o
_s

h
u
pp

an
/
to

ke
ic

h
o
sa

/
ch

ih
o
_b

u
nk

ag
yo

se
i/

pd
f/

94
24

18
01

_0
1
.p

df
）
を

参
照

く
だ

さ
い

。
 

該
当

す
る

計
画

が
複

数
あ

る
場

合
は

２
行

目
以

降
も

使
用

し
て

く
だ

さ
い

。
 

＜
③

～
⑥

は
計

画
が

あ
る

場
合

の
み

＞
 

③
 

計
画

名
、

策
定

年
月

、
改

定
等

年
月

（
該

当
あ

る
場

合
）
を

記
入

く
だ

さ
い

。
な

お
、

年
月

は
和

暦
で

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。
（
例

：
平

成
○

年
△

月
）
ま

た
、

改
定

等
年

月
に

つ
い

て
は

最
新

の
も

の
を

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。
「
障

害
者

に
よ

る
文

化
芸

術
活

動
の

推
進

に
関

す
る

計
画

」
を

含
む

複
数

の
計

画
を

ま
と

め
た

計
画

を
策

定
し

て
い

る

場
合

は
、

「
計

画
の

名
称

」
に

は
全

体
の

計
画

の
名

称
を

記
載

し
、

「
策

定
年

月
」
に

は
「
障

害
者

に
よ

る
文

化
芸

術
活

動
の

推
進

に
関

す
る

計
画

」
が

初
め

て
策

定
さ

れ

た
（
盛

り
込

ま
れ

た
）
年

月
を

記
載

し
て

く
だ

さ
い

。
 

例
）
平

成
2
1

年
3

月
に

策
定

し
た

「
○

○
県

文
化

芸
術

推
進

計
画

」
に

つ
い

て
、

令
和

２
年

３
月

の
改

定
時

に
新

た
に

「
障

害
者

に
よ

る
文

化
芸

術
活

動
の

推
進

に
関

す
る

計
画

」
を

盛
り

込
み

、
計

画
期

間
５

年
（
５

年
後

に
改

定
予

定
）
と

し
て

改
定

し
た

場
合

。
 

→
策

定
年

月
は

「
令

和
２

年
３

月
」
、

改
定

等
年

月
は

「
－

」
、

計
画

期
間

は
「
５

年
間

」
、

計
画

の
位

置
づ

け
は

「
②

文
化

政
策

の
計

画
等

の
一

部
」
、

策
定

（
改

定
等

）
予

定

②
 

③
 

④
 

⑤
 

⑦
 

⑥
 

【
参

考
】
文

化
芸

術
基

本
法

第
７

条
の

２
（
一

部
抜

粋
）
 

都
道

府
県

及
び

市
（
特

別
区

を
含

む
。

第
三

十
七

条
に

お
い

て
同

じ
。

）
町

村
の

教
育

委
員

会
（
地

方
教

育
行

政
の

組
織

及
び

運
営

に
関

す
る

法
律

（
昭

和
三

十
一

年
法

律
第

百
六

十
二

号
）
第

二
十

三
条

第
一

項
の

条
例

の
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
り

そ
の

長
が

文
化

に
関

す
る

事
務

（
文

化
財

の
保

護
に

関
す

る
事

務
を

除
く
。

）
を

管
理

し
，

及
び

執
行

す

る
こ

と
と

さ
れ

た
地

方
公

共
団

体
（
次

項
に

お
い

て
「
特

定
地

方
公

共
団

体
」
と

い
う

。
）
に

あ
っ

て
は

，
そ

の
長

）
は

，
文

化
芸

術
推

進
基

本
計

画
を

参
酌

し
て

，
そ

の
地

方
の

実

情
に

即
し

た
文

化
芸

術
の

推
進

に
関

す
る

計
画

（
次

項
及

び
第

三
十

七
条

に
お

い
て

「
地

方
文

化
芸

術
推

進
基

本
計

画
」
と

い
う

。
）
を

定
め

る
よ

う
努

め
る

も
の

と
す

る
。
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の
有

無
は

「
有

」
、

予
定

時
期

は
「
令

和
７

年
３

月
」
と

記
載

。
 

④
 

「
計

画
期

間
」
に

つ
い

て
は

、
「
○

年
間

」
の

よ
う

に
記

載
し

て
く
だ

さ
い

。
期

間
の

定
め

が
な

い
場

合
は

「
特

に
な

し
」
と

記
載

し
て

く
だ

さ
い

。
 

⑤
 

「
計

画
の

位
置

づ
け

」
を

プ
ル

ダ
ウ

ン
か

ら
選

択
し

て
く
だ

さ
い

。
「
２

.文
化

政
策

の
計

画
等

の
一

部
」
と

は
、

（
２

）
の

文
化

政
策

の
計

画
等

の
一

部
に

、
障

害
者

に
よ

る

文
化

芸
術

活
動

の
推

進
に

関
す

る
計

画
を

位
置

付
け

る
場

合
を

意
味

し
ま

す
。

こ
の

場
合

、
「
計

画
の

名
称

」
に

は
（
２

）
に

記
載

し
た

計
画

の
名

称
を

記
載

し
て

く
だ

さ

い
。

「
３

.障
害

者
等

に
関

す
る

計
画

の
一

部
」
と

は
、

障
害

者
等

に
関

す
る

計
画

の
一

部
に

位
置

付
け

る
場

合
を

意
味

し
ま

す
。

２
.３

.い
ず

れ
の

場
合

も
、

③
の

「
策

定

年
月

」
に

は
障

害
者

に
よ

る
文

化
芸

術
活

動
の

推
進

に
関

す
る

計
画

が
初

め
て

策
定

さ
れ

た
（
盛

り
込

ま
れ

た
）
年

月
を

記
載

し
て

く
だ

さ
い

。
 

⑥
 

計
画

等
が

H
P

等
で

公
開

さ
れ

て
い

る
場

合
は

、
そ

の
U

R
L

を
回

答
く
だ

さ
い

。
（
非

公
開

の
場

合
は

入
力

不
要

）
 

⑦
 

「
障

害
者

に
よ

る
文

化
芸

術
活

動
の

推
進

に
関

す
る

法
律

（
平

成
3
0

年
法

律
第

4
7

号
）
」
第

８
条

を
踏

ま
え

た
、

障
害

者
に

よ
る

文
化

芸
術

活
動

の
推

進
に

関
す

る
計

画
の

策
定

（
改

定
等

）
予

定
に

つ
い

て
プ

ル
ダ

ウ
ン

か
ら

選
択

し
て

く
だ

さ
い

。
②

の
計

画
の

有
無

に
関

わ
ら

ず
、

必
ず

回
答

し
て

く
だ

さ
い

。
ま

た
、

「
有

」
を

選
択

し
た

場

合
は

策
定

（
改

定
等

）
予

定
時

期
を

和
暦

で
記

入
し

て
く
だ

さ
い

。
（
例

：
令

和
●

年
▲

月
、

令
和

■
年

度
等

）
 

 
 

【
参

考
】
障

害
者

に
よ

る
文

化
芸

術
活

動
の

推
進

に
関

す
る

法
律

（
抜

粋
）
 

第
８

条
 

地
方

公
共

団
体

は
、

基
本

計
画

を
勘

案
し

て
、

当
該

地
方

公
共

団
体

に
お

け
る

障
害

者
に

よ
る

文
化

芸
術

活
動

の
推

進
に

関
す

る
計

画
を

定
め

る
よ

う
努

め
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

 
 

２
 

地
方

公
共

団
体

は
、

前
項

の
計

画
を

定
め

、
又

は
こ

れ
を

変
更

し
た

と
き

は
、

遅
滞

な
く
、

こ
れ

を
公

表
す

る
よ

う
努

め
る

も
の

と
す

る
。
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様

 
式

 
２

 
 

４
．

芸
術

文
化

経
費

 

（
１

）
政

令
指

定
都

市
の

芸
術

文
化

経
費

 

 

 
芸

術
文

化
経

費
に

つ
い

て
、

令
和

６
年

度
決

算
額

を
記

入
し

て
く
だ

さ
い

。
各

項
目

に
計

上
す

る
経

費
は

、
以

下
の

通
り

で
す

。
 

 
①

 
 

芸
術

文
化

事
業

費
 

 

・
 

「
芸

術
文

化
」
と

は
、

芸
術

（
美

術
、

音
楽

、
演

劇
、

舞
踊

、
文

学
、

写
真

等
）
、

メ
デ

ィ
ア

芸
術

（
映

画
、

漫
画

、
ア

ニ
メ

ー
シ

ョ
ン

等
）
、

伝
統

芸
能

（
雅

楽
、

能
楽

、
文

楽
、

歌
舞

伎
、

組
踊

等
）
、

芸
能

（
講

談
、

落
語

、
浪

曲
、

漫
談

、
漫

才
、

歌
唱

等
）
、

生
活

文
化

（
茶

道
、

華
道

、
書

道
、

食
文

化
等

）
及

び
国

民
娯

楽
（
囲

碁
、

将
棋

等
）
等

を

い
い

ま
す

。
 

・
 

「
芸

術
文

化
事

業
費

(ｱ
)(
ｲ
)(
ｳ

)」
に

は
以

下
の

経
費

を
計

上
し

て
く
だ

さ
い

。
 


 

芸
術

文
化

関
連

事
業

に
係

る
経

費
 

 
（
例

：
芸

術
文

化
振

興
計

画
の

立
案

・
調

査
、

顕
彰

、
指

導
者

養
成

研
修

（
自

治
体

職
員

の
旅

費
を

除
く
。

）
、

芸
術

家
研

修
派

遣
（
国

内
・
海

外
）
、

芸
術

祭
、

高
校

芸

術
文

化
祭

、
舞

台
芸

術
・
美

術
展

巡
回

事
業

、
そ

の
他

芸
術

文
化

事
業

に
係

る
経

費
（
自

治
体

職
員

の
人

件
費

・
旅

費
を

除
く
。

）
）
※

会
計

年
度

任
用

職
員

は
、

文
化

に
関

係
す

る
業

務
だ

け
に

従
事

し
て

い
る

の
で

あ
れ

ば
計

上
。

ま
た

、
あ

る
特

定
の

文
化

事
業

を
行

う
た

め
に

、
そ

の
事

業
費

か
ら

雇
わ

れ
た

ア
ル

バ
イ

ト

な
ど

の
人

件
費

も
計

上
。

）
） 

 
＊

市
の

事
業

費
の

み
。

市
が

出
資

し
て

い
る

団
体

（
財

団
等

）
が

行
う

事
業

費
は

含
め

な
い

。
 


 

芸
術

文
化

団
体

等
に

対
す

る
補

助
及

び
委

託
経

費
（
実

行
委

員
会

等
に

対
す

る
補

助
を

含
む

。
）
 

 

①
 

②
 

③
 

④
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②
  

市
立

文
化

施
設

経
費

 
 

・
 

「
市

立
文

化
施

設
経

費
(ｴ

)(
ｵ

)(
ｶ
)」

に
は

、
文

化
施

設
（
文

化
会

館
、

美
術

館
等

）
の

管
理

運
営

の
た

め
に

市
が

支
出

す
る

経
費

（
自

治
体

職
員

の
人

件
費

・
旅

費
を

除

く
。

※
文

化
財

を
修

繕
す

る
職

人
等

の
人

件
費

は
計

上
。

）
）
を

計
上

し
て

く
だ

さ
い

。
 

・
 

修
繕

費
（
大

規
模

・
小

規
模

問
わ

ず
※

新
築

以
外

全
て

）
、

光
熱

水
費

、
文

化
施

設
の

管
理

運
営

を
財

団
等

に
委

託
し

て
い

る
場

合
の

委
託

費
を

含
み

ま
す

。
 

・
 

修
繕

費
等

に
係

る
経

費
に

お
い

て
起

債
し

て
い

る
場

合
は

、
起

債
額

で
は

な
く
、

調
査

対
象

年
度

の
償

還
額

（
元

利
）
を

計
上

（
市

支
出

額
に

記
載

）
し

て
く
だ

さ
い

。
（
当

年
度

に
一

般
財

源
の

負
担

が
あ

る
場

合
は

、
同

年
度

の
償

還
額

（
元

利
）
と

併
せ

て
計

上
し

て
く
だ

さ
い

。
）
 

・
 

図
書

館
及

び
公

民
館

は
社

会
教

育
施

設
に

該
当

す
る

た
め

、
文

化
施

設
に

含
め

ま
せ

ん
。

な
お

、
図

書
館

等
他

の
分

野
の

施
設

と
複

合
し

て
い

る
場

合
に

は
、

文
化

施
設

に
係

る
経

費
の

み
を

区
分

し
計

上
し

て
く
だ

さ
い

。
分

け
難

い
場

合
に

は
両

者
を

含
め

て
計

上
し

て
く
だ

さ
い

。
 

③
 

 
市

立
文

化
施

設
建

設
費

 
 

・
 

「
市

立
文

化
施

設
建

設
費

(ｷ
)(

ｸ
)(

ｹ
)」

に
は

、
土

地
購

入
費

、
建

設
費

等
（
準

備
費

、
調

査
費

、
設

計
料

等
を

含
む

。
）
を

計
上

し
て

く
だ

さ
い

。
 

・
 

建
設

費
等

に
係

る
経

費
に

お
い

て
起

債
し

て
い

る
場

合
は

、
起

債
額

で
は

な
く
、

調
査

対
象

年
度

の
償

還
額

（
元

利
）
を

計
上

（
市

支
出

額
に

記
載

）
し

て
く
だ

さ
い

。
（
当

年
度

に
一

般
財

源
の

負
担

が
あ

る
場

合
は

、
同

年
度

の
償

還
額

（
元

利
）
と

併
せ

て
計

上
し

て
く
だ

さ
い

。
）
 

④
 

前
年

度
決

算
か

ら
大

幅
な

増
減

（
5
0
%
以

上
）
が

あ
っ

た
場

合
、

そ
の

主
な

要
因

を
簡

単
に

記
入

く
だ

さ
い

。
（
例

：
文

化
施

設
の

建
て

替
え

等
）
 

 
 

 
※

前
年

度
比

で
5
0
%
以

上
の

増
減

が
な

い
場

合
は

、
エ

ク
セ

ル
の

自
動

計
算

に
よ

り
、

セ
ル

が
灰

色
に

な
り

ま
す

の
で

、
記

入
不

要
で

す
。

 

 【
注

意
事

項
】
 

・
 

単
位

は
千

円
単

位
で

す
。

千
円

未
満

は
切

上
げ

と
し

て
く
だ

さ
い

。
ま

た
、

金
額

が
「
0

円
」
の

時
は

、
空

欄
に

は
せ

ず
、

「
0
」
と

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。
 

・
 

経
費

に
は

、
国

及
び

都
道

府
県

か
ら

の
補

助
、

そ
の

他
市

収
入

を
含

み
ま

す
。

 

・
 

「
国

支
出

金
(ｱ

)(
ｴ
)(

ｷ
)」

は
、

国
庫

補
助

金
、

国
庫

委
託

金
、

国
庫

負
担

金
等

を
計

上
し

て
く
だ

さ
い

（
文

化
庁

か
ら

の
補

助
金

に
限

ら
ず

、
他

省
庁

等
か

ら
の

補
助

金

等
も

含
め

て
回

答
く
だ

さ
い

）
。

市
支

出
額

に
は

国
支

出
金

を
除

い
た

額
を

計
上

し
て

く
だ

さ
い

。
 

・
 

指
定

管
理

者
制

度
に

よ
っ

て
文

化
施

設
の

管
理

者
に

指
定

管
理

料
を

支
払

っ
て

い
る

場
合

は
、

人
件

費
を

除
き

、
事

業
費

を
芸

術
文

化
事

業
費

に
、

管
理

運
営

費
を

市
文

化
施

設
経

費
に

計
上

し
て

く
だ

さ
い

。
指

定
管

理
料

の
分

類
は

、
市

の
積

算
上

の
内

訳
で

、
人

件
費

、
事

業
費

、
施

設
経

費
に

分
類

し
て

く
だ

さ
い

（
指

定
管

理
者

の
決

算
額

で
な

く
て

も
構

い
ま

せ
ん

。
）
。

 

・
 

経
費

に
は

、
新

型
コ

ロ
ナ

ウ
イ

ル
ス

感
染

症
に

関
連

す
る

経
費

を
含

み
ま

す
。

市
の

単
独

事
業

、
文

化
庁

の
新

型
コ

ロ
ナ

ウ
イ

ル
ス

感
染

症
に

関
連

す
る

各
種

事
業

、

内
閣

府
の

新
型

コ
ロ

ナ
ウ

イ
ル

ス
感

染
症

対
応

地
方

創
生

臨
時

交
付

金
が

対
象

と
す

る
事

業
等

が
対

象
と

な
り

ま
す

。
 

-97-



＜
政

令
指

定
都

市
＞

 

10
 

 
（
例

）
作

品
の

制
作

・
発

表
の

機
会

が
失

わ
れ

て
い

る
ア

ー
テ

ィ
ス

ト
に

対
す

る
助

成
費

、
文

化
芸

術
関

係
者

へ
の

相
談

窓
口

設
置

に
係

る
経

費
、

ホ
ー

ル
や

ラ
イ

ブ
ハ

ウ
ス

等
に

お
け

る
無

観
客

公
演

の
映

像
配

信
事

業
を

対
象

に
し

た
支

援
費

、
文

化
施

設
に

お
け

る
感

染
症

対
策

経
費

（
サ

ー
モ

グ
ラ

フ
ィ

ー
、

体
温

計
、

消
毒

液
、

殺
菌

用
空

調
機

器

等
の

整
備

に
係

る
経

費
）
、

文
化

施
設

の
利

用
キ

ャ
ン

セ
ル

に
伴

う
利

用
料

の
還

付
等

 

【
参

考
】
内

閣
府

地
方

創
生

サ
イ

ト
「
新

型
コ

ロ
ナ

ウ
イ

ル
ス

感
染

症
対

応
地

方
創

生
臨

時
交

付
金

」
 

h
tt

ps
:/

/
w

w
w

.c
h
is

o
u.

go
.jp

/t
iik

i/
ri
nj

ik
o
u
fu

ki
n
/
in

de
x.

h
tm

l  
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５
．

文
化

財
保

護
経

費
 

（
１

）
政

令
指

定
都

市
の

文
化

財
保

護
経

費
 

 

文
化

財
保

護
経

費
に

つ
い

て
、

令
和

６
年

度
決

算
額

を
記

入
し

て
く
だ

さ
い

。
 

計
上

す
る

経
費

は
、

P
1
3

の
別

表
に

掲
げ

る
事

業
に

要
す

る
経

費
と

し
ま

す
。

 

 
 

国
指

定
文

化
財

等
保

存
・
活

用
事

業
経

費
 

 

①
 

 
≪

重
要

文
化

財
等

(ｱ
)(
ｲ
)(
ｳ

)≫
 

・
 

別
表

の
重

要
文

化
財

等
（
国

宝
、

特
別

史
跡

名
勝

天
然

記
念

物
を

含
む

。
）
の

項
目

を
踏

ま
え

該
当

す
る

経
費

を
計

上
し

て
く
だ

さ
い

。
 

・
 

※
１

「
活

用
」
に

つ
い

て
、

公
開

活
用

は
、

文
化

財
等

の
公

開
（
公

開
の

際
の

安
全

確
保

や
公

開
環

境
整

備
等

を
含

む
）
、

展
示

・
便

益
・
そ

の
他

活
用

施
設

・
設

備
等

の

整
備

管
理

、
情

報
発

信
（
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
・
映

像
・
S
N

S
・
パ

ン
フ

レ
ッ

ト
・
レ

プ
リ

カ
・
模

写
模

造
・
V

R
・
A

R
・
デ

ジ
タ

ル
ア

ー
カ

イ
ブ

・
解

説
板

等
の

作
成

管
理

、
周

遊
ル

ー

ト
の

設
定

及
び

周
辺

文
化

財
と

の
一

体
的

な
発

信
、

展
示

解
説

等
の

ユ
ニ

バ
ー

サ
ル

デ
ザ

イ
ン

化
等

を
含

む
）
、

多
言

語
化

（
翻

訳
、

ネ
イ

テ
ィ

ブ
チ

ェ
ッ

ク
、

ネ
イ

テ
ィ

ブ

ラ
イ

タ
ー

に
よ

る
コ

ン
テ

ン
ツ

作
成

等
を

含
む

）
、

普
及

啓
発

（
発

表
会

、
展

覧
会

、
体

験
教

室
、

ワ
ー

ク
シ

ョ
ッ

プ
、

シ
ン

ポ
ジ

ウ
ム

の
実

施
等

を
含

む
）
、

外
部

人
材

の
活

用
（
保

存
活

用
計

画
の

推
進

や
魅

力
発

信
等

を
行

う
専

門
人

材
に

係
る

報
償

費
や

委
託

費
等

を
含

む
）
、

人
材

育
成

（
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
、

ガ
イ

ド
、

学
芸

員
、

ヘ
リ

テ
ー

ジ

マ
ネ

ー
ジ

ャ
ー

等
の

研
修

・
育

成
等

を
含

む
）
等

に
関

す
る

取
組

を
い

い
ま

す
。

ま
た

、
美

装
化

は
、

文
化

財
の

外
観

、
内

装
等

を
美

し
く
保

ち
、

魅
力

を
向

上
さ

せ
る

取

組
を

い
い

ま
す

。
 

※
２

 
「
保

存
」
「
活

用
」
に

は
ハ

ー
ド

事
業

と
ソ

フ
ト

事
業

に
係

る
経

費
等

を
合

算
し

て
計

上
し

て
く
だ

さ
い

。
 

ハ
ー

ド
：
保

存
・
活

用
の

た
め

の
保

存
施

設
・
防

災
施

設
・
展

示
施

設
・
便

益
施

設
そ

の
他

施
設

等
の

整
備

、
買

い
上

げ
に

係
る

経
費

等
。

 

ソ
フ

ト
：
ハ

ー
ド

事
業

以
外

の
取

組
（
解

説
板

の
設

置
を

含
む

）
に

係
る

経
費

等
。

（
地

方
債

の
対

象
と

な
る

経
費

（
＝

ハ
ー

ド
）
以

外
の

経
費

を
指

し
ま

す
。

）
 

※
３

 
「
う

ち
民

間
向

け
」
に

は
、

民
間

事
業

者
が

行
う

事
業

へ
の

補
助

金
・
負

担
金

を
内

数
で

計
上

し
て

く
だ

さ
い

。
（
指

定
管

理
業

務
を

民
間

に
「
委

託
」
し

て
い

る
場

合
、

そ
の

業
務

は
当

該
自

治
体

の
業

務
を

依
頼

し
て

民
間

事
業

者
に

実
施

し
て

も
ら

う
こ

と
に

な
り

ま
す

の
で

、
そ

の
経

費
は

、
民

間
向

け
の

内
数

に
は

含
ま

れ
ま

せ

ん
。

）
 

 

①
 

②
 

④
 

※
2  

③
 

※
3  

※
2 

※
2  

※
2  

※
1  

※
1 

⑤
 

※
3 

※
3 

※
3  
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②
 

≪
埋

蔵
文

化
財

(ｴ
)(
ｵ

)(
ｶ
)≫

 

・
 

別
表

の
埋

蔵
文

化
財

の
項

目
を

踏
ま

え
該

当
す

る
経

費
を

計
上

し
て

下
さ

い
。

 

・
 

埋
蔵

文
化

財
（
緊

急
調

査
）
は

令
和

７
年

６
月

2
0

日
付

７
文

財
二

第
４

３
号

で
文

化
庁

文
化

財
第

二
課

か
ら

依
頼

の
「
令

和
６

年
度

実
施

の
発

掘
調

査
費

用
の

実
態

調

査
及

び
発

掘
届

等
の

統
計

調
査

に
つ

い
て

（
依

頼
）
」
の

結
果

に
基

づ
く
額

と
し

ま
す

。
 

③
 

 
地

方
公

共
団

体
指

定
文

化
財

等
保

存
・
活

用
事

業
経

費
 

 

・
 

別
表

の
地

方
公

共
団

体
指

定
文

化
財

等
保

存
・
活

用
事

業
経

費
の

項
目

を
踏

ま
え

該
当

す
る

経
費

を
計

上
し

て
く
だ

さ
い

。
 

④
 

 
国

・
地

方
公

共
団

体
指

定
文

化
財

等
保

護
管

理
経

費
 

 

・
 

別
表

の
国

・
地

方
公

共
団

体
指

定
文

化
財

等
保

護
管

理
経

費
の

項
目

を
踏

ま
え

該
当

す
る

経
費

を
計

上
し

て
く
だ

さ
い

。
 

⑤
 

前
年

度
決

算
か

ら
大

幅
な

増
減

（
5
0
%
以

上
）
が

あ
っ

た
場

合
、

そ
の

主
な

要
因

を
簡

単
に

記
入

く
だ

さ
い

。
（
例

：
文

化
財

の
大

規
模

な
補

修
等

）
 

 
 

 
※

前
年

度
比

で
5
0
%
以

上
の

増
減

が
な

い
場

合
は

、
エ

ク
セ

ル
の

自
動

計
算

に
よ

り
、

セ
ル

が
灰

色
に

な
り

ま
す

の
で

、
記

入
不

要
で

す
。

 

 

【
注

意
事

項
】
 

・
 

単
位

は
千

円
単

位
で

す
。

千
円

未
満

は
切

上
げ

と
し

て
く
だ

さ
い

。
ま

た
、

金
額

が
「
0

円
」
の

時
は

、
空

欄
に

は
せ

ず
、

「
0
」
と

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。
 

・
 

歴
史

民
俗

資
料

館
、

埋
蔵

文
化

財
セ

ン
タ

ー
等

が
行

う
経

費
を

含
め

ま
す

。
な

お
、

所
有

者
負

担
金

は
含

め
ま

せ
ん

。
 

・
 

「
国

支
出

金
(ｱ

)(
ｴ
)(

ｹ
)は

、
国

庫
補

助
金

、
国

庫
委

託
金

、
国

庫
負

担
金

等
を

計
上

し
て

く
だ

さ
い

（
文

化
庁

か
ら

の
補

助
金

に
限

ら
ず

、
他

省
庁

等
か

ら
の

補
助

金
等

も

含
め

て
回

答
く
だ

さ
い

）
。

 

・
 

「
市

支
出

額
(ｳ

)(
ｶ
)(
ｸ
)(
ｻ

)」
に

は
、

国
庫

補
助

事
業

・
都

道
府

県
補

助
事

業
に

お
け

る
市

負
担

額
、

そ
の

他
市

単
独

事
業

等
の

文
化

財
保

護
事

業
に

係
る

経
費

（
自

治
体

職
員

の
人

件
費

・
旅

費
を

除
く
。

）
を

計
上

し
て

く
だ

さ
い

。
※

会
計

年
度

任
用

職
員

は
、

文
化

に
関

係
す

る
業

務
だ

け
に

従
事

し
て

い
る

の
で

あ
れ

ば
計

上
。

ま
た

、
あ

る
特

定
の

文
化

事
業

を
行

う
た

め
に

、
そ

の
事

業
費

か
ら

雇
わ

れ
た

ア
ル

バ
イ

ト
な

ど
の

人
件

費
も

計
上

。
）
 

・
 

経
費

に
は

、
新

型
コ

ロ
ナ

ウ
イ

ル
ス

感
染

症
に

関
連

す
る

経
費

を
含

み
ま

す
。

市
の

単
独

事
業

、
文

化
庁

の
新

型
コ

ロ
ナ

ウ
イ

ル
ス

感
染

症
に

関
連

す
る

各
種

事
業

、
内

閣
府

の
新

型
コ

ロ
ナ

ウ
イ

ル
ス

感
染

症
対

応
地

方
創

生
臨

時
交

付
金

が
対

象
と

す
る

事
業

等
が

対
象

と
な

り
ま

す
。

 

（
例

）
文

化
財

の
オ

ン
ラ

イ
ン

配
信

等
に

よ
る

イ
ン

バ
ウ

ン
ド

の
回

復
に

向
け

た
地

域
の

魅
力

発
信

に
係

る
経

費
、

文
化

財
の

公
開

施
設

に
お

け
る

感
染

症
対

策
経

費
等

 

【
参

考
】
内

閣
府

地
方

創
生

サ
イ

ト
「
新

型
コ

ロ
ナ

ウ
イ

ル
ス

感
染

症
対

応
地

方
創

生
臨

時
交

付
金

」
 

h
tt

ps
:/

/
w

w
w

.c
h
is

o
u
.g

o
.jp

/
ti
ik

i/
ri
n
jik

o
u
fu

ki
n
/
in

de
x.

ht
m

l 

・
 

文
化

財
保

護
経

費
に

お
い

て
起

債
し

て
い

る
場

合
は

、
調

査
対

象
年

度
の

起
債

額
で

は
な

く
、

当
年

度
の

償
還

額
（
元

利
）
を

計
上

（
市

支
出

額
に

記
載

）
し

て
く
だ

さ
い

。

（
当

年
度

に
一

般
財

源
の

負
担

が
あ

る
場

合
は

、
同

年
度

の
償

還
額

（
元

利
）
と

併
せ

て
計

上
し

て
く
だ

さ
い

。
）
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政

令
指

定
都

市
＞

 

13
 

【
国

指
定

文
化

財
等

保
存

・
活

用
事

業
経

費
の

例
】
 

・
重

要
文

化
財

等
（
国

宝
、

特
別

史
跡

名
勝

天
然

記
念

物
を

含
む

。
）
 

 
保

存
 

活
用

 

重
要

文
化

財
（
建

造
物

）
 

保
存

活
用

計
画

策
定

、
保

存
修

理
、

防
災

施
設

等
（
環

境
保

全
、

耐
震

診
断

、
民

家
保

存
管

理
施

設
、

緊
急

防
災

性
能

強
化

、
緊

急
防

災
施

設
耐

震
改

修
を

含
む

）
、

買
上

げ
 

公
開

活
用

、
美

装
化

 

重
要

文
化

財
（
美

術
工

芸
品

）
 

保
存

活
用

計
画

策
定

、
保

存
修

理
、

防
災

・
保

存
施

設
（
収

蔵
庫

を
含

む
）
、

買
上

げ
 

公
開

活
用

、
美

装
化

 

登
録

有
形

文
化

財
（
建

造
物

）
 

保
存

活
用

計
画

策
定

、
保

存
修

理
、

防
災

施
設

等
 

公
開

活
用

、
美

装
化

 

登
録

有
形

文
化

財
（
美

術
工

芸
品

）
 

保
存

活
用

計
画

策
定

、
保

存
修

理
、

買
上

げ
 

公
開

活
用

、
美

装
化

 

重
要

無
形

文
化

財
 

保
存

活
用

計
画

策
定

、
伝

承
、

記
録

作
成

 
公

開
活

用
 

登
録

無
形

文
化

財
 

保
存

活
用

計
画

策
定

、
伝

承
、

記
録

作
成

 
公

開
活

用
 

重
要

有
形

・
無

形
民

俗
文

化
財

 
保

存
活

用
計

画
策

定
、

保
存

修
理

、
防

災
管

理
、

保
存

施
設

、
伝

承
、

記
録

作
成

 
公

開
活

用
 

登
録

有
形

・
無

形
民

俗
文

化
財

 
保

存
活

用
計

画
策

定
、

伝
承

、
記

録
作

成
 

公
開

活
用

 

史
跡

名
勝

天
然

記
念

物
 

保
存

活
用

計
画

策
定

、
保

存
修

理
（「

歴
史

の
道

」含
む

）、
環

境
整

備
、

防
災

施
設

、
天

然
記

念
物

再
生

・食
害

対
策

、
史

跡
等

買
上

げ
 

公
開

活
用

 

登
録

記
念

物
 

保
存

活
用

計
画

策
定

、
保

存
修

理
、

環
境

整
備

、
防

災
施

設
、

保
存

施
設

（
標

識
等

）
の

設
置

 
公

開
活

用
 

重
要

文
化

的
景

観
 

保
存

修
理

、
保

存
計

画
策

定
、

環
境

整
備

、
防

災
施

設
等

 
公

開
活

用
 

重
要

伝
統

的
建

造
物

群
保

存
地

区
 

保
存

修
理

、
防

災
施

設
等

、
買

上
げ

（
修

景
・
復

旧
、

環
境

の
保

全
整

備
、

各
単

費
事

業
を

含
む

）
 

公
開

活
用

、
美

装
化

 

選
定

保
存

技
術

 
保

存
活

用
計

画
策

定
、

伝
承

、
記

録
作

成
 

公
開

活
用

 

 ・
埋

蔵
文

化
財

 
埋

蔵
文

化
財

（
学

術
調

査
等

）
 

文
化

財
保

護
法

第
9
2

条
、

第
9
9

条
に

基
づ

く
発

掘
調

査
、

遺
跡

詳
細

分
布

調
査

、
重

要
遺

跡
基

本
資

料
整

備
、

出
土

遺
物

保
存

処
理

（
緊

急
調

査
に

係
る

も
の

を
除

く
） 

埋
蔵

文
化

財
（
緊

急
調

査
）
 

文
化

財
保

護
法

第
9
2

条
、

第
9
9

条
に

基
づ

く
発

掘
調

査
で

、
開

発
行

為
等

に
伴

う
事

前
調

査
 

埋
蔵

文
化

財
（
保

存
活

用
）
 

体
験

学
習

、
広

報
資

料
作

成
、

出
土

遺
物

再
整

理
、

設
備

整
備

 

 【
地

方
公

共
団

体
指

定
文

化
財

等
保

存
・
活

用
事

業
経

費
】
 

・
地

方
公

共
団

体
が

指
定

・
登

録
す

る
文

化
財

等
（
有

形
文

化
財

、
無

形
文

化
財

、
民

俗
文

化
財

、
記

念
物

、
文

化
的

景
観

、
伝

統
的

建
造

物
群

保
存

地
区

、
保

存
技

術
）
に

係
る

保
存

・
活

用
の

取
組

の
考

え
方

に
つ

い
て

は
、

上
表

「
重

要
文

化
財

等
（
国

宝
、

特
別

史
跡

名
勝

天
然

記
念

物
を

含
む

。
）
」
に

準
じ

る
。

 

 【
国

・
地

方
公

共
団

体
指

定
文

化
財

等
保

護
管

理
経

費
】
 

調
査

 
指

定
文

化
財

調
査

、
未

指
定

文
化

財
調

査
、

「
歴

史
の

道
」
調

査
、

総
合

学
術

調
査

、
伝

統
的

建
造

物
群

保
存

対
策

調
査

、
そ

の
他

 

国
指

定
文

化
財

管
理

 
国

指
定

文
化

財
の

管
理

（
防

災
設

備
保

守
点

検
、

差
し

茅
、

防
蟻

・
防

虫
等

小
修

理
、

文
化

財
保

護
管

理
指

導
）
に

係
る

経
費

、
国

有
文

化
財

の
管

理
に

係
る

経
費

 

文
化

財
関

係
団

体
補

助
 

文
化

財
保

護
を

主
た

る
目

的
と

す
る

団
体

に
対

す
る

文
化

財
保

護
関

係
事

業
へ

の
補

助
金

（
文

化
財

愛
護

団
体

等
に

対
す

る
補

助
金

は
除

く
） 

そ
の

他
 

文
化

財
保

護
審

議
会

事
務

費
、

文
化

財
保

護
指

導
委

員
手

当
、

未
指

定
無

形
民

俗
文

化
財

の
伝

承
、

文
化

財
愛

護
活

動
、

文
化

財
保

護
強

調
週

間
の

各
種

行

事
、

歴
史

民
俗

資
料

館
・
地

方
埋

蔵
文

化
財

セ
ン

タ
ー

の
建

設
・
運

営
費

等
 

 

別
 

 
表
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１
.　

本
調

査
に

係
る

連
絡

先
※

７
箇

所
全

て
記

載
し

て
く
だ

さ
い

。
ま

た
、

メ
ー

ル
ア

ド
レ

ス
は

来
年

度
の

照
会

に
も

使
用

し
ま

す
の

で
可

能
な

限
り

組
織

ア
ド

レ
ス

を
ご

記
入

く
だ

さ
い

。

中
核

市
名

担
当

部
署

担
当

者
氏

名
電

話
番

号
郵

便
番

号

2
.　

中
核

市
の

文
化

行
政

担
当

部
署

（
令

和
７

年
１

０
月

１
日

現
在

）

条
例

制
定

（
改

正
等

）
・

委
任

・
補

助
執

行
の

別
制

定
（
改

正
等

）
年

月
移

管
予

定
の

有
無

予
定

時
期

※
予

定
有

の
場

合

文
化

政
策

全
般

芸
術

文
化

文
化

財
保

護

国
際

文
化

交
流

博
物

館

市
名

文
化

行
政

区
分

文
化

政
策

部
門

障
害

者
福

祉
部

門

障
害

者
文

化
芸

術

3
.　

中
核

市
の

文
化

政
策

の
た

め
の

条
例

制
定

、
文

化
政

策
の

計
画

等
策

定
等

の
状

況
　

（
令

和
７

年
１

０
月

１
日

現
在

）
※

回
答

に
あ

た
っ

て
は

、
前

年
度

の
策

定
状

況
と

比
較

し
て

回
答

に
齟

齬
が

な
い

か
確

認
く
だ

さ
い

。

（
１

）
文

化
政

策
の

た
め

の
条

例
の

制
定

状
況

制
定

・
改

正
等

予
定

予
定

時
期

※
予

定
「
有

」
の

場
合

（
参

考
）
前

年
度

の
策

定
状

況
※

詳
細

に
つ

い
て

は
前

年
度

報
告

書
を

参
照

く
だ

さ
い

。
前
年
度
報
告
書
へ
の
リ
ン
ク

 (
２

) 
文

化
政

策
の

計
画

等
の

策
定

状
況

（
文

化
芸

術
振

興
基

本
法

施
行

（
平

成
1
3
年

1
2
月

7
日

）
以

降
に

策
定

さ
れ

た
も

の
）

※
文

化
芸

術
基

本
法

で
努

力
義

務
と

し
て

規
定

さ
れ

て
い

ま
す

。
ま

ち
づ

く
り

計
画

や
生

涯
学

習
計

画
等

の
総

合
計

画
の

中
に

、
文

化
に

関
す

る
章

や
項

を
含

ん
で

い
る

も
の

は
対

象
外

で
す

。

策
定

・
改

定
等

予
定

予
定

時
期

※
予

定
「
有

」
の

場
合

（
参

考
）
前

年
度

の
策

定
状

況
※

詳
細

に
つ

い
て

は
前

年
度

報
告

書
を

参
照

く
だ

さ
い

。
前
年
度
報
告
書
へ
の
リ
ン
ク

（
３

）
障

害
者

に
よ

る
文

化
芸

術
活

動
の

推
進

に
関

す
る

計
画

の
策

定
状

況
※

障
害

者
に

よ
る

文
化

芸
術

活
動

の
推

進
に

関
す

る
法

律
で

努
力

義
務

と
し

て
規

定
さ

れ
て

い
ま

す
。

文
化

政
策

の
計

画
等

や
障

害
者

等
に

関
す

る
計

画
の

一
部

と
し

て
策

定
し

て
い

る
場

合
も

含
み

ま
す

。

策
定

・
改

定
等

予
定

予
定

時
期

※
予

定
「
有

」
の

場
合

（
参

考
）
前

年
度

の
策

定
状

況
※

詳
細

に
つ

い
て

は
前

年
度

報
告

書
を

参
照

く
だ

さ
い

。
前
年
度
報
告
書
へ
の
リ
ン
ク

住
所

条
例

制
定

（
改

正
等

）
等

に
よ

る
市

長
部

局
へ

の
移

管

備
考

(補
足

等
あ

れ
ば

記
入

)

計
画

期
間

※
計

画
等

「
有

」
の

場
合

対
象

範
囲

※
計

画
等

「
有

」
の

場
合

U
R

L
※

条
例

「
有

」
か

つ
H

P
等

で
公

表
し

て
い

る
場

合

 文
化

芸
術

基
本

法
を

踏
ま

え
た

「
文

化
政

策
の

た
め

の
条

例
」
の

制
定

（
改

正
等

）
予

定
状

況
制

定
年

月
※

条
例

「
有

」
の

場
合

改
正

等
年

月
※

条
例

「
有

」
の

場
合

対
象

範
囲

※
条

例
「
有

」
の

場
合

計
画

期
間

※
計

画
「
有

」
の

場
合

E
-
m

ai
l

市
名

文
化

行
政

区
分

教
育

委
員

会
市

長
部

局

条
例

の
名

称
※

条
例

「
有

」
の

場
合

計
画

等
の

名
称

※
計

画
等

「
有

」
の

場
合

策
定

年
月

※
計

画
等

「
有

」
の

場
合

改
定

等
年

月
※

計
画

等
「
有

」
の

場
合

文
化

芸
術

基
本

法
第

７
条

の
２

を
踏

ま
え

た
地

方
文

化
芸

術
推

進
基

本
計

画
の

策
定

（
改

定
等

）
予

定
状

況

障
害

者
に

よ
る

文
化

芸
術

活
動

の
推

進
に

関
す

る
法

律
第

８
条

を
踏

ま
え

た
計

画
の

策
定

（
改

定
等

）
予

定
状

況

U
R

L
※

計
画

等
「
有

」
か

つ
H

P
等

で
公

表
し

て
い

る
場

合

U
R

L
※

計
画

「
有

」
か

つ
H

P
等

で
公

表
し

て
い

る
場

合
改

定
等

年
月

※
計

画
「
有

」
の

場
合

計
画

の
有

無
計

画
の

名
称

※
計

画
「
有

」
の

場
合

策
定

年
月

※
計

画
「
有

」
の

場
合

中
核

市
用

市
名

市
名

計
画

等
の

有
無

市
名

計
画

の
位

置
づ

け
※

計
画

「
有

」
の

場
合

条
例

の
有

無

⽔
⾊
セ
ル
：
⾃
動
⼊
⼒

薄
⻩
⾊
セ
ル
：
プ
ル
ダ
ウ
ン

灰
⾊
セ
ル
：
⼊
⼒
不
要

※
プ
ル
ダ
ウ
ン
の
選
択
結
果
に
よ
り
変
化
す
る
セ
ル
有

オ
レ
ン
ジ
セ
ル
：
参
考
（
⾃
動
⼊
⼒
）

★
⽔
⾊
セ
ル
、
薄
⻩
⾊
セ
ル
、
オ
レ
ン
ジ
⾊
セ
ル
、
⽩
⾊
セ
ル
に
全
て

記
⼊
さ
れ
て
い
る
か
必
ず
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

★
表
を
崩
し
た
り
、
⼊
っ
て
い
る
関
数
を
触
ら
な
い
よ
う
に
お
願
い
い

た
し
ま
す
。
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4
. 
芸

術
文

化
経

費
（
令

和
６

年
度

決
算

額
）

（
１

）
　

中
核

市
の

芸
術

文
化

経
費

（
単

位
：
千

円
）

国
支

出
金

(ｱ
)

都
道

府
県

支
出

金
(ｲ

)

市
支

出
額

(ｳ
)

国
支

出
金

(ｴ
)

都
道

府
県

支
出

金
(ｵ

)

市
支

出
額

(ｶ
)

国
支

出
金

(ｷ
)

都
道

府
県

支
出

金
(ｸ

)

市
支

出
額

(ｹ
)

国
支

出
金

(ｱ
)+

(ｴ
)+

(ｷ
)

都
道

府
県

支
出

金
(ｲ

)+
(ｵ

)+
(ｸ

)

市
支

出
額

(ｳ
)+

(ｶ
)+

(ｹ
)

教
育

委
員

会
0

0
0

0
0

0
0

首
長

部
局

0
0

0
0

0
0

0

合
計

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

前
年

度
決

算
額

増
減

率
-

5
. 
文

化
財

保
護

経
費

（
令

和
６

年
度

決
算

額
）

（
１

）
　

中
核

市
の

文
化

財
保

護
経

費
　

（
単

位
：
千

円
）

保
存

●
活

用
★

保
存

●
活

用
★

う
ち

民
間

向
け

う
ち

民
間

向
け

う
ち

民
間

向
け

う
ち

民
間

向
け

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

前
年

度
決

算
額

増
減

率
-

前
年

度
決

算
額

か
ら

大
幅

な
増

減
(5

0
%
以

上
)が

あ
っ

た
場

合
そ

の
主

な
要

因

市
名

国
指

定
文

化
財

等
保

存
・

活
用

事
業

経
費

(ｱ
)+

(ｲ
)+

(ｳ
)+

(ｴ
)+

(ｵ
)+

(ｶ
)

財
源

内
訳

中
核

市
用

市
名

市
名

部
署

芸
術

文
化

事
業

費
(ｱ

)+
(ｲ

)+
(ｳ

)

財
源

内
訳

国
支

出
金

(ｹ
)

都
道

府
県

支
出

額
(ｺ

)

市
立

文
化

施
設

経
費

(ｴ
)+

(ｵ
)+

(ｶ
)

市
立

文
化

施
設

建
設

費
(ｷ

)+
(ｸ

)+
(ｹ

)

合
計

財
源

内
訳

財
源

内
訳

財
源

内
訳

地
方

公
共

団
体

指
定

文
化

財
等

保
存

・
活

用
事

業
経

費
(ｷ

)+
(ｸ

)

国
・
地

方
公

共
団

体
指

定
文

化
財

等
保

護
管

理
経

費
等

(ｹ
)+

(ｺ
)+

(ｻ
)

前
年

度
決

算
額

か
ら

大
幅

な
増

減
(5

0
%
以

上
)が

あ
っ

た
場

合
そ

の
主

な
要

因

合
計

重
要

文
化

財
等

(ｱ
)+

(ｲ
)+

(ｳ
)

埋
蔵

文
化

財
(ｴ

)+
(ｵ

)+
(ｶ

)

財
源

内
訳

財
源

内
訳

財
源

内
訳

国
支

出
金

(ｱ
)

都
道

府
県

支
出

額
(ｲ

)

市
支

出
額

(ｳ
)

=
●

+
★

国
支

出
金

(ｴ
)

都
道

府
県

支
出

額
(ｵ

)

市
支

出
額

(ｶ
)

都
道

府
県

支
出

額
(ｷ

)

市
支

出
額

(ｸ
)

=
●

+
★

財
源

内
訳

市
支

出
額

(ｻ
)

国
支

出
金

(ｱ
)+

(ｴ
)+

(ｹ
)

都
道

府
県

支
出

額
(ｲ

)+
(ｵ

)+
(ｷ

)+
(ｺ

)

市
支

出
額

(ｳ
)+

(ｶ
)+

(ｸ
)+

(ｻ
)

⽔
⾊
セ
ル
：
⾃
動
⼊
⼒

オ
レ
ン
ジ
セ
ル
：
参
考
（
⾃
動
⼊
⼒
）

★
⽔
⾊
セ
ル
は
直
接
⼊
⼒
し
な
い
で
く
だ
さ

い
。

★
⾦
額
が
「
0円

」
の
場
合
は
、
空
欄
に
は

せ
ず
、
「
0」

と
必
ず
記
⼊
し
て
く
だ
さ
い
。

★
表
を
崩
し
た
り
、
⼊
っ
て
い
る
関
数
を
触

ら
な
い
よ
う
に
お
願
い
い
た
し
ま
す
。
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＜
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1 

≪
 

記
入

要
領

 
≫

 

 
様

 
式

 
１

 
 

１
．

 本
調

査
に

係
る

連
絡

先
 

 

①
 

市
名

を
選

択
し

て
く
だ

さ
い

（
直

接
入

力
し

な
い

で
く
だ

さ
い

）
。

こ
の

選
択

に
よ

り
、

こ
れ

以
降

の
「
市

名
」
欄

に
自

動
で

市
名

が
入

力
さ

れ
ま

す
。

ま
た

、
こ

の
選

択
に

伴

い
、

前
年

度
の

条
例

制
定

状
況

等
の

デ
ー

タ
も

参
考

表
示

さ
れ

ま
す

の
で

、
前

年
度

の
状

況
を

確
認

し
齟

齬
が

な
い

よ
う

に
回

答
し

て
く
だ

さ
い

。
 

②
 

担
当

部
署

（
部

局
等

名
及

び
課

室
等

名
）
に

つ
い

て
は

、
省

略
せ

ず
記

載
し

て
く
だ

さ
い

（
例

：
○

○
局

○
○

部
○

○
課

、
教

育
委

員
会

○
○

部
○

○
課

）
。

記
入

内
容

を

そ
の

ま
ま

冊
子

版
報

告
書

送
付

時
の

宛
先

部
署

名
と

さ
せ

て
い

た
だ

き
ま

す
。

 

③
 

本
調

査
の

担
当

者
１

名
の

必
要

事
項

を
記

入
し

て
く
だ

さ
い

。
（
担

当
者

が
複

数
名

と
な

る
場

合
は

、
窓

口
と

な
る

１
名

の
み

を
記

入
し

て
く
だ

さ
い

。
）
 

④
 

E
-
m

ai
lア

ド
レ

ス
は

、
今

後
の

集
計

結
果

の
確

認
依

頼
等

及
び

次
年

度
の

照
会

の
送

付
先

と
な

り
ま

す
の

で
、

見
落

と
し

が
な

い
ア

ド
レ

ス
（
可

能
で

あ
れ

ば
組

織
ア

ド
レ

ス
）
を

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。
 

⑤
 

ご
回

答
い

た
だ

い
た

住
所

宛
に

冊
子

版
の

報
告

書
を

送
付

い
た

し
ま

す
。

 

 
 

①
 

②
 

③
 

④
 

➄
 

-104-



＜
中

核
市

用
＞

 

2 

２
．

 文
化

行
政

担
当

部
署

 

 

①
 

令
和

７
年

1
0

月
１

日
現

在
に

お
け

る
次

の
担

当
部

署
に

つ
い

て
、

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。
な

お
、

文
化

行
政

区
分

は
次

の
通

り
で

す
。

 

文
化

政
策

全
般

 
文

化
政

策
全

般
の

と
り

ま
と

め
部

署
。

文
化

政
策

に
関

す
る

基
本

計
画

の
策

定
な

ど
、

地
方

公
共

団
体

の
文

化
政

策
全

般
に

関
す

る
と

り

ま
と

め
等

を
担

当
す

る
部

署
。

 

芸
術

文
化

 
芸

術
文

化
の

主
な

所
管

部
署

。
芸

術
文

化
の

主
な

所
管

部
署

と
は

、
芸

術
（
美

術
、

音
楽

、
演

劇
、

舞
踊

、
文

学
、

写
真

等
）
、

メ
デ

ィ
ア

芸

術
（
映

画
、

漫
画

、
ア

ニ
メ

ー
シ

ョ
ン

等
）
、

伝
統

芸
能

（
雅

楽
、

能
楽

、
文

楽
、

歌
舞

伎
、

組
踊

等
）
、

芸
能

（
講

談
、

落
語

、
浪

曲
、

漫
談

、
漫

才
、

歌
唱

等
）
、

生
活

文
化

（
茶

道
、

華
道

、
書

道
、

食
文

化
等

）
及

び
国

民
娯

楽
（
囲

碁
、

将
棋

等
）
等

の
芸

術
文

化
を

担
当

す
る

部
署

。
 

文
化

財
保

護
※

 
文

化
財

保
護

の
主

な
所

管
部

署
。

 

国
際

文
化

交
流

 
国

際
文

化
交

流
の

主
な

所
管

部
署

。
 

博
物

館
※

 
博

物
館

の
主

な
所

管
部

署
。

博
物

館
の

主
な

所
管

部
署

と
は

、
博

物
館

法
（
昭

和
2
6

年
法

律
第

二
百

八
十

五
号

）
第

２
条

第
２

項
の

「
公

立
博

物
館

」
を

担
当

す
る

部
署

を
い

う
。

（
博

物
館

専
属

の
所

管
で

は
な

く
、

そ
の

他
の

事
務

内
容

を
含

ん
で

い
て

も
よ

い
。

）
 

障
害

者
文

化
芸

術
 

障
害

者
文

化
芸

術
の

主
な

所
管

部
署

。
 

②
 

担
当

部
署

名
は

、
「
部

局
等

名
」
及

び
「
課

室
等

名
」
を

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。
教

育
委

員
会

と
市

長
部

局
の

双
方

で
所

管
し

て
い

る
場

合
は

、
各

欄
に

部
署

名
を

、
担

当
部

署
が

複
数

あ
る

場
合

は
、

複
数

の
部

署
名

を
記

入
し

て
く
だ

さ
い

。
障

害
者

文
化

芸
術

に
つ

い
て

は
、

文
化

政
策

部
門

及
び

障
害

者
福

祉
部

門
の

双
方

で
所

管
し

て
い

る

場
合

は
そ

れ
ぞ

れ
の

部
署

名
を

、
い

ず
れ

か
で

所
管

し
て

い
る

場
合

は
該

当
す

る
部

門
の

部
署

名
を

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。
（
文

化
政

策
部

門
で

障
害

者
文

化
芸

術
を

所

管
す

る
場

合
は

文
化

政
策

部
門

に
当

該
部

署
名

を
、

ま
た

、
障

害
者

福
祉

部
門

で
障

害
者

文
化

芸
術

を
所

管
す

る
場

合
は

障
害

者
福

祉
部

門
に

当
該

部
署

名
を

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。
）
 

 ②
    

 
①

    

③
    

④
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3 

③
 

文
化

財
保

護
及

び
博

物
館

の
担

当
部

署
に

つ
い

て
、

条
例

制
定

（
改

正
等

）
（
※

）
や

条
例

等
に

基
づ

く
委

任
・
補

助
執

行
に

よ
り

市
長

部
局

に
お

い
て

担
当

し
て

い
る

場

合
は

、
教

育
委

員
会

の
欄

で
は

な
く
、

市
長

部
局

の
欄

へ
担

当
部

署
を

記
入

の
う

え
、

条
例

制
定

（
改

正
等

）
・
委

任
・補

助
執

行
の

別
を

プ
ル

ダ
ウ

ン
か

ら
選

択
し

て
く
だ

さ
い

。
な

お
、

条
例

制
定

（
改

正
等

）
に

よ
り

市
長

部
局

へ
移

管
し

た
場

合
は

、
条

例
制

定
（
改

正
等

）
年

月
も

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。
（
条

例
改

定
・
事

務
委

任
・
補

助
執

行

の
別

が
不

明
だ

が
、

市
長

部
局

に
移

管
し

て
い

る
場

合
の

み
、

「
不

明
」
を

選
択

し
て

く
だ

さ
い

。
）
 

 ④
 

条
例

制
定

（
改

正
等

）
に

よ
る

市
長

部
局

へ
の

移
管

予
定

の
有

無
 

以
下

に
該

当
す

る
市

の
み

移
管

予
定

の
有

無
を

プ
ル

ダ
ウ

ン
か

ら
選

択
し

て
く
だ

さ
い

。
「
有

」
を

選
択

し
た

場
合

は
、

予
定

時
期

を
記

入
し

て
く
だ

さ
い

。
 

・
文

化
財

保
護

担
当

部
署

が
教

育
委

員
会

、
ま

た
は

委
任

・
補

助
執

行
に

よ
り

市
長

部
局

と
な

っ
て

い
る

中
核

市
 

・
博

物
館

担
当

部
署

が
教

育
委

員
会

、
ま

た
は

委
任

・
補

助
執

行
に

よ
り

市
長

部
局

と
な

っ
て

い
る

中
核

市
 

 
 

※
条

例
制

定
（
改

正
等

）
と

は
 

文
化

財
保

護
に

お
い

て
は

、
文

化
財

保
護

法
及

び
地

方
教

育
行

政
の

組
織

及
び

運
営

に
関

す
る

法
律

の
一

部
を

改
正

す
る

法
律

（
平

成
3
0

年

法
律

第
4
2

号
）
を

受
け

た
も

の
の

こ
と

を
指

し
、

博
物

館
に

お
い

て
は

、
地

域
の

自
主

性
及

び
自

立
性

を
高

め
る

た
め

の
改

革
の

推
進

を
図

る
た

め
の

関
係

法
律

の
整

備
に

関
す

る
法

律
（
令

和
元

年
法

律
第

2
6

号
）
（
第

９
次

地
方

分
権

一
括

法
）
を

受
け

、
公

立
博

物
館

の
設

置
・
運

営
等

に

関
す

る
業

務
を

首
長

部
局

に
移

管
し

て
い

る
ケ

ー
ス

を
指

し
ま

す
。
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4 

３
．

文
化

政
策

の
た

め
の

条
例

制
定

、
文

化
政

策
の

計
画

等
策

定
等

の
状

況
 

令
和

７
年

１
０

月
１

日
現

在
に

お
け

る
「
文

化
政

策
の

た
め

の
条

例
」
「
文

化
政

策
の

計
画

等
」
等

の
制

定
（
策

定
）
等

の
状

況
に

つ
い

て
、

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。
 

（
１

）
 文

化
政

策
の

た
め

の
条

例
の

策
定

状
況

 
 

①
 

 

①
 

「
文

化
政

策
の

た
め

の
条

例
」
と

は
、

地
方

公
共

団
体

に
お

け
る

文
化

政
策

全
般

に
つ

い
て

規
定

す
る

条
例

を
意

味
し

ま
す

。
（
基

金
に

関
す

る
条

例
、

文
化

施
設

等
の

管
理

運
営

に
関

す
る

条
例

、
文

化
財

保
護

関
係

条
例

な
ど

は
除

き
ま

す
。

）
 

②
 

条
例

の
有

無
を

プ
ル

ダ
ウ

ン
か

ら
選

択
く
だ

さ
い

。
（
下

部
に

前
年

度
の

回
答

状
況

が
自

動
入

力
さ

れ
ま

す
の

で
参

考
に

し
て

く
だ

さ
い

。
ま

た
詳

細
な

回
答

内
容

は
前

年
度

報
告

書
（
h
tt

ps
:/

/
w

w
w

.b
u
n
ka

.g
o
.jp

/
to

ke
i_
h
ak

u
sh

o
_s

h
u
pp

an
/
to

ke
ic

h
o
sa

/
ch

ih
o
_b

u
nk

ag
yo

se
i/

pd
f/

94
24

18
01

_0
1
.p

df
）
を

参
照

く
だ

さ
い

。
）
該

当
す

る

条
例

が
複

数
あ

る
場

合
は

２
行

目
以

降
も

使
用

し
て

く
だ

さ
い

。
 

＜
③

～
⑤

は
条

例
が

あ
る

場
合

の
み

＞
 

③
 

条
例

名
、

制
定

年
月

、
改

正
等

年
月

（
該

当
あ

る
場

合
）
を

記
入

く
だ

さ
い

。
な

お
、

年
月

は
和

暦
で

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。
（
例

：
平

成
○

年
△

月
）
ま

た
、

改
正

等
年

月
に

つ
い

て
は

最
新

の
も

の
を

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。
 

例
）
平

成
2
1

年
３

月
１

日
に

制
定

、
平

成
25

年
３

月
1
5

日
及

び
平

成
30

年
３

月
2
0

日
に

改
正

：
→

制
定

年
月

：
「
平

成
21

年
３

月
」
、

改
正

等
年

月
：
「
平

成
30

年
３

月
」 

④
 

条
例

の
対

象
範

囲
を

プ
ル

ダ
ウ

ン
か

ら
選

択
し

て
く
だ

さ
い

。
な

お
、

「
2
.文

化
芸

術
関

連
施

策
」
と

は
、

観
光

、
ま

ち
づ

く
り

、
国

際
交

流
、

教
育

、
福

祉
、

産
業

そ
の

他
の

文
化

芸
術

に
関

連
す

る
分

野
に

お
け

る
施

策
を

意
味

し
ま

す
。

 

⑤
 

条
例

が
H

P
等

で
公

開
さ

れ
て

い
る

場
合

は
、

そ
の

U
R

L
を

回
答

く
だ

さ
い

。
（
非

公
開

の
場

合
は

入
力

不
要

）
 

⑥
 

「
文

化
芸

術
基

本
法

を
踏

ま
え

た
「
文

化
政

策
の

た
め

の
条

例
」
の

制
定

（
改

正
等

）
予

定
状

況
」
は

予
定

の
有

無
を

プ
ル

ダ
ウ

ン
か

ら
選

択
し

て
く
だ

さ
い

。
②

条
例

の

有
無

、
④

対
象

範
囲

に
関

わ
ら

ず
、

必
ず

回
答

し
て

く
だ

さ
い

。
ま

た
、

「
有

」
を

選
択

し
た

場
合

は
制

定
（
改

正
等

）
予

定
時

期
を

和
暦

で
記

入
し

て
く
だ

さ
い

。
（
例

：
令

和

●
年

▲
月

、
令

和
■

年
度

等
）
 

    

②
 

 ③
 

④
 

⑤
 

 
⑥
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（
２

）
 文

化
政

策
の

計
画

等
の

策
定

状
況

（
文

化
芸

術
振

興
基

本
法

施
行

（
平

成
1
3

年
1
2

月
７

日
）
以

降
に

策
定

さ
れ

た
も

の
）
 

 
①

 

 

①
 

「
文

化
政

策
の

計
画

等
」
と

は
、

地
方

公
共

団
体

に
お

け
る

文
化

政
策

全
般

、
市

民
や

文
化

団
体

に
よ

る
芸

術
文

化
振

興
に

つ
い

て
規

定
す

る
計

画
、

指
針

等
を

意
味

し
ま

す
。

（
計

画
、

指
針

、
ビ

ジ
ョ

ン
、

プ
ラ

ン
、

方
針

、
構

想
、

大
綱

、
指

針
等

、
名

称
は

問
い

ま
せ

ん
。

）
文

化
芸

術
振

興
基

本
法

施
行

（
平

成
1
3

年
12

月
７

日
）
以

降

に
策

定
さ

れ
た

も
の

に
つ

い
て

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。
（
た

だ
し

、
同

法
の

施
行

前
に

策
定

さ
れ

た
も

の
で

あ
っ

て
も

、
「
文

化
芸

術
振

興
基

本
法

の
一

部
を

改
正

す
る

法

律
」
（
平

成
29

年
法

律
第

7
3

号
）
に

よ
る

改
正

後
の

文
化

芸
術

基
本

法
を

踏
ま

え
て

当
該

計
画

等
が

改
定

さ
れ

て
い

る
場

合
は

対
象

と
し

ま
す

。
）
な

お
、

「
総

合
計

画

（
ま

ち
づ

く
り

計
画

や
生

涯
学

習
計

画
等

）
の

中
に

文
化

芸
術

に
関

す
る

章
や

項
を

含
ん

で
い

る
も

の
」
に

つ
い

て
は

対
象

と
せ

ず
、

「
主

と
し

て
文

化
振

興
を

扱
っ

て
い

る
も

の
」
を

対
象

と
し

て
く
だ

さ
い

。
 

②
 

計
画

等
の

有
無

を
プ

ル
ダ

ウ
ン

か
ら

選
択

く
だ

さ
い

。
（
下

部
に

前
年

度
の

回
答

状
況

が
自

動
入

力
さ

れ
ま

す
の

で
参

考
に

し
て

く
だ

さ
い

。
ま

た
詳

細
な

回
答

内
容

は

前
年

度
報

告
書

（
h
tt

ps
:/

/
w

w
w

.b
u
n
ka

.g
o
.jp

/
to

ke
i_
h
ak

u
sh

o
_s

h
u
pp

an
/
to

ke
ic

h
o
sa

/
ch

ih
o
_b

un
ka

gy
o
se

i/
pd

f/
94

24
18

01
_0

1.
pd

f）
を

参
照

く
だ

さ
い

。
）
該

当
す

る
計

画
が

複
数

あ
る

場
合

は
２

行
目

以
降

も
使

用
し

て
く
だ

さ
い

。
 

＜
③

～
⑥

は
計

画
等

が
あ

る
場

合
の

み
＞

 

③
 

計
画

等
名

、
策

定
年

月
、

改
定

等
年

月
（
該

当
あ

る
場

合
）
を

記
入

く
だ

さ
い

。
な

お
、

年
月

は
和

暦
で

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。
（
例

：
平

成
○

年
△

月
）
ま

た
、

改
定

等
年

月

に
つ

い
て

は
最

新
の

も
の

を
記

入
し

て
く
だ

さ
い

。
 

例
）
平

成
2
1

年
３

月
１

日
に

策
定

し
、

平
成

2
5

年
３

月
15

日
及

び
平

成
3
0

年
３

月
20

日
に

改
定

し
た

場
合

： 

→
策

定
年

月
は

「
平

成
21

年
３

月
」
、

改
定

等
年

月
は

「
平

成
30

年
３

月
」
と

記
入

。
 

④
 

計
画

期
間

は
、

「
○

年
間

」
の

よ
う

に
記

載
し

て
く
だ

さ
い

。
期

間
の

定
め

が
な

い
場

合
は

、
「
特

に
な

し
」
と

記
載

し
て

く
だ

さ
い

。
 

⑤
 

計
画

等
の

対
象

範
囲

を
プ

ル
ダ

ウ
ン

か
ら

選
択

し
て

く
だ

さ
い

。
な

お
、

「
2
.文

化
芸

術
関

連
施

策
」
と

は
、

観
光

、
ま

ち
づ

く
り

、
国

際
交

流
、

教
育

、
福

祉
、

産
業

そ
の

他

の
文

化
芸

術
に

関
連

す
る

分
野

に
お

け
る

施
策

を
意

味
し

ま
す

。
 

⑥
 

計
画

等
が

H
P

等
で

公
開

さ
れ

て
い

る
場

合
は

、
そ

の
U

R
L

を
回

答
く
だ

さ
い

。
（
非

公
開

の
場

合
は

入
力

不
要

）
 

⑦
 

文
化

芸
術

基
本

法
（
平

成
2
9

年
６

月
公

布
・
施

行
）
第

７
条

の
２

を
受

け
、

国
が

策
定

す
る

文
化

芸
術

推
進

基
本

計
画

（
平

成
3
0

年
３

月
６

日
閣

議
決

定
）
を

踏
ま

え
た

地
方

文
化

芸
術

推
進

基
本

計
画

の
策

定
（
改

定
等

）
予

定
に

つ
い

て
プ

ル
ダ

ウ
ン

か
ら

選
択

し
て

く
だ

さ
い

。
②

計
画

等
の

有
無

、
⑤

計
画

等
の

対
象

範
囲

に
関

わ
ら

ず
、

必
ず

回
答

し
て

く
だ

さ
い

。
ま

た
、

「
有

」
を

選
択

し
た

場
合

は
策

定
（
改

定
等

）
予

定
時

期
を

和
暦

で
記

入
し

て
く
だ

さ
い

。
（
例

：
令

和
●

年
▲

月
、

令
和

■
年

度
等

） 

②
 

③
 

④
 

⑤
 

⑦
 

⑥
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 （
３

）
 障

害
者

に
よ

る
文

化
芸

術
活

動
の

推
進

に
関

す
る

計
画

の
策

定
状

況
 

 
①

 

 

①
 

「
障

害
者

に
よ

る
文

化
芸

術
活

動
の

推
進

に
関

す
る

計
画

」
と

は
、

「
障

害
者

に
よ

る
文

化
芸

術
活

動
の

推
進

に
関

す
る

法
律

（
平

成
3
0

年
法

律
第

4
7

号
）
」
第

８
条

を

踏
ま

え
て

地
方

公
共

団
体

が
策

定
し

た
計

画
を

指
し

ま
す

。
な

お
、

「
障

害
者

に
よ

る
文

化
芸

術
活

動
の

推
進

に
関

す
る

計
画

」
を

含
む

複
数

の
計

画
を

ま
と

め
た

計
画

を
策

定
し

て
い

る
場

合
（
文

化
政

策
の

計
画

等
や

障
害

者
等

に
関

す
る

計
画

の
一

部
と

し
て

策
定

し
て

い
る

場
合

な
ど

）
も

含
み

ま
す

。
回

答
に

あ
た

っ
て

は
、

障
害

福

祉
等

関
係

部
署

に
も

ご
確

認
を

お
願

い
し

ま
す

。
 

②
 

計
画

の
有

無
を

プ
ル

ダ
ウ

ン
か

ら
選

択
く
だ

さ
い

。
（
下

部
に

前
年

度
の

回
答

状
況

が
自

動
入

力
さ

れ
ま

す
の

で
参

考
に

し
て

く
だ

さ
い

。
ま

た
詳

細
な

回
答

内
容

は
前

年
度

報
告

書
（
h
tt

ps
:/

/
w

w
w

.b
u
n
ka

.g
o
.jp

/
to

ke
i_
h
ak

u
sh

o
_s

h
u
pp

an
/
to

ke
ic

h
o
sa

/
ch

ih
o
_b

u
nk

ag
yo

se
i/

pd
f/

94
24

18
01

_0
1
.p

df
）
を

参
照

く
だ

さ
い

。
 

該
当

す
る

計
画

が
複

数
あ

る
場

合
は

２
行

目
以

降
も

使
用

し
て

く
だ

さ
い

。
 

＜
③

～
⑥

は
計

画
が

あ
る

場
合

の
み

＞
 

③
 

計
画

名
、

策
定

年
月

、
改

定
等

年
月

（
該

当
あ

る
場

合
）
を

記
入

く
だ

さ
い

。
な

お
、

年
月

は
和

暦
で

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。
（
例

：
平

成
○

年
△

月
）
ま

た
、

改
定

等
年

月
に

つ
い

て
は

最
新

の
も

の
を

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。
「
障

害
者

に
よ

る
文

化
芸

術
活

動
の

推
進

に
関

す
る

計
画

」
を

含
む

複
数

の
計

画
を

ま
と

め
た

計
画

を
策

定
し

て
い

る

場
合

は
、

「
計

画
の

名
称

」
に

は
全

体
の

計
画

の
名

称
を

記
載

し
、

「
策

定
年

月
」
に

は
「
障

害
者

に
よ

る
文

化
芸

術
活

動
の

推
進

に
関

す
る

計
画

」
が

初
め

て
策

定
さ

れ

た
（
盛

り
込

ま
れ

た
）
年

月
を

記
載

し
て

く
だ

さ
い

。
 

例
）
平

成
2
1

年
3

月
に

策
定

し
た

「
○

○
県

文
化

芸
術

推
進

計
画

」
に

つ
い

て
、

令
和

２
年

３
月

の
改

定
時

に
新

た
に

「
障

害
者

に
よ

る
文

化
芸

術
活

動
の

推
進

に
関

す
る

計
画

」
を

盛
り

込
み

、
計

画
期

間
５

年
（
５

年
後

に
改

定
予

定
）
と

し
て

改
定

し
た

場
合

。
 

→
策

定
年

月
は

「
令

和
２

年
３

月
」
、

改
定

等
年

月
は

「
－

」
、

計
画

期
間

は
「
５

年
間

」
、

計
画

の
位

置
づ

け
は

「
②

文
化

政
策

の
計

画
等

の
一

部
」
、

策
定

（
改

定
等

）
予

定

②
 

③
 

④
 

⑤
 

⑦
 

⑥
 

【
参

考
】
文

化
芸

術
基

本
法

第
７

条
の

２
（
一

部
抜

粋
）
 

都
道

府
県

及
び

市
（
特

別
区

を
含

む
。

第
三

十
七

条
に

お
い

て
同

じ
。

）
町

村
の

教
育

委
員

会
（
地

方
教

育
行

政
の

組
織

及
び

運
営

に
関

す
る

法
律

（
昭

和
三

十
一

年
法

律
第

百
六

十
二

号
）
第

二
十

三
条

第
一

項
の

条
例

の
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
り

そ
の

長
が

文
化

に
関

す
る

事
務

（
文

化
財

の
保

護
に

関
す

る
事

務
を

除
く
。

）
を

管
理

し
，

及
び

執
行

す

る
こ

と
と

さ
れ

た
地

方
公

共
団

体
（
次

項
に

お
い

て
「
特

定
地

方
公

共
団

体
」
と

い
う

。
）
に

あ
っ

て
は

，
そ

の
長

）
は

，
文

化
芸

術
推

進
基

本
計

画
を

参
酌

し
て

，
そ

の
地

方
の

実

情
に

即
し

た
文

化
芸

術
の

推
進

に
関

す
る

計
画

（
次

項
及

び
第

三
十

七
条

に
お

い
て

「
地

方
文

化
芸

術
推

進
基

本
計

画
」
と

い
う

。
）
を

定
め

る
よ

う
努

め
る

も
の

と
す

る
。
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の
有

無
は

「
有

」
、

予
定

時
期

は
「
令

和
７

年
３

月
」
と

記
載

。
 

④
 

「
計

画
期

間
」
に

つ
い

て
は

、
「
○

年
間

」
の

よ
う

に
記

載
し

て
く
だ

さ
い

。
期

間
の

定
め

が
な

い
場

合
は

「
特

に
な

し
」
と

記
載

し
て

く
だ

さ
い

。
 

⑤
 

「
計

画
の

位
置

づ
け

」
を

プ
ル

ダ
ウ

ン
か

ら
選

択
し

て
く
だ

さ
い

。
「
２

.文
化

政
策

の
計

画
等

の
一

部
」
と

は
、

（
２

）
の

文
化

政
策

の
計

画
等

の
一

部
に

、
障

害
者

に
よ

る

文
化

芸
術

活
動

の
推

進
に

関
す

る
計

画
を

位
置

付
け

る
場

合
を

意
味

し
ま

す
。

こ
の

場
合

、
「
計

画
の

名
称

」
に

は
（
２

）
に

記
載

し
た

計
画

の
名

称
を

記
載

し
て

く
だ

さ

い
。

「
３

.障
害

者
等

に
関

す
る

計
画

の
一

部
」
と

は
、

障
害

者
等

に
関

す
る

計
画

の
一

部
に

位
置

付
け

る
場

合
を

意
味

し
ま

す
。

２
.３

.い
ず

れ
の

場
合

も
、

③
の

「
策

定

年
月

」
に

は
障

害
者

に
よ

る
文

化
芸

術
活

動
の

推
進

に
関

す
る

計
画

が
初

め
て

策
定

さ
れ

た
（
盛

り
込

ま
れ

た
）
年

月
を

記
載

し
て

く
だ

さ
い

。
 

⑥
 

計
画

等
が

H
P

等
で

公
開

さ
れ

て
い

る
場

合
は

、
そ

の
U

R
L

を
回

答
く
だ

さ
い

。
（
非

公
開

の
場

合
は

入
力

不
要

）
 

⑦
 

「
障

害
者

に
よ

る
文

化
芸

術
活

動
の

推
進

に
関

す
る

法
律

（
平

成
3
0

年
法

律
第

4
7

号
）
」
第

８
条

を
踏

ま
え

た
、

障
害

者
に

よ
る

文
化

芸
術

活
動

の
推

進
に

関
す

る
計

画
の

策
定

（
改

定
等

）
予

定
に

つ
い

て
プ

ル
ダ

ウ
ン

か
ら

選
択

し
て

く
だ

さ
い

。
②

の
計

画
の

有
無

に
関

わ
ら

ず
、

必
ず

回
答

し
て

く
だ

さ
い

。
ま

た
、

「
有

」
を

選
択

し
た

場

合
は

策
定

（
改

定
等

）
予

定
時

期
を

和
暦

で
記

入
し

て
く
だ

さ
い

。
（
例

：
令

和
●

年
▲

月
、

令
和

■
年

度
等

）
 

 
 

【
参

考
】
障

害
者

に
よ

る
文

化
芸

術
活

動
の

推
進

に
関

す
る

法
律

（
抜

粋
）
 

第
８

条
 

地
方

公
共

団
体

は
、

基
本

計
画

を
勘

案
し

て
、

当
該

地
方

公
共

団
体

に
お

け
る

障
害

者
に

よ
る

文
化

芸
術

活
動

の
推

進
に

関
す

る
計

画
を

定
め

る
よ

う
努

め
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

 
 

２
 

地
方

公
共

団
体

は
、

前
項

の
計

画
を

定
め

、
又

は
こ

れ
を

変
更

し
た

と
き

は
、

遅
滞

な
く
、

こ
れ

を
公

表
す

る
よ

う
努

め
る

も
の

と
す

る
。
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様

 
式

 
２

 
 

４
．

芸
術

文
化

経
費

 

（
１

）
中

核
市

の
芸

術
文

化
経

費
 

 

 
芸

術
文

化
経

費
に

つ
い

て
、

令
和

６
年

度
決

算
額

を
記

入
し

て
く
だ

さ
い

。
各

項
目

に
計

上
す

る
経

費
は

、
以

下
の

通
り

で
す

。
 

 
①

 
 

芸
術

文
化

事
業

費
 

 

・
 

「
芸

術
文

化
」
と

は
、

芸
術

（
美

術
、

音
楽

、
演

劇
、

舞
踊

、
文

学
、

写
真

等
）
、

メ
デ

ィ
ア

芸
術

（
映

画
、

漫
画

、
ア

ニ
メ

ー
シ

ョ
ン

等
）
、

伝
統

芸
能

（
雅

楽
、

能
楽

、
文

楽
、

歌
舞

伎
、

組
踊

等
）
、

芸
能

（
講

談
、

落
語

、
浪

曲
、

漫
談

、
漫

才
、

歌
唱

等
）
、

生
活

文
化

（
茶

道
、

華
道

、
書

道
、

食
文

化
等

）
及

び
国

民
娯

楽
（
囲

碁
、

将
棋

等
）
等

を

い
い

ま
す

。
 

・
 

「
芸

術
文

化
事

業
費

(ｱ
)(
ｲ
)(
ｳ

)」
に

は
以

下
の

経
費

を
計

上
し

て
く
だ

さ
い

。
 


 

芸
術

文
化

関
連

事
業

に
係

る
経

費
 

 
（
例

：
芸

術
文

化
振

興
計

画
の

立
案

・
調

査
、

顕
彰

、
指

導
者

養
成

研
修

（
自

治
体

職
員

の
旅

費
を

除
く
。

）
、

芸
術

家
研

修
派

遣
（
国

内
・
海

外
）
、

芸
術

祭
、

高
校

芸

術
文

化
祭

、
舞

台
芸

術
・
美

術
展

巡
回

事
業

、
そ

の
他

芸
術

文
化

事
業

に
係

る
経

費
（
自

治
体

職
員

の
人

件
費

・
旅

費
を

除
く
。

）
）
※

会
計

年
度

任
用

職
員

は
、

文
化

に
関

係
す

る
業

務
だ

け
に

従
事

し
て

い
る

の
で

あ
れ

ば
計

上
。

ま
た

、
あ

る
特

定
の

文
化

事
業

を
行

う
た

め
に

、
そ

の
事

業
費

か
ら

雇
わ

れ
た

ア
ル

バ
イ

ト

な
ど

の
人

件
費

も
計

上
。

）
） 

 
＊

市
の

事
業

費
の

み
。

市
が

出
資

し
て

い
る

団
体

（
財

団
等

）
が

行
う

事
業

費
は

含
め

な
い

。
 


 

芸
術

文
化

団
体

等
に

対
す

る
補

助
及

び
委

託
経

費
（
実

行
委

員
会

等
に

対
す

る
補

助
を

含
む

。
）
 

 

①
 

②
 

③
 

④
 

-111-



＜
中

核
市

用
＞

 

9 

②
  

市
立

文
化

施
設

経
費

 
 

・
 

「
市

立
文

化
施

設
経

費
(ｴ

)(
ｵ

)(
ｶ
)」

に
は

、
文

化
施

設
（
文

化
会

館
、

美
術

館
等

）
の

管
理

運
営

の
た

め
に

市
が

支
出

す
る

経
費

（
自

治
体

職
員

の
人

件
費

・
旅

費
を

除

く
。

※
文

化
財

を
修

繕
す

る
職

人
等

の
人

件
費

は
計

上
。

）
）
を

計
上

し
て

く
だ

さ
い

。
 

・
 

修
繕

費
（
大

規
模

・
小

規
模

問
わ

ず
※

新
築

以
外

全
て

）
、

光
熱

水
費

、
文

化
施

設
の

管
理

運
営

を
財

団
等

に
委

託
し

て
い

る
場

合
の

委
託

費
を

含
み

ま
す

。
 

・
 

修
繕

費
等

に
係

る
経

費
に

お
い

て
起

債
し

て
い

る
場

合
は

、
起

債
額

で
は

な
く
、

調
査

対
象

年
度

の
償

還
額

（
元

利
）
を

計
上

（
市

支
出

額
に

記
載

）
し

て
く
だ

さ
い

。
（
当

年
度

に
一

般
財

源
の

負
担

が
あ

る
場

合
は

、
同

年
度

の
償

還
額

（
元

利
）
と

併
せ

て
計

上
し

て
く
だ

さ
い

。
）
 

・
 

図
書

館
及

び
公

民
館

は
社

会
教

育
施

設
に

該
当

す
る

た
め

、
文

化
施

設
に

含
め

ま
せ

ん
。

な
お

、
図

書
館

等
他

の
分

野
の

施
設

と
複

合
し

て
い

る
場

合
に

は
、

文
化

施
設

に
係

る
経

費
の

み
を

区
分

し
計

上
し

て
く
だ

さ
い

。
分

け
難

い
場

合
に

は
両

者
を

含
め

て
計

上
し

て
く
だ

さ
い

。
 

③
 

 
市

立
文

化
施

設
建

設
費

 
 

・
 

「
市

立
文

化
施

設
建

設
費

(ｷ
)(

ｸ
)(

ｹ
)」

に
は

、
土

地
購

入
費

、
建

設
費

等
（
準

備
費

、
調

査
費

、
設

計
料

等
を

含
む

。
）
を

計
上

し
て

く
だ

さ
い

。
 

・
 

建
設

費
等

に
係

る
経

費
に

お
い

て
起

債
し

て
い

る
場

合
は

、
起

債
額

で
は

な
く
、

調
査

対
象

年
度

の
償

還
額

（
元

利
）
を

計
上

（
市

支
出

額
に

記
載

）
し

て
く
だ

さ
い

。
（
当

年
度

に
一

般
財

源
の

負
担

が
あ

る
場

合
は

、
同

年
度

の
償

還
額

（
元

利
）
と

併
せ

て
計

上
し

て
く
だ

さ
い

。
）
 

④
 

前
年

度
決

算
か

ら
大

幅
な

増
減

（
5
0
%
以

上
）
が

あ
っ

た
場

合
、

そ
の

主
な

要
因

を
簡

単
に

記
入

く
だ

さ
い

。
（
例

：
文

化
施

設
の

建
て

替
え

等
）
 

 
 

 
※

前
年

度
比

で
5
0
%
以

上
の

増
減

が
な

い
場

合
は

、
エ

ク
セ

ル
の

自
動

計
算

に
よ

り
、

セ
ル

が
灰

色
に

な
り

ま
す

の
で

、
記

入
不

要
で

す
。

 

 【
注

意
事

項
】
 

・
 

単
位

は
千

円
単

位
で

す
。

千
円

未
満

は
切

上
げ

と
し

て
く
だ

さ
い

。
ま

た
、

金
額

が
「
0

円
」
の

時
は

、
空

欄
に

は
せ

ず
、

「
0
」
と

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。
 

・
 

経
費

に
は

、
国

及
び

都
道

府
県

か
ら

の
補

助
、

そ
の

他
市

収
入

を
含

み
ま

す
。

 

・
 

「
国

支
出

金
(ｱ

)(
ｴ
)(

ｷ
)」

は
、

国
庫

補
助

金
、

国
庫

委
託

金
、

国
庫

負
担

金
等

を
計

上
し

て
く
だ

さ
い

（
文

化
庁

か
ら

の
補

助
金

に
限

ら
ず

、
他

省
庁

等
か

ら
の

補
助

金

等
も

含
め

て
回

答
く
だ

さ
い

）
。

市
支

出
額

に
は

国
支

出
金

を
除

い
た

額
を

計
上

し
て

く
だ

さ
い

。
 

・
 

指
定

管
理

者
制

度
に

よ
っ

て
文

化
施

設
の

管
理

者
に

指
定

管
理

料
を

支
払

っ
て

い
る

場
合

は
、

人
件

費
を

除
き

、
事

業
費

を
芸

術
文

化
事

業
費

に
、

管
理

運
営

費
を

市
文

化
施

設
経

費
に

計
上

し
て

く
だ

さ
い

。
指

定
管

理
料

の
分

類
は

、
市

の
積

算
上

の
内

訳
で

、
人

件
費

、
事

業
費

、
施

設
経

費
に

分
類

し
て

く
だ

さ
い

（
指

定
管

理
者

の
決

算
額

で
な

く
て

も
構

い
ま

せ
ん

。
）
。

 

・
 

経
費

に
は

、
新

型
コ

ロ
ナ

ウ
イ

ル
ス

感
染

症
に

関
連

す
る

経
費

を
含

み
ま

す
。

市
の

単
独

事
業

、
文

化
庁

の
新

型
コ

ロ
ナ

ウ
イ

ル
ス

感
染

症
に

関
連

す
る

各
種

事
業

、

内
閣

府
の

新
型

コ
ロ

ナ
ウ

イ
ル

ス
感

染
症

対
応

地
方

創
生

臨
時

交
付

金
が

対
象

と
す

る
事

業
等

が
対

象
と

な
り

ま
す

。
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（
例

）
作

品
の

制
作

・
発

表
の

機
会

が
失

わ
れ

て
い

る
ア

ー
テ

ィ
ス

ト
に

対
す

る
助

成
費

、
文

化
芸

術
関

係
者

へ
の

相
談

窓
口

設
置

に
係

る
経

費
、

ホ
ー

ル
や

ラ
イ

ブ
ハ

ウ
ス

等
に

お
け

る
無

観
客

公
演

の
映

像
配

信
事

業
を

対
象

に
し

た
支

援
費

、
文

化
施

設
に

お
け

る
感

染
症

対
策

経
費

（
サ

ー
モ

グ
ラ

フ
ィ

ー
、

体
温

計
、

消
毒

液
、

殺
菌

用
空

調
機

器

等
の

整
備

に
係

る
経

費
）
、

文
化

施
設

の
利

用
キ

ャ
ン

セ
ル

に
伴

う
利

用
料

の
還

付
等

 

【
参

考
】
内

閣
府

地
方

創
生

サ
イ

ト
「
新

型
コ

ロ
ナ

ウ
イ

ル
ス

感
染

症
対

応
地

方
創

生
臨

時
交

付
金

」
 

h
tt

ps
:/

/
w

w
w

.c
h
is

o
u
.g

o
.jp

/
ti
ik

i/
ri
n
jik

o
u
fu

ki
n
/
in

de
x.

h
tm

l  
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５
．

文
化

財
保

護
経

費
 

（
１

）
中

核
市

の
文

化
財

保
護

経
費

 

 

文
化

財
保

護
経

費
に

つ
い

て
、

令
和

６
年

度
決

算
額

を
記

入
し

て
く
だ

さ
い

。
 

計
上

す
る

経
費

は
、

P
1
3

の
別

表
に

掲
げ

る
事

業
に

要
す

る
経

費
と

し
ま

す
。

 

 
 

国
指

定
文

化
財

等
保

存
・
活

用
事

業
経

費
 

 

①
 

 
≪

重
要

文
化

財
等

(ｱ
)(
ｲ
)(
ｳ

)≫
 

・
 

別
表

の
重

要
文

化
財

等
（
国

宝
、

特
別

史
跡

名
勝

天
然

記
念

物
を

含
む

。
）
の

項
目

を
踏

ま
え

該
当

す
る

経
費

を
計

上
し

て
く
だ

さ
い

。
 

・
 

※
１

「
活

用
」
に

つ
い

て
、

公
開

活
用

は
、

文
化

財
等

の
公

開
（
公

開
の

際
の

安
全

確
保

や
公

開
環

境
整

備
等

を
含

む
）
、

展
示

・
便

益
・
そ

の
他

活
用

施
設

・
設

備
等

の

整
備

管
理

、
情

報
発

信
（
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
・
映

像
・
S
N

S
・
パ

ン
フ

レ
ッ

ト
・
レ

プ
リ

カ
・
模

写
模

造
・
V

R
・
A

R
・
デ

ジ
タ

ル
ア

ー
カ

イ
ブ

・
解

説
板

等
の

作
成

管
理

、
周

遊
ル

ー

ト
の

設
定

及
び

周
辺

文
化

財
と

の
一

体
的

な
発

信
、

展
示

解
説

等
の

ユ
ニ

バ
ー

サ
ル

デ
ザ

イ
ン

化
等

を
含

む
）
、

多
言

語
化

（
翻

訳
、

ネ
イ

テ
ィ

ブ
チ

ェ
ッ

ク
、

ネ
イ

テ
ィ

ブ

ラ
イ

タ
ー

に
よ

る
コ

ン
テ

ン
ツ

作
成

等
を

含
む

）
、

普
及

啓
発

（
発

表
会

、
展

覧
会

、
体

験
教

室
、

ワ
ー

ク
シ

ョ
ッ

プ
、

シ
ン

ポ
ジ

ウ
ム

の
実

施
等

を
含

む
）
、

外
部

人
材

の
活

用
（
保

存
活

用
計

画
の

推
進

や
魅

力
発

信
等

を
行

う
専

門
人

材
に

係
る

報
償

費
や

委
託

費
等

を
含

む
）
、

人
材

育
成

（
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
、

ガ
イ

ド
、

学
芸

員
、

ヘ
リ

テ
ー

ジ

マ
ネ

ー
ジ

ャ
ー

等
の

研
修

・
育

成
等

を
含

む
）
等

に
関

す
る

取
組

を
い

い
ま

す
。

ま
た

、
美

装
化

は
、

文
化

財
の

外
観

、
内

装
等

を
美

し
く
保

ち
、

魅
力

を
向

上
さ

せ
る

取

組
を

い
い

ま
す

。
 

※
２

 
「
保

存
」
「
活

用
」
に

は
ハ

ー
ド

事
業

と
ソ

フ
ト

事
業

に
係

る
経

費
等

を
合

算
し

て
計

上
し

て
く
だ

さ
い

。
 

ハ
ー

ド
：
保

存
・
活

用
の

た
め

の
保

存
施

設
・
防

災
施

設
・
展

示
施

設
・
便

益
施

設
そ

の
他

施
設

等
の

整
備

、
買

い
上

げ
に

係
る

経
費

等
。

 

ソ
フ

ト
：
ハ

ー
ド

事
業

以
外

の
取

組
（
解

説
板

の
設

置
を

含
む

）
に

係
る

経
費

等
。

（
地

方
債

の
対

象
と

な
る

経
費

（
＝

ハ
ー

ド
）
以

外
の

経
費

を
指

し
ま

す
。

）
 

※
３

 
「
う

ち
民

間
向

け
」
に

は
、

民
間

事
業

者
が

行
う

事
業

へ
の

補
助

金
・
負

担
金

を
内

数
で

計
上

し
て

く
だ

さ
い

。
（
指

定
管

理
業

務
を

民
間

に
「
委

託
」
し

て
い

る
場

合
、

そ
の

業
務

は
当

該
自

治
体

の
業

務
を

依
頼

し
て

民
間

事
業

者
に

実
施

し
て

も
ら

う
こ

と
に

な
り

ま
す

の
で

、
そ

の
経

費
は

、
民

間
向

け
の

内
数

に
は

含
ま

れ
ま

せ

ん
。

）
 

 

①
 

②
 

④
 

※
2 

③
 

※
3 

※
2 

※
2  

※
2  

※
1  

※
1 

⑤
 

※
3  

※
3 

※
3  
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②
 

≪
埋

蔵
文

化
財

(ｴ
)(
ｵ

)(
ｶ
)≫

 

・
 

別
表

の
埋

蔵
文

化
財

の
項

目
を

踏
ま

え
該

当
す

る
経

費
を

計
上

し
て

下
さ

い
。

 

・
 

埋
蔵

文
化

財
（
緊

急
調

査
）
は

令
和

７
年

６
月

2
0

日
付

７
文

財
二

第
４

３
号

で
文

化
庁

文
化

財
第

二
課

か
ら

依
頼

の
「
令

和
６

年
度

実
施

の
発

掘
調

査
費

用
の

実
態

調

査
及

び
発

掘
届

等
の

統
計

調
査

に
つ

い
て

（
依

頼
）
」
の

結
果

に
基

づ
く
額

と
し

ま
す

。
 

③
 

 
地

方
公

共
団

体
指

定
文

化
財

等
保

存
・
活

用
事

業
経

費
 

 

・
 

別
表

の
地

方
公

共
団

体
指

定
文

化
財

等
保

存
・
活

用
事

業
経

費
の

項
目

を
踏

ま
え

該
当

す
る

経
費

を
計

上
し

て
く
だ

さ
い

。
 

④
 

 
国

・
地

方
公

共
団

体
指

定
文

化
財

等
保

護
管

理
経

費
 

 

・
 

別
表

の
国

・
地

方
公

共
団

体
指

定
文

化
財

等
保

護
管

理
経

費
の

項
目

を
踏

ま
え

該
当

す
る

経
費

を
計

上
し

て
く
だ

さ
い

。
 

⑤
 

前
年

度
決

算
か

ら
大

幅
な

増
減

（
5
0
%
以

上
）
が

あ
っ

た
場

合
、

そ
の

主
な

要
因

を
簡

単
に

記
入

く
だ

さ
い

。
（
例

：
文

化
財

の
大

規
模

な
補

修
等

）
 

 
 

 
※

前
年

度
比

で
5
0
%
以

上
の

増
減

が
な

い
場

合
は

、
エ

ク
セ

ル
の

自
動

計
算

に
よ

り
、

セ
ル

が
灰

色
に

な
り

ま
す

の
で

、
記

入
不

要
で

す
。

 

 

【
注

意
事

項
】
 

・
 

単
位

は
千

円
単

位
で

す
。

千
円

未
満

は
切

上
げ

と
し

て
く
だ

さ
い

。
ま

た
、

金
額

が
「
0

円
」
の

時
は

、
空

欄
に

は
せ

ず
、

「
0
」
と

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。
 

・
 

歴
史

民
俗

資
料

館
、

埋
蔵

文
化

財
セ

ン
タ

ー
等

が
行

う
経

費
を

含
め

ま
す

。
な

お
、

所
有

者
負

担
金

は
含

め
ま

せ
ん

。
 

・
 

「
国

支
出

金
(ｱ

)(
ｴ
)(

ｹ
)は

、
国

庫
補

助
金

、
国

庫
委

託
金

、
国

庫
負

担
金

等
を

計
上

し
て

く
だ

さ
い

（
文

化
庁

か
ら

の
補

助
金

に
限

ら
ず

、
他

省
庁

等
か

ら
の

補
助

金
等

も

含
め

て
回

答
く
だ

さ
い

）
。

 

・
 

「
市

支
出

額
(ｳ

)(
ｶ
)(
ｸ
)(
ｻ

)」
に

は
、

国
庫

補
助

事
業

・
都

道
府

県
補

助
事

業
に

お
け

る
市

負
担

額
、

そ
の

他
市

単
独

事
業

等
の

文
化

財
保

護
事

業
に

係
る

経
費

（
自

治
体

職
員

の
人

件
費

・
旅

費
を

除
く
。

）
を

計
上

し
て

く
だ

さ
い

。
※

会
計

年
度

任
用

職
員

は
、

文
化

に
関

係
す

る
業

務
だ

け
に

従
事

し
て

い
る

の
で

あ
れ

ば
計

上
。

ま
た

、
あ

る
特

定
の

文
化

事
業

を
行

う
た

め
に

、
そ

の
事

業
費

か
ら

雇
わ

れ
た

ア
ル

バ
イ

ト
な

ど
の

人
件

費
も

計
上

。
）
 

・
 

経
費

に
は

、
新

型
コ

ロ
ナ

ウ
イ

ル
ス

感
染

症
に

関
連

す
る

経
費

を
含

み
ま

す
。

市
の

単
独

事
業

、
文

化
庁

の
新

型
コ

ロ
ナ

ウ
イ

ル
ス

感
染

症
に

関
連

す
る

各
種

事
業

、
内

閣
府

の
新

型
コ

ロ
ナ

ウ
イ

ル
ス

感
染

症
対

応
地

方
創

生
臨

時
交

付
金

が
対

象
と

す
る

事
業

等
が

対
象

と
な

り
ま

す
。

 

（
例

）
文

化
財

の
オ

ン
ラ

イ
ン

配
信

等
に

よ
る

イ
ン

バ
ウ

ン
ド

の
回

復
に

向
け

た
地

域
の

魅
力

発
信

に
係

る
経

費
、

文
化

財
の

公
開

施
設

に
お

け
る

感
染

症
対

策
経

費
等

 

【
参

考
】
内

閣
府

地
方

創
生

サ
イ

ト
「
新

型
コ

ロ
ナ

ウ
イ

ル
ス

感
染

症
対

応
地

方
創

生
臨

時
交

付
金

」
 

h
tt

ps
:/

/
w

w
w

.c
h
is

o
u
.g

o
.jp

/
ti
ik

i/
ri
n
jik

o
u
fu

ki
n
/
in

de
x.

ht
m

l 

・
 

文
化

財
保

護
経

費
に

お
い

て
起

債
し

て
い

る
場

合
は

、
調

査
対

象
年

度
の

起
債

額
で

は
な

く
、

当
年

度
の

償
還

額
（
元

利
）
を

計
上

（
市

支
出

額
に

記
載

）
し

て
く
だ

さ
い

。

（
当

年
度

に
一

般
財

源
の

負
担

が
あ

る
場

合
は

、
同

年
度

の
償

還
額

（
元

利
）
と

併
せ

て
計

上
し

て
く
だ

さ
い

。
）
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【
国

指
定

文
化

財
等

保
存

・
活

用
事

業
経

費
の

例
】
 

・
重

要
文

化
財

等
（
国

宝
、

特
別

史
跡

名
勝

天
然

記
念

物
を

含
む

。
）
 

 
保

存
 

活
用

 

重
要

文
化

財
（
建

造
物

）
 

保
存

活
用

計
画

策
定

、
保

存
修

理
、

防
災

施
設

等
（
環

境
保

全
、

耐
震

診
断

、
民

家
保

存
管

理
施

設
、

緊
急

防
災

性
能

強
化

、
緊

急
防

災
施

設
耐

震
改

修
を

含
む

）
、

買
上

げ
 

公
開

活
用

、
美

装
化

 

重
要

文
化

財
（
美

術
工

芸
品

）
 

保
存

活
用

計
画

策
定

、
保

存
修

理
、

防
災

・
保

存
施

設
（
収

蔵
庫

を
含

む
）
、

買
上

げ
 

公
開

活
用

、
美

装
化

 

登
録

有
形

文
化

財
（
建

造
物

）
 

保
存

活
用

計
画

策
定

、
保

存
修

理
、

防
災

施
設

等
 

公
開

活
用

、
美

装
化

 

登
録

有
形

文
化

財
（
美

術
工

芸
品

）
 

保
存

活
用

計
画

策
定

、
保

存
修

理
、

買
上

げ
 

公
開

活
用

、
美

装
化

 

重
要

無
形

文
化

財
 

保
存

活
用

計
画

策
定

、
伝

承
、

記
録

作
成

 
公

開
活

用
 

登
録

無
形

文
化

財
 

保
存

活
用

計
画

策
定

、
伝

承
、

記
録

作
成

 
公

開
活

用
 

重
要

有
形

・
無

形
民

俗
文

化
財

 
保

存
活

用
計

画
策

定
、

保
存

修
理

、
防

災
管

理
、

保
存

施
設

、
伝

承
、

記
録

作
成

 
公

開
活

用
 

登
録

有
形

・
無

形
民

俗
文

化
財

 
保

存
活

用
計

画
策

定
、

伝
承

、
記

録
作

成
 

公
開

活
用

 

史
跡

名
勝

天
然

記
念

物
 

保
存

活
用

計
画

策
定

、
保

存
修

理
（「

歴
史

の
道

」含
む

）、
環

境
整

備
、

防
災

施
設

、
天

然
記

念
物

再
生

・食
害

対
策

、
史

跡
等

買
上

げ
 

公
開

活
用

 

登
録

記
念

物
 

保
存

活
用

計
画

策
定

、
保

存
修

理
、

環
境

整
備

、
防

災
施

設
、

保
存

施
設

（
標

識
等

）
の

設
置

 
公

開
活

用
 

重
要

文
化

的
景

観
 

保
存

修
理

、
保

存
計

画
策

定
、

環
境

整
備

、
防

災
施

設
等

 
公

開
活

用
 

重
要

伝
統

的
建

造
物

群
保

存
地

区
 

保
存

修
理

、
防

災
施

設
等

、
買

上
げ

（
修

景
・
復

旧
、

環
境

の
保

全
整

備
、

各
単

費
事

業
を

含
む

）
 

公
開

活
用

、
美

装
化

 

選
定

保
存

技
術

 
保

存
活

用
計

画
策

定
、

伝
承

、
記

録
作

成
 

公
開

活
用

 

 ・
埋

蔵
文

化
財

 
埋

蔵
文

化
財

（
学

術
調

査
等

）
 

文
化

財
保

護
法

第
9
2

条
、

第
9
9

条
に

基
づ

く
発

掘
調

査
、

遺
跡

詳
細

分
布

調
査

、
重

要
遺

跡
基

本
資

料
整

備
、

出
土

遺
物

保
存

処
理

（
緊

急
調

査
に

係
る

も
の

を
除

く
） 

埋
蔵

文
化

財
（
緊

急
調

査
）
 

文
化

財
保

護
法

第
9
2

条
、

第
9
9

条
に

基
づ

く
発

掘
調

査
で

、
開

発
行

為
等

に
伴

う
事

前
調

査
 

埋
蔵

文
化

財
（
保

存
活

用
）
 

体
験

学
習

、
広

報
資

料
作

成
、

出
土

遺
物

再
整

理
、

設
備

整
備

 

 【
地

方
公

共
団

体
指

定
文

化
財

等
保

存
・
活

用
事

業
経

費
】
 

・
地

方
公

共
団

体
が

指
定

・
登

録
す

る
文

化
財

等
（
有

形
文

化
財

、
無

形
文

化
財

、
民

俗
文

化
財

、
記

念
物

、
文

化
的

景
観

、
伝

統
的

建
造

物
群

保
存

地
区

、
保

存
技

術
）
に

係
る

保
存

・
活

用
の

取
組

の
考

え
方

に
つ

い
て

は
、

上
表

「
重

要
文

化
財

等
（
国

宝
、

特
別

史
跡

名
勝

天
然

記
念

物
を

含
む

。
）
」
に

準
じ

る
。

 

 【
国

・
地

方
公

共
団

体
指

定
文

化
財

等
保

護
管

理
経

費
】
 

調
査

 
指

定
文

化
財

調
査

、
未

指
定

文
化

財
調

査
、

「
歴

史
の

道
」
調

査
、

総
合

学
術

調
査

、
伝

統
的

建
造

物
群

保
存

対
策

調
査

、
そ

の
他

 

国
指

定
文

化
財

管
理

 
国

指
定

文
化

財
の

管
理

（
防

災
設

備
保

守
点

検
、

差
し

茅
、

防
蟻

・
防

虫
等

小
修

理
、

文
化

財
保

護
管

理
指

導
）
に

係
る

経
費

、
国

有
文

化
財

の
管

理
に

係
る

経
費

 

文
化

財
関

係
団

体
補

助
 

文
化

財
保

護
を

主
た

る
目

的
と

す
る

団
体

に
対

す
る

文
化

財
保

護
関

係
事

業
へ

の
補

助
金

（
文

化
財

愛
護

団
体

等
に

対
す

る
補

助
金

は
除

く
） 

そ
の

他
 

文
化

財
保

護
審

議
会

事
務

費
、

文
化

財
保

護
指

導
委

員
手

当
、

未
指

定
無

形
民

俗
文

化
財

の
伝

承
、

文
化

財
愛

護
活

動
、

文
化

財
保

護
強

調
週

間
の

各
種

行

事
、

歴
史

民
俗

資
料

館
・
地

方
埋

蔵
文

化
財

セ
ン

タ
ー

の
建

設
・
運

営
費

等
 

 

別
 

 
表
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１
.　

本
調

査
に

係
る

連
絡

先

市
区

町
村

名
担

当
部

署
担

当
者

氏
名

電
話

番
号

3
.　

市
区

町
村

（
政

令
指

定
都

市
・
中

核
市

を
除

く
。

）
の

文
化

政
策

の
た

め
の

条
例

制
定

、
文

化
政

策
の

計
画

等
策

定
等

の
状

況
　

（
令

和
７

年
１

０
月

１
日

現
在

）
※

回
答

に
あ

た
っ

て
は

、
前

年
度

の
策

定
状

況
と

比
較

し
て

回
答

に
齟

齬
が

な
い

か
確

認
く
だ

さ
い

。

（
１

）
文

化
政

策
の

た
め

の
条

例
の

制
定

状
況

制
定

・
改

正
等

予
定

予
定

時
期

※
予

定
「
有

」
の

場
合

昨
年

度
の

回
答

状
況

※
1
自

治
体

で
2
つ

以
上

の
条

例
を

制
定

し
て

い
る

場
合

は
、

最
初

の
1
つ

の
み

表
示

さ
れ

ま
す

。
前

年
度

回
答

内
容

の
詳

細
は

「
R

3
域

内
市

区
町

村
文

化
条

例
策

定
状

況
」
シ

ー
ト

を
参

照
く
だ

さ
い

。

 (
２

) 
文

化
政

策
の

計
画

等
の

策
定

状
況

（
文

化
芸

術
振

興
基

本
法

施
行

（
平

成
1
3
年

1
2
月

7
日

）
以

降
に

策
定

さ
れ

た
も

の
）

（
３

）
障

害
者

に
よ

る
文

化
芸

術
活

動
の

推
進

に
関

す
る

計
画

の
策

定
状

況

※
文

化
芸

術
基

本
法

で
努

力
義

務
と

し
て

規
定

さ
れ

て
い

ま
す

。
※

障
害

者
に

よ
る

文
化

芸
術

活
動

の
推

進
に

関
す

る
法

律
で

努
力

義
務

と
し

て
規

定
さ

れ
て

い
ま

す
。

ま
ち

づ
く
り

計
画

や
生

涯
学

習
計

画
等

の
総

合
計

画
の

中
に

、
文

化
に

関
す

る
章

や
項

を
含

ん
で

い
る

も
の

は
対

象
外

で
す

。
文

化
政

策
の

計
画

等
や

障
害

者
等

に
関

す
る

計
画

の
一

部
と

し
て

策
定

し
て

い
る

場
合

も
含

み
ま

す
。

市
区

町
村

名

市
区

町
村

名
計

画
等

の
有

無

市
区

町
村

用

E
-
m

ai
l

対
象

範
囲

※
計

画
等

「
有

」
の

場
合

条
例

の
有

無
条

例
の

名
称

※
条

例
「
有

」
の

場
合

制
定

年
月

※
条

例
「
有

」
の

場
合

改
正

等
年

月
※

条
例

「
有

」
の

場
合

文
化

芸
術

基
本

法
第

７
条

の
２

を
踏

ま
え

た
地

方
文

化
芸

術
推

進
基

本
計

画
の

策
定

（
改

定
等

）
予

定
状

況

市
区

町
村

名

 文
化

芸
術

基
本

法
を

踏
ま

え
た

「
文

化
政

策
の

た
め

の
条

例
」
の

制
定

（
改

正
等

）
予

定
状

況

障
害

者
に

よ
る

文
化

芸
術

活
動

の
推

進
に

関
す

る
法

律
第

８
条

を
踏

ま
え

た
計

画
の

策
定

（
改

定
等

）
状

況

対
象

範
囲

※
条

例
「
有

」
の

場
合

U
R

L
※

条
例

「
有

」
か

つ
H

P
等

で
公

表
し

て
い

る
場

合

⽔
⾊
セ
ル
：
⾃
動
⼊
⼒

薄
⻩
⾊
セ
ル
：
プ
ル
ダ
ウ
ン

灰
⾊
セ
ル
：
⼊
⼒
不
要

※
プ
ル
ダ
ウ
ン
の
選
択
結
果
に
よ
り
変
化
す
る
セ
ル
有

オ
レ
ン
ジ
セ
ル
：
参
考
（
⾃
動
⼊
⼒
）
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4
. 
芸

術
文

化
経

費
（
令

和
６

年
度

決
算

額
）

（
１

）
　

市
区

町
村

の
芸

術
文

化
経

費
（
指

定
都

市
、

中
核

市
を

除
く
。

）
（
単

位
：
千

円
）

国
支

出
金

(ｱ
)

都
道

府
県

支
出

金
(ｲ

)

市
区

町
村

支
出

額
(ｳ

)

国
支

出
金

(ｴ
)

都
道

府
県

支
出

金
(ｵ

)

市
区

町
村

支
出

額
(ｶ

)

国
支

出
金

(ｷ
)

都
道

府
県

支
出

金
(ｸ

)

市
区

町
村

支
出

額
(ｹ

)

国
支

出
金

(ｱ
)+

(ｴ
)+

(ｷ
)

都
道

府
県

支
出

金
(ｲ

)+
(ｵ

)+
(ｸ

)

市
区

町
村

支
出

額
(ｳ

)+
(ｶ

)+
(ｹ

)

教
育

委
員

会
0

0
0

0
0

0
0

首
長

部
局

0
0

0
0

0
0

0

合
計

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

5
. 
文

化
財

保
護

経
費

（
令

和
６

年
度

決
算

額
）

（
１

）
　

市
区

町
村

の
文

化
財

保
護

経
費

（
指

定
都

市
、

中
核

市
を

除
く
。

）
（
単

位
：
千

円
）

保
存

●
活

用
★

保
存

●
活

用
★

う
ち

民
間

向
け

う
ち

民
間

向
け

う
ち

民
間

向
け

う
ち

民
間

向
け

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

都
道

府
県

支
出

額
(ｷ

)

地
方

公
共

団
体

指
定

文
化

財
等

保
存

・
活

用
事

業
経

費
(ｷ

)+
(ｸ

)
国

支
出

金
(ｱ

)

重
要

文
化

財
等

(ｱ
)+

(ｲ
)+

(ｳ
)

国
指

定
文

化
財

等
保

存
・

活
用

事
業

経
費

(ｱ
)+

(ｲ
)+

(ｳ
)+

(ｴ
)+

(ｵ
)+

(ｶ
)

国
支

出
金

(ｴ
)

埋
蔵

文
化

財
(ｴ

)+
(ｵ

)+
(ｶ

)

財
源

内
訳

市
区

町
村

支
出

額
(ｳ

)
=
●

+
★

都
道

府
県

支
出

額
(ｲ

)

市
区

町
村

名

市
区

町
村

支
出

額
(ｳ

)+
(ｶ

)+
(ｸ

)+
(ｻ

)

都
道

府
県

支
出

額
(ｲ

)+
(ｵ

)+
(ｷ

)+
(ｺ

)

国
支

出
金

(ｱ
)+

(ｴ
)+

(ｹ
)

財
源

内
訳

合
計

財
源

内
訳

市
区

町
村

支
出

額
(ｻ

)

都
道

府
県

支
出

額
(ｺ

)

国
支

出
金

(ｹ
)

国
・
地

方
公

共
団

体
指

定
文

化
財

等
保

護
管

理
経

費
等

(ｹ
)+

(ｺ
)+

(ｻ
)

財
源

内
訳

市
区

町
村

支
出

額
(ｸ

)
=
●

+
★

財
源

内
訳

市
区

町
村

支
出

額
(ｶ

)

都
道

府
県

支
出

額
(ｵ

)

市
区

町
村

立
文

化
施

設
経

費
(ｴ

)+
(ｵ

)+
(ｶ

)

市
区

町
村

立
文

化
施

設
建

設
費

(ｷ
)+

(ｸ
)+

(ｹ
)

合
計

財
源

内
訳

財
源

内
訳

財
源

内
訳

市
区

町
村

用

芸
術

文
化

事
業

費
(ｱ

)+
(ｲ

)+
(ｳ

)

財
源

内
訳

市
区

町
村

名

市
区

町
村

名
部

署

⽔
⾊
セ
ル
：
⾃
動
⼊
⼒

オ
レ
ン
ジ
セ
ル
：
参
考
（
⾃
動
⼊
⼒
）
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＜
市

区
町

村
用

＞
 

1 

≪
 

記
入

要
領

 
≫

 

 
様

 
式

 
３

－
１

 
 

１
．

 本
調

査
に

係
る

連
絡

先
 

 

①
 

本
調

査
の

担
当

者
１

名
の

必
要

事
項

を
記

入
し

て
く
だ

さ
い

。
（
担

当
者

が
複

数
名

と
な

る
場

合
は

、
窓

口
と

な
る

１
名

の
み

を
記

入
し

て
く
だ

さ
い

。
）
 

 ２
．

文
化

行
政

担
当

部
署

（
市

区
町

村
は

回
答

不
要

）
 

 ３
．

文
化

政
策

の
た

め
の

条
例

制
定

、
文

化
政

策
の

計
画

等
策

定
等

の
状

況
 

令
和

７
年

１
０

月
１

日
現

在
に

お
け

る
「
文

化
政

策
の

た
め

の
条

例
」
「
文

化
政

策
の

計
画

等
」
等

の
制

定
（
策

定
）
等

の
状

況
に

つ
い

て
、

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。
 

（
１

）
 文

化
政

策
の

た
め

の
条

例
の

策
定

状
況

 

 

①
 

「
文

化
政

策
の

た
め

の
条

例
」
と

は
、

地
方

公
共

団
体

に
お

け
る

文
化

政
策

全
般

に
つ

い
て

規
定

す
る

条
例

を
意

味
し

ま
す

。
（
基

金
に

関
す

る
条

例
、

文
化

施
設

等
の

管
理

運
営

に
関

す
る

条
例

、
文

化
財

保
護

関
係

条
例

な
ど

は
除

き
ま

す
。

）
 

②
 

条
例

の
有

無
を

プ
ル

ダ
ウ

ン
か

ら
選

択
く
だ

さ
い

。
下

部
に

前
年

度
の

回
答

状
況

が
自

動
入

力
さ

れ
ま

す
の

で
参

考
に

し
て

く
だ

さ
い

。
な

お
、

自
治

体
で

2
つ

以
上

の

条
例

を
制

定
し

て
い

る
場

合
は

、
最

初
の

1
つ

の
み

表
示

さ
れ

ま
す

。
前

年
度

回
答

内
容

の
詳

細
は

「
R

5
域

内
市

区
町

村
文

化
条

例
策

定
状

況
」
シ

ー
ト

を
参

照
く
だ

さ
い

。
 

＜
③

～
⑤

は
条

例
が

あ
る

場
合

の
み

＞
 

③
 

条
例

名
、

制
定

年
月

、
改

正
等

年
月

（
該

当
あ

る
場

合
）
を

記
入

く
だ

さ
い

。
な

お
、

年
月

は
和

暦
で

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。
（
例

：
平

成
○

年
△

月
）
ま

た
、

改
正

等
年

月
に

つ
い

て
は

最
新

の
も

の
を

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。
 

例
）
平

成
2
1

年
３

月
１

日
に

制
定

、
平

成
25

年
３

月
1
5

日
及

び
平

成
30

年
３

月
2
0

日
に

改
正

：
→

制
定

年
月

：
「
平

成
21

年
３

月
」
、

改
正

等
年

月
：
「
平

成
30

年
３

月
」 

①
 

②
 

 ③
 

④
 

⑤
 

 
⑥
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④
 

条
例

の
対

象
範

囲
を

プ
ル

ダ
ウ

ン
か

ら
選

択
し

て
く
だ

さ
い

。
な

お
、

「
2
.文

化
芸

術
関

連
施

策
」
と

は
、

観
光

、
ま

ち
づ

く
り

、
国

際
交

流
、

教
育

、
福

祉
、

産
業

そ
の

他
の

文
化

芸
術

に
関

連
す

る
分

野
に

お
け

る
施

策
を

意
味

し
ま

す
。

 

⑤
 

条
例

が
H

P
等

で
公

開
さ

れ
て

い
る

場
合

は
、

そ
の

U
R

L
を

回
答

く
だ

さ
い

。
（
非

公
開

の
場

合
は

入
力

不
要

）
 

⑥
 

「
文

化
芸

術
基

本
法

を
踏

ま
え

た
「
文

化
政

策
の

た
め

の
条

例
」
の

制
定

（
改

正
等

）
予

定
状

況
」
は

予
定

の
有

無
を

プ
ル

ダ
ウ

ン
か

ら
選

択
し

て
く
だ

さ
い

。
②

条
例

の

有
無

、
④

対
象

範
囲

に
関

わ
ら

ず
、

必
ず

回
答

し
て

く
だ

さ
い

。
ま

た
、

「
有

」
を

選
択

し
た

場
合

は
制

定
（
改

正
等

）
予

定
時

期
を

和
暦

で
記

入
し

て
く
だ

さ
い

。
（
例

：
令

和

●
年

▲
月

、
令

和
■

年
度

等
）
 

  
(２

)文
化

政
策

の
計

画
等

の
策

定
状

況
（
文

化
芸

術
振

興
基

本
法

施
行

（
平

成
1
3

年
1
2

月
７

日
）
以

降
に

策
定

さ
れ

た
も

の
）
 

 
 

 
 

 
 

①
 

計
画

の
有

無
を

プ
ル

ダ
ウ

ン
か

ら
選

択
し

て
く
だ

さ
い

。
「
文

化
政

策
の

計
画

等
」
と

は
、

地
方

公
共

団
体

に
お

け
る

文
化

政
策

全
般

、
市

民
や

文
化

団
体

に
よ

る
芸

術

文
化

振
興

に
つ

い
て

規
定

す
る

計
画

、
指

針
等

を
意

味
し

ま
す

。
（
計

画
、

指
針

、
ビ

ジ
ョ

ン
、

プ
ラ

ン
、

方
針

、
構

想
、

大
綱

、
指

針
等

、
名

称
は

問
い

ま
せ

ん
。

）
文

化
芸

術
振

興
基

本
法

施
行

（
平

成
1
3

年
12

月
７

日
）
以

降
に

策
定

さ
れ

た
も

の
に

つ
い

て
記

入
し

て
く
だ

さ
い

。
（
た

だ
し

、
同

法
の

施
行

前
に

策
定

さ
れ

た
も

の
で

あ
っ

て

も
、

「
文

化
芸

術
振

興
基

本
法

の
一

部
を

改
正

す
る

法
律

」
（
平

成
29

年
法

律
第

7
3

号
）
に

よ
る

改
正

後
の

文
化

芸
術

基
本

法
を

踏
ま

え
て

当
該

計
画

等
が

改
定

さ

れ
て

い
る

場
合

は
対

象
と

し
ま

す
。

）
な

お
、

「
総

合
計

画
（
ま

ち
づ

く
り

計
画

や
生

涯
学

習
計

画
等

）
の

中
に

文
化

芸
術

に
関

す
る

章
や

項
を

含
ん

で
い

る
も

の
」
に

つ
い

て
は

対
象

と
せ

ず
、

「
主

と
し

て
文

化
振

興
を

扱
っ

て
い

る
も

の
」
を

対
象

と
し

て
く
だ

さ
い

。
 

②
 

＜
①

で
計

画
が

あ
る

と
回

答
し

た
場

合
の

み
＞

計
画

等
の

対
象

範
囲

を
プ

ル
ダ

ウ
ン

か
ら

選
択

し
て

く
だ

さ
い

。
な

お
、

「
2
.文

化
芸

術
関

連
施

策
」
と

は
、

観
光

、
ま

ち

づ
く
り

、
国

際
交

流
、

教
育

、
福

祉
、

産
業

そ
の

他
の

文
化

芸
術

に
関

連
す

る
分

野
に

お
け

る
施

策
を

意
味

し
ま

す
。

 

③
 

文
化

芸
術

基
本

法
（
平

成
2
9

年
６

月
公

布
・
施

行
）
第

７
条

の
２

を
受

け
、

国
が

策
定

す
る

文
化

芸
術

推
進

基
本

計
画

（
平

成
3
0

年
３

月
６

日
閣

議
決

定
）
を

踏
ま

え
た

地
方

文
化

芸
術

推
進

基
本

計
画

の
策

定
（
改

定
等

）
予

定
に

つ
い

て
プ

ル
ダ

ウ
ン

か
ら

選
択

し
て

く
だ

さ
い

。
①

計
画

等
の

有
無

、
②

計
画

等
の

対
象

範
囲

に
関

わ
ら

ず
、

必
ず

回
答

し
て

く
だ

さ
い

。
 

①
 

③
 

②
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 （
３

）
障

害
者

に
よ

る
文

化
芸

術
活

動
の

推
進

に
関

す
る

計
画

の
策

定
状

況
 

 
 

 
 

 
 

①
 

障
害

者
に

よ
る

文
化

芸
術

活
動

の
推

進
に

関
す

る
法

律
（
平

成
3
0

年
法

律
第

4
7

号
）
第

８
条

を
踏

ま
え

た
、

障
害

者
に

よ
る

文
化

芸
術

活
動

の
推

進
に

関
す

る
計

画

の
策

定
（
改

定
等

）
状

況
に

つ
い

て
プ

ル
ダ

ウ
ン

か
ら

選
択

し
て

く
だ

さ
い

。
な

お
、

「
障

害
者

に
よ

る
文

化
芸

術
活

動
の

推
進

に
関

す
る

計
画

」
を

含
む

複
数

の
計

画
を

ま
と

め
た

計
画

を
策

定
し

て
い

る
場

合
（
文

化
政

策
の

計
画

等
や

障
害

者
等

に
関

す
る

計
画

の
一

部
と

し
て

策
定

し
て

い
る

場
合

な
ど

）
も

含
み

ま
す

。
回

答
に

あ
た

っ

て
は

、
障

害
福

祉
等

関
係

部
署

に
も

ご
確

認
を

お
願

い
し

ま
す

。
 

 

①
 

【
参

考
】
障

害
者

に
よ

る
文

化
芸

術
活

動
の

推
進

に
関

す
る

法
律

（
抜

粋
）
 

第
８

条
 

地
方

公
共

団
体

は
、

基
本

計
画

を
勘

案
し

て
、

当
該

地
方

公
共

団
体

に
お

け
る

障
害

者
に

よ
る

文
化

芸
術

活
動

の
推

進
に

関
す

る
計

画
を

定
め

る
よ

う
努

め
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

 
 

２
 

地
方

公
共

団
体

は
、

前
項

の
計

画
を

定
め

、
又

は
こ

れ
を

変
更

し
た

と
き

は
、

遅
滞

な
く
、

こ
れ

を
公

表
す

る
よ

う
努

め
る

も
の

と
す

る
。

 

【
参

考
】
文

化
芸

術
基

本
法

第
７

条
の

２
（
一

部
抜

粋
）
 

都
道

府
県

及
び

市
（
特

別
区

を
含

む
。

第
三

十
七

条
に

お
い

て
同

じ
。

）
町

村
の

教
育

委
員

会
（
地

方
教

育
行

政
の

組
織

及
び

運
営

に
関

す
る

法
律

（
昭

和
三

十
一

年
法

律
第

百
六

十
二

号
）
第

二
十

三
条

第
一

項
の

条
例

の
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
り

そ
の

長
が

文
化

に
関

す
る

事
務

（
文

化
財

の
保

護
に

関
す

る
事

務
を

除
く
。

）
を

管
理

し
、

及
び

執
行

す

る
こ

と
と

さ
れ

た
地

方
公

共
団

体
（
次

項
に

お
い

て
「
特

定
地

方
公

共
団

体
」
と

い
う

。
）
に

あ
っ

て
は

、
そ

の
長

）
は

、
文

化
芸

術
推

進
基

本
計

画
を

参
酌

し
て

、
そ

の
地

方
の

実

情
に

即
し

た
文

化
芸

術
の

推
進

に
関

す
る

計
画

（
次

項
及

び
第

三
十

七
条

に
お

い
て

「
地

方
文

化
芸

術
推

進
基

本
計

画
」
と

い
う

。
）
を

定
め

る
よ

う
努

め
る

も
の

と
す

る
。
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様

 
式

 
３

－
２

 
 

４
．

芸
術

文
化

経
費

 

（
１

）
市

区
町

村
の

芸
術

文
化

経
費

（
政

令
指

定
都

市
・
中

核
市

を
除

く
。

）
 

 

 

 
芸

術
文

化
経

費
に

つ
い

て
、

令
和

６
年

度
決

算
額

を
記

入
し

て
く
だ

さ
い

。
各

項
目

に
計

上
す

る
経

費
は

、
以

下
の

通
り

で
す

。
 

 
①

 
 

芸
術

文
化

事
業

費
 

 

・
 

「
芸

術
文

化
」
と

は
、

芸
術

（
美

術
、

音
楽

、
演

劇
、

舞
踊

、
文

学
、

写
真

等
）
、

メ
デ

ィ
ア

芸
術

（
映

画
、

漫
画

、
ア

ニ
メ

ー
シ

ョ
ン

等
）
、

伝
統

芸
能

（
雅

楽
、

能
楽

、
文

楽
、

歌
舞

伎
、

組
踊

等
）
、

芸
能

（
講

談
、

落
語

、
浪

曲
、

漫
談

、
漫

才
、

歌
唱

等
）
、

生
活

文
化

（
茶

道
、

華
道

、
書

道
、

食
文

化
等

）
及

び
国

民
娯

楽
（
囲

碁
、

将
棋

等
）
等

を

い
い

ま
す

。
 

・
 

「
芸

術
文

化
事

業
費

(ｱ
)(
ｲ
)(
ｳ

)」
に

は
以

下
の

経
費

を
計

上
し

て
く
だ

さ
い

。
 


 

芸
術

文
化

関
連

事
業

に
係

る
経

費
 

 
（
例

：
芸

術
文

化
振

興
計

画
の

立
案

・
調

査
、

顕
彰

、
指

導
者

養
成

研
修

（
自

治
体

職
員

の
旅

費
を

除
く
。

）
、

芸
術

家
研

修
派

遣
（
国

内
・
海

外
）
、

芸
術

祭
、

高
校

芸

術
文

化
祭

、
舞

台
芸

術
・
美

術
展

巡
回

事
業

、
そ

の
他

芸
術

文
化

事
業

に
係

る
経

費
（
自

治
体

職
員

の
人

件
費

・
旅

費
を

除
く
。

※
会

計
年

度
任

用
職

員
は

、
文

化
に

関
係

す
る

業
務

だ
け

に
従

事
し

て
い

る
の

で
あ

れ
ば

計
上

。
ま

た
、

あ
る

特
定

の
文

化
事

業
を

行
う

た
め

に
、

そ
の

事
業

費
か

ら
雇

わ
れ

た
ア

ル
バ

イ
ト

な
ど

の
人

件
費

も
計

上
。

）
） 

 
＊

市
区

町
村

の
事

業
費

の
み

。
市

区
町

村
が

出
資

し
て

い
る

団
体

（
財

団
等

）
が

行
う

事
業

費
は

含
め

な
い

。
 


 

芸
術

文
化

団
体

等
に

対
す

る
補

助
及

び
委

託
経

費
（
実

行
委

員
会

等
に

対
す

る
補

助
を

含
む

。
）
 

 
 

 
 

②
 
 

市
区

町
村

立
文

化
施

設
経

費
 

 

・
 

「
市

区
町

村
立

文
化

施
設

経
費

(ｴ
)(

ｵ
)(

ｶ
)」

に
は

、
文

化
施

設
（
文

化
会

館
、

美
術

館
等

）
の

管
理

運
営

の
た

め
に

市
区

町
村

が
支

出
す

る
経

費
（
自

治
体

職
員

の
人

件
費

・
旅

費
を

除
く
。

※
文

化
財

を
修

繕
す

る
職

人
等

の
人

件
費

は
計

上
。

）
を

計
上

し
て

く
だ

さ
い

。
 

①
 

②
 

③
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・
 

修
繕

費
（
大

規
模

・
小

規
模

問
わ

ず
※

新
築

以
外

全
て

）
、

光
熱

水
費

、
文

化
施

設
の

管
理

運
営

を
財

団
等

に
委

託
し

て
い

る
場

合
の

委
託

費
を

含
み

ま
す

。
 

・
 

修
繕

費
等

に
係

る
経

費
に

お
い

て
起

債
し

て
い

る
場

合
は

、
起

債
額

で
は

な
く
、

調
査

対
象

年
度

の
償

還
額

（
元

利
）
を

計
上

（
市

区
町

村
支

出
額

に
記

載
）
し

て
く
だ

さ

い
。

（
当

年
度

に
一

般
財

源
の

負
担

が
あ

る
場

合
は

、
同

年
度

の
償

還
額

（
元

利
）
と

併
せ

て
計

上
し

て
く
だ

さ
い

。
）
 

・
 

図
書

館
及

び
公

民
館

は
社

会
教

育
施

設
に

該
当

す
る

た
め

、
文

化
施

設
に

含
め

ま
せ

ん
。

な
お

、
図

書
館

等
他

の
分

野
の

施
設

と
複

合
し

て
い

る
場

合
に

は
、

文
化

施
設

に
係

る
経

費
の

み
を

区
分

し
計

上
し

て
く
だ

さ
い

。
分

け
難

い
場

合
に

は
両

者
を

含
め

て
計

上
し

て
く
だ

さ
い

。
 

③
 

 
市

区
町

村
立

文
化

施
設

建
設

費
 

 

・
 

「
市

区
町

村
立

文
化

施
設

建
設

費
(ｷ

)(
ｸ
)(

ｹ
)」

に
は

、
土

地
購

入
費

、
建

設
費

等
（
準

備
費

、
調

査
費

、
設

計
料

等
を

含
む

。
）
を

計
上

し
て

く
だ

さ
い

。
 

・
 

建
設

費
等

に
係

る
経

費
に

お
い

て
起

債
し

て
い

る
場

合
は

、
起

債
額

で
は

な
く
、

調
査

対
象

年
度

の
償

還
額

（
元

利
）
を

計
上

（
市

区
町

村
支

出
額

に
記

載
）
し

て
く
だ

さ

い
。

（
当

年
度

に
一

般
財

源
の

負
担

が
あ

る
場

合
は

、
同

年
度

の
償

還
額

（
元

利
）
と

併
せ

て
計

上
し

て
く
だ

さ
い

。
）
 

 【
注

意
事

項
】
 

・
 

単
位

は
千

円
単

位
で

す
。

千
円

未
満

は
切

上
げ

と
し

て
く
だ

さ
い

。
ま

た
、

金
額

が
「
0

円
」
の

時
は

、
空

欄
に

は
せ

ず
、

「
0
」
と

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。
 

・
 

経
費

に
は

、
国

及
び

都
道

府
県

か
ら

の
補

助
、

そ
の

他
市

区
町

村
収

入
を

含
み

ま
す

。
 

・
 

「
国

支
出

金
(ｱ

)(
ｴ
)(

ｷ
)」

は
、

国
庫

補
助

金
、

国
庫

委
託

金
、

国
庫

負
担

金
等

を
計

上
し

て
く
だ

さ
い

（
文

化
庁

か
ら

の
補

助
金

に
限

ら
ず

、
他

省
庁

等
か

ら
の

補
助

金

等
も

含
め

て
回

答
く
だ

さ
い

）
。

市
区

町
村

支
出

額
に

は
国

支
出

金
を

除
い

た
額

を
計

上
し

て
く
だ

さ
い

。
 

・
 

指
定

管
理

者
制

度
に

よ
っ

て
文

化
施

設
の

管
理

者
に

指
定

管
理

料
を

支
払

っ
て

い
る

場
合

は
、

人
件

費
を

除
き

、
事

業
費

を
芸

術
文

化
事

業
費

に
、

管
理

運
営

費
を

市
区

町
村

文
化

施
設

経
費

に
計

上
し

て
く
だ

さ
い

。
指

定
管

理
料

の
分

類
は

、
市

区
町

村
の

積
算

上
の

内
訳

で
、

人
件

費
、

事
業

費
、

施
設

経
費

に
分

類
し

て
く
だ

さ
い

（
指

定
管

理
者

の
決

算
額

で
な

く
て

も
構

い
ま

せ
ん

。
）
。

 

・
 

経
費

に
は

、
新

型
コ

ロ
ナ

ウ
イ

ル
ス

感
染

症
に

関
連

す
る

経
費

を
含

み
ま

す
。

市
区

町
村

の
単

独
事

業
、

文
化

庁
の

新
型

コ
ロ

ナ
ウ

イ
ル

ス
感

染
症

に
関

連
す

る
各

種

事
業

、
内

閣
府

の
新

型
コ

ロ
ナ

ウ
イ

ル
ス

感
染

症
対

応
地

方
創

生
臨

時
交

付
金

が
対

象
と

す
る

事
業

等
が

対
象

と
な

り
ま

す
。

 

 
（
例

）
作

品
の

制
作

・
発

表
の

機
会

が
失

わ
れ

て
い

る
ア

ー
テ

ィ
ス

ト
に

対
す

る
助

成
費

、
文

化
芸

術
関

係
者

へ
の

相
談

窓
口

設
置

に
係

る
経

費
、

ホ
ー

ル
や

ラ
イ

ブ
ハ

ウ
ス

等
に

お
け

る
無

観
客

公
演

の
映

像
配

信
事

業
を

対
象

に
し

た
支

援
費

、
文

化
施

設
に

お
け

る
感

染
症

対
策

経
費

（
サ

ー
モ

グ
ラ

フ
ィ

ー
、

体
温

計
、

消
毒

液
、

殺
菌

用
空

調
機

器

等
の

整
備

に
係

る
経

費
）
、

文
化

施
設

の
利

用
キ

ャ
ン

セ
ル

に
伴

う
利

用
料

の
還

付
等

 

【
参

考
】
内

閣
府

地
方

創
生

サ
イ

ト
「
新

型
コ

ロ
ナ

ウ
イ

ル
ス

感
染

症
対

応
地

方
創

生
臨

時
交

付
金

」
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５
．

文
化

財
保

護
経

費
 

（
１

）
市

区
町

村
の

文
化

財
保

護
経

費
（
政

令
指

定
都

市
・
中

核
市

を
除

く
。

）
 

 

 文
化

財
保

護
経

費
に

つ
い

て
、

令
和

６
年

度
決

算
額

を
記

入
し

て
く
だ

さ
い

。
 

計
上

す
る

経
費

は
、

P
8

の
別

表
に

掲
げ

る
事

業
に

要
す

る
経

費
と

し
ま

す
。

 

 
 

国
指

定
文

化
財

等
保

存
・
活

用
事

業
経

費
 

 

①
 

≪
重

要
文

化
財

等
(ｱ

)(
ｲ
)(
ｳ

)≫
 

・
 

別
表

の
重

要
文

化
財

等
（
国

宝
、

特
別

史
跡

名
勝

天
然

記
念

物
を

含
む

。
）
の

項
目

を
踏

ま
え

該
当

す
る

経
費

を
計

上
し

て
く
だ

さ
い

。
 

・
 

※
１

「
活

用
」
に

つ
い

て
、

公
開

活
用

は
、

文
化

財
等

の
公

開
（
公

開
の

際
の

安
全

確
保

や
公

開
環

境
整

備
等

を
含

む
）
、

展
示

・
便

益
・
そ

の
他

活
用

施
設

・
設

備
等

の

整
備

管
理

、
情

報
発

信
（
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
・
映

像
・
S
N

S
・
パ

ン
フ

レ
ッ

ト
・
レ

プ
リ

カ
・
模

写
模

造
・
V

R
・
A

R
・
デ

ジ
タ

ル
ア

ー
カ

イ
ブ

・
解

説
板

等
の

作
成

管
理

、
周

遊
ル

ー

ト
の

設
定

及
び

周
辺

文
化

財
と

の
一

体
的

な
発

信
、

展
示

解
説

等
の

ユ
ニ

バ
ー

サ
ル

デ
ザ

イ
ン

化
等

を
含

む
）
、

多
言

語
化

（
翻

訳
、

ネ
イ

テ
ィ

ブ
チ

ェ
ッ

ク
、

ネ
イ

テ
ィ

ブ

ラ
イ

タ
ー

に
よ

る
コ

ン
テ

ン
ツ

作
成

等
を

含
む

）
、

普
及

啓
発

（
発

表
会

、
展

覧
会

、
体

験
教

室
、

ワ
ー

ク
シ

ョ
ッ

プ
、

シ
ン

ポ
ジ

ウ
ム

の
実

施
等

を
含

む
）
、

外
部

人
材

の
活

用
（
保

存
活

用
計

画
の

推
進

や
魅

力
発

信
等

を
行

う
専

門
人

材
に

係
る

報
償

費
や

委
託

費
等

を
含

む
）
、

人
材

育
成

（
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
、

ガ
イ

ド
、

学
芸

員
、

ヘ
リ

テ
ー

ジ

マ
ネ

ー
ジ

ャ
ー

等
の

研
修

・
育

成
等

を
含

む
）
等

に
関

す
る

取
組

を
い

い
ま

す
。

ま
た

、
美

装
化

は
、

文
化

財
の

外
観

、
内

装
等

を
美

し
く
保

ち
、

魅
力

を
向

上
さ

せ
る

取

組
を

い
い

ま
す

。
 

※
２

 
 

「
保

存
」
「
活

用
」
に

は
ハ

ー
ド

事
業

と
ソ

フ
ト

事
業

に
係

る
経

費
等

を
合

算
し

て
計

上
し

て
く
だ

さ
い

。
 

ハ
ー

ド
：
保

存
・
活

用
の

た
め

の
保

存
施

設
・
防

災
施

設
・
展

示
施

設
・
便

益
施

設
そ

の
他

施
設

等
の

整
備

、
買

い
上

げ
に

係
る

経
費

等
。

 

ソ
フ

ト
：
ハ

ー
ド

事
業

以
外

の
取

組
（
解

説
板

の
設

置
を

含
む

）
に

係
る

経
費

等
。

（
地

方
債

の
対

象
と

な
る

経
費

（
＝

ハ
ー

ド
）
以

外
の

経
費

を
指

し
ま

す
。

）
 

※
３

 
「
う

ち
民

間
向

け
」
に

は
、

民
間

事
業

者
が

行
う

事
業

へ
の

補
助

金
・
負

担
金

を
内

数
で

計
上

し
て

く
だ

さ
い

。
（
指

定
管

理
業

務
を

民
間

に
「
委

託
」
し

て
い

る
場

合
、

そ
の

業
務

は
当

該
自

治
体

の
業

務
を

依
頼

し
て

民
間

事
業

者
に

実
施

し
て

も
ら

う
こ

と
に

な
り

ま
す

の
で

、
そ

の
経

費
は

、
民

間
向

け
の

内
数

に
は

含
ま

れ
ま

せ

ん
。

）
 

 
 

①
 

②
 

④
 

※
2  

③
 

※
3  

※
2 

※
2  

※
2  

※
1  

※
3 

※
3 

※
3  

-124-



＜
市

区
町

村
用

＞
 

7 

②
 

≪
埋

蔵
文

化
財

(ｴ
)(
ｵ

)(
ｶ
)≫

 

・
 

別
表

の
埋

蔵
文

化
財

の
項

目
を

踏
ま

え
該

当
す

る
経

費
を

計
上

し
て

下
さ

い
。

 

・
 

埋
蔵

文
化

財
（
緊

急
調

査
）
は

令
和

７
年

６
月

2
0

日
付

７
文

財
二

第
４

３
号

で
文

化
庁

文
化

財
第

二
課

か
ら

依
頼

の
「
令

和
６

年
度

実
施

の
発

掘
調

査
費

用
の

実
態

調

査
及

び
発

掘
届

等
の

統
計

調
査

に
つ

い
て

（
依

頼
）
」
の

結
果

に
基

づ
く
額

と
し

ま
す

。
 

③
 

 
地

方
公

共
団

体
指

定
文

化
財

等
保

存
・
活

用
事

業
経

費
 

 

・
 

別
表

の
地

方
公

共
団

体
指

定
文

化
財

等
保

存
・
活

用
事

業
経

費
の

項
目

を
踏

ま
え

該
当

す
る

経
費

を
計

上
し

て
く
だ

さ
い

。
 

④
 

 
国

・
地

方
公

共
団

体
指

定
文

化
財

等
保

護
管

理
経

費
 

 

・
 

別
表

の
国

・
地

方
公

共
団

体
指

定
文

化
財

等
保

護
管

理
経

費
の

項
目

を
踏

ま
え

該
当

す
る

経
費

を
計

上
し

て
く
だ

さ
い

。
 

 【
注

意
事

項
】
 

・
 

単
位

は
千

円
単

位
で

す
。

千
円

未
満

は
切

上
げ

と
し

て
く
だ

さ
い

。
ま

た
、

金
額

が
「
0

円
」
の

時
は

、
空

欄
に

は
せ

ず
、

「
0
」
と

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。
 

・
 

歴
史

民
俗

資
料

館
、

埋
蔵

文
化

財
セ

ン
タ

ー
等

が
行

う
経

費
を

含
め

ま
す

。
な

お
、

所
有

者
負

担
金

は
含

め
ま

せ
ん

。
 

・
 

「
国

支
出

金
(ｱ

)(
ｴ
)(

ｹ
)」

は
、

国
庫

補
助

金
、

国
庫

委
託

金
、

国
庫

負
担

金
等

を
計

上
し

て
く
だ

さ
い

（
文

化
庁

か
ら

の
補

助
金

に
限

ら
ず

、
他

省
庁

等
か

ら
の

補
助

金
等

も

含
め

て
回

答
く
だ

さ
い

）
。

 

・
 

「
市

区
町

村
支

出
額

(ｳ
)(
ｶ
)(
ｸ
)(
ｻ

)」
に

は
、

国
庫

補
助

事
業

・
都

道
府

県
補

助
事

業
に

お
け

る
市

区
町

村
負

担
額

、
そ

の
他

市
区

町
村

単
独

事
業

等
の

文
化

財
保

護
事

業

に
係

る
経

費
（
自

治
体

職
員

の
人

件
費

・
旅

費
を

除
く
。

）
を

計
上

し
て

く
だ

さ
い

。
※

会
計

年
度

任
用

職
員

は
、

文
化

に
関

係
す

る
業

務
だ

け
に

従
事

し
て

い
る

の
で

あ
れ

ば
計

上
。

ま
た

、
あ

る
特

定
の

文
化

事
業

を
行

う
た

め
に

、
そ

の
事

業
費

か
ら

雇
わ

れ
た

ア
ル

バ
イ

ト
な

ど
の

人
件

費
も

計
上

。
）
 

・
 

経
費

に
は

、
新

型
コ

ロ
ナ

ウ
イ

ル
ス

感
染

症
に

関
連

す
る

経
費

を
含

み
ま

す
。

市
区

町
村

の
単

独
事

業
、

文
化

庁
の

新
型

コ
ロ

ナ
ウ

イ
ル

ス
感

染
症

に
関

連
す

る
各

種
事

業
、

内
閣

府
の

新
型

コ
ロ

ナ
ウ

イ
ル

ス
感

染
症

対
応

地
方

創
生

臨
時

交
付

金
が

対
象

と
す

る
事

業
等

が
対

象
と

な
り

ま
す

。
 

（
例

）
文

化
財

の
オ

ン
ラ

イ
ン

配
信

等
に

よ
る

イ
ン

バ
ウ

ン
ド

の
回

復
に

向
け

た
地

域
の

魅
力

発
信

に
係

る
経

費
、

文
化

財
の

公
開

施
設

に
お

け
る

感
染

症
対

策
経

費
等

 

【
参

考
】
内

閣
府

地
方

創
生

サ
イ

ト
「
新

型
コ

ロ
ナ

ウ
イ

ル
ス

感
染

症
対

応
地

方
創

生
臨

時
交

付
金

」
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・
 

文
化

財
保

護
経

費
に

お
い

て
起

債
し

て
い

る
場

合
は

、
調

査
対

象
年

度
の

起
債

額
で

は
な

く
、

当
年

度
の

償
還

額
（
元

利
）
を

計
上

（
市

区
町

村
支

出
額

に
記

載
）
し

て
く
だ

さ
い

。
（
当

年
度

に
一

般
財

源
の

負
担

が
あ

る
場

合
は

、
同

年
度

の
償

還
額

（
元

利
）
と

併
せ

て
計

上
し

て
く
だ

さ
い

。
）
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【
国

指
定

文
化

財
等

保
存

・
活

用
事

業
経

費
の

例
】
 

・
重

要
文

化
財

等
（
国

宝
、

特
別

史
跡

名
勝

天
然

記
念

物
を

含
む

。
）
 

 
保

存
 

活
用

 

重
要

文
化

財
（
建

造
物

）
 

保
存

活
用

計
画

策
定

、
保

存
修

理
、

防
災

施
設

等
（
環

境
保

全
、

耐
震

診
断

、
民

家
保

存
管

理
施

設
、

緊
急

防
災

性
能

強
化

、
緊

急
防

災
施

設
耐

震
改

修
を

含
む

）
、

買
上

げ
 

公
開

活
用

、
美

装
化

 

重
要

文
化

財
（
美

術
工

芸
品

）
 

保
存

活
用

計
画

策
定

、
保

存
修

理
、

防
災

・
保

存
施

設
（
収

蔵
庫

を
含

む
）
、

買
上

げ
 

公
開

活
用

、
美

装
化

 

登
録

有
形

文
化

財
（
建

造
物

）
 

保
存

活
用

計
画

策
定

、
保

存
修

理
、

防
災

施
設

等
 

公
開

活
用

、
美

装
化

 

登
録

有
形

文
化

財
（
美

術
工

芸
品

）
 

保
存

活
用

計
画

策
定

、
保

存
修

理
、

買
上

げ
 

公
開

活
用

、
美

装
化

 

重
要

無
形

文
化

財
 

保
存

活
用

計
画

策
定

、
伝

承
、

記
録

作
成

 
公

開
活

用
 

登
録

無
形

文
化

財
 

保
存

活
用

計
画

策
定

、
伝

承
、

記
録

作
成

 
公

開
活

用
 

重
要

有
形

・
無

形
民

俗
文

化
財

 
保

存
活

用
計

画
策

定
、

保
存

修
理

、
防

災
管

理
、

保
存

施
設

、
伝

承
、

記
録

作
成

 
公

開
活

用
 

登
録

有
形

・
無

形
民

俗
文

化
財

 
保

存
活

用
計

画
策

定
、

伝
承

、
記

録
作

成
 

公
開

活
用

 

史
跡

名
勝

天
然

記
念

物
 

保
存

活
用

計
画

策
定

、
保

存
修

理
（
「
歴

史
の

道
」
含

む
）
、

環
境

整
備

、
防

災
施

設
、

天
然

記
念

物
再

生
・
食

害
対

策
、

史
跡

等
買

上
げ

 
公

開
活

用
 

登
録

記
念

物
 

保
存

活
用

計
画

策
定

、
保

存
修

理
、

環
境

整
備

、
防

災
施

設
、

保
存

施
設

（
標

識
等

）
の

設
置

 
公

開
活

用
 

重
要

文
化

的
景

観
 

保
存

修
理

、
保

存
計

画
策

定
、

環
境

整
備

、
防

災
施

設
等

 
公

開
活

用
 

重
要

伝
統

的
建

造
物

群
保

存
地

区
 

保
存

修
理

、
防

災
施

設
等

、
買

上
げ

（
修

景
・
復

旧
、

環
境

の
保

全
整

備
、

各
単

費
事

業
を

含
む

）
 

公
開

活
用

、
美

装
化

 

選
定

保
存

技
術

 
保

存
活

用
計

画
策

定
、

伝
承

、
記

録
作

成
 

公
開

活
用

 

 ・
埋

蔵
文

化
財

 
埋

蔵
文

化
財

（
学

術
調

査
等

）
 

文
化

財
保

護
法

第
9
2

条
、

第
9
9

条
に

基
づ

く
発

掘
調

査
、

遺
跡

詳
細

分
布

調
査

、
重

要
遺

跡
基

本
資

料
整

備
、

出
土

遺
物

保
存

処
理

（
緊

急
調

査
に

係
る

も
の

を
除

く
） 

埋
蔵

文
化

財
（
緊

急
調

査
）
 

文
化

財
保

護
法

第
9
2

条
、

第
9
9

条
に

基
づ

く
発

掘
調

査
で

、
開

発
行

為
等

に
伴

う
事

前
調

査
 

埋
蔵

文
化

財
（
保

存
活

用
）
 

体
験

学
習

、
広

報
資

料
作

成
、

出
土

遺
物

再
整

理
、

設
備

整
備

 

 【
地

方
公

共
団

体
指

定
文

化
財

等
保

存
・
活

用
事

業
経

費
】
 

・
地

方
公

共
団

体
が

指
定

・
登

録
す

る
文

化
財

等
（
有

形
文

化
財

、
無

形
文

化
財

、
民

俗
文

化
財

、
記

念
物

、
文

化
的

景
観

、
伝

統
的

建
造

物
群

保
存

地
区

、
保

存
技

術
）
に

係
る

保
存

・
活

用
の

取
組

の
考

え
方

に
つ

い
て

は
、

上
表

「
重

要
文

化
財

等
（
国

宝
、

特
別

史
跡

名
勝

天
然

記
念

物
を

含
む

。
）
」
に

準
じ

る
。

 

 【
国

・
地

方
公

共
団

体
指

定
文

化
財

等
保

護
管

理
経

費
】
 

調
査

 
指

定
文

化
財

調
査

、
未

指
定

文
化

財
調

査
、

「
歴

史
の

道
」
調

査
、

総
合

学
術

調
査

、
伝

統
的

建
造

物
群

保
存

対
策

調
査

、
そ

の
他

 

国
指

定
文

化
財

管
理

 
国

指
定

文
化

財
の

管
理

（
防

災
設

備
保

守
点

検
、

差
し

茅
、

防
蟻

・
防

虫
等

小
修

理
、

文
化

財
保

護
管

理
指

導
）
に

係
る

経
費

、
国

有
文

化
財

の
管

理
に

係
る

経
費

 

文
化

財
関

係
団

体
補

助
 

文
化

財
保

護
を

主
た

る
目

的
と

す
る

団
体

に
対

す
る

文
化

財
保

護
関

係
事

業
へ

の
補

助
金

（
文

化
財

愛
護

団
体

等
に

対
す

る
補

助
金

は
除

く
） 

そ
の

他
 

文
化

財
保

護
審

議
会

事
務

費
、

文
化

財
保

護
指

導
委

員
手

当
、

未
指

定
無

形
民

俗
文

化
財

の
伝

承
、

文
化

財
愛

護
活

動
、

文
化

財
保

護
強

調
週

間
の

各
種

行

事
、

歴
史

民
俗

資
料

館
・
地

方
埋

蔵
文

化
財

セ
ン

タ
ー

の
建

設
・
運

営
費

等
 

 

別
 

 
表

 

-126-



  

＜文化庁連絡先＞ 

 

文化庁政策課 文化政策調査研究室 調査調整係 

〒602-8959 

京都府京都市上京区下長者町通新町西入 

藪之内町８５番４ 

T E L ： 075-451-4111（代表） 

E-mail ： bunka-chosa@mext.go.jp 

U R L ： http://www.bunka.go.jp/ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
    
   HistoryItem_V1
   Nup
        
     シートの余分なスペースをトリミング: いいえ
     ページの拡大・縮小を許可: はい
     マージン・トンボ: 無し
     シートサイズ:  8.268 x 11.693 インチ / 210.0 x 297.0 mm
     シートの最適化:  最適サイズ
     倍率 97.00 %
     調整:  中央
      

        
     D:20260611154603
      

        
     0.0000
     8.5039
     28.3465
     0
     JapaneseMid
     0.2835
     Fixed
     3
     7
     0.9700
     0
     0 
     1
     0.0000
     0
            
       D:20260611154559
       841.8898
       a4
       Blank
       595.2756
          

     Best
     761
     201
    
    
     0.0000
     C
     0
            
       CurrentAVDoc
          

     0.0000
     0
     2
     0
     1
     0 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus4
     QI+ 4.0g
     QI+ 4
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base





